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1 環境影響評価の概要 
 
 「中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価書【山梨県】（平成 26 年８月）」（以下、「評価

書」という。）において選定した対象事業に係る環境要素ごとに、調査、予測及び評価についての結

果の概要を、表 1-1に示す。 

 これらの結果から、環境保全措置を実施することによって、環境への影響について実行可能な範囲

で回避又は低減が図られ、環境の保全について適正な配慮がなされている事業であると総合的に評

価した。 

 なお、山梨リニア実験線での成果を含め、工事期間中に新たな環境保全技術が得られた場合には、

できる限り取り入れるよう努める。 
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表 1-1(1) 対象事業に係る環境影響の総合的な評価 

環境要素 

の区分 

項目 
影響要因の区分 調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 事後調査計画 

環境要素の区分 環境要素の区分 

大気環境 大気質 二酸化窒素及び浮

遊粒子状物質 

建設機械の稼働 【文献調査】 

気象（風向・風速）は、最近１年

間（平成24年５月16日～平成25年

５月15日）と過去10年間を比較す

るとほぼ同様の傾向であった。 

二酸化窒素は、日平均値の年間

98％値が0.022～0.030ppm、浮遊粒

子状物質は、日平均値の２％除外

値が0.040～0.053mg/m3であり、全

ての地点で環境基準を下回ってい

た。 

【現地調査】 

二酸化窒素は、日平均値の最高

値が0.008～0.019ppm、浮遊粒子状

物質は、日平均値の最高値が0.029

～0.046mg/m3であり、全ての地点

で環境基準を下回っていた。 

二酸化窒素は、日平均値の年間

98％値が0.012～0.051ppm、浮遊粒

子状物質は、日平均値の年間２％

除外値が0.037～0.060mg/m3と予

測され、環境基準を下回っている。 

排出ガス対策型建設機械の採用 

工事規模に合わせた建設機械の設

定 

建設機械の使用時における配慮 

建設機械の点検及び整備による性

能維持 

工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 

揮発性有機化合物（VOC）の排出抑

制 

工事従事者への講習・指導 

工事の平準化 

 二酸化窒素、浮遊粒子状物質と

もに、予測値は環境基準を下回っ

ている。 

 また、左記の環境保全措置を確

実に実施することから、建設機械

の稼働に係る二酸化窒素及び浮遊

粒子状物質の環境影響について低

減が図られていると評価する。 

計画しない。 

資材及び機械の運

搬に用いる車両の

運行 

【文献調査】 

（「建設機械の稼働」に記載のと

おり。） 

【現地調査】 

二酸化窒素は、日平均値の最高

値が0.007～0.024ppm、浮遊粒子状

物質は、日平均値の最高値が0.031

～0.046mg/m3であり、全ての地点

で環境基準を下回っていた。 

二酸化窒素は、日平均値の年間

98％値が0.013～0.029ppm、浮遊粒

子状物質は、日平均値の年間２％

除外値が0.039～0.058mg/m3と予

測され、環境基準を下回っている。 

資材及び機械の運搬に用いる車両

の点検及び整備による性能維持 

資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行計画の配慮 

環境負荷低減を意識した運転の徹

底 

揮発性有機化合物（VOC）の排出抑

制 

工事従事者への講習・指導 

工事の平準化 

 二酸化窒素、浮遊粒子状物質と

もに、予測値は環境基準を下回っ

ている。 

 また、左記の環境保全措置を確

実に実施することから、資材及び

機械の運搬に用いる車両の運行に

係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物

質の環境影響について低減が図ら

れていると評価する。 

計画しない。 
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表 1-1(2) 対象事業に係る環境影響の総合的な評価 

環境要素 

の区分 

項目 
影響要因の区分 調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 事後調査計画 

環境要素の区分 環境要素の区分 

大気環境 大気質 粉じん等 建設機械の稼働 【文献調査】 

気象（風向・風速）は、最近１年

間（平成24年５月16日～平成25年

５月15日）と過去10年間を比較す

るとほぼ同様の傾向であった。 

降下ばいじん量は、最大で

9.19t/km2/月と予測され、参考値

を下回っている。 

工事規模に合わせた建設機械の設

定 

工事現場の清掃及び散水 

仮囲いの設置 

工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 

工事の平準化 

 降下ばいじん量の予測値は参考

値を下回っている。 

 また、左記の環境保全措置を確

実に実施することから、建設機械

の稼働に係る粉じん等の環境影響

について低減が図られていると評

価する。 

計画しない。 

資材及び機械の運

搬に用いる車両の

運行 

降下ばいじん量は、最大で

1.94t/km2/月と予測され、参考値

を下回っている。 

荷台への防じんシート敷設及び散

水 

資材及び機械の運搬に用いる車両

の出入口、周辺道路の清掃及び散

水、タイヤの洗浄 

工事の平準化 

 降下ばいじん量の予測値は参考

値を下回っている。 

 また、左記の環境保全措置を確

実に実施することから、資材及び

機械の運搬に用いる車両の運行に

係る粉じん等の環境影響について

低減が図られていると評価する。 

計画しない。 

騒音 建設機械の稼働 【現地調査】 

一般環境騒音は、騒音レベルの

90％レンジの上端値（ＬA5）につい

ては昼間41～58dB、夜間33～55dB、

等価騒音レベル（ＬAeq）については

昼間38～56dB、夜間32～52dBであ

った。 

 主な建設機械による工事範囲境

界から0.5m離れた位置での騒音は

68～83dBと予測され、規制基準を

下回っている。 

低騒音型建設機械の採用 

仮囲い・防音シート等の設置によ

る遮音対策 

工事規模に合わせた建設機械の設

定 

建設機械の使用時における配慮 

建設機械の点検及び整備による性

能維持 

工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 

工事従事者への講習・指導 

工事の平準化 

 騒音の予測値は規制基準を下回

っている。 

 また、左記の環境保全措置を確

実に実施することから、建設機械

の稼働に係る騒音の環境影響につ

いて低減が図られていると評価す

る。 

計画しない。 

資材及び機械の運

搬に用いる車両の

運行 

【現地調査】 

道路交通騒音は、等価騒音レベ

ル（Ｌ Aeq）については昼間59～

70dB、夜間50～67dBであり、環境基

準の類型の指定がある地点では環

境基準を下回っていた。 

 資材及び機械の運搬に用いる車

両の運行による騒音は59～70dBと

予測され、環境基準を下回ってい

る。 

資材及び機械の運搬に用いる車両

の点検及び整備による性能維持 

資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行計画の配慮 

環境負荷低減を意識した運転の徹

底 

工事従事者への講習・指導 

工事の平準化 

 騒音の予測値は環境基準を下回

っている。 

 また、左記の環境保全措置を確

実に実施することから、資材及び

機械の運搬に用いる車両の運行に

係る騒音の環境影響について低減

が図られていると評価する。 

計画しない。 

 

  

1-1-3 
 



表 1-1 (3) 対象事業に係る環境影響の総合的な評価 

環境要素 

の区分 

項目 
影響要因の区分 調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 事後調査計画 

環境要素の区分 環境要素の区分 

大気環境 騒音 列車の走行（地下

を走行する場合を

除く。） 

【現地調査】 

一般環境騒音は、騒音レベルの

90％レンジの上端値（ＬA5）につい

ては昼間41～58dB、夜間33～55dB、

等価騒音レベル（ＬAeq）については

昼間38～56dB、夜間32～52dBであ

った。 

市町の主な代表地点における騒

音は62～79dB、路線近傍の学校、

病院等が存在している予測地点に

おける騒音は、62～77dBと予測さ

れた。 

防音壁、防音防災フードの設置 

防音防災フードの目地の維持管理

の徹底 

桁間の目地の維持管理の徹底 

防音壁の改良 

個別家屋対策 

沿線の土地利用対策 

評価の指標となる「新幹線鉄道

騒音に係る環境基準」は、新幹線

鉄道騒音による被害を防止するた

めの音源対策、障害防止対策（個

別家屋対策）、土地利用対策等の

各種施策を総合的に推進するに際

しての行政上の目標となるべきも

のとされている。また、「新幹線鉄

道騒音対策要綱」（昭和 51年 3月

5 日閣議了解）においても、音源対

策、障害防止対策、沿線地域の土

地利用対策等の対策実施を強力に

推進するものとされている。 

生活環境の保全に配慮すべき住

居等が多く存在している集落の区

域や病院等の保全施設が近くにあ

るところにおいては、音源対策と

して防音防災フードを設置するこ

とを基本に考えており、結果とし

て、地上区間の多くの部分におい

て、この考え方により防音防災フ

ードを設置することを想定してい

る。 

しかしながらその一方で、景観

上からは、防音防災フードの景観

への影響や日常的な視点場におけ

る圧迫感をできる限り低減する必

要があるとともに、観光振興の観

点等から、走行するリニア車両を

一定の区間見えるようにしてほし

い、との地元自治体からの要請も

あるという現状がある。 

走行するリニア車両の騒音を音

源対策として抑制するためには、

防音防災フードのように隙間のな

い構造とする必要があるが、透明

材でフードを構成することは技術

的に極めて困難であり、現時点に

おいてはコンクリート製のフード

とする必要がある。一方で、走行

するリニア車両を見えるようにす

るためには、防音防災フードでは

なく、防音壁とする必要がある。

これにより、防音防災フードによ

る景観への影響や日常的な視点場

における圧迫感を低減することに

もつながる。 

計画しない。 
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表 1-1 (4) 対象事業に係る環境影響の総合的な評価 

環境要素 

の区分 

項目 
影響要因の区分 調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 事後調査計画 

環境要素の区分 環境要素の区分 

大気環境 騒音 列車の走行（地下

を走行する場合を

除く。） 

   したがって、連続した防音壁区

間を確保するため、新幹線鉄道騒

音から通常の生活を保全する必要

がある箇所に該当しない、河川部、

農用地、工業専用地域となってい

る区間の他、これらに挟まれた比

較的家屋の少ない区間についても

防音壁とすることを想定してい

る。仮に、こうした場所について

類型指定がなされる場合、Ⅱ類型

であったとしても防音壁という音

源対策だけでは基準を達成するこ

とができないため、新幹線計画と

整合した開発の抑制や公共施設

（道路、公園、緑地等）の配置とい

った土地利用対策を関係機関に要

請していくが、それらの対策によ

っても環境基準が達成できない場

合には、障害防止対策（個別家屋

対策）を実施することにより、環

境基準が達成された場合と同等の

屋内環境を保持して、基準との整

合を図っていく。 

これらの点を踏まえて、音源対

策としての環境対策工の配置につ

いては、関係機関による土地利用

対策の考え方も勘案し、現状の住

居等の分布状況や土地利用の状況

に基づいて、県および沿線市町と

協議して決定し、計画の進捗に合

わせて今後各段階で実施する説明

会等の場で住民の皆様に説明し、

ご理解を深めて頂く考えである。 

また、土地利用対策については、

昭和 50 年に環境庁大気保全局長

から各都道府県の知事に通知され

た環大特第 100 号において、「新

幹線鉄道沿線地域を含む土地利用

計画を決定し、又は変更しようと

する場合は、この基準の維持達成

に資するよう配慮すること」とさ

れていることから、工事期間中や

供用後を含め、この趣旨に沿った

取扱いが継続して進められるよ

う、関係機関に協力を要請してい

く。 

計画しない。 
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表 1-1(5) 対象事業に係る環境影響の総合的な評価 

環境要素 

の区分 

項目 
影響要因の区分 調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 事後調査計画 

環境要素の区分 環境要素の区分 

大気環境 騒音 列車の走行（地下

を走行する場合を

除く。） 

   完成後は、環境対策工の配置を

踏まえて測定地点を選定し、騒音

測定を行う。その結果、環境基準

との整合が図られていない場合に

は、原因を究明のうえ、必要な環

境保全措置を講じていく。 

なお、学校については、環境基準

を達成するよう配慮を行ってい

る。また、直接改変される中道北

小学校及び田富北小学校について

も、環境基準を達成するよう今後

の対応において配慮を行ってい

く。 

計画しない。 

振動 建設機械の稼働 【現地調査】 

一般環境振動は昼間25未満～

31dB、夜間25未満～25dBであった。 

 主な建設機械による工事範囲境

界における振動は63～74dBと予測

され、規制基準を下回っている。 

低振動型建設機械の採用 

工事規模に合わせた建設機械の設

定 

建設機械の使用時における配慮 

建設機械の点検及び整備による性

能維持 

工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 

工事従事者への講習・指導 

工事の平準化 

 振動の予測値は規制基準を下回

っている。 

 また、左記の環境保全措置を確

実に実施することから、建設機械

の稼働に係る振動の環境影響につ

いて低減が図られていると評価す

る。 

計画しない。 

資材及び機械の運

搬に用いる車両の

運行 

【現地調査】 

道路交通振動は昼間25未満～

42dB、夜間25未満～33dBであり、要

請限度を下回っていた。 

 

 資材及び機械の運搬に用いる車

両の運行による振動は33～48dBと

予測され、要請限度を下回ってい

る。 

資材及び機械の運搬に用いる車両

の点検及び整備による性能維持 

資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行計画の配慮 

環境負荷低減を意識した運転の徹

底 

工事従事者への講習・指導 

工事の平準化 

 振動の予測値は要請限度を下回

っている。 

 また、左記の環境保全措置を確

実に実施することから、資材及び

機械の運搬に用いる車両の運行に

係る振動の環境影響について低減

が図られていると評価する。 

計画しない。 
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表 1-1(6) 対象事業に係る環境影響の総合的な評価 

環境要素 

の区分 

項目 
影響要因の区分 調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 事後調査計画 

環境要素の区分 環境要素の区分 

大気環境 振動 列車の走行（地下

を走行する場合を

除く。） 

【現地調査】 

一般環境振動は昼間25未満～

31dB、夜間25未満～25dBであった。 

市町の主な代表地点、路線近傍

の学校、病院等が存在している予

測地点における振動は62dB未満と

予測され、「環境保全上緊急を要す

る新幹線鉄道振動対策について」

における勧告値（以下、「新幹線勧

告値」）を下回っている。 

桁支承部の維持管理の徹底 

ガイドウェイの維持管理の徹底 

 振動の予測値は新幹線勧告値を

下回っている。 

 また、左記の環境保全措置を確

実に実施することから、列車の走

行（地下を走行する場合を除く。）

に係る振動の環境影響について低

減が図られていると評価する。 

計画しない。 

列車の走行（地下

を走行する場合に

限る。） 

予測地点における振動は48dB未

満と予測され、新幹線勧告値を下

回っている。 

ガイドウェイの維持管理の徹底  振動の予測値は新幹線勧告値を

下回っている。 

 また、左記の環境保全措置を確

実に実施することから、列車の走

行（地下を走行する場合に限る。）

に係る振動の環境影響について低

減が図られていると評価する。 

計画しない。 

微気圧波 列車の走行（地下

を走行する場合を

除く。） 

列車の走行（地下

を走行する場合に

限る。） 

【文献調査】 

 トンネル及び防音防災フードの

出入り口付近に住居、耕作地、樹

林地、工場が分布している。 

 緩衝工端部中心からの距離20m、

50m、80mの予測値は42Pa、28Pa、

18Paと予測する。 

緩衝工の設置 

緩衝工の維持管理の徹底 

緩衝工端部中心から20mの距離

においては50Pa以下である。また、

緩衝工端部中心から80mの距離に

おいては最大でも20Paを下回るこ

とから、今後、路線近傍の住居分

布等の周辺環境に留意し、トンネ

ル、防音防災フードの配置に応じ

て適切な位置に緩衝工を設置し、

必要な延長を確保することによ

り、「トンネル坑口緩衝工の設置基

準(案)」に示された基準値との整

合が図れることを確認した。 

 また、左記の環境保全措置を確

実に実施することから、列車の走

行に係るトンネル及び防音防災フ

ードの出入口から発生する微気圧

波の環境影響について低減が図ら

れていると評価する。 

計画しない。 
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表 1-1(7) 対象事業に係る環境影響の総合的な評価 

環境要素 

の区分 

項目 
影響要因の区分 調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 事後調査計画 

環境要素の区分 環境要素の区分 

水環境 

 

水質 

 

水の濁り 切土工等又は既存

の工作物の除去 

【文献調査】 

対象事業実施区域及びその周囲

で測定されている河川のうち、環

境基準の類型が指定されている河

川について、一部の河川では環境

基準を達成していない。 

 

【現地調査】 

調査した河川のうち、環境基準

の類型が指定されている河川につ

いては環境基準を達成している。 

切土工等又は既存の工作物の除

去に伴い発生する濁水は、沈砂池

等による処理のほか、必要に応じ、

水質汚濁防止法に基づく排水基準

等を踏まえ、適切に処理をして公

共用水域へ排水することから、周

辺公共用水域への水の濁りの影響

は小さいと予測する。 

工事排水の適切な処理 

工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 

仮締切工の実施 

水路等の切回しの実施 

工事排水の監視 

処理装置の点検・整備による性能

維持 

左記の環境保全措置を実施する

ことから、切土工等又は既存の工

作物の除去に係る水の濁りの環境

影響の回避又は低減が図られてい

ると評価する。 

計画しない。 

トンネルの工事 トンネルの工事に伴う地下水の

湧出により発生する濁水は、必要

に応じ、発生水量を考慮した処理

能力を備えた濁水処理設備を設置

し、水質汚濁防止法に基づく排水

基準等を踏まえ、適切に処理をし

て公共用水域へ排水することか

ら、公共用水域の水の濁りの影響

は小さいと予測する。 

工事排水の適切な処理 

工事排水の監視 

処理装置の点検・整備による性能

維持 

放流時の放流箇所及び水温の調整 

左記の環境保全措置を実施する

ことから、トンネルの工事に係る

水の濁りの環境影響の回避又は低

減が図られていると評価する。 

計画しない。 

工事施工ヤード及

び工事用道路の設

置 

工事施工ヤード及び工事用道路

の設置に伴い発生する濁水は、沈

砂池等による処理のほか、必要に

応じ、水質汚濁防止法に基づく排

水基準等を踏まえ、適切に処理を

してから公共用水域へ排水するこ

とから、公共用水域の水の濁りの

影響は小さいと予測する。 

工事排水の適切な処理 

工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 

工事排水の監視 

処理装置の点検・整備による性能

維持 

左記の環境保全措置を実施する

ことから、工事施工ヤード及び工

事用道路の設置に係る水の濁りの

環境影響の回避又は低減が図られ

ていると評価する。 

計画しない。 

  

1-1-8 
 



表 1-1(8) 対象事業に係る環境影響の総合的な評価 

環境要素 

の区分 

項目 
影響要因の区分 調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 事後調査計画 

環境要素の区分 環境要素の区分 

水環境 水質 水の汚れ 切土工等又は既存

の工作物の除去 

【文献調査】 

対象事業実施区域及びその周囲

で測定されている河川のうち、環

境基準の類型が指定されている河

川について、一部の河川では環境

基準を達成していない。 

 

【現地調査】 

調査した河川のうち、環境基準

の類型が指定されている河川につ

いて、一部の河川では環境基準を

達成していない。 

切土工等又は既存の工作物の除

去に伴い発生するアルカリ排水

は、必要に応じ、水質汚濁防止法

に基づく排水基準等を踏まえ、適

切に処理をして公共用水域へ排水

することから、公共用水域への水

の汚れの影響は小さいと予測す

る。 

工事排水の適切な処理 

工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 

仮締切工の実施 

水路等の切回しの実施 

工事排水の監視 

処理装置の点検・整備による性能

維持 

左記の環境保全措置を実施する

ことから、切土工等又は既存の工

作物の除去に係る水の汚れの環境

影響の回避又は低減が図られてい

ると評価する。 

計画しない。 

トンネルの工事 トンネルの工事の実施に伴い発

生するアルカリ排水は、発生水量

を考慮した処理能力を備えた濁水

処理設備を設置し、水質汚濁防止

法に基づく排水基準等を踏まえ、

適切に処理をして公共用水域へ排

水することから、公共用水域への

水の汚れの影響は小さいと予測す

る。 

自然由来の重金属等は、環境基

準に適合しない自然由来の重金属

等の存在が確認されなかったた

め、トンネルの工事に伴う公共用

水域の水の汚れへの影響はないと

予測する。 

また、地下水の酸性化は、酸性

化による長期的な溶出可能性が認

められなかったため、トンネルの

工事に伴う公共用水域の水の汚れ

の影響はないと予測する。 

工事排水の適切な処理 

工事排水の監視 

処理装置の点検・整備による性能

維持 

放流時の放流箇所及び水温の調整 

左記の環境保全措置を実施する

ことから、トンネルの工事に係る

水の汚れの環境影響の回避又は低

減が図られていると評価する。 

計画しない。 
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表 1-1(9) 対象事業に係る環境影響の総合的な評価 

環境要素 

の区分 

項目 
影響要因の区分 調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 事後調査計画 

環境要素の区分 環境要素の区分 

水環境 水底の底質 切土工等又は既存

の工作物の除去 

【文献調査】 

文献調査に加え、関係自治体等

へのヒアリングを行った結果、工

事の実施に伴い河床の掘削を行う

笛吹川、濁川、荒川、釜無川、畔沢

川及び早川では、過去及び現在に

おいて水底の底質の汚染は認めら

れなかった。 

文献調査の結果、予測地点にお

いて、水底の底質の汚染は認めら

れなかった。また、本事業では工

事の実施において有害物質を新た

に持ち込む作業は含まれていない

ことから、切土工等又は既存の工

作物の除去に係る水底の底質への

影響はないと予測する。 

河川内工事における工事排水の適

切な処理 

左記の環境保全措置を実施する

ことから、水底の底質への環境影

響は回避又は低減が図られている

と評価する。 

計画しない。 

地下水の水質及び水位 トンネルの工事 【文献調査】 

 文献調査の結果、文献が確認で

きた６箇所については、地下水の

水質汚染は確認されなかった。 

 また、地下水位に関する文献は

存在しなかった。 

【現地調査】 

 現地調査の結果、調査地点にお

いては、地下水の水質汚染は確認

されなかった。 

 また、地下水位について、既存

の井戸は四季を通して概ね変動は

ないが、湧水は四季の変動が見ら

れた。 

地下水の水質については、影響

を及ぼす要因としてトンネルの工

事における薬液注入工法が想定さ

れるが、「薬液注入工法による建設

工事の施工に関する暫定指針」等

に基づき実施することから地下水

の水質への影響は小さいと考えら

れる。自然由来の重金属等及び地

下水の酸性化は、文献調査及び現

地調査結果により確認されていな

い。さらに、地下水の酸性化は「8-

3-3土壌汚染」から、酸性化する恐

れのある地盤は確認されていな

い。また、鉄道施設（トンネル）の

存在においては、地下水の水質に

影響を及ぼす要因はない。 

以上より地下水の水質への影響

は小さいと予測する。 

薬液注入工法における指針の順守 

適切な構造及び工法の採用 

左記の環境保全措置を確実に実

施することから、地下水に係る環

境影響の低減が図られていると評

価する。 

井戸の水位 

湧水の水量 

水質 

（水資源で実施） 

鉄道施設（トンネ

ル）の存在 
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表 1-1(10) 対象事業に係る環境影響の総合的な評価 

環境要素 

の区分 

項目 
影響要因の区分 調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 事後調査計画 

環境要素の区分 環境要素の区分 

水環境 地下水の水質及び水位   地下水の水位については、丹沢

山地、巨摩山地、赤石山脈では地

質や水質の状況から、山岳トンネ

ルにおける掘削に伴い切羽やトン

ネル側面に露出した岩盤の微小な

亀裂や割れ目から地下水が坑内に

滲出するが、トンネル内に湧出す

る地下水はトンネル周辺の限られ

た範囲に留まり、それ以外の深層

の地下水や浅層の地下水への影響

は小さいと考えられる。一部で断

層付近の破砕帯等、地質が脆弱な

部分を通過することがあり、状況

によっては工事中に集中的な湧水

が発生する可能性がある。また、

一部で浅層部を通過する場合も同

様に、湧水が発生する可能性があ

る。これらに対しては安全性、施

工性の観点から必要に応じて先進

ボーリング等を実施することで予

めその性状を確認し、トンネル内

への湧水量を低減させるための補

助工法を用いる等の措置を講ずる

ものの、破砕帯等の周辺の一部に

おいては、地下水の水位への影響

の可能性はあると考えられる。 

以上より、トンネルの工事及び

鉄道施設（トンネル）の存在によ

る地下水の水位への影響は、トン

ネル区間全般としては小さいもの

の、破砕帯等の周辺の一部におい

ては、地下水の水位へ影響を及ぼ

す可能性があるものと予測する。 
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表 1-1(11) 対象事業に係る環境影響の総合的な評価 

環境要素 

の区分 

項目 
影響要因の区分 調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 事後調査計画 

環境要素の区分 環境要素の区分 

水環境 水資源 トンネルの工事 【文献調査】 

調査地域の中で飲料用水の利用

が14点、農業用水の利用が１点、

水産用水として内水面漁業権が１

件、工業用水の利用が２点、温泉

が３点、発電用水が２箇所の発電

所で確認された。 

【定性的予測結果】 

トンネルの計画路線は公共用水域

を回避しており、水資源への直接的な

改変は生じない。 

公共用水域の水質に係る水資源へ

の影響については、トンネル工事に伴

い発生する濁水及びアルカリ排水等

は、発生水量を考慮した濁水処理設備

及び汚水処理設備を設置し、排出基準

を踏まえ適切に排水するため、影響は

小さいと予測する。 

地下水の水質については、影響を及

ぼす要因としてトンネルの工事にお

ける薬液注入工法が想定されるが、

「薬液注入工法による建設工事の施

工に関する暫定指針」等に基づき実施

することとしている。自然由来の重金

属等及び地下水の酸性化は、文献調査

及び現地調査結果により確認されて

いない。さらに、地下水の酸性化につ

いては「8-3-3土壌汚染」から酸性化す

る恐れのある地盤は確認されていな

い。以上より、地下水の水質に係る水

資源への影響は小さいと予測する。 

地下水の水位については、「8-2-3

地下水の水質及び水位」に記載の通

り浅層及び深層の帯水状態が異なっ

ていると考えられ、破砕帯等の周辺

の一部及び一部の浅層通過時におい

ては、水資源への影響を及ぼす可能

性がある。以上より、トンネルの工

事及び鉄道施設（トンネル）の存在

による地下水の水位への影響は、ト

ンネル区間全般としては小さいもの

の、破砕帯等の周辺の一部において

は、水資源へ影響を及ぼす可能性が

あるものと予測する。 

【水収支解析による予測結果】 

赤石山脈については、南アルプスを

通過することに鑑み、水収支解析によ

る予測を行った。予測対象とした発電

所２箇所については、発電所が取水し

ている河川の内、一部の河川流量が減

少するものの、取水河川の全体水量へ

の影響は小さいため、トンネルの工事

及び鉄道施設（トンネル）の存在によ

る影響は小さいと予測する。また、簡

易水道水源については、影響は無いと

予測する。 

なお、今回の河川流量の予測は、覆

工コンクリート、防水シート及び薬液

注入等の環境保全措置を何も実施し

ていない最も厳しい条件下での計算

の結果であり、事業の実施にあたって

はさまざまな環境保全措置を実施す

ることから、河川流量の減少量を少な

くできると考えている。 

工事排水の適切な処理 

工事排水の監視 

処理施設の点検・整備による性能

維持 

適切な構造及び工法の採用 

薬液注入工法における指針の順守 

地下水等の監視 

応急措置の体制整備 

放流時の放流箇所及び水温の調整 

代替水源の確保 

一部の地域において影響がある

と予測したものの、左記の環境保

全措置を確実に実施することか

ら、水資源に係る環境影響の低減

が図られていると評価する。 

井戸の水位 

湧水の水量 

地表水の流量 

鉄道施設（トンネ

ル）の存在 
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表 1-1(12) 対象事業に係る環境影響の総合的な評価 

環境要素 

の区分 

項目 
影響要因の区分 調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 事後調査計画 

環境要素の区分 環境要素の区分 

土壌に係

る環境そ

の他の環

境 

重要な地形及び地質 工事施工ヤード及

び工事用道路の設

置 

【文献調査】 

対象事業実施区域及びその周囲

の自然公園の指定状況は、県立自

然公園が１箇所指定されている。

対象事業実施区域及びその周囲に

現存する重要な地形及び地質は６

件が存在し、地形及び地質に係る

文化財保護法及び文化財保護条例

に指定されている天然記念物が１

件存在する。 

また、現地踏査により、「地形等

の概要」や「重要な地形の特性」等

を整理した。 

工事施工ヤードは事業用地内に

設置し、工事用道路は既存の道路

を一部改修して利用する等、極力

新たな地形の改変を行わないこと

で、更なる環境影響の低減を図る

ものとした。また、できる限り既

存の工事施工ヤードや造成区域を

活用する計画とすることで、更な

る環境影響の低減を図るものとし

た。これらの改変される範囲につ

いては、それぞれの重要な地形及

び地質の全域に比べて小さく、地

形及び地質としての特徴は広く残

される。したがって、工事施工ヤ

ード及び工事用道路（発生土置き

場等含む）の設置に伴う重要な地

形及び地質への影響の程度は小さ

いと予測する。 

地形の改変をできる限り小さくし

た工事施工ヤード及び工事用道路

の計画 

地形の改変をできる限り小さくし

た工法又は構造の採用 

一部の地域において影響がある

と予測したものの、左記の環境保

全措置を確実に実施することか

ら、回避又は低減が図られている

と評価する。 

計画しない。 
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表 1-1(13) 対象事業に係る環境影響の総合的な評価 

環境要素 

の区分 

項目 
影響要因の区分 調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 事後調査計画 

環境要素の区分 環境要素の区分 

土壌に係

る環境そ

の他の環

境 

重要な地形及び地質 鉄道施設（トンネ

ル、地表式又は掘

割式、嵩上式、駅、

変電所、保守基地）

の存在 

 

 トンネル坑口部においては、重

要な地形及び地質の改変をできる

限り小さくした坑口構造を選定す

ることにより、更なる環境影響の

低減を図るものとした。また、計

画路線の構造形式は、極力改変面

積の小さい高架橋、橋梁を選定す

ることで、更なる環境影響の低減

を図るものとした。なお、これら

の改変される範囲は、それぞれの

重要な地形及び地質の全域に比べ

て小さく、地形及び地質としての

特徴は広く残され、鉄道施設（ト

ンネル、地表式又は掘割式、嵩上

式、駅、変電所、保守基地）の完成

後には、新たに地形を変化させる

ことはない。なお、計画路線と交

差する県立南アルプス巨摩自然公

園は、トンネルで通過するため、

自然公園等を改変することはな

い。したがって、鉄道施設（トンネ

ル、地表式又は掘割式、嵩上式、

駅、変電所、保守基地）の存在に伴

う重要な地形及び地質への影響の

程度は小さいと予測する。 

地形の改変をできる限り小さくし

た鉄道施設の構造の選定 

 

一部の地域において影響がある

と予測したものの、左記の環境保

全措置を確実に実施することか

ら、回避又は低減が図られている

と評価する。 

 

計画しない。 
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表 1-1(14) 対象事業に係る環境影響の総合的な評価 

環境要素 

の区分 

項目 
影響要因の区分 調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 事後調査計画 

環境要素の区分 環境要素の区分 

土壌に係

る環境そ

の他の環

境 

地盤沈下 トンネルの工事 【文献調査】 

対象事業実施区域及びその周囲

は、地盤沈下あるいはそのおそれ

のある地域になっておらず、地盤

沈下の状況を示す水準点における

測量も行われていない。 

岩盤では、地山が安定している

ため地盤沈下の発生するおそれは

ないと予測する。また、土被りが

小さい区間等で地山が緩むおそれ

のある箇所では、地質の状況に応

じて適切な補助工法を採用し、地

山の安定を確保するため、地盤沈

下は小さいと予測する。 

適切な構造及び工法の採用 

 

左記の環境保全措置を確実に実

施することから、トンネルの工事

に伴う地盤沈下に係る環境影響の

回避又は低減が図られていると評

価する。 

地表面の沈下量 

土壌汚染 切土工等又は既存

の工作物の除去 

【文献調査】 

対象事業実施区域（既設区間を

除く）には、土壌汚染対策法に基

づく要措置区域及び形質変更時要

届出区域、農用地の土壌の汚染防

止等に関する法律に基づく農用地

土壌汚染対策区域及びダイオキシ

ン類対策特別措置法に基づくダイ

オキシン類土壌汚染対策地域に指

定されている地域は存在しない。

なお、関係自治体等へのヒアリン

グを実施した結果、過去に土壌汚

染及び地下水汚染に関する問題と

なった事例及び土壌汚染に関する

苦情は発生していない。対象事業

実施区域及びその周囲には、鉱区

（採掘権、試掘権）が５件確認さ

れ、この内１件は重金属に係るも

のであった。関係自治体へヒアリ

ング及び文献調査を実施した結

果、早川町茂倉地区で鉱山に関す

る記録が確認された。 

【現地調査】 

現地調査による地質試料の結果

より、全ての地点で土壌汚染対策

法における土壌溶出量及び土壌含

有量の指定基準値を満足している

ことが確認された。また、酸性化

可能性試験結果より、当該地質の

長期的な溶出可能性はないことが

確認された。 

切土工等又は既存の工作物の除

去に伴う汚染土壌の要因として

は、汚染された発生土の搬出によ

る汚染、汚染された土砂の搬入に

よる汚染及び薬液注入による汚染

が考えられる。 

工事の実施にあたっては、事前

に地歴調査等を実施し、必要に応

じて土壌調査を行う等して土壌汚

染の有無を確認する。工事中に汚

染のおそれがある土壌に遭遇した

場合は、有害物質の有無や汚染状

況等を確認し、土壌汚染が明らか

となった際には、土壌汚染対策法

等の関連法令等に基づき適切に処

理、処分する。汚染された土砂の

搬入による汚染は、埋立て土砂等

の現地搬入に先立ち、土砂採取地

等の確認を行い、汚染された土砂

の搬入防止に努める。また薬液注

入工が必要と判断される場合は、

「薬液注入工法による建設工事の

施工に関する暫定指針」に基づき

工事を実施する。以上のことから、

切土工等又は既存の工作物の除去

に伴う土壌汚染はないと予測す

る。 

有害物質の有無の確認と基準不適

合土壌の適切な処理 

薬液注入工法における指針の順守 

発生土を有効利用する事業者への

土壌汚染に関する情報提供の徹底 

仮置場における掘削土砂の適切

な管理 

工事排水の適切な処理 

左記の環境保全措置を確実に実

施することから、切土工等又は既

存の工作物の除去に伴う土壌汚染

を回避できると評価する。 

計画しない。 
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表 1-1(15) 対象事業に係る環境影響の総合的な評価 

環境要素 

の区分 

項目 
影響要因の区分 調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 事後調査計画 

環境要素の区分 環境要素の区分 

土壌に係

る環境そ

の他の環

境 

土壌汚染 トンネルの工事  トンネルの工事に伴う土壌汚染

の要因は、汚染された発生土の搬

出による汚染及び薬液注入による

汚染が考えられる。 

汚染された発生土の搬出による汚

染は、現地調査の結果、計画路線

の周辺に鉱山（早川町茂倉）が確

認されたことから、この周辺から

掘削される発生土には、土壌汚染

対策法の指定基準に適合しない自

然由来の重金属等の存在するおそ

れがある。しかしながら、鉱山（早

川町茂倉）の周辺を通過するトン

ネル工区では、今後、事前調査の

結果等を踏まえて詳しく調査をす

べき地質を絞り込み、絞り込んだ

箇所は自然由来の重金属等の溶出

特性等に関する調査を実施すると

ともに、工事中には発生土に含ま

れる自然由来の重金属等の調査を

定期的に実施する。指定基準に適

合しない発生土及び酸性化のおそ

れがある発生土は、選別して適切

な現場管理を行うとともに、土壌

汚染対策法等の関連法令等に基づ

き処理、処分する。薬液注入工が

必要と判断される場合は、「薬液注

入工法による建設工事の施工に関

する暫定指針」に基づき工事を実

施する。以上のことから、トンネ

ルの工事に伴う土壌汚染はないと

予測する。 

発生土に含まれる重金属等の定期

的な調査 

仮置場における掘削土砂の適切な

管理 

工事排水の適切な処理 

薬液注入工法における指針の順守 

発生土を有効利用する事業者への

土壌汚染に関する情報提供の徹底 

左記の環境保全措置を確実に実

施することから、トンネルの工事

に伴う土壌汚染を回避できると評

価する。 

計画しない。 
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表 1-1(16) 対象事業に係る環境影響の総合的な評価 

環境要素 

の区分 

項目 
影響要因の区分 調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 事後調査計画 

環境要素の区分 環境要素の区分 

土壌に係

る環境そ

の他の環

境 

日照阻害 鉄道施設（嵩上式、

駅、変電所、保守基

地）の存在 

【文献調査】 

文献調査により、土地利用及び

地形関連の文献、資料を収集し、

整理した。また、文献調査の補完

のため、現地踏査を行い、土地利

用の状況、日影の発生に係る地形

の状況を調査した。 

鉄道施設（嵩上式、駅）の周囲の

一部で日照阻害が生じると予測さ

れる。また、鉄道施設（変電所、保

守基地）の周囲では、山梨県建築

基準条例第21条による規制を超え

る日影は生じないと予測する。 

 

鉄道施設（嵩上式、駅）の構造物の

形式・配置等の工夫 

鉄道施設（変電所、保守基地）の配

置等の工夫 

左記の環境保全措置を確実に実

施することから、鉄道施設（嵩上

式、駅、変電所、保守基地）の存

在による日照阻害に係る環境影響

の回避又は低減が図られていると

評価する。 

計画しない。 

電波障害 鉄道施設（嵩上式、

駅、変電所、保守基

地）の存在 

【文献調査】 

計画路線周辺にあるテレビジョ

ン電波の送信所は４箇所ある。 

 

【現地調査】 

計画路線周辺の現在の受信状況

は、上野原市を除く全域で概ね良

好な電界強度である。上野原市は

一部の受信局において受信不能で

あった。画質評価においても電界

強度と同様の傾向を示す。 

 鉄道施設（嵩上式、駅、変電所、

保守基地）が新たに出現すること

により、一部地域を除き電波遮断

障害の発生が予測される。遮断障

害の影響範囲は計画路線から10～

230mと予測される。 

受信施設の移設又は改良 

鉄道施設（変電所、保守基地）の配

置等の工夫 

鉄道施設（嵩上式、駅）の構造物の

形式・配置等の工夫 

共同受信施設の設置 

個別受信施設の設置 

有線テレビジョン放送の活用 

指針等に基づく改善策の実施 

鉄道施設（嵩上式、駅、変電所、

保守基地）の存在に係る電波障害

への影響について、一部の地域に

おいて影響があると予測したもの

の、左記に示す環境保全措置を確

実に実施することから、電波障害

に係る環境影響の回避又は低減が

図られていると評価する。 

計画しない。 
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表 1-1(17) 対象事業に係る環境影響の総合的な評価 

環境要素 

の区分 

項目 
影響要因の区分 調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 事後調査計画 

環境要素の区分 環境要素の区分 

土壌に係

る環境そ

の他の環

境 

文化財 鉄道施設（トンネ

ル、地表式又は掘

割式、嵩上式、駅、

変電所、保守基地）

の存在 

【文献調査】 

調査地域内に、指定等文化財は

国指定２件、県指定３件、市町指

定21件の全26件、埋蔵文化財包蔵

地は101箇所分布している。 

指定等文化財は、回避する計画

としているため、影響はないと予

測する。 

埋蔵文化財は、包蔵地の一部が

改変される可能性があるが、文化

財保護法等の関係法令に基づき必

要となる関係機関への手続きを行

い、試掘・確認調査を実施したう

えで、必要により文化財としての

価値を後世に継承するために発掘

調査を実施することから、影響は

小さいと予測する。 

適切な構造及び工法の採用 

試掘・確認調査及び発掘調査の実

施 

遺跡の発見に関する届出 

左記の環境保全措置を確実に実

施することから、鉄道施設（トン

ネル、地表式又は掘割式、嵩上式、

駅、変電所、保守基地）の存在に係

る文化財への影響の回避又は低減

が図られていると評価する。 

計画しない。 

磁界 列車の走行（地下

を走行する場合を

除く。） 

【文献調査】 

文献調査により、土地利用関連

の文献、資料を収集し、整理した。

また、文献調査の補完及び現況把

握のため、現地踏査を行った。 

ビオ・サバールの法則を用いて

各予測地点に関する磁界の強さを

算出し、予測値とした。 

 

列車の走行に係る磁界の影響

は、「特殊鉄道に関する技術上の基

準を定める告示の解釈基準」に基

づく基準値よりも十分小さく、事

業者により実行可能な範囲内で磁

界の影響を回避又は低減している

ことから、特段の環境保全措置は

実施しない。 

①回避又は低減に係る評価 

基準値よりも十分小さく、回避又

は低減が図られていると評価す

る。 

②基準又は目標との整合性の検討 

予測結果は、基準値を下回り、十

分小さい値を示したことから、列

車の走行（地下を走行する場合を

除く。）に係る磁界は、基準との整

合が図られていると評価する。 

計画しない。 
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表 1-1(18) 対象事業に係る環境影響の総合的な評価 

環境要素 

の区分 

項目 
影響要因の区分 調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 事後調査計画 

環境要素の区分 環境要素の区分 

動物・植

物・生態

系 

動物 重要な種及び注目

すべき生息地 

（工事の実施） 

・建設機械の稼働 

・資材及び機械の

運搬に用いる車

両の運行 

・切土工等又は既

存の工作物の除

去 

・トンネルの工事 

・工事施工ヤード

及び工事用道路

の設置 

（存在） 

・鉄道施設（トン

ネル、地表式又

は掘割式、嵩上

式、駅、変電所、

保守基地）の存

在 

○哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、

昆虫類、魚類、底生動物の状況 

調査の結果、哺乳類７目17科33

種、鳥類17目49科151種、爬虫類２

目７科14種、両生類２目５科12種、

昆虫類22目327科2,547種、魚類７

目10科28種、底生動物31目134科

411種が確認された。 

○重要な種の分布、生息の状況及

び生息環境の状況 

重要な種として、哺乳類５目９

科17種、鳥類12目23科50種、爬虫

類２目３科５種、両生類２目４科

５種、昆虫類６目26科41種、魚類

６目６科８種、底生動物７目12科

17種が確認した。 

確認された重要な種の内、哺乳

類１種、鳥類５種、昆虫類２種、魚

類１種について生息環境の一部は

保全されない可能性があると予測

する。 

重要な種の生息地の全体又は一部

の回避 

工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 

侵入防止柵の設置 

小動物等が脱出可能な側溝の設置 

資材運搬等の適正化 

営巣環境の整備 

汚濁処理施設及び仮設沈砂池の設

置 

防音シート、低騒音・低振動型の

建設機械の採用 

照明の漏れ出しの抑制 

コンディショニングの実施 

工事従事者への講習・指導 

工事施工ヤード等の林縁保護植栽

等による重要な種の生息環境の確

保 

放流時の放流箇所及び水温の調整 

付替え河川における多自然川づく

り 

計画路線は、計画段階において、

大部分をトンネル構造にする等し

て、改変面積を極力小さくする計

画とし、動物への影響の回避、低

減を図っている。また、地上部区

間においては、できる限り、重要

な種等が生息する地域を避け、重

要な種への影響の回避、低減を図

っている。 

一部の種については、生息環境

の一部は保全されない可能性があ

ると予測されたが、汚濁処理施設

及び仮設沈砂池の設置、防音シー

ト、低騒音・低振動型の建設機械

の採用等の環境保全措置を確実に

実施することで、影響の回避、低

減に努める。 

なお、付替え河川における多自

然川づくり等は、環境保全措置の

効果に不確実性が生じるため、事

後調査を実施する。 

さらに、列車の走行に関する騒

音等が野生動物に及ぼす影響に関

しては、現時点で十分な知見が蓄

積されていないが、影響の把握や

保全措置等について、整備新幹線

での対応状況もみながら検討を進

めていく。 

このことから、動物に係る環境

影響の回避又は低減が図られてい

ると評価する。 

営巣地の整備を行

うオオタカ、クマタ

カについて生息状況

調査を行う。 

照明の漏れ出し範

囲における昆虫類等

の生息状況調査を行

う。 

付替え河川におけ

る多自然川づくりに

ついて、保全対象種

の生息状況調査を行

う。 
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表 1-1(19) 対象事業に係る環境影響の総合的な評価 

環境要素 

の区分 

項目 
影響要因の区分 調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 事後調査計画 

環境要素の区分 環境要素の区分 

動物・植

物・生態

系 

植物 重要な種及び群落 （工事の実施） 

・切土工等又は既

存の工作物の除

去 

・トンネルの工事 

・工事施工ヤード

及び工事用道路

の設置 

（存在） 

・鉄道施設（トン

ネル、地表式又

は掘割式、嵩上

式、駅、変電所、

保守基地）の存

在 

○高等植物に係る植物相の状況 

現地調査において、157科1,292

種の高等植物が確認された。 

○高等植物に係る重要な種及び群

落の確認状況 

文献調査及び現地調査により確

認された高等植物に係る重要な種

は87科250種であった。 

○植生の状況 

現地調査において、合計40の植

物群落及び５の土地利用が確認さ

れた。 

○重要な群落の確認状況 

文献調査及び現地調査により重

要な群落は確認されなかった。 

確認された重要な種の内、高等

植物18種について、生育環境の一

部は保全されない可能性があると

予測する。 

重要な種の生育環境の全体又は一

部の回避 

工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 

工事施工ヤード等の林縁保護植栽

等による重要な種の生育環境の確

保 

工事従事者への講習・指導 

汚濁処理施設及び仮設沈砂池の設

置 

外来種の拡大抑制 

放流時の放流箇所及び水温の調整 

重要な種の移植・播種 

計画路線は、計画段階において、

大部分をトンネル構造にする等し

て、改変面積を極力小さくする計

画とし、植物への影響の回避、低

減を図っている。また、地上部区

間においては、できる限り、重要

な種及び群落等が生育する地域を

避け、重要な種及び群落への影響

の回避、低減を図っている。 

一部の種については、生育環境

の一部が保全されない可能性があ

ると予測されたが、工事従事者へ

の講習・指導等の環境保全措置を

確実に実施することで、影響の回

避、低減に努める。 

なお、重要な種の移植・播種に

ついては、環境保全措置の効果に

不確実性が生じるため、事後調査

を実施する。 

このことから、植物に係る環境

影響の回避又は低減が図られてい

ると評価する。 

移植、播種した植

物の生育状況の確認

調査を行う。 
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表 1-1(20) 対象事業に係る環境影響の総合的な評価 

環境要素 

の区分 

項目 
影響要因の区分 調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 事後調査計画 

環境要素の区分 環境要素の区分 

動物・植

物・生態

系 

生態系 地域を特徴づける

生態系 

（工事の実施） 

・建設機械の稼働 

・資材及び機械の

運搬に用いる車

両の運行 

・切土工等又は既

存の工作物の除

去 

・トンネルの工事 

・工事施工ヤード

及び工事用道路

の設置 

（存在） 

・鉄道施設（トン

ネル、地表式又

は掘割式、嵩上

式、駅、変電所、

保守基地）の存

在 

○動植物、その他の自然環境に係

る概況地勢状況から対象事業

実施区域を３地域に区分を行

い、さらに植生、地形及び水系

の自然環境の類型化から、地域

を特徴づける生態系を６類型

に区分した。 

東部・御坂地域 

- 山地の生態系 

- 里地・里山の生態系 

甲府地域 

- 河川、河川敷及び耕作地 

の生態系 

- 果樹園の生態系 

巨摩・赤石地域 

- 里地・里山の生態系 

- 山地の生態系 

 

○複数の注目種・群集の生態、他

の動植物との関係又はハビタ

ット（生息・生育環境）の状況

地域を特徴づける生態系の概

況を踏まえ、上位性、典型性、

特殊性の観点から注目種等を

下記の通り選定した。なお、特

殊性については、いずれの生態

系においても該当種はなかっ

た。 

○地域を特徴づける生態系への影

響 

東部・御坂地域 

- 山地の生態系 

工事の実施、鉄道施設の存在

により、一部改変されるが、注目

種のハビタットへは保全され、

生態系を構成する主な生息・生

育基盤は、周辺に広く分布する

ため、生態系は保全されると予

測する。 

- 里地・里山の生態系 

工事の実施、鉄道施設の存在

により、一部改変され、カワネズ

ミ、ゲンジボタルのハビタット

の一部が保全されない可能性が

ある。したがって、生態系の一部

は保全されない可能性があると

予測する。 
 

注目種の生息地の全体又は一部の

回避 

工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 

小動物が脱出可能な側溝の設置 

資材運搬等の適正化 

営巣環境の整備 

汚濁処理施設及び仮設沈砂池の設

置 

防音シート、低騒音・低振動型の

建設機械の採用 

照明の漏れ出しの抑制 

コンディショニングの実施 

工事従事者への講習・指導 

工事施工ヤード等の林縁保護植栽

等による注目種の生息環境の確保 

放流時の放流箇所及び水温の調整 

付替え河川における多自然川づく

り 

計画路線は、計画段階において、

大部分をトンネル構造にする等し

て、改変面積を極力小さくする計

画とし、注目種等への影響の回避、

低減を図っている。また、地上部

区間においては、注目種等が生息・

生育する地域を避け、注目種等へ

の影響の回避、低減を図っている。 

一部の注目種等については、生

息環境の一部が保全されない可能

性がある。これに対しては、濁水

処理施設及び仮設沈砂池の設置、

防音シート、低騒音・低振動型の

建設機械の採用等の環境保全措置

を確実に実施することで、影響の

回避、低減に努める。 

なお、付替え河川における多自

然川づくり等は、環境保全措置の

効果に不確実性が生じるため、事

後調査を実施する。 

さらに、列車の走行に関する騒

音等が野生動物に及ぼす影響に関

しては、現時点で十分な知見が蓄

積されていないが、影響の把握や

保全措置等について、整備新幹線

での対応状況もみながら検討を進

めていく。 

このことから、生態系に係る環

境影響の回避又は低減が図られて

いると評価する。 

営巣地の整備を行

うオオタカ、クマタ

カについて生息状況

調査を行う。 

付替え河川におけ

る多自然川づくりに

ついて、保全対象種

の生息状況調査を行

う。また、ゲンジボタ

ルについては、照明

の漏れ出し範囲にお

ける生息状況調査を

行う。 
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表 1-1(21) 対象事業に係る環境影響の総合的な評価 

環境要素 

の区分 

項目 
影響要因の区分 調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 事後調査計画 

環境要素の区分 環境要素の区分 

動物・植

物・生態

系 

  （工事の実施） 

・建設機械の稼働 

・資材及び機械の

運搬に用いる車

両の運行 

・切土工等又は既

存の工作物の除

去 

・トンネルの工事 

・工事施工ヤード

及び工事用道路

の設置 

（存在） 

・鉄道施設（トン

ネル、地表式又

は掘割式、嵩上

式、駅、変電所、

保守基地）の存

在 

 

東部・御坂地域 

- 山地の生態系 

上位性：ホンドタヌキ､クマタカ 

典型性：ホンドヒメネズミ、シジ

ュウカラ、アズマヒキガ

エル 

- 里地・里山の生態系 

上位性：カワネズミ、フクロウ 

典型性：ホンドアカネズミ、シジ

ュウカラ、ゲンジボタル 

甲府地域 

- 河川、河川敷及び 

耕作地の生態系 

上位性：ホンドキツネ、アオバズ

ク 

典型性：ホンシュウカヤネズミ、

ニホンアマガエル、オイ

カワ、カワラバッタ 

- 果樹園の生態系 

上位性：ホンドタヌキ、オオタカ 

典型性：ホンドアカネズミ、ニホ

ンアマガエル、アブラハ

ヤ 

巨摩・赤石地域 

- 里地・里山の生態系 

上位性：ホンドキツネ、サシバ 

典型性：ミゾゴイ、シジュウカラ、

アカハライモリ、オオム

ラサキ 

- 山地の生態系 

上位性：ホンドキツネ、クマタ   

カ 

典型性：ニホンツキノワグマ、カ

ジカガエル、クリ-コナ

ラ群集 
 

 

甲府地域 

- 河川、河川敷及び 

耕作地の生態系 

工事の実施、鉄道施設の存在

により、一部改変されるが、注目

種のハビタットへは保全され、

生態系を構成する主な生息・生

育基盤は、周辺に広く分布する

ため、生態系は保全されると予

測する。 

- 果樹園の生態系 

工事の実施、鉄道施設の存在

により、一部改変され、オオタカ

のハビタットの一部が保全され

ない可能性がある。したがって、

生態系の一部は保全されない可

能性があると予測する。 

巨摩・赤石地域 

- 里地・里山の生態系 

工事の実施、鉄道施設の存在

により、一部改変され、サシバ、

ミゾゴイのハビタットの一部が

保全されない可能性がある。し

たがって、生態系の一部は保全

されない可能性があると予測す

る。 

- 山地の生態系 

工事の実施、鉄道施設の存在

により、一部改変され、クマタカ

のハビタットの一部が保全され

ない可能性がある。したがって、

生態系の一部は保全されない可

能性があると予測する。 
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表 1-1(22) 対象事業に係る環境影響の総合的な評価 

環境要素 

の区分 

項目 
影響要因の区分 調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 事後調査計画 

環境要素の区分 環境要素の区分 

人と自然

との触れ

合いの確

保 

景観 資材及び機械の運

搬に用いる車両の

運行 

【文献調査】 

 調査地域内における景観資源計

９箇所、主要な眺望景観計15箇所、

日常的な眺望景観計19箇所を調査

した。 

【現地調査】 

文献調査で把握した各眺望点に

ついて、関係市町村へのヒアリン

グ調査及び現地調査により景観資

源９箇所、主要な眺望景観15箇所、

日常的な眺望景観19箇所を選定し

た。 

資材及び機械の運搬に用いる車

両の運行に伴い、南アルプス地域

における１地点において、利用者

により車両が視認されるものの、

資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行計画の配慮等の環境保全措

置を実施することにより、景観の

変化は少なく、影響は小さいと予

測する。 

資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行計画の配慮 

工事の平準化 

発生集中交通量の削減 

左記の環境保全措置を確実に実

施することから、資材及び機械の

運搬に用いる車両の運行に係る景

観等に係る環境影響の低減が図ら

れていると評価する。 

計画しない。 

鉄道施設（トンネ

ル、地表式又は掘

割式、嵩上式、駅、

変電所、保守基地）

の存在 

景観資源等計６箇所で一部が改

変されるものの、改変はごくわず

かであり、景観資源等の価値を大

きく損なうものではないと予測す

る。 

 眺望景観等については、現在の

景観に構造物が加わるが、眺望景

観等の変化の程度は小さいため、

眺望景観等に与える影響は小さい

と予測する。また、一部の眺望景観

等については、現在の景観と調和

の取れた新たな景観となってい

る。 

工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 

構造物の形状の配慮 

左記の環境保全措置を確実に実

施することから、鉄道施設（地表式

又は掘割式、嵩上式、駅、変電所、

保守基地）の存在に係る景観等に

係る環境影響の回避又は低減が図

られていると評価する。 

計画しない。 

人と自然との触れ合いの活動の場 資材及び機械の運

搬に用いる車両の

運行 

【文献調査】 

調査地域内における人と自然の

触れ合い活動の場を計14箇所選定

し、その概況について調査した。 

【現地調査】 

 文献調査で把握した人と自然の

触れ合い活動の場を関係市町村へ

のヒアリング調査及び現地調査に

よる写真撮影により、利用の状況、

利用環境の状況について調査し

た。 

資材及び機械の運搬に用いる車

両の運行に伴い、南アルプス地域

における３地点において、利用者

により車両が視認されるものの、

資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行計画の配慮等の環境保全措

置を実施することにより、利用性、

快適性の変化は少なく、影響は小

さいと予測する。 

資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行計画の配慮 

工事の平準化 

発生集中交通量の削減 

左記の環境保全措置を確実に実

施することから、資材及び機械の

運搬に用いる車両の運行に係る人

と自然との触れ合いの活動の場に

係る環境影響の低減が図られてい

ると評価する。 

計画しない。 

工事施工ヤード及

び工事用道路の設

置 

工事施工ヤード及び工事用道路

の設置に伴い、一部で改変が生じ

るが、工事に伴う改変区域をでき

る限り小さくするなどの環境保全

措置を実施することにより、利用

性、快適性の変化は少なく、影響は

小さいと予測する。 

工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 

切土のり面等の緑化による植生復

元 

仮設物の色合いへの配慮 

左記の環境保全措置を確実に実

施することから、工事施工ヤード

及び工事用道路の設置に係る人と

自然との触れ合いの活動の場に係

る環境影響の回避又は低減が図ら

れていると評価する。 

計画しない。 

鉄道施設（トンネ

ル、地表式又は掘

割式、嵩上式、駅、

変電所、保守基地）

の存在 

鉄道施設の設置に伴い、一部で

改変が生じるが、迂回水路への配

慮等の環境保全措置を実施するこ

とにより、利用性、快適性の変化は

少なく、影響は小さいと予測する。 

鉄道施設（保守基地）の設置に伴う

迂回水路への配慮 

鉄道施設（保守基地）の設置位置、

構造形式、色合い等への配慮 

鉄道施設の形状等の工夫による近

傍の風景への調和の配慮 

左記の環境保全措置を確実に実

施することから、鉄道施設（トンネ

ル、地表式又は掘割式、嵩上式、駅、

変電所、保守基地）の存在に係る人

と自然との触れ合いの活動の場に

係る環境影響の回避又は低減が図

られていると評価する。 

計画しない。 
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表 1-1(23) 対象事業に係る環境影響の総合的な評価 

環境要素 

の区分 

項目 
影響要因の区分 調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 事後調査計画 

環境要素の区分 環境要素の区分 

環境への

負荷 

廃棄物等 建設工事に伴う副

産物 

切土等又は既存の

工作物の除去 

なし  建設工事に伴う副産物として、

建設発生土のほか、建設廃棄物と

して建設汚泥、コンクリート塊及

び建設発生木材等の発生が見込ま

れるが、建設工事に係る資材の再

資源化等に関する法律等の関係法

令、要綱及び指針等に基づき発生

を抑制し再使用又は再利用すると

ともに、その処理に当たっては適

正処理を図る。 

建設発生土の再利用 

建設汚泥の脱水処理 

副産物の分別、再資源化 

発生土を有効利用する事業者への情

報提供 

左記の環境保全措置を確実に実

施する。なお、再利用及び再資源化

できない場合は、廃棄物の処理及

び清掃に関する法律等の関係法令

を遵守し適正に処理、処分すると

ともに、基準不適合土壌が発見さ

れた場合には、土壌汚染対策法ほ

か、関係法令等を遵守し適正に処

理、処分する。 

また、副産物の減量化、再資源化

にあたっては、「山梨県建設リサイ

クル推進計画2011」（平成23年３

月、山梨県）を目標として実施する

ことから、廃棄物に係る環境影響

の低減が図られていると評価す

る。 

計画しない。 

トンネルの工事 なし  建設工事に伴う副産物として、

建設発生土のほか、建設廃棄物と

して建設汚泥及びアスファルト・

コンクリート塊等の発生が見込ま

れるが、建設工事に係る資材の再

資源化等に関する法律等の関係法

令、要綱及び指針等に基づき発生

を抑制し再使用又は再利用すると

ともに、その処理に当たっては適

正処理を図る。 

建設発生土の再利用 

建設汚泥の脱水処理 

副産物の分別、再資源化 

発生土を有効利用する事業者への情

報提供 

左記の環境保全措置を確実に実

施する。なお、再利用及び再資源化

できない場合は、廃棄物の処理及

び清掃に関する法律等の関係法令

を遵守し適正に処理、処分すると

ともに、基準不適合土壌が発見さ

れた場合には、土壌汚染対策法ほ

か、関係法令等を遵守し適正に処

理、処分する。 

また、副産物の減量化、再資源化

にあたっては、「山梨県建設リサイ

クル推進計画2011」（平成23年３

月、山梨県）を目標として実施する

ことから、廃棄物に係る環境影響

の低減が図られていると評価す

る。 

計画しない。 

廃棄物等 鉄道施設（駅）の供

用 

なし  一般廃棄物及び産業廃棄物の発

生が見込まれるが、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律等の関係法

令、要綱及び指針等に基づき発生

を抑制し再使用又は再利用すると

ともに、その処理に当たっては適

正処理を図る。 

廃棄物の分別、再資源化 

廃棄物の処理、処分の円滑化 

左記の環境保全措置を確実に実

施することから、廃棄物に係る環

境影響の低減が図られていると評

価する。なお、再利用及び再資源化

できない場合は、廃棄物の処理及

び清掃に関する法律等の関係法令

を遵守し適正に処理、処分する。 

したがって、廃棄物に係る環境

影響の低減が図られていると評価

する。 

計画しない。 
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表 1-1(24) 対象事業に係る環境影響の総合的な評価 

環境要素 

の区分 

項目 
影響要因の区分 調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 事後調査計画 

環境要素の区分 環境要素の区分 

環境への

負荷 

温室効果ガス 建設機械の稼働、

資材及び機械の運

搬に用いる車両の

運行、建設資材の

使用及び廃棄物の

発生 

なし 建設機械の稼働、資材及び機械

の運搬に用いる車両の運行、建設

資材の使用及び廃棄物の発生によ

り温室効果ガスの発生が見込まれ

るが、適切な環境保全措置を実施

することにより、更なる低減が図

られると予測する。 

低炭素型建設機械の採用 

高負荷運転の抑制 

工事規模に合わせた建設機械の設定 

建設機械の点検及び整備による性能

維持 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

点検・整備による性能維持 

低燃費車種の選定、積載の効率化、運

搬計画の合理化による運搬距離の最

適化 

工事従事者への講習・指導 

副産物の分別・再資源化 

左記の環境保全措置を確実に実

施することから、温室効果ガスに

係る環境影響の低減が図られてい

ると評価する。 

計画しない。 

鉄道施設（駅）の供

用 

なし 鉄道施設（駅）の供用により温室

効果ガスの発生が見込まれるが、

適切な環境保全措置を実施するこ

とにより、更なる低減が図られる

と予測する。 

省エネルギー型製品の導入 

温室効果ガスの排出抑制に留意した

施設の整備や管理 

設備機器の点検及び整備による性能

維持 

廃棄物の分別・再資源化 

廃棄物の処理・処分の円滑化 

左記の環境保全措置を確実に実

施することから、温室効果ガスに

係る環境影響の低減が図られてい

ると評価する。 

計画しない。 
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2 モニタリング計画 

 
2-1 モニタリング計画 

 主務省令に定める事後調査とは別に、工事中及び供用後の環境管理を適切に行うことを目的に、事

業者の取り組みとしてモニタリングを実施する。モニタリングの計画を、表 2-1-1 及び表 2-1-2 に示

す。 

 また、評価書において具体的な位置・規模等の計画を明らかにすることが困難な付帯施設である発

生土置き場等については、表 2-1-3 を基本としてモニタリングを実施し、結果について公表する。な

お、地域の特性や工事の改変の規模等によりモニタリングの計画を変更する場合は、必要により専門

家の助言等を踏まえて実施する。 

 なお、対象事業に係る環境影響について、新たに対応すべき点が生じた場合には、モニタリングにつ

いても、必要に応じて項目や地点数を追加するなどの検討を行う。 
表 2-1-1(1) 工事期間中のモニタリングの計画 

調査項目 調査地域・地点 
の考え方 調査期間の考え方 調査方法 

大
気
質 

二酸化窒素 
浮遊粒子状物質 
粉じん等 

工事施工ヤード周辺のうち 
予測値と環境基準等の差が小さい

地点や寄与率の高い地点 

工事 盛期に１回 
（四季調査） 

二酸化窒素について

は、「二酸化窒素に

係る環境基準につい

て」の告示に定める

測定方法 
 
浮遊粒子状物質につ

いては「大気の汚染

に係る環境基準につ

いて」の告示に定め

る測定方法 
 
粉じん等については

ダストジャー法 

資材及び機械の運搬に用いる車両

の主要なルートのうち予測値と環

境基準等の差が小さい地点や寄与

率の高い地点（発生土運搬に伴い

新たに必要となるルート沿道の学

校・住宅等に配慮した地点を含

む）及び都市計画道路甲府外郭環

状道路東区間との競合使用がある

地点 

工事 盛期に１回 
（四季調査） 

騒音 

各工事施工ヤードの周辺 
（評価書の予測地点を基本） 

工事 盛期に１回 
その他、簡易な計

測は常時実施 

「特定建設作業に伴

って発生する騒音の

規制に関する基準」

に定める測定方法 
資材及び機械の運搬に用いる車両

の主要なルート 
（評価書の予測地点を基本とする

他、発生土運搬に伴い新たに必要

となるルート沿道の学校・住宅等

に配慮した地点を含む） 

工事 盛期に１回 
「騒音に係る環境基

準について」に定め

る測定方法 

振動 

各工事施工ヤードの周辺 
（評価書の予測地点を基本） 

工事 盛期に１回 
その他、簡易な計

測は常時実施 
JIS Z 8735 に定める

測定方法及び「振動

規制法施行規則」に

定める測定方法 

資材及び機械の運搬に用いる車両

の主要なルート 
（評価書の予測地点を基本とする

他、発生土運搬に伴い新たに必要

となるルート沿道の学校・住宅等

に配慮した地点を含む） 

工事 盛期に１回 
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表 2-1-1(2) 工事期間中のモニタリングの計画 

調査項目 調査地域・地点 
の考え方 調査期間の考え方 調査方法 

水

質 

浮遊物質量 

（SS） 

切土工、トンネル工事、工

事施工ヤード及び工事用道

路の設置に伴い工事排水を

放流する箇所の下流地点 

工事前に１回 

工事中に毎年１回渇水期に

実施 

その他、排水放流時の水質

については継続的に測定 

「水質汚濁に係る環

境基準」に定める測

定方法 

水温 

切土工、トンネル工事、工

事施工ヤード及び工事用道

路の設置に伴い工事排水を

放流する箇所の下流地点 

工事前に１回 

工事中に毎年１回渇水期に

実施 

その他、排水放流時の水質

については継続的に測定 

「地下水調査及び観

測指針（案）」に定

める測定方法 

水素イオン

濃度 

（pH） 

切土工、トンネル工事、工

事施工ヤード及び工事用道

路の設置に伴い工事排水を

放流する箇所の下流地点 

工事前に１回 

工事中に毎年１回渇水期に

実施 

その他、排水放流時の水質

については継続的に測定 

「水質汚濁に係る環

境基準」に定める測

定方法 

自然由来の

重金属等

（カドミウ

ム、六価ク

ロム、水

銀、セレ

ン、鉛、ヒ

素、ふっ

素、ほう

素） 

切土工、工事施工ヤード及

び工事用道路の設置に伴い

工事排水を放流する箇所の

下流地点 

工事前に１回 

工事中に１回以上渇水期に

実施 

「建設工事における

自然由来重金属等含

有岩石・土壌への対

応マニュアル（暫定

版）」に定める測定

方法 

トンネル工事に伴い工事排

水を放流する箇所の下流地

点 

工事前に１回 

工事中に１回以上渇水期に

実施 

その他、排水放流時の水質

については定期的に測定 

茂倉鉱山跡坑口付近の地点

工事前に１回 

工事中に毎年１回 

工事後に１回 

「建設工事における

自然由来重金属等含

有岩石・土壌への対

応マニュアル（暫定

版）」に定める測定

方法 

鉱山鉱物

（銅、亜

鉛） 

トンネル工事※に伴い工事

排水を放流する箇所の下流

地点 
 
※高橋の水文学的方法により設定

したトンネル内に地下水が流入す

る可能性のある範囲に対して、茂

倉鉱山の採掘及び試掘権が設定さ

れた範囲が重なる箇所 

工事前に１回 
工事中に１回以上渇水期に

実施 
その他、排水放流時の水質

については定期的に測定 

水質汚濁防止法に基

づく「排水基準を定

める省令の規定に基

づく環境大臣が定め

る排水基準に係る検

定方法」に定める測

定方法 

茂倉鉱山跡坑口付近の地点

工事前に１回 
工事中に毎年１回 
工事後に１回 

水質汚濁防止法に基

づく「排水基準を定

める省令の規定に基

づく環境大臣が定め

る排水基準に係る検

定方法」に定める測

定方法 
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表 2-1-1(3) 工事期間中のモニタリングの計画 

調査項目 調査地域・地点 
の考え方 調査期間の考え方 調査方法 

水底の底質 
橋脚、工事用桟橋を設

置するため掘削を行う

河川 
工事中に１回 ｢底質調査方法｣に定

める測定方法 

水

資

源 

自然由来の重金

属等（カドミウ

ム、六価クロ

ム、水銀、セレ

ン、鉛、ヒ素、

ふっ素、ほう

素） 

山岳トンネル計画路線

付近の井戸について一

定の集落単位で設定 
 
地上区間で地下水位の

高い井戸について一定

の集落の単位で選定※ 
 
※土壌汚染のモニタリングに

より土壌汚染対策法に定める

基準等との差が小さい場合に

実施 

工事前に１回 
工事中に毎年１回 
（地上区間での調査は、基礎工

事を対象） 

「建設工事における

自然由来重金属等含

有岩石・土壌への対

応マニュアル（暫定

版）」に定める測定

方法 

水素イオン濃度 

（pH） 

山岳トンネル計画路線

付近の井戸について一

定の集落単位で設定※ 
 
地上区間で地下水位の

高い井戸について一定

の集落の単位で選定※ 
 
※土壌汚染のモニタリングに

より建設工事における自然由

来重金属等含有岩石・土壌へ

の対応マニュアル（暫定版）

に長期的な酸性化可能性のあ

る値として定められた pH3.5
との差が小さい場合に実施 

工事前に１回 
工事中に毎年１回 
（地上区間での調査は、基礎工  

事を対象） 

「河川水質試験方法

（案）」等に定める

測定方法 

水素イオン濃度 

（pH） 

地上区間で地下水位の

高い井戸について一定

の集落の単位で選定 
 
ただし、薬液注入工法

等の補助工法により、

水質への影響のおそれ

がある工事を施工する

場合に実施 

工事前に１回 
工事中に毎年１回 
（工事は基礎工事を対象） 

「地下水調査及び観

測指針（案）」に定

める測定方法 

水位 
地上区間で地下水位の

高い井戸について一定

の集落の単位で選定 

工事前の一定期間 
工事中に月１回 
工事完了後の一定期間 

「地下水調査及び観

測指針（案）」に定

める測定方法 
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表 2-1-1(4) 工事期間中のモニタリングの計画 

調査項目 調査地域・地点 
の考え方 調査期間の考え方 調査方法 

地形・地質 
地形改変に伴い周辺の

構造物等に影響を及ぼ

す可能性がある箇所 

工事前に１回 
工事中は継続的に実施 変位計測の実施 

土

壌

汚

染 

自然由来の重金

属等（カドミウ

ム、六価クロ

ム、水銀、セレ

ン、鉛、ヒ素、

ふっ素、ほう

素） 

切土工、トンネル工

事、工事施工ヤード及

び工事用道路の設置に

伴い掘削土を仮置きす

る地点 

事前の調査結果等に基づ

き実施の時期、頻度を決

定 
（山岳トンネルでは１日１回を

基本として実施） 

「建設工事におけ

る自然由来重金属

等含有岩石・土壌

への対応マニュア

ル（暫定版）」に

定める測定方法 

酸性化可能性 

切土工、トンネル工

事、工事施工ヤード及

び工事用道路の設置に

伴い掘削土を仮置きす

る地点 

事前の調査結果等に基づ

き実施の時期、頻度を決

定 
（山岳トンネルでは１日１回を

基本として実施） 

「建設工事におけ

る自然由来重金属

等含有岩石・土壌

への対応マニュア

ル（暫定版）」に

定める測定方法 

動

物 

河川の周辺に生

息する重要な種 
（魚類、底生動

物を含む） 

工事中の水位観測によ

り減水の兆候の見られ

る箇所 

各種の生活史及び生息特

性等に応じて設定 
任意観察等による

生息状況の確認 

工事に用いる道

路の改変箇所に

生息する重要な

種 

拡幅、待避所設置等、

部分的な改変を行う箇

所 

各種の生活史及び生息特

性等に応じて設定 
任意観察等による

生息状況の確認 

ハチクマの生息

状況調査 
（笛吹市地区） 

生息地周辺 工事中及び工事後の繁殖

期 
定点観察法による

生息状況の確認 
※専門家の助言を踏まえながら実施する。 

動

物

・

生

態

系 

サシバの生息状

況調査 
（富士川町地

区） 

生息地周辺 工事中及び工事後の繁殖

期 
定点観察法による

生息状況の確認 

※専門家の助言を踏まえながら実施する。 

ミゾゴイの生息

状況調査 
（富士川町地

区） 

生息地周辺 工事中及び工事後の繁殖

期 
任意観察等による

生息状況の確認 

※専門家の助言を踏まえながら実施する。 
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表 2-1-1(5) 工事期間中のモニタリングの計画 

調査項目 調査地域・地点 
の考え方 調査期間の考え方 調査方法 

植

物 

河川の周辺に生

育する重要な種 

工事中の水位観測によ

り減水の兆候の見られ

る箇所 

各種の生活史及び生育

特性等に応じて設定 
任意観察等による

生育状況の確認 

工事に用いる道

路の改変箇所に

生育する重要な

種 

拡幅、待避所設置等、

部分的な改変を行う箇

所 

各種の生活史及び生育

特性等に応じて設定 
任意観察等による

生育状況の確認 

付替え河川にお

ける多自然川づ

くり施工後の植

生調査 

多自然川づくりを行っ

た付替え河川 
工事後の初夏又は夏季

及び秋季の２回 コドラート法 

※専門家の助言を踏まえながら実施する。 

 

 資材及び機械の運搬に用いる車両の主要なルートに追加や変更があった場合には、必要に応じて調査

地点の追加や変更を行う。 
 なお、工事中のモニタリングの結果により、必要となる場合には追加的な環境保全措置の検討を行う。 
 
 動物に関するモニタリングについては、調査範囲を種ごとの特性、生息環境に応じ、専門家等の助

言を踏まえて設定していく。また、その結果について必要に応じて専門家の助言を得て、適切な環境

保全措置を検討する。 
 
 河川の周辺に生息・生育する重要な動植物については、早川から静岡県境までのトンネル区間は南

アルプスを通過することに鑑み、当該区間についても、水場付近など安全にアプローチが可能な箇所

を選定し、工事着手前に状況を確認したうえで、必要に応じモニタリングを実施する。 
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表 2-1-2 完成後のモニタリング（測定）の計画 

測定項目 測定地域・地点 
の考え方 測定時期の考え方 測定方法 

騒

音 
列車走行 

評価書の予測地点を基

本に、環境対策工の配

置状況を考慮して地点

を選定 

供用開始後に１回実施 

「新幹線鉄道騒音

に係る環境基準に

ついて」等に定め

る測定方法 

振

動 
列車走行 評価書の予測地点を基

本に地点を選定 供用開始後に１回実施 

「環境保全上緊急

を要する新幹線鉄

道振動対策につい

て（勧告）」に定め

る測定方法 

微気圧波 

各トンネル坑口、防音

防災フードの出入口周

辺の学校、住居等に配

慮した地点 

供用開始後に１回実施 微気圧波計を使用

した現地測定 

磁界 評価書の予測地点を基

本に地点を選定 供用開始後に１回実施 

「特殊鉄道に関す

る技術上の基準を

定める告示の解釈

基準」に定める測

定方法 
 

 モニタリングの結果、列車走行騒音について「新幹線鉄道騒音に係る環境基準との整合」が図られて

いない場合、および列車走行振動について「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について（勧

告）」に示す勧告値を上回った場合には因果関係を把握し、必要な環境保全措置を講じていく。 
 また、列車走行に係る微気圧波についても、測定値が予測値を大幅に上回り、衝撃音（ドン音）や周

辺家屋の窓枠や戸が著しく振動する場合には因果関係を把握し、必要な環境保全措置を講じていく。 
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表 2-1-3(1) 発生土置き場に関するモニタリングの計画 

調査項目 
調査地域・地点 

の考え方 調査期間の考え方 調査方法 

大
気
質 

二酸化窒素 
浮遊粒子状物質 
粉じん等 

発生土置き場に関する影

響検討の結果、環境基準

等との差が小さい地点や

寄与率の高い地点 

工事 盛期に１回実施（四

季調査） 

二酸化窒素について

は、「二酸化窒素に

係る環境基準につい

て」の告示に定める

測定方法 
 
浮遊粒子状物質につ

いては「大気の汚染

に係る環境基準につ

いて」の告示に定め

る測定方法 
 
粉じん等については

ダストジャー法 

資材及び機械の運搬に用

いる車両の主要なルート

に関する影響検討の結

果、環境基準等との差が

小さい地点や寄与率の高

い地点 

工事 盛期に１回実施（四

季調査） 

騒音 

発生土置き場の周辺で学

校・住宅等に配慮した地

点 
工事 盛期に１回実施 

「特定建設作業に伴

って発生する騒音の

規制に関する基準」

に定める測定方法 
資材及び機械の運搬に用

いる車両の主要なルート

沿道の学校・住宅等に配

慮した地点 

工事 盛期に１回実施 
「騒音に係る環境基

準について」に定め

る測定方法 

振動 

発生土置き場の周辺で学

校・住宅等に配慮した地

点 

工事 盛期に１回実施 
JIS Z 8735 に定め

る測定方法及び「振

動規制法施行規則」

に定める測定方法 

資材及び機械の運搬に用

いる車両の主要なルート

沿道の学校・住宅等に配

慮した地点 

工事 盛期に１回実施 

水

質 

浮遊物質量 

（SS） 

発生土置き場の工事排水

を放流する箇所の下流地

点 

工事前に１回 

工事中に毎年１回渇水期に

実施 

その他、排水放流時の水質

については継続的に測定 

「水質汚濁に係る環

境基準について」に

定める測定方法 

水素イオン濃度

（pH） 

発生土置き場の工事排水

を放流する箇所の下流地

点 

工事前に１回 

工事中に毎年１回渇水期に

実施 

その他、排水放流時の水質

については継続的に測定 

「水質汚濁に係る環

境基準」に定める測

定方法 

自然由来の重金

属等（カドミウ

ム、六価クロ

ム、水銀、セレ

ン、鉛、ヒ素、

ふっ素、ほう

素） 

発生土置き場の排水路等

の流末箇所 

 

ただし、搬入する発生土に

ついて、搬入元における土

壌汚染のモニタリングによ

り土壌汚染対策法に定める

基準等との差が小さい場合 

工事前に１回 

工事中に毎年１回実施 

工事後に１回 

「建設工事における

自然由来重金属等含

有岩石・土壌への対

応マニュアル（暫定

版）」に定める測定

方法 
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表 2-1-3(2) 発生土置き場に関するモニタリングの計画 

調査項目 調査地域・地点 
の考え方 調査期間の考え方 調査方法 

水

資

源 

自然由来の重金

属等（カドミウ

ム、六価クロ

ム、水銀、セレ

ン、鉛、ヒ素、

ふっ素、ほう

素） 

発生土置き場周辺の地下水

位の高い箇所の井戸等 
 
ただし、搬入する発生土につ

いて、搬入元における土壌汚

染のモニタリングにより土壌

汚染対策法に定める基準等と

の差が小さい場合 

工事前に１回 
工事中に毎年１回実施 
工事後に１回 

「建設工事における

自然由来重金属等含

有岩石・土壌への対

応マニュアル（暫定

版）」に定める測定

方法 

酸性化可能性 

発生土置き場周辺の地下水

位の高い箇所の井戸等 
 
ただし、搬入する発生土につ

いて、搬入元における土壌汚

染のモニタリングにより建設

工事における自然由来重金属

等含有岩石・土壌への対応マ

ニュアル（暫定版）に長期的

な酸性化可能性のある値とし

て定められた pH3.5 との差

が小さい場合 

工事前に１回 
工事中に毎年１回実施 
工事後に１回 

「河川水質試験方法

（案）」等に定める

測定方法 

地形・地質 
地形改変に伴い周辺の構造

物等に影響を及ぼす可能性

がある箇所 

工事前に１回 
工事中は継続的に測定 変位計測の実施 

動

物 

工事に用いる道

路の改変箇所に

生息する重要な

種 

発生土の運搬に伴い拡幅、

待避所設置等、部分的な改

変を行う箇所 

各種の生活史及び生息特

性等に応じて設定 
任意観察等による生

息状況の確認 

植

物 

工事に用いる道

路の改変箇所に

生育する重要な

種 

発生土の運搬に伴い拡幅、

待避所設置等、部分的な改

変を行う箇所 

各種の生活史及び生育特

性等に応じて設定 
任意観察等による生

育状況の確認 

 
 モニタリングの具体的な内容については、事業の詳細な計画の進捗にあわせて順次決定していくこ

とになるが、モニタリングや供用開始後の測定の結果については、山梨県と調整のうえで公表を行う

とともに、今後、山梨県環境影響評価条例に基づく中間報告及び完了報告に合わせて、報告を行う。

また、工事が長期にわたるため、中間報告を行わない年度については、当該年度に実施した調査の結

果（ただし、調査期間を工事 盛期等としている項目については、当該年度がこれらの時期にあた

り、調査を実施した箇所の結果）について、自主的な報告を毎年年度末に山梨県に対して年次報告と

して行う。 
 なお、発生土置き場に関するモニタリングの計画については、環境保全措置及び事後調査の計画に

合わせて公表を行う。 
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2-2 事後調査とモニタリングの関係 
 環境要素の各項目について、事後調査とモニタリングの実施状況を整理すると、表 2-2-1 の通り

である。 
 

表 2-2-1 事後調査及びモニタリングの調査概要 

報告時期
中 間 

報告書 
 

完 了

報告書

調査内容 調査時期及び調査内容

環境要素の区分 

調査時期 

計画時 

工事前 
工事中 

工事後 

供用時 

大気 

環境 

大気質 

二酸化窒素 

浮遊粒子状物質 

粉じん等 

 
 ○  ・工事 盛期の二酸化窒素、浮遊粒子状物質及び粉じん等の発生状況 

騒音 騒音  ○ ○ ・工事 盛期の騒音の発生状況 
・列車走行時の騒音の発生状況 

振動 振動  ○ ○ ・工事 盛期の振動の発生状況 
・列車走行時の振動の発生状況 

微気圧波 微気圧波   ○ ・列車走行時の微気圧波の発生状況 

水環境 

水質 
水の濁り及び水の汚

れ 
○ ○ ○ 

・放流する工事排水の水質の状況 

・茂倉鉱山跡坑口付近の自然由来重金属等及び鉱山鉱物の含有状況 

（工事後については、茂倉鉱山跡坑口付近の地点のみ実施） 

水底の底質 水底の底質  ○  ・橋脚、工事用桟橋を設置するため掘削を行う河川の底質の状況 

地下水（地下水

の 水 質 及 び 水

位）及び水資源 

水資源 

● ● ● 
・井戸の利用状況等（山岳トンネル部） 

・井戸等の水位及び水質の状況（山岳トンネル部） 

・地表水の流量及び水質の状況（山岳トンネル部） 

○ ○  ・井戸の水質の状況（山岳トンネル部） 

○ ○ ○ ・井戸の水位及び水質の状況（地上区間） 

（工事後については、水位のみ実施） 

土 壌 に

係 る 環

境 そ の

他 の 環

境 

地形及び地質 重要な地形及び地質 ○ ○  ・地形改変に伴う周辺構造物等の変位の状況 

地盤 地盤沈下 ● ●  ・地表面の沈下の状況 

土壌 土壌汚染 
○ 

※事前の調査結果等に基づき決定 
・自然由来重金属等の含有及び酸性化可能性の状況 

その他の環境 

要素 
磁界   ○ ・磁界の発生状況 

動物 
重要な種及び注目す

べき生息地 

 ● ● 
・オオタカ及びクマタカの生息状況 

・照明の漏れ出し範囲における昆虫類等の生息状況 

・多自然川づくりを行った付替え河川の保全対象種の生息状況（工事後のみ） 

 ○ ○ ・ハチクマ、サシバ及びミゾゴイの生息状況 

○ 
※各種の生活史及び生息特性等に 

応じて設定 
・河川の周辺に生息する重要な種の状況（減水の兆候の見られる箇所） 

・工事に用いる道路の改変箇所に生息する重要な種の状況 

植物 重要な種及び群落 

● 
※各種の生活史及び生育特性等に 

応じて設定 

・移植、播種した植物の生育状況 

○ 
※各種の生活史及び生育特性等に 

応じて設定 

・河川の周辺に生育する重要な種の状況（減水の兆候の見られる箇所） 

・工事に用いる道路の改変箇所に生育する重要な種の状況 

  ○ ・付替え河川における多自然川づくり施工後の植生調査（工事後のみ）  

生態系 
地域を特徴づける生

態系 

 ● ● 
・オオタカ及びクマタカの生息状況（工事中及び工事後） 

・カワネズミの生息状況（工事後のみ） 

・ゲンジボタルの生息状況（工事後及び供用時） 

 ○ ○ ・サシバ及びミゾゴイの生息状況 

注 1）この表において、「●」印は主務省令の定めによる事後調査の実施を示し、「○」印は事業者の自主的なモニタリングの実施を示す。 
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3 モニタリング結果 

 評価書及び評価書以降に事業者が作成した資料に記載した環境影響評価の項目に係る環境の状況に

ついて、事業者の取り組みとして実施したモニタリングの結果を示す。 

 なお、動物・植物・生態系については、専門家等の助言を受けて、希少種保護の観点から周辺状況等

の詳細は非公開とする。 

 

3-1 水質 

 公共用水域（河川）の水質について、工事前及び工事中のモニタリングを実施した。 

 

3-1-1 調査項目 

調査項目は、浮遊物質量（SS）、水温、水素イオン濃度（pH）及び自然由来の重金属等（カドミ

ウム、六価クロム、水銀、セレン、鉛、ヒ素、ふっ素、ほう素）、鉱山鉱物（銅、亜鉛）の状況と

した。 

 

3-1-2 調査方法 

調査方法は、表 3-1-2-1 に示す方法で行った。 

 

表 3-1-2-1 調査方法 

調査項目 調査方法 
浮遊物質量（SS） 「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年 12 月 28 日環境庁

告示第 59 号）に定める測定方法 

水温 「地下水調査および観測指針（案）」（平成５年建設省河川局）に定

める測定方法 

水素イオン濃度(pH) 「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年 12 月 28 日環境庁

告示第 59 号）に定める測定方法 

自
然
由
来
の
重
金
属
等 

カドミウム 「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニ

ュアル（暫定版）」（平成 22 年３月建設工事における自然由来重金属

等含有土砂への対応マニュアル検討委員会）に定める測定方法 

六価クロム 

水銀 

セレン 

鉛 

ヒ素 

ふっ素 

ほう素 

鉱
山

鉱
物

銅 「排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準

に係る検定方法」に定める測定方法 亜鉛 
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3-1-3 調査地点 

調査地点は、表 3-1-3-1 及び図 3-1-3-1 に示すとおりである。 

 

表 3-1-3-1 調査地点 

地
点 
番
号 

市町村名 水系 対象河川 実施箇所 

調査項目 

浮遊

物質量

(SS)

水温

（℃）

水素 

イオン 

濃度 

(pH) 

自然由来の 

重金属等 

鉱山

鉱物

01 上野原市 相模川 細久保沢 安寺トンネル ○ ○ ○ ○ －

02 中央市 富士川 常永川 
釜無川橋りょう 

臼井阿原地内高架橋 
○ ○ ○ ○ －

03 中央市 富士川 釜無川 釜無川橋りょう ○ ○ ○ ○ －

04 中央市 富士川 横川 釜無川橋りょう ○ ○ ○ ○ －

05 富士川町 富士川 旧利根川 利根川公園交差部高架橋 ○ ○ ○ ○ －

06 富士川町 富士川 小柳川 
橋りょう 

トンネル坑口 
保守基地、変電施設 

○ ○ ○ ○ －

07 早川町 富士川 
早川 

（新倉） 

早川橋りょう 
早川東非常口 
早川非常口 

○ ○ ○ ○ ○

08 早川町 富士川 内河内川 広河原非常口 ○ ○ ○ ○ －

09 早川町 富士川 茂倉川 第四南巨摩トンネル ○ ○ ○ ○ ○

10 早川町 富士川 
早川 

（小之島） 

早川東非常口 
（バッチャープラント）

○ ○ ○ ○ －

注 1：鉱山鉱物の調査は、茂倉鉱山の影響の可能性がある地点番号 07、09 で実施した。
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調査地点 

非常口（既設） 

01【細久保沢】 

図 3-1-3-1（1） 調査地点図 
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調査地点

山梨県駅 

保守基地 

04【横川】

03【釜無川】

02【常永川】

図 3-1-3-1（2） 調査地点図 
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調査地点 

05【旧利根川】 

図 3-1-3-1（3） 調査地点図 

高下変電所 
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調査地点 

保守基地 

高下変電所 

06【小柳川】

図 3-1-3-1（4） 調査地点図 
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塩島地区発生土仮置き場 
中洲地区発生土仮置き場 

調査地点

07【早川（新倉）】※

09【茂倉川】※

10【早川（小之島）】

08【内河内川】

※早川（新倉）と茂倉川は自然由来の重金属等に銅、亜鉛を追加 

図 3-1-3-1（5） 調査地点図 
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3-1-4 調査期間 

調査期間は表 3-1-4-1 に示すとおりである。 

 

表 3-1-4-1 調査期間 

地点

番号 
対象河川 実施箇所 実施時期の種別 調査時期 

調査頻

度 

01 細久保沢 安寺トンネル 工事前 令和３年１月 25 日 １回 

02 常永川 
橋りょう、高架橋 
（臼井阿原地内） 

工事前 令和２年８月３日 １回 

工事中 令和３年１月 26 日 年１回

03 釜無川 釜無川橋りょう 工事前 令和３年１月 26 日 １回 

04 横川 高架橋 工事前 令和３年１月 26 日 １回 

05 旧利根川 
高架橋 

(利根川公園交差部) 

工事前 
令和２年１月 17 日注 1 

令和２年５月 13 日 
１回 

工事中 令和３年１月 25 日 年１回

06 小柳川 
橋りょう 

トンネル抗口 
保守基地、変電所 

工事前 平成 28 年１月 20 日 １回 

工事中 令和３年１月 25 日 年１回

07 
早川 

（新倉） 

早川橋りょう 
早川東非常口 
早川非常口 

工事中 
平成 31 年１月 17 日 

令和２年１月 15 日 

令和３年１月 28 日 

年１回

08 内河内川 広河原非常口 工事中 
平成 31 年１月 17 日 

令和２年１月 16 日 

令和３年１月 28 日 

年１回

09 茂倉川 第四南巨摩トンネル 
工事前 平成 31 年１月 17 日 １回 

工事中 
令和２年１月 16 日 

令和３年１月 28 日 
年１回

10 
早川 

（小之島） 
早川東非常口 

(バッチャープラント)

工事前 平成 31 年１月 17 日 １回 

工事中 
令和２年１月 15 日 

令和３年１月 29 日 
年１回

注 1：令和 2年 1 月 17 日に実施した工事前の調査において、pH が環境基準値を超過していたため、調査を再度実施した。 

 

3-1-5 調査結果 

調査結果は、表 3-1-5-1 に示すとおりである。工事前の調査である地点番号 05（旧利根川）にお

いて、pH が環境基準等の範囲外であったが、再度排水開始前に測定を行い、環境基準値以内である

ことを確認した。それ以外の各地点の調査項目は、いずれも環境基準等に適合していた。 
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表 3-1-5-1（1） 調査結果 

地点番号 01 

環境基準等注2 
対象河川 細久保沢 

類型指定注1 (A) 

実施箇所 安寺トンネル 

調査年度 
令和２年度 

工事前 
 

流量（m3/s） 0.01  

浮遊物質量（SS）
（mg/L） 

＜1.0 25mg/L 以下 

水温（℃） 9.0 － 

気象の状況 晴  

土質の状況 コンクリート  

水素イオン濃度
(pH) 

8.1 6.5 以上 8.5 以下 

自
然
由
来
の
重
金
属
等 

カドミウム 
（mg/L） ＜0.0003 0.003mg/L 以下 

六価クロム 
（mg/L） ＜0.02 0.05mg/L 以下 

水銀 
（mg/L） ＜0.0005 0.0005mg/L 以下 

セレン 
（mg/L） ＜0.002 0.01mg/L 以下 

鉛 
（mg/L） ＜0.005 0.01mg/L 以下 

ヒ素 
（mg/L） ＜0.005 0.01mg/L 以下 

ふっ素 
（mg/L） ＜0.08 0.8mg/L 以下 

ほう素 
（mg/L） ＜0.10 １mg/L 以下 

鉱
山
鉱
物

銅 
（mg/L） 

  

亜鉛 
（mg/L） 

  

注1：類型指定のない河川は、合流する河川の類型指定を準用し、カッコ書きとした。 

注2：浮遊物質量及び水素イオン濃度は「生活環境の保全に関する環境基準」を、自然由来の重金属等は「人の健 

康の保護に関する環境基準」を記載した。 
注3：「＜」は未満を示す。 
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表 3-1-5-1（2） 調査結果 

地点番号 02 

環境基準等注2 
対象河川 常永川 

類型指定注1 (A) 

実施箇所 橋りょう、高架橋（臼井阿原地内） 

調査年度 
令和２年度 

工事前 

令和２年度 

工事中 
 

流量（m3/s） 0.40 0.28  

浮遊物質量（SS）
（mg/L） 

6.4 4.6 25mg/L 以下 

水温（℃） 21.2 11.8 － 

気象の状況 晴 曇  

土質の状況 細砂 細砂  

水素イオン濃度
(pH) 

7.8 7.9 6.5 以上 8.5 以下 

自
然
由
来
の
重
金
属
等 

カドミウム 
（mg/L） ＜0.0003 ＜0.0003 0.003mg/L 以下 

六 価 クロ ム
（mg/L） ＜0.02 ＜0.02 0.05mg/L 以下 

水銀 
（mg/L） ＜0.0005 ＜0.0005 0.0005mg/L 以下 

セレン 
（mg/L） ＜0.002 ＜0.002 0.01mg/L 以下 

鉛 
（mg/L） ＜0.005 ＜0.005 0.01mg/L 以下 

ヒ素 
（mg/L） ＜0.005 ＜0.005 0.01mg/L 以下 

ふっ素 
（mg/L） 0.09 0.10 0.8mg/L 以下 

ほう素 
（mg/L） ＜0.10 ＜0.10 １mg/L 以下 

鉱
山
鉱
物

銅 
（mg/L） 

   

亜鉛 
（mg/L） 

   

注1：類型指定のない河川は、合流する河川の類型指定を準用し、カッコ書きとした。 

注2：浮遊物質量及び水素イオン濃度は「生活環境の保全に関する環境基準」を、自然由来の重金属等は「人の健 

康の保護に関する環境基準」を記載した。 

注3：「＜」は未満を示す。 
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表 3-1-5-1（3） 調査結果 

地点番号 03 

環境基準等注2 
対象河川 釜無川 

類型指定注1 (A) 

実施箇所 釜無川橋りょう 

調査年度 
令和２年度 

工事前 
 

流量（m3/s） 12.26  

浮遊物質量（SS）
（mg/L） 

3.8 25mg/L 以下 

水温（℃） 6.0 － 

気象の状況 曇  

土質の状況 砂礫  

水素イオン濃度
(pH) 

8.2 6.5 以上 8.5 以下 

自
然
由
来
の
重
金
属
等 

カドミウム 
（mg/L） ＜0.0003 0.003mg/L 以下 

六 価 クロ ム
（mg/L） ＜0.02 0.05mg/L 以下 

水銀 
（mg/L） ＜0.0005 0.0005mg/L 以下 

セレン 
（mg/L） ＜0.002 0.01mg/L 以下 

鉛 
（mg/L） ＜0.005 0.01mg/L 以下 

ヒ素 
（mg/L） ＜0.005 0.01mg/L 以下 

ふっ素 
（mg/L） ＜0.08 0.8mg/L 以下 

ほう素 
（mg/L） ＜0.10 １mg/L 以下 

鉱
山
鉱
物

銅 
（mg/L） 

  

亜鉛 
（mg/L） 

  

注1：類型指定のない河川は、合流する河川の類型指定を準用し、カッコ書きとした。 

注2：浮遊物質量及び水素イオン濃度は「生活環境の保全に関する環境基準」を、自然由来の重金属等は「人の健 

康の保護に関する環境基準」を記載した。 

注3：「＜」は未満を示す。 
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表 3-1-5-1（4） 調査結果 

地点番号 04 

環境基準等注2 
対象河川 横川 

類型指定注1 (A) 

実施箇所 高架橋 

調査年度 
令和２年度 

工事前 
 

流量（m3/s） 0.16  

浮遊物質量（SS）
（mg/L） 

1.0 25mg/L 以下 

水温（℃） 14.5 － 

気象の状況 曇  

土質の状況 砂礫  

水素イオン濃度
(pH) 

8.0 6.5 以上 8.5 以下 

自
然
由
来
の
重
金
属
等 

カドミウム 
（mg/L） ＜0.0003 0.003mg/L 以下 

六 価 クロ ム
（mg/L） ＜0.02 0.05mg/L 以下 

水銀 
（mg/L） ＜0.0005 0.0005mg/L 以下 

セレン 
（mg/L） ＜0.002 0.01mg/L 以下 

鉛 
（mg/L） ＜0.005 0.01mg/L 以下 

ヒ素 
（mg/L） ＜0.005 0.01mg/L 以下 

ふっ素 
（mg/L） ＜0.08 0.8mg/L 以下 

ほう素 
（mg/L） ＜0.10 １mg/L 以下 

鉱
山
鉱
物

銅 
（mg/L） 

  

亜鉛 
（mg/L） 

  

注1：類型指定のない河川は、合流する河川の類型指定を準用し、カッコ書きとした。 

注2：浮遊物質量及び水素イオン濃度は「生活環境の保全に関する環境基準」を、自然由来の重金属等は「人の健 

康の保護に関する環境基準」を記載した。 

注3：「＜」は未満を示す。 
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表 3-1-5-1（5） 調査結果 

地点番号 05 

環境基準等注2 
対象河川 旧利根川 

類型指定注1 (A) 

実施箇所 高架橋（利根川公園交差部） 

調査年月 
令和２年１月注3

工事前(1) 

令和２年５月 

工事前(2) 

令和３年１月 

工事中 
 

流量（m3/s） 4×10-5 0.06 0.003  

浮遊物質量（SS）
（mg/L） 

3.2 4.2 ＜1.0 25mg/L 以下 

水温（℃） 5.8 17.0 11.1 － 

気象の状況 曇り 晴 晴  

土質の状況 コンクリート コンクリート コンクリート  

水素イオン濃度
(pH) 

9.5 8.3 8.0 6.5 以上 8.5 以下 

自
然
由
来
の
重
金
属
等 

カドミウム 
（mg/L） ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 0.003mg/L 以下 

六 価 クロ ム
（mg/L） ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 0.05mg/L 以下 

水銀 
（mg/L） ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 0.0005mg/L 以下 

セレン 
（mg/L） ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 0.01mg/L 以下 

鉛 
（mg/L） ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 0.01mg/L 以下 

ヒ素 
（mg/L） ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 0.01mg/L 以下 

ふっ素 
（mg/L） ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 0.8mg/L 以下 

ほう素 
（mg/L） ＜0.10 ＜0.10 ＜0.10 １mg/L 以下 

鉱
山
鉱
物

銅 
（mg/L） 

    

亜鉛 
（mg/L） 

    

注1：類型指定のない河川は、合流する河川の類型指定を準用し、カッコ書きとした。 

注2：浮遊物質量及び水素イオン濃度は「生活環境の保全に関する環境基準」を、自然由来の重金属等は「人の健 

康の保護に関する環境基準」を記載した。 

注3：令和 2年 1月 17 日に実施した工事前の調査において、pH が環境基準値を超過していたため、工事前の調査を再度   

   実施した 

注4：「＜」は未満を示す。 

 

 

  



 

3-1-14 

表 3-1-5-1（6） 調査結果 

地点番号 06 

環境基準等注2 
対象河川 小柳川 

類型指定注1 (A) 

実施箇所 橋りょう、トンネル抗口、保守基地、変電所 

調査年度 
平成 27 年度 

工事前 

令和２年度 

工事中 
 

流量（m3/s） 0.152 0.14  

浮遊物質量（SS）
（mg/L） 

1.4 ＜1.0 25mg/L 以下 

水温（℃） 4.0 7.0 － 

気象の状況 晴れ 晴  

土質の状況 礫 粗砂  

水素イオン濃度
(pH) 

7.4 8.2 6.5 以上 8.5 以下 

自
然
由
来
の
重
金
属
等 

カドミウム 
（mg/L） ＜0.0003 ＜0.0003 0.003mg/L 以下 

六 価 クロ ム
（mg/L） ＜0.02 ＜0.02 0.05mg/L 以下 

水銀 
（mg/L） ＜0.0005 ＜0.0005 0.0005mg/L 以下 

セレン 
（mg/L） ＜0.002 ＜0.002 0.01mg/L 以下 

鉛 
（mg/L） ＜0.005 ＜0.005 0.01mg/L 以下 

ヒ素 
（mg/L） ＜0.005 ＜0.005 0.01mg/L 以下 

ふっ素 
（mg/L） ＜0.08 ＜0.08 0.8mg/L 以下 

ほう素 
（mg/L） ＜0.10 ＜0.10 １mg/L 以下 

鉱
山
鉱
物

銅 
（mg/L） 

   

亜鉛 
（mg/L） 

   

注1：類型指定のない河川は、合流する河川の類型指定を準用し、カッコ書きとした。 

注2：浮遊物質量及び水素イオン濃度は「生活環境の保全に関する環境基準」を、自然由来の重金属等は「人の健 

康の保護に関する環境基準」を記載した。 

注3：「＜」は未満を示す。 

  



 

3-1-15 

表 3-1-5-1（7） 調査結果 

地点番号 07 

環境基準等注2 
対象河川 早川（新倉） 

類型指定注1 (A) 

実施箇所 早川橋りょう、早川東非常口、早川非常口

調査年度 
平成 30 年度

工事中 

令和元年度

工事中 

令和２年度

工事中 
 

流量（m3/s） 1.77 1.59 1.54  

浮遊物質量（SS）
（mg/L） 

5.7 13 ＜1.0 25mg/L 以下 

水温（℃） 4.3 5.6 5.8 － 

気象の状況 晴れ 晴れ 曇／雨  

土質の状況 礫 礫 細礫  

水素イオン濃度
(pH) 

7.9 7.9  7.9 6.5 以上 8.5 以下 

自
然
由
来
の
重
金
属
等 

カドミウム 
（mg/L） ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 0.003mg/L 以下 

六 価 クロ ム
（mg/L） ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 0.05mg/L 以下 

水銀 
（mg/L） ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 0.0005mg/L 以下 

セレン 
（mg/L） ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 0.01mg/L 以下 

鉛 
（mg/L） ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 0.01mg/L 以下 

ヒ素 
（mg/L） ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 0.01mg/L 以下 

ふっ素 
（mg/L） 0.12 0.10 0.11 0.8mg/L 以下 

ほう素 
（mg/L） 0.1 ＜0.1 ＜0.1 １mg/L 以下 

鉱
山
鉱
物

銅 
（mg/L） 

＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ３mg/L 以下注3 

亜鉛 
（mg/L） 

0.006 0.009 0.004 ２mg/L 以下注3 

注1：類型指定のない河川は、合流する河川の類型指定を準用し、カッコ書きとした。 

注2：浮遊物質量及び水素イオン濃度は「生活環境の保全に関する環境基準」を、自然由来の重金属等は「人の健 

康の保護に関する環境基準」を記載した。 

注3：鉱山鉱物については、環境基準がないものの本報告では水質汚濁防止法に基づく「排水基準」を準用した。 

注4：「＜」は未満を示す。 

 

  



 

3-1-16 

表 3-1-5-1（8） 調査結果 

地点番号 08 

環境基準等注2 
対象河川 内河内川 

類型指定注1 (A) 

実施箇所 広河原非常口 

調査年度 
平成 30 年度

工事中 

令和元年度

工事中 

令和２年度

工事中 
 

流量（m3/s） 0.22 0.25 0.37  

浮遊物質量（SS）
（mg/L） 

＜1.0 ＜1.0 ＜1.0 25mg/L 以下 

水温（℃） 4.6 4.2 6.0 － 

気象の状況 晴れ 晴れ 曇／雨  

土質の状況 礫 礫 中礫  

水素イオン濃度
(pH) 

8.1 8.0 8.0 6.5 以上 8.5 以下 

自
然
由
来
の
重
金
属
等 

カドミウム 
（mg/L） ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 0.003mg/L 以下 

六 価 クロ ム
（mg/L） ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 0.05mg/L 以下 

水銀 
（mg/L） ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 0.0005mg/L 以下 

セレン 
（mg/L） ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 0.01mg/L 以下 

鉛 
（mg/L） ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 0.01mg/L 以下 

ヒ素 
（mg/L） ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 0.01mg/L 以下 

ふっ素 
（mg/L） 0.08 0.08 0.08 0.8mg/L 以下 

ほう素 
（mg/L） ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 １mg/L 以下 

鉱
山
鉱
物

銅 
（mg/L） 

    

亜鉛 
（mg/L） 

    

注1：類型指定のない河川は、合流する河川の類型指定を準用し、カッコ書きとした。 

注2：浮遊物質量及び水素イオン濃度は「生活環境の保全に関する環境基準」を、自然由来の重金属等は「人の健 

康の保護に関する環境基準」を記載した。 

注3：「＜」は未満を示す。 

 

  



 

3-1-17 

表 3-1-5-1（9） 調査結果 

地点番号 09 

環境基準等注2 
対象河川 茂倉川 

類型指定注1 (A) 

実施箇所 第四南巨摩トンネル 

調査年度 
平成 30 年度

工事前 

令和元年度

工事中 

令和２年度

工事中 
 

流量（m3/s） 0.69 0.15 0.11  

浮遊物質量（SS）
（mg/L） 

＜1.0 ＜1.0 ＜1.0  25mg/L 以下 

水温（℃） 5.0 5.0 5.7 － 

気象の状況 晴れ 晴れ 曇／雨  

土質の状況 礫 砂礫 細礫  

水素イオン濃度
(pH) 

8.0 7.9 7.9 6.5 以上 8.5 以下 

自
然
由
来
の
重
金
属
等 

カドミウム 
（mg/L） ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 0.003mg/L 以下 

六 価 クロ ム
（mg/L） ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 0.05mg/L 以下 

水銀 
（mg/L） ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 0.0005mg/L 以下 

セレン 
（mg/L） ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 0.01mg/L 以下 

鉛 
（mg/L） ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 0.01mg/L 以下 

ヒ素 
（mg/L） ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 0.01mg/L 以下 

ふっ素 
（mg/L） ＜0.08 ＜0.08 0.09 0.8mg/L 以下 

ほう素 
（mg/L） ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 １mg/L 以下 

鉱
山
鉱
物

銅 
（mg/L） 

＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ３mg/L 以下注3 

亜鉛 
（mg/L） 

0.002 0.029 0.030 ２mg/L 以下注3 

注1：類型指定のない河川は、合流する河川の類型指定を準用し、カッコ書きとした。 

注2：浮遊物質量及び水素イオン濃度は「生活環境の保全に関する環境基準」を、自然由来の重金属等は「人の健  

康の保護に関する環境基準」を記載した。 

注3：鉱山鉱物については、環境基準がないものの本報告では水質汚濁防止法に基づく「排水基準」を準用した。 

注4：「＜」は未満を示す。 

 

  



 

3-1-18 

表 3-1-5-1（10） 調査結果 

地点番号 10 

環境基準等注2 
対象河川 早川（小之島） 

類型指定注1 (A) 

実施箇所 早川東非常口（バッチャープラント） 

調査年度 
平成 30 年度

工事前 

令和元年度

工事中 

令和２年度

工事中 
 

流量（m3/s） 1.75 1.90 2.27  

浮遊物質量（SS）
（mg/L） 

6.5 13 1.4 25mg/L 以下 

水温（℃） 4.0 6.2 4.6 － 

気象の状況 晴れ 晴れ 晴れ  

土質の状況 礫 礫 中礫  

水素イオン濃度
(pH) 

7.9 8.0 8.0 6.5 以上 8.5 以下 

自
然
由
来
の
重
金
属
等 

カドミウム 
（mg/L） ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 0.003mg/L 以下 

六 価 クロ ム
（mg/L） ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 0.05mg/L 以下 

水銀 
（mg/L） ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 0.0005mg/L 以下 

セレン 
（mg/L） ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 0.01mg/L 以下 

鉛 
（mg/L） ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 0.01mg/L 以下 

ヒ素 
（mg/L） ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 0.01mg/L 以下 

ふっ素 
（mg/L） 0.11 0.14 0.12 0.8mg/L 以下 

ほう素 
（mg/L） 0.1 ＜0.1 ＜0.1 １mg/L 以下 

鉱
山
鉱
物

銅 
（mg/L） 

    

亜鉛 
（mg/L） 

    

注1：類型指定のない河川は、合流する河川の類型指定を準用し、カッコ書きとした。 

注2：浮遊物質量及び水素イオン濃度は「生活環境の保全に関する環境基準」を、自然由来の重金属等は「人の健 

康の保護に関する環境基準」を記載した。 

注3：「＜」は未満を示す。 

 

 

  



 

3-1-19 

なお、工事中における早川東非常口、早川非常口及び広河原非常口からの工事排水中（トンネル湧

水含む。）の水質についても、浮遊物質量、水温、水素イオン濃度（pH）及び自然由来の重金属等の測

定を行っている。調査結果は以下に示す通りであり、いずれも排水基準等に適合していた。 

 

表 3-1-5-2 工事排水中の水質の調査結果（年間最大値） 

地点 
早川東非常口

排水路の流末 

早川非常口 

排水路の流末 

広河原非常口

排水路の流末 
排水基準等 

浮遊物質量（ SS）
（mg/L） 

24 25 25 25mg/L 以下 

水素イオン濃度(pH) 6.5～8.5 6.5～8.5 6.5～8.5 
6.5 以上 
8.5 以下 

水温（℃） 12～23 4～23 4～28 － 

自
然
由
来
の
重
金
属
等 

カドミウム 
（mg/L） 

＜0.0003 ＜0.0003 0.0003 0.003mg/L 以下

六価クロム 
（mg/L） 

＜0.04 0.03 0.03 0.05mg/L 以下 

水銀 
（mg/L） 

＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 0.0005mg/L 以下

セレン 
（mg/L） 

0.001 0.001 0.002 0.01mg/L 以下 

鉛 
（mg/L） 

＜0.005 ＜0.001 0.002 0.01mg/L 以下 

ヒ素 
（mg/L） 

＜0.001 0.003 0.004 0.01mg/L 以下 

ふっ素 
（mg/L） 

0.78 0.21 0.40 0.8mg/L 以下 

ほう素 
（mg/L） 

0.5 ＜0.1 ＜0.1 1mg/L 以下 

注 1：水素イオン濃度及び水温は年間最大・最小値を記載。 

注 2：浮遊物質量及び水素イオン濃度は「生活環境の保全に関する環境基準」を、自然由来の重金属等は「人の健康

の保護に関する環境基準」を記載した。 

注 3：「＜」は未満を示す。 
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早川東非常口の測定結果は、浮遊物質量は 24mg/L 以下、水素イオン濃度（pH）は 6.5～8.5 であ

り、いずれも法令に定める排水基準に適合していた。水温は 12～23℃である。また、自然由来の重金

属等については、カドミウムは 0.0003mg/L 未満、六価クロムは 0.04mg/L 未満、総水銀は 0.0005mg/L

未満、セレンは 0.001mg/L 以下、鉛は 0.005mg/L 未満、ヒ素は 0.001mg/L 未満、ふっ素は 0.78mg/L 以

下、ほう素は 0.5mg/L 以下であり、いずれも法令に定める排水基準に適合していた。 

早川非常口の測定結果は、浮遊物質量は 25mg/L 以下、水素イオン濃度（pH）は 6.5～8.5 であり、

いずれも法令に定める排水基準に適合していた。水温は 4～23℃である。また、自然由来の重金属等に

ついては、カドミウムは 0.0003mg/L 未満、六価クロムは 0.03mg/L 以下、総水銀は 0.0005mg/L 未満、

セレンは 0.001mg/L 以下、鉛は 0.001mg/L 未満、ヒ素は 0.003mg/L 以下、ふっ素は 0.21mg/L 以下、ほ

う素は 0.1mg/L 未満であり、いずれも法令に定める排水基準に適合していた。 

広河原非常口の測定結果は、浮遊物質量は 25mg/L 以下、水素イオン濃度（pH）は 6.5～8.5 であ

り、いずれも法令に定める排水基準に適合していた。水温は 4～28℃である。また、自然由来の重金属

等については、カドミウムは 0.0003mg/L 未満、六価クロムは 0.03mg/L 以下、総水銀は 0.0005mg/L 未

満、セレンは 0.002mg/L 以下、鉛は 0.002mg/L 以下、ヒ素は 0.004mg/L 以下、ふっ素は 0.40mg/L 以

下、ほう素は 0.1mg/L 未満であり、いずれも法令に定める排水基準に適合していた。 

 



3-2 水資源 

 

3-2-1 水資源（地上区間） 

切土工等（地上区間）の工事実施に伴う水資源（井戸）について、環境管理を適切に行うため、地

点を選定し、モニタリングを実施した。 

 
3-2-1-1 調査方法 

調査方法は、表 3-2-1-1-1 に示す方法で行った。 

 

表 3-2-1-1-1 水資源の調査方法 

調査項目 調査方法 

井
戸
・
湧
水 

水位又は水量、水温、pH、 
電気伝導率、透視度 

「地下水調査および観測指針（案）」（平成５年、建設省

河川局）に準拠する。 

自
然
由
来
の
重
金
属
等 

カドミウム 

「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌

への対応マニュアル（暫定版）」（平成 22 年５月建設

工事における自然由来重金属等含有土砂への対応マニ

ュアル検討委員会）に定める測定方法に準拠する。 
 

六価クロム 
水銀 
セレン 
鉛 
ヒ素 
ふっ素 
ほう素 

地
表
水 

流量、水温、pH、 
電気伝導率、透視度 

「地下水調査および観測指針（案）」（平成５年、建設

省河川局）に準拠する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-2-1 



3-2-1-2 調査地点 

調査地点は、表 3-2-1-2-1 及び図 3-2-1-2-1 に示すとおりである。 

 

表 3-2-1-2-1 調査地点 

地点 
番号 

市町名 地点 

調査項目 

井戸の水位

又は水量 
水温 

水素イオン

濃度（pH） 
電気伝導率 

自然由来の

重金属等 

01 中央市 個人井戸 ○ ○ ○ ○ －注 1 

注 1：土壌汚染のモニタリングにおいて土壌汚染対策法に定める基準等との差が小さいことを確認した場合、 

工事中に実施する。平成 30 年度は工事前であり、調査していない。 

注 2：「〇」は調査項目の実施を示す。

 

 

3-2-2 



 

図 3-2-1-2-1 調査地点図 

01 

井戸 
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3-2-1-3 調査期間 

現地調査の期間は表 3-2-1-3-1 に示すとおりである。 

 
表 3-2-1-3-1 調査期間 

地点

番号 
実施時期 調査期間 調査頻度 

01 工事前 平成 31 年２月 16 日 １回 

 
3-2-1-4 調査結果 

調査結果は表 3-2-1-4-1 に示すとおりである。 
 

表 3-2-1-4-1 調査結果 

地点 

番号 
市町名 地点 調査項目 

平成 30 年度 

２月 16 日 

01 中央市 個人井戸 

水量注 1 〇 

水温（℃） 16.7 

pH 7.36 

電気伝導率（mS/m） 24.2 

注 1：ポンプにより、取水が確認できた場合を〇、できなかった場合を×で表記している。 
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3-2-2水資源（山岳トンネル） 
山岳トンネルの工事の実施に伴う水資源（井戸・湧水及び地表水）について、事後調査に加え、環境

管理を適切に行うため、地点を選定し、モニタリングを実施した。 

 
3-2-2-1 調査項目  

調査項目は、水資源（井戸・湧水及び地表水）の水位又は水量及び流量、水温、水素イオン濃度

（pH）及び電気伝導率、透視度とした。 

また、水資源（井戸・湧水）は、自然由来の重金属等（カドミウム、六価クロム、水銀、セレ

ン、鉛、ヒ素、ふっ素、ほう素）の状況とした。 

 
3-2-2-2 調査方法 

 調査方法は、表 3-2-2-2-1に示す方法で行った。 

 

表 3-2-2-2-1 水資源の調査方法 

調査項目 調査方法 

井
戸
・
湧
水 

水位又は水量、水温、pH、 

電気伝導率、透視度 
「地下水調査および観測指針（案）」（平成５年、建設省河川局）

に準拠する。 

自
然
由
来
の
重
金
属
等 

カドミウム 

「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応

マニュアル（暫定版）」（平成 22 年５月建設工事における自然

由来重金属等含有土砂への対応マニュアル検討委員会）に定め

る測定方法に準拠する。 

 

六価クロム 

水銀 

セレン 

鉛 

ヒ素 

ふっ素 

ほう素 

地
表
水 

流量、水温、pH、 

電気伝導率、透視度 

「地下水調査および観測指針（案）」（平成５年、建設省河川局）

に準拠する。 
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3-2-2-3 調査地点 

調査地点は、表 3-2-2-3-1～表 3-2-2-3-3及び図 3-2-2-3-1に示すとおりである。 

 

表 3-2-2-3-1 井戸及び湧水の調査地点 

地点 

番号 
市町名 地点 調査項目 記事 

01 

上野原市 

個人水源（湧水） 

・井戸の水位・水量又

は湧水の水量 

・水温 

・pH 

・透視度 

・電気伝導率 

図 3-2-2-3-1参照 

02 個人水源（湧水） 

03 個人水源（井戸） 

04 

富士川町 

穂積簡易水道水源 

（上手）（湧水） 

05 非常用水源（湧水） 

06 個人水源（井戸） 

07 
穂積簡易水道水源 

（仙洞田）（井戸） 

08 
上高下簡易水道水源 

（湧水） 

09 
鳥屋・柳川第 2水源

（井戸） 

10 
営農飲雑用水水源 

（湧水） 

11 個人水源（湧水） 

12 十谷（井戸） 

13 十谷（湧水） 

14 

早川町 

湯島湧水 

15 
中州簡易水道水源 

（湧水） 

16 
新倉簡易水道水源 

（湧水） 

注 1：地点番号 07、09については水位データを富士川町より提供頂いている。  
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表 3-2-2-3-2 地表水の調査地点 

地点 

番号 
市町名 地点 調査項目 記事 

17 

上野原市 

滝渕沢 

・地表水の流量 

・水温 

・pH 

・透視度 

・電気伝導率 

図 3-2-2-3-1参照 

18 押出河原川支川 

19 押出河原川 

20 

富士川町 

南川支川 

21 小田沢 

22 知沢川 

23 倉沢川 

24 共同水源 

25 共同水源 

26 共同水源 

27 下高下簡易水道水源 

28 清水小規模水道水源 

29 個人水源 

30 個人水源 

31 共同水源 

32 鳥屋・柳川簡易水道水源 

33 白板小規模水道水源 

34 大柳川 

35 

早川町 

早川支川 

36 早川支川※ 

37 早川 

38 内河内川支川注 1 

39 内河内川支川 

40 内河内川支川 

41 茂倉川 

42 滑河内川※ 

43 早川支川 

44 
早川第 3発電所取水堰 

上流 

注 1：動植物等の重要な種や水資源は確認されていないものの、全体的な流量状況の把握のため、年２回の調査を実施した。 
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表 3-2-2-3-3 自然由来の重金属等の調査地点 

地点 

番号 
市町名 地点 調査項目 記事 

45 上野原市 個人水源（井戸） 

・自然由来の 

重金属等 
図 3-2-2-3-1参照 46 富士川町 

穂積簡易水道水源 

（仙洞田）（井戸） 

47 早川町 
新倉簡易水道水源 

（明川トンネル） 

注 1：地点番号 45は、モニタリング地点（地点番号 03）としても選定している。 

注 2：地点番号 46は、モニタリング地点（地点番号 07）としても選定している。 
注 3：地点番号 47は、水資源の事後調査の調査地点（本編 7-1水資源 地点番号 01）としても選定している。 
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02 

非常口（山岳部）の掘削概略ルート 

高橋の水文学的方法による地下水への影響の予測検討範囲 

図 3-2-2-3-1 (1) モニタリング地点（上野原市） 

 

   地下水の水量（井戸） 

   湧水の水量 

   地表水の流量 

01 

03 

18 

17 

19 

県境 

注１：地点番号 03 は自然由来の重金属等の調査地点（地点番号 45）としても選定している。 
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図 3-2-2-3-1 (2) モニタリング地点（富士川町） 

 

   地下水の水位・水量（井戸） 

   湧水の水量 

   地表水の流量 

28 

27 

32 

11 

08 

29 

09 

非常口（山岳部）の掘削概略ルート 

高橋の水文学的方法による地下水への影響の予測検討範囲 

30 

24 

31 

25 

26 

34 

13 

33 

10 

12 

20 

05 

21 04 06 

22 

07 

23 

変電所 

注１：地点番号 07 は自然由来の重金属等の調査地点（地点番号 46）としても選定している。 
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図 3-2-2-3-1 (3) モニタリング地点（早川町） 

 

   湧水の水量 

   地表水の流量 

  自然由来の重金属等、水素イオン濃度（pH） 

39 
40 

38 

37 

41 

36 

35 

15 

14 

非常口（山岳部）の掘削概略ルート 

高橋の水文学的方法による地下水への影響の予測検討範囲 

16 

47 

県境 

早川非常口 

広河原非常口 

早川東非常口 

 



 

 
  

  地表水の流量 

図 3-2-2-3-1 (4) モニタリング地点（早川町） 

44 

43 

42 

早川非常口 
早川東非常口 

非常口（山岳部）の掘削概略ルート 
 

高橋の水文学的方法による地下水への影響の予測検討範囲 
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3-2-2-4 調査期間 

現地調査の期間は表 3-2-2-4-1～表 3-2-2-4-3に示すとおりである。 

 

表 3-2-2-4-1 井戸及び湧水の現地調査期間 

調査項目 調査地点 調査期間 頻度 

井戸の水位、湧水の水量、 

水温、pH、透視度、 

電気伝導率 

地点番号 01、02、03、

04、05、06、07、08、

09、10、11、12、13、

14、15、16 

（全 16地点） 

平成 30年４月 17日～19日 
平成 30年５月 22日～24日 
平成 30年６月 19日～21日 
平成 30年７月 17日～19日 
平成 30年８月 21日～23日 
平成 30年９月 18日～20日 
平成 30年 10月 16 日～19日 
平成 30年 11月 13 日～16日 
平成 30年 12月 11 日～14日 
平成 31年１月８日～10日 
平成 31年２月６日～７日 
平成 31年３月１日、４日～５日 

月１回 

平成 31年４月 16日、18日、19日 
令和元年５月 20日、22日、23日 
令和元年６月 17日、19日、20日 
令和元年７月 16日～19日 
令和元年８月 20日～23日 
令和元年９月 18日～20日 
令和元年 10 月 15日～19日 
令和元年 11 月 12日、13日、14日、16 日 
令和元年 12 月 10日、12日、13日、14 日 
令和２年１月９日～11 日、26 日、28日 
令和２年２月５日～９日 
令和２年３月１日、４日、５日、７日 

令和２年６月 15日～20日 

令和２年７月 13日～16日、18日 

令和２年８月 16日～19日、22日 

令和２年９月 14日、15日、17日、19 日 

令和２年 10 月 12日～17日 

令和２年 11 月 9日～15日 

令和２年 12 月 7日～12日 

令和３年１月 11日、13日～16日 

令和３年２月１～６日 

令和３年３月１～６日 

注 1：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 
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表 3-2-2-4-2 地表水の現地調査期間 

調査項目 調査地点 調査期間 頻度 

井戸の水位、地表水の流量、 

水温、pH、透視度、 

電気伝導率 

地点番号 17、18、19、

20、21、22、23、24、

25、26、27、28、29、

30、31、32、33、34、

35、36、37、38、39、

40、41、42、43、44 

（全 28地点） 

平成 30年４月 16日～20日 
平成 30年５月 21日～24日 
平成 30年６月 18日～22日 
平成 30年７月 17日～21日 
平成 30年８月 20日～23日 
平成 30年９月 18日～21日 
平成 30年 10月 15 日～19日 
平成 30年 11月 12 日～15、20日 
平成 30年 12月 10 日～13日 
平成 31年１月８日～11日 
平成 31年２月５日～８日 
平成 31年３月１日～５日 

月１回 

平成 31年４月 15日～19日 
令和元年５月 20日～23日 
令和元年６月 17日～20日 
令和元年７月 16日～19日 
令和元年８月 20日～24日 
令和元年９月 17日～20日 
令和元年 10 月 15日～19日､28日 
令和元年 11 月 12日～16日 
令和元年 12 月 10日～14日 
令和２年１月８日～11 日､26 日､28日 
令和２年２月５日～９日 

月１回 

令和２年６月 15日～20日 

令和２年７月 13日～18日 

令和２年８月 13日、16日～22日 

令和２年９月 14日～19日 

令和２年 10 月 12日～17日 

令和２年 11 月 9日～15日、24日、25 日 

令和２年 12 月 7日～12日 

令和３年１月 11日～17日 

令和３年２月１日～６日 

令和３年３月１日～６日 

月１回 

注 1：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 
 
 

表 3-2-2-4-3 自然由来の重金属等の現地調査期間 
調査項目 調査地点 調査期間 頻度 

カドミウム、六価クロム、 

水銀、セレン、鉛、ヒ素、 

ふっ素、ほう素 

地点番号 45、46、47 

（全３地点） 

平成 31年１月９日 
令和２年１月 11日 
令和２年１月 28日 
令和２年２月７日 
令和３年１月 11日 
令和３年１月 14日 

年１回 
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3-2-2-5 調査結果 
 
（１）井戸の水位・水量、湧水の水量、地表水の流量 

調査結果は表 3-2-2-5-1、表 3-2-2-5-2、図 3-2-2-5-1及び図 3-2-2-5-2に示すとおりであ

る。 
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表 3-2-2-5-1(1) 井戸の水位・水量、湧水の水量 

注1：地点番号 06の水位は井戸管頭からの深さを表す。 

注2：地点番号 01、03、04は令和元年度４月から、地点番号 02は令和元年度１月から、地点番号 05、06は令和元年度 10月から調査を開始した。 

注3：全地点において令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

注4：地点番号 04の令和元年度 10月、11月は台風 19号に伴う大量降雨のため水量が増加した。また、12月は中間水槽が排出口の詰りによりオーバーフローしており、測定ができない状態のため欠

測とした。 

地点

番号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査 

年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

01 

上
野
原
市 

個人水源（湧水） 

水量 

（L/min） 

H30                        

R1 6.5  16.2  19.8  20.4  17.7  16.4  18.6  18.2  16.8  15.5  15.8  16.6  

R2 - -  13.8  15.2  12.7  16.9  19.1  9.1  13.7  8.4  3.0  4.5  

02 個人水源（湧水） 

H30                         

R1                   7.2  15.4  10.5  

R2 - -  10.7  19.1  12.1  10.1  27.0  7.9  4.7  3.3  3.0  5.1  

03 個人水源（井戸） 

H30                         

R1 3.2  4.6  6.0  5.3  4.9  4.5  4.2  2.3  2.6  0.8  1.7  1.0  

R2 - -  1.2  4.2  3.7  4.0  6.0  4.0  3.6  3.9  4.4  4.3  

04 

 
 

 

富
士
川
町 

穂積簡易水道水源 

（上手）（湧水） 

H30                         

R1 36.6  43.7  35.1  38.7  74.7  26.4  216.8  220.9  -  119.6  101.0  69.3  

R2 - -  94.2  143.7  281.6  176.7  141.1  130.3  113.9  83.9  74.7  55.8  

05 
非常用水源（湧

水） 

H30                         

R1             39.4  53.2  35.9  36.0  35.6  26.7  

R2 - -  38.4  103.8  92.7  61.4  61.7  52.4  38.3  33.0  29.5  28.7  

06 個人水源（井戸） 
水位 

（m） 

H30                         

R1             -4.4  -4.8  -4.8  -4.8  -4.8  -4.9  

R2 - -  -4.5  -4.3  -4.6  -4.6  -4.5  -4.7  -4.8  -4.9  -4.9  -5.0  
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表 3-2-2-5-1(2) 井戸の水位・水量、湧水の水量 

注1：地点番号 07の水位は孔口からの深さを示す。 

注2：地点番号 09、12の水量はポンプにより取水が確認できた場合に〇で表記している。 

注3：地点番号 07は令和元年度４月から調査を開始した。 

注4：地点番号 07の令和元年度 10月～３月、地点番号 09の令和元年度８月～12月は常時計測機故障のため欠測とした。 

注5：地点番号 11の平成 30年度６月と平成 30年度１月～令和元年度３月、令和２年度の６月、８月、１月、２月は水源が枯渇していたため欠測とした。 

注6：地点番号 12は令和元年度 10月以降、井戸の持ち主が利用を終了したことを受け、調査地点から除外した。 

注7：地点番号 07～11の令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

注8：地点番号 08の令和元年度 10月は台風 19号に伴う大量降雨のため水量が増加した。 

注9：「0.0」は小数点第二位で四捨五入した結果である。 

  

地点

番号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査 

年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

07 

富
士
川
町 

穂積簡易水道水源 

（仙洞田）（井戸） 

水位 

 （m） 

H30                         

R1 -21.3  -21.6  -21.6  -21.6  -22.2  -23.2  -  -  -  -  -  -  

R2 - -  -22.6  -23.5  -23.8  -23.4  -23.1  -23.2  -22.8  -22.4  -22.4  -22.4  

08 
上高下簡易水道水

源（湧水） 

水量 

（L/min） 

H30 202.3  289.8  192.7  160.2  135.5  268.0  380.0  183.9  176.1  183.8  133.5  124.3  

R1 120.0  128.1  152.0  525.2  671.9  339.3  1272.6  650.4  241.4  162.4  167.1  145.5  

R2 - -  140.0  137.1  560.1  163.9  189.4  143.0  240.5  148.3  155.0  99.4  

09 
鳥屋・柳川第 2水

源（井戸） 

H30 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

R1 〇 〇 〇 〇 - - - 〇 〇 〇 〇 〇 

R2 - -  〇  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

10 
営農飲雑用水水源

（湧水） 

H30 4.3  4.6  6.3  6.2  3.0  4.3  4.4  4.4  3.4  3.0  3.5  4.2  

R1 4.7  1.8  5.5  5.5  3.0  1.8  2.2  1.2  1.6  2.2  1.6  1.6  

R2 - -  4.4  4.3  3.5  2.8  21.2  39.1  30.1  44.4  28.7  30.7  

11 個人水源（湧水） 

H30 0.3  0.2  - 0.1  0.2  0.1  0.0  0.0  0.0  - - - 

R1 - - - - - - - - - - - - 

R2 - -  - 0.7  - 0.3  0.3  0.1  0.2  -  -  0.8  

12 十谷（井戸） 

H30 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

R1 ○ ○ ○ ○ ○ ○             

R2                       
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表 3-2-2-5-1(3) 井戸の水位・水量、湧水の水量 

注1： 地点番号 13の平成 30年度 6月と１～３月、令和元年度７月～令和２年度３月については、水源が枯渇していたことから欠測とした。 

注2： 地点番号 16の令和２年度４月は緊急事態宣言発令前に調査を実施した。 

注3： 地点番号 13～15の令和２年度４月と５月、地点番号 16の令和２年度５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

  

地点

番号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査 

年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

13 

富
士
川
町 

十谷（湧水） 

水量 

（L/min） 

H30 7.8  18.4  7.7  11.5  7.2  5.8  - 11.7  8.8  - - - 

R1 7.1  3.1  2.4  - - - - - - - - - 

R2 - -  -  -  -  -  -  -  -  - - - 

14 

早
川
町 

湯島湧水 

H30 17.9  29.0  11.0  19.6  8.2  32.5  16.9  8.3  10.2  3.7  13.3  34.8  

R1 12.8  9.3  67.9  36.7  47.7  15.6  46.1  14.7  14.0  14.0  17.8  11.1  

R2 - - 20.5  106.7 15.4 11.7 95.1 16.5 9.2  6.4  29.8  8.8  

15 
中洲簡易水道水源 

（湧水） 

H30 142.0  165.5  147.0  108.9  88.0  167.5  224.7  142.1  84.3  51.0  28.2  27.0  

R1 13.6  3.1  27.7  64.8  63.0  142.6  177.3  223.8  126.4  74.2  86.2  92.5  

R2 - - 105.7  247.2 218.3 120.5 147.2 130.8 100.3  57.8  43.5  18.3  

16 
新倉簡易水道水源

（湧水） 

H30 199.7  209.6  231.5  212.1  195.8  168.9  322.0  316.7  261.6  335.5  348.0  250.5  

R1 257.9  313.7  212.5  239.6  212.5  227.0  278.4  197.8  193.1  275.8  210.3  250.5  

R2 251.0  - 302.0  248.4  318.9  318.6  388.2  294.0  338.4  288.0  291.0  234.6  
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表 3-2-2-5-2(1） 地表水の流量 

注1：地点番号 17、18、19は令和元年度１月から、地点番号 20、21は令和元年度 10月から、地点番号 22は令和元年度４月から調査を開始した。 

注2：地点番号 19の令和２年度 12月～２月は水源が枯渇していたことから欠測とした。 

注3：全地点において令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

注4：「0.00」は小数点第三位で四捨五入した結果である。 

  

地点

番号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査 

年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

17 

上
野
原
市 

滝渕沢 

流量 

（m3/min） 

H30                         

R1                   0.20  0.68  0.26  

R2 - -  0.29  2.39  0.49  0.77  5.50  0.37  0.11  0.07  0.08  0.09  

18 押出河原川支川 

H30                         

R1                   0.03  0.03  0.02  

R2 - -  0.02  0.08  0.03  0.03  0.13  0.03  0.01  0.01  0.01  0.01  

19 押出河原川 

H30                         

R1                   0.03  0.00  0.00  

R2 - -  0.00  0.13  0.00  0.01  0.82  0.00  - - - 0.00  

20 

富
士
川
町 

南川支川 

H30                         

R1             0.05  0.02  0.02  0.06  0.03  0.03  

R2 - -  0.54  0.67  0.04  0.05  0.06  0.04  0.04  0.03  0.04  0.03  

21 小田沢 

H30                         

R1             2.31  0.93  0.74  2.26  0.99  0.90  

R2 - -  2.19  1.55  1.08  1.08  1.09  1.51  1.07  1.14  1.02  0.88  

22 知沢川 

H30                         

R1 0.04  2.21  0.06  0.06  0.04  0.03  0.07  0.04  0.06  0.12  0.05  0.04  

R2 - -  0.06  0.08  0.07  0.07  0.09  0.06  0.04  0.04  0.04  0.03  

 
 



 

3-2-20 

表 3-2-2-5-2(2) 地表水の流量 

注1：地点番号 23は令和元年度４月から調査を開始した。 

注2：全地点において令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

注3：地点番号 28の 12月～３月は、移動経路の積雪及び凍結により安全が確保できないため欠測とした。 

注4：地点番号 23の令和元年度５月、地点番号 24の令和元年度６月、令和２年度 10月、地点番号 25の令和２年度７月は降雨の影響により流量が増加した。 

注5：地点番号 25、26の令和元年度 10月は台風 19号に伴う大量降雨のため流量が増加した。 

 

  

地点

番号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査 

年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

23 

富
士
川
町 

倉沢川 

流量 

（m3/min） 

H30                         

R1 0.64  7.55  1.12  1.66  1.41  1.05  3.37  2.80  1.90  1.81  1.13  0.84  

R2 -  -  2.22  3.60  3.53  1.69  2.66  1.48  1.36  1.12  1.07  0.73  

24 共同水源 

H30 0.05  0.08  0.09  0.08  0.10  0.38  0.30  0.07  0.09  0.21  0.06  0.09  

R1 0.34  0.08  1.57  0.78  0.14  0.14  0.38  0.38  0.17  0.23  0.39  0.20  

R2 -  -  0.19  0.47  0.76  0.36  1.81  0.81  0.54  0.25  0.20  0.08  

25 共同水源 

H30 6.92  5.62  3.99  2.45  2.26  7.37  11.15  4.90  3.42  2.50  2.82  2.56  

R1 1.89  4.37  4.63  6.99  8.31  4.68  28.47  10.46  5.90  8.82  3.90  2.99  

R2 -  -  3.85  24.45  8.18  5.75  10.00  4.80  2.95  2.72  3.29  2.67  

26 共同水源 

H30 0.40  0.60  0.22  0.15  0.08  0.53  1.30  0.36  0.12  0.07  0.10  0.11  

R1 0.10  1.87  0.53  0.69  0.76  0.24  4.40  0.82  0.25  0.30  0.10  0.09  

R2 -  -  0.12  1.89  0.70  0.24  1.56  0.40  0.12  0.09  0.08  0.07  

27 
下高下簡易水道水

源 

H30 2.63  1.80  1.17  0.67  0.44  2.69  4.59  1.99  1.09  0.93  0.94  0.95  

R1 0.30  8.41  1.98  2.44  3.43  1.45  9.06  3.38  2.09  3.49  1.17  0.82  

R2 -  -  0.82  4.45  2.00  1.43  2.98  1.53  0.92  0.70  0.86  0.55  

28 
清水小規模水道水

源 

H30 0.07  0.05  0.03  0.03  0.02  0.05  0.06  0.03  -  -  -  -  

R1 0.01  0.09  0.08  0.07  0.06  0.03  0.15  0.05  -  -  -  -  

R2 -  -  0.04  0.13  0.07  0.05  0.10  0.04  -  -  -  -  
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表 3-2-2-5-2(3) 地表水の流量 

注1：地点番号 29の平成 30年度 8月、令和２年度１月は水源が枯渇していたため欠測とした。 

注2：全地点において令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

注3：地点番号 29の令和元年度５月、地点番号 30の令和元年度７月、地点番号 32の平成 30年度 6月は降雨の影響により流量が増加した。 

注4：地点番号 30の平成 30年度９月は、台風 21号等に伴う大量降雨のため流量が増加した。 

注5：「0.00」は小数点第三位で四捨五入した結果である。 

 

 

  

地点

番号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査 

年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

29 

富
士
川
町 

個人水源 

流量 

（m3/min） 

H30 0.03  0.00  0.01  0.00  - 0.01  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.05  

R1 0.00  0.71  0.04  0.10  0.00  0.00  0.02  0.00  0.00  0.01  0.00  0.00  

R2 -  -  0.32  0.02  0.01  0.00  0.01  0.00  0.00  - 0.00  0.00  

30 個人水源 

H30 0.26  0.25  0.16  0.11  0.07  0.67  0.28  0.24  0.21  0.12  0.15  0.12  

R1 0.17  0.68  0.20  1.36  0.24  0.13  0.43  0.46  0.33  0.41  0.26  0.20  

R2 -  -  0.25  0.73  0.66  0.48  0.79  0.37  0.27  0.22  0.31  0.20  

31 共同水源 

H30 0.38  0.54  0.30  0.20  0.14  0.59  0.56  0.39  0.40  0.17  0.20  0.18  

R1 0.15  1.01  0.38  1.02  0.43  0.26  1.07  0.54  0.42  0.30  0.28  0.21  

R2 -  -  0.28  1.13  0.55  0.41  1.26  0.38  0.25  0.13  0.22  0.16  

32 
鳥屋・柳川簡易水

道水源 

H30 8.32  3.86  15.70  2.15  2.29  4.61  10.09  6.05  11.05  5.31  2.82  3.85  

R1 1.91  9.94  4.13  9.97  5.37  3.23  15.23  10.08  6.62  5.11  3.53  3.56  

R2 -  -  5.48  10.88  6.64  8.39  13.70  6.48  3.63  4.34  2.34  1.35  

33 
白板小規模水道水

源 

H30 0.09  0.09  0.04  0.03  0.02  0.10  0.11  0.03  0.04  0.01  0.02  0.03  

R1 0.01  0.17  0.06  0.28  0.11  0.04  0.16  0.06  0.04  0.04  0.04  0.02  

R2 -  -  0.05  0.25  0.06  0.05  0.16  0.04  0.03  0.02  0.02  0.01  

34 大柳川 

H30 93.68  37.41  40.88  21.98  16.86  66.88  53.57  22.37  26.38  11.01  8.44  15.05  

R1 18.59  53.45  47.23  116.94  78.46  27.18  133.75  40.82  22.39  20.01  23.89  21.77  

R2 - -  117.37  160.10  38.07  31.50  87.34  25.82  16.62  10.17  15.51  13.55  
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表 3-2-2-5-2(4） 地表水の流量 

地点

番号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査

年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

35 

早
川
町 

早川支川 

流量 

（m3/min） 

H30 22.32  9.74  2.55  5.52  2.59  9.03  9.42  3.12  1.76  1.38  1.74  2.76  

R1 2.49  2.71  10.68  16.52  14.59  5.81  25.70  3.05  4.30  3.31  1.19  4.63  

R2 - - 5.86  - 5.60  3.68  16.76  3.76  2.83  2.41  5.46  2.25  

36 早川支川 

H30         0.84          0.56      

R1         3.86          0.98      

R2       2.10          0.60      

37 早川 

H30 - - 82.40  152.77  96.38  - 125.70  127.20  99.77  86.06  100.40  100.14  

R1 92.46  89.34  -  -  -  67.27  -  -  86.60  104.78  95.82  94.15  

R2 - - - - - 91.58  - 88.37  103.20  91.07  117.24  94.77  

38 内河内川支川 

H30         0.61          0.61      

R1         1.83          0.90      

R2       3.39          0.72      

39 内河内川支川 

H30 2.02  3.76  2.75  3.47  2.34  4.34  7.88  2.31  1.41  1.05  1.17  1.43  

R1 1.25  0.88  1.68  3.32  4.00  2.70  7.14  4.42  1.86  1.42  1.21  1.30  

R2 - - 2.19  11.78  5.03  3.68  4.07  3.40  2.09  1.76  1.61  0.90  

40 内河内川支川 

H30 21.81  11.59  4.73  8.87  4.42  15.50  9.62  4.13  13.22  2.63  3.59  4.91  

R1 5.73  12.10  14.74  26.63  15.64  7.41  -  8.38  4.56  5.70  4.91  4.48  

R2 - - 12.96  - 7.81  4.78  22.24  5.20  3.43  2.68  9.99  5.71  

注1：地点番号 35、37、39、40の令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

注2：地点番号 35の令和２年度７月は増水により安全に調査地点に行くことができないため欠測とした。 

注3：地点番号 36,38は年２回（８月、１月）調査を実施した。 

注4：地点番号 37の平成 30年度４月、５月、９月、令和元年度６月～８月、10月、11月、令和２年度６月～８月、10月はダムからの放流水が多く、増水したため欠測とした。 

注5：地点番号 40の令和元年度 10月、令和２年度７月は増水により安全に調査地点まで行くことができないため欠測とした。 

注6：地点番号 35の令和元年度 10月は台風 19号に伴う大量降雨のため流量が増加した。、 

注7：地点番号 40の平成 30年度４月、９月、12月と令和元年度７月、令和２年度 10月は降雨のため流量が増加した。 
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表 3-2-2-5-2(5） 地表水の流量 

地点

番号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査 

年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

41 

早
川
町 

茂倉川 

流量 

（m3/min） 

H30 24.69  18.67  13.68  10.01  6.83  19.25  26.28  10.79  6.58  4.28  4.36  6.58  

R1 6.76  4.42  17.98  39.29  28.58  10.81  55.84  21.78  10.56  7.97  9.62  8.49  

R2 - - 9.63  51.68  19.20  12.58  28.25  11.60  7.67  7.72  5.83  4.87  

42 滑河内川 

H30         9.34          4.41      

R1         20.41          9.90      

R2       8.56          5.04      

43 早川支川 

H30 7.05  7.68  1.63  3.38  0.76  9.58  14.93  1.78  0.78  0.38  0.53  0.91  

R1 0.63  28.82  1.96  8.29  7.97  2.47  15.76  5.82  2.58  7.75  2.16  2.67  

R2 - - 1.88  - 5.23  2.37  6.38  2.14  1.65  0.67  1.52  1.15  

44 
早川第 3発電所 

取水堰上流 

H30 - - 106.66  147.86  112.17  - 250.14  - 81.68  64.69  75.85  87.18  

R1 88.55  72.01  - - - 118.44  - - 94.55  109.55  79.99  92.51  

R2 - - - - - - - 94.98  85.07  77.46  99.70  90.14  

注1：地点番号 41、43、44の令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

注2：地点番号 42は年２回（８月、１月）調査を実施した。 

注3：地点番号 43の令和２年度７月は増水により安全に調査地点まで行くことができないため欠測とした。 

注4：地点番号 44の平成 30年度４月、５月、９月、11月、令和元年度６月～８月、10月、11月、令和２年度６月～10月はダムからの放水量が多く増水したため欠測とした。 

 

 
 



 

測定方法：容器法 

  
 

注 1：令和元年度４月から調査を開始した。 

注 2：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

図 3-2-2-5-1(1) 湧水の水量（地点番号 01） 

 

 

測定方法：容器法 

  
 

注 1：令和元年度１月から測定を開始した。 
注 2：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

図 3-2-2-5-1(2)  湧水の水量（地点番号 02） 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

水
量
（

L/
m
in
）

Ｒ１年度

Ｒ２年度

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

水
量
（

L/
m
in
）

Ｒ１年度

Ｒ２年度

3-2-24 



 

測定方法：容器法 

  
 

注 1：令和元年度４月から調査を開始した。 

注 2：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

図 3-2-2-5-1(3)  井戸の水量（地点番号 03） 

 

 

測定方法：容器法 

  
 

注 1：令和元年度４月から調査を開始した。 

注 2：令和元年度 10月、11月は台風 19号に伴う大量降雨のため水量が増加した。また、12月は中間水槽が排出口の 

     詰りによりオーバーフローしており、測定ができない状態のため欠測とした。 

注 3：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

図 3-2-2-5-1(4)  湧水の水量（地点番号 04）  
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測定方法：容器法 

  
 

注 1：令和元年度 10月から測定を開始した。 

注 2：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

図 3-2-2-5-1(5)  湧水の水量（地点番号 05） 

 

 

測定方法：接触式水位計 

  
 

注 1：水位は井戸管頭からの深さを示す。 

注 2：令和元年度 10月から測定を開始した。 

注 3：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

図 3-2-2-5-1(6) 井戸の水位（地点番号 06） 
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   測定方法：テレメータ水位（水位は孔口からの深さ） 

  
注 1：水位は孔口からの深さを示す。 

注 2：令和元年度４月から調査を開始した。 

注 3：令和元年度 10月～３月は常時計測機故障のため欠測とした。 

注 4：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

図 3-2-2-5-1(7) 井戸の水位（地点番号 07） 

 

 

測定方法：容器法  

  
 

注 1：令和元年度 10月は台風 19号に伴う大量降雨のため水量が増加した。 

注 2：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

図 3-2-2-5-1(8) 湧水の水量（地点番号 08） 
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測定方法：容器法 

  
注 1：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

図 3-2-2-5-1(9) 湧水の水量（地点番号 10） 

 

 

測定方法：容器法 

  
 

注 1：平成 30年度６月と平成 30年度１月～令和元年度３月、令和２年度６月、８月、１月、２月は、水源が枯渇して 

   いたことから欠測とした。 

注 2：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

図 3-2-2-5-1(10) 湧水の水量（地点番号 11） 
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測定方法：容器法 

  
 

注 1：平成 30年度 10月と１月～３月、令和元年度７月～令和２年度３月については、水源が枯渇して 

   いたことにより欠測とした。 

注 2：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

図 3-2-2-5-1(11) 湧水の水量（地点番号 13） 

 

 

測定方法：容器法 

  
 

注 1：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 
 

図 3-2-2-5-1(12) 湧水の水量（地点番号 14）
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測定方法：容器法 

  
    注 1：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

図 3-2-2-5-1(13) 湧水の水量（地点番号 15） 

 

 

測定方法：容器法 

  
注 1：令和２年度５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

図 3-2-2-5-1(14) 湧水の水量（地点番号 16） 
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測定方法：流速計測法 

  
注 1：令和元年度１月から測定を開始した。 

注 2：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

図 3-2-2-5-2(1) 地表水の流量（地点番号 17） 
 

 

測定方法：容器法 

  
注 1：令和元年度１月から測定を開始した。 

注 2：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 
図 3-2-2-5-2(2) 地表水の流量（地点番号 18） 
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測定方法：容器法 

  
注 1：令和元年度１月から測定を開始した。 

注 2：令和２年度 12月～２月は水源が枯渇していたため欠測とした。 

注 3：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 
図 3-2-2-5-2（3） 地表水の流量（地点番号 19） 

 

 

測定方法：容器法 

  
注 1：令和元年度 10月から測定を開始した。 

注 2：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 
図 3-2-2-5-2（4） 地表水の流量（地点番号 20） 
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測定方法：流速計測法 

  
注 1：令和元年度 10月から測定を開始した。 

注 2：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

図 3-2-2-5-2(5) 地表水の流量（地点番号 21） 

 

 

測定方法：容器法 

  
注 1：令和元年度４月から調査を開始した。 

注 2：令和元年度５月は降雨の影響により流量が増加した。 

注 3：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 
図 3-2-2-5-2(6) 地表水の流量（地点番号 22） 
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測定方法：流速計測法 

  
 注 1：令和元年度４月から調査を開始した。 

 注 2：令和元年度５月は降雨の影響により流量が増加した。 

注 3：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

図 3-2-2-5-2(7) 地表水の流量（地点番号 23） 

 
 

測定方法：容器法  

 
 注 1：令和元年度６月、令和２年度 10月は降雨の影響により流量が増加した。 

注 2：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 
図 3-2-2-5-2(8) 地表水の流量（地点番号 24） 
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測定方法：流速計測法 

  
   注 1：令和元年度 10月は台風 19号に伴う大量降雨のため流量が増加した。 

   注 2：令和２年度７月は降雨の影響により流量が増加した。 

注 3：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

図 3-2-2-5-2(9) 地表水の流量（地点番号 25） 

 
 

測定方法：容器法等 

  
   注 1：令和元年度 10月は台風 19号に伴う大量降雨のため流量が増加した。 

注 2：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

図 3-2-2-5-2(10) 地表水の流量（地点番号 26） 
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測定方法：流速計測法 

  
注 1：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 
図 3-2-2-5-2(11) 地表水の流量（地点番号 27） 

 
 

測定方法：容器法 

  
      注 1：12月～３月は、移動経路の積雪及び凍結により安全が確保できないため、欠測とした。 

注 2：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 
図 3-2-2-5-2(12)  地表水の流量（地点番号 28） 
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測定方法：容器法 

  
     注 1：平成 30年度８月、令和２年度１月は水源が枯渇していたことから欠測とした。 

     注 2：令和元年度５月は降雨の影響により流量が増加した。 
     注 3：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 
図 3-2-2-5-2(13) 地表水の流量（地点番号 29） 

 
 

測定方法：流速計測法 

  
     注 1：平成 30年度９月は、台風 21号等に伴う大量降雨のため流量が増加した。 

注 2：令和元年度７月は降雨の影響により流量が増加した。 
注 3：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

図 3-2-2-5-2(14) 地表水の流量（地点番号 30） 
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測定方法：流速計測法 

  
注 1：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

図 3-2-2-5-2(15) 地表水の流量（地点番号 31） 

 

 

測定方法：流速計測法 

  
注 1：平成 30年度６月は降雨の影響により流量が増加した。 
注 2：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 
図 3-2-2-5-2(16) 地表水の流量（地点番号 32） 
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測定方法：容器法 

  
注 1：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

図 3-2-2-5-2(17) 地表水の流量（地点番号 33） 

 

 

測定方法：流速計測法 

  
注 1：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

図 3-2-2-5-2(18) 地表水の流量（地点番号 34） 
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測定方法：流速計測法 

  
    注 1：令和元年度 10月は台風 19号に伴う大量降雨のため流量が増加した。 

    注 2：令和２年度７月は増水により安全に調査地点まで行くことができないため欠測とした。 

    注 3：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

図 3-2-2-5-2(19) 地表水の流量（地点番号 35） 

 

 

測定方法：流速計測法 

  
注 1：調査は年２回（８月、１月）調査を実施した。 

注 2：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

図 3-2-2-5-2(20) 地表水の流量（地点番号 36） 
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測定方法：流速計測法 

  
   注 1：平成 30年度４月、５月、９月、令和元年度６月～８月、10月、11月、令和２年度６～８月、10月はダムからの放  

      流量が多く増水したため欠測とした。 

   注 2：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

図 3-2-2-5-2(21) 地表水の流量（地点番号 37） 

 

 

測定方法：流速計測法 

  
   注 1：調査は年２回（８月、１月）調査を実施した。 

   注 2：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

図 3-2-2-5-2(22) 地表水の流量（地点番号 38） 
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測定方法：流速計測法 

  
        注 1：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

図 3-2-2-5-2(23) 地表水の流量（地点番号 39） 

 

 

測定方法：流速計測法 

  
注 1：平成 30年度４月、９月、12月と令和元年度７月、令和２年度 10月は降雨の影響により流量が増加した。 

    注 2：令和元年度 10月、令和２年度７月は増水により安全に調査地点まで行くことができなかったため欠測とした。 

    注 3：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

図 3-2-2-5-2(24) 地表水の流量（地点番号 40） 
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測定方法：流速計測法 

  
注 1：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

図 3-2-2-5-2(25) 地表水の流量（地点番号 41） 

 

 

測定方法：流速計測法 

   
          注 1：調査は年２回（８月、１月）調査を実施した。 

       注 2：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

図 3-2-2-5-2(26) 地表水の流量（地点番号 42） 
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測定方法：流速計測法 

  
    注 1：令和２年度７月については増水により安全に調査地点まで行くことができなかったため欠測とした 

    注 2：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

  

図 3-2-2-5-2(27) 地表水の流量（地点番号 43） 

 

 

測定方法：流速計測法 

   
     注 1：平成 30年度４月、５月、９月、11月、令和元年度６月～８月、10月、11月、令和２年度６月～10月について 

        はダムからの放流量が多く増水したため欠測とした。 

     注 2：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

 

図 3-2-2-5-2(28) 地表水の流量（地点番号 44） 
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（２）井戸、湧水、地表水の水質 

調査結果は表 3-2-2-5-3、表 3-2-2-5-4に示すとおりである。 
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表 3-2-2-5-3(1) 井戸及び湧水の水質 

注1：地点番号 01は令和元年度４月から、地点番号 02は令和元年度１月から調査を開始した。 

注2：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

注3：「＞50」は、透視度が最大値 50cmを超過したことを示す。 

 

  

地点

番号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査

年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

01 

上
野
原
市 

個人水源（湧水） 

水温 

（℃） 

H30                         

R1 13.0  14.7  15.9  16.8  17.1  15.9  14.1  13.2  10.5  9.1  9.7  11.4  

R2 -  -  17.1  15.4  19.1  16.7  14.7  13.0  11.0 7.5  8.0  10.3  

pH 

H30                         

R1 7.6  7.9  7.9  7.9  7.6  7.7  7.9  7.6  7.7  7.9  7.7  7.9  

R2 -  -  7.6  7.9  7.5  7.5  7.8  7.6  7.9  7.9  8.0  7.9  

透視度 

（cm） 

H30                         

R1 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R2 -  -  ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50  ＞50  ＞50  

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30                         

R1 13.0  12.4  12.1  12.5  12.3  12.7  11.9  12.6  13.1  12.8  13.0  12.7  

R2 -  -  13.7  11.8  13.0  13.1  11.4  12.6  12.8  13.0  13.5  13.4  

02 個人水源（湧水） 

水温 

（℃） 

H30                         

R1                   5.7  12.0  12.0  

R2 -  -  14.3  13.6  15.7  14.0  12.6  11.4  11.7  11.9  10.7  11.8  

pH 

H30                         

R1                   8.1  8.1  8.2  

R2 -  -  8.2  8.0  7.6  8.3  8.1  7.9  8.3  8.1  8.1  8.0  

透視度 

（cm） 

H30                         

R1                   ＞50 ＞50 ＞50 

R2 -  -  ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50  ＞50  ＞50  

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30                         

R1                   9.7  9.5  9.6  

R2 -  -  9.8  9.8  10.0  10.0  10.2  10.2  9.8  10.1  9.7  9.6  

 



 

3-2-47 

表 3-2-2-5-3(2) 井戸及び湧水の水質 

注1：地点番号 03、04は令和元年度４月から調査を開始した。 

注2：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

注3：「＞50」は、透視度が最大値 50cmを超過したことを示す。 

  

地点

番号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査 

年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

03 

上
野
原
市 

個人水源（井戸） 

水温 

（℃） 

H30                         

R1 13.2  14.4  14.4  15.2  15.6  14.7  13.9  12.1  11.4  8.0  10.3  10.9  

R2 -  -  17.2  14.5  17.5  16.0  13.1  12.2  11.9  9.9  10.5  12.8  

pH 

H30                         

R1 7.5  7.4  7.3  7.8  7.8  7.4  7.4  7.6  7.7  7.7  7.7  7.7  

R2 -  -  7.5  7.5  7.8  7.7  7.4  7.7  7.6  7.6  7.7  7.6  

透視度 

（cm） 

H30                         

R1 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R2 -  -  ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50  ＞50  ＞50  

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30                         

R1 11.3  10.8  10.8  10.5  10.5  11.1  10.6  10.9  10.6  9.3  10.3  10.9  

R2 -  -  10.6  10.3  10.4  10.5  10.5  10.6  10.6  10.8  11.0 10.8  

04 

富

士

川

町 

穂積簡易水道水源

(上手)(湧水) 

水温 

（℃） 

H30                         

R1 12.2  13.4  14.1  14.8  14.3  13.5  12.6  12.3  11.5  11.0  10.4  11.5  

R2 -  -  13.3  14.0  12.9  14.5  13.0  11.1  11.8  10.8  10.9  10.6  

pH 

H30                         

R1 8.3  8.1  8.1  8.1  8.6  8.2  7.9  8.2  8.5  8.2  7.1  8.1  

R2 -  -  7.8  7.9  8.2  8.0  8.1  8.3  8.5  8.4  7.5  8.1  

透視度 

（cm） 

H30                         

R1 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R2 -  -  ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50  ＞50  ＞50  

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30                         

R1 12.2  13.8  12.2  12.3  12.3  12.6  12.9  13.2  13.3  12.9  12.7  12.5  

R2 -  -  12.5  12.6  14.1  13.2  12.8  12.9  12.9  12.5 13.0  12.5  
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表 3-2-2-5-3(3) 井戸及び湧水の水質 

注1：地点番号 05、06は令和元年度 10月から調査を開始した。 

注2：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

注3：「＞50」は、透視度が最大値 50cmを超過したことを示す 

 

  

地点

番号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査 

年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

05 

富
士
川
町 

非常用水源（湧水） 

水温 

（℃） 

H30                         

R1             14.3  13.3  13.4  12.7  11.8  11.6  

R2 -  -  14.8  14.6  14.0  14.4  13.6  13.0  12.1  10.4  12.4  12.9  

pH 

H30                         

R1             7.8  8.0  8.0  8.0  8.0  8.2  

R2 -  -  7.8  7.2  7.9  7.7  7.9  8.0  8.0  8.0  8.1  8.1  

透視度 

（cm） 

H30                         

R1             ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R2 -  -  ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50  ＞50  ＞50  

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30                         

R1             28.1  28.7  28.4  26.9  28.3  28.4  

R2 -  -  27.6  22.5  28.6  28.4  27.7  28.5  28.7  29.4  28.7  28.2  

06 個人水源（井戸） 

水温 

（℃） 

H30                         

R1             14.2  14.1  13.2  13.0  11.7  11.6  

R2 -  -  15.1  15.7  14.8  15.4  14.3  13.1  13.4  12.6  12.5  12.8  

pH 

H30                         

R1             7.0  7.1  7.3  7.3  7.5  7.3  

R2 -  -  7.1  7.1  7.1  7.0  7.1  7.2  7.1  7.2  7.4  7.8  

透視度 

（cm） 

H30                         

R1             ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R2 -  -  ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50  ＞50  ＞50  

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30                         

R1             17.3  14.5  14.7  14.0  15.0  15.3  

R2 -  -  18.2  16.4  15.7  17.6  17.2  19.1  17.1  16.0  14.2  14.2  
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表 3-2-2-5-3(4) 井戸及び湧水の水質 

注1：地点番号 07は令和元年度４月から調査を開始した。 

注2：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

注3：「＞50」は、透視度が最大値 50cmを超過したことを示す。 

  

地点

番号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査 

年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

07 

富
士
川
町 

穂積簡易水道水源 

（仙洞田）（井戸） 

水温 

（℃） 

H30                         

R1 14.6  15.4  15.5  14.6  16.7  15.5  15.0  15.1  14.2  13.5  14.5  14.5  

R2 -  -  17.0  16.0  15.0  17.8  15.0  14.5  14.2  13.8 13.2  13.0  

pH 

H30                         

R1 8.0  8.0  8.0  7.9  7.9  8.0  8.1  8.3  8.0  8.1  7.8  7.8  

R2 -  -  8.0  7.8  8.0  8.3  8.4  8.1  8.4  8.0  7.3  7.9  

透視度 

（cm） 

H30                         

R1 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R2 -  -  ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50  ＞50  ＞50  

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30                         

R1 29.5  28.2  28.5  28.5  28.4  29.9  29.7  30.3  29.5  30.8  31.6  29.8  

R2 -  -  30.0  32.7  30.3  29.6  30.5  29.7  30.2  30.0  30.2 28.5  

08 
上高下簡易水道水

源（湧水） 

水温 

（℃） 

H30 11.9  11.9  12.0 12.5 12.7 11.0 11.5 10.6 10.5 7.5  9.4  10.1  

R1 10.6  11.2  11.8  10.6  11.6  11.4  10.6  10.3  9.4  10.1  9.5  10.4  

R2 -  -  11.5  12.5  12.0  13.2  11.4  10.0  10.3  9.1  9.2  9.4  

pH 

H30 7.7  7.7  7.9 7.9 7.8 7.8 7.9 7.9 8.0 8.0  8.1  7.9  

R1 8.1  8.0  7.7  7.6  8.1  7.9  8.0  8.2  8.4  8.3  7.7  8.3  

R2 -  -  7.9  7.8  8.1  7.8  8.1  8.3  8.8  8.4  8.1  8.1  

透視度 

（cm） 

H30 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R1 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R2 -  -  ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50  ＞50  ＞50  

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30 8.5  8.5  9.7 9.0 8.4 8.3 8.1 8.0 8.5 8.7  8.7  14.3  

R1 9.2  8.8  8.9  8.9  8.4  9.4  10.1  8.1  8.2  8.6  8.5  8.7  

R2 -  -  8.6  9.0  9.0  8.1  8.5  8.3  8.8  8.9  9.4  8.8  
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表 3-2-2-5-3(5) 井戸及び湧水の水質 

注1：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

注2：「＞50」は、透視度が最大値 50cmを超過したことを示す。 

 

 
  

地点

番号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査 

年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

09 

富
士
川
町 

鳥屋・柳川第 2水源 

（井戸） 

水温 

（℃） 

H30 11.0 12.7 17.5 26.5 25.3 19.8 18.4 16.7 13.5 11.2 11.1 9.8 

R1 10.1  14.4  16.5  17.2  19.7  22.2  17.6  16.5  11.6  11.6  10.0  9.6  

R2 -  -  17.0  17.0  21.3  20.6  18.2  15.9  13.4  9.0  7.9  9.5  

pH 

H30 7.6 7.5 7.6 7.5 7.6 7.6 7.6 7.9 7.6 7.8 7.8 7.8 

R1 7.8  7.5  7.3  7.6  7.7  8.2  7.8  7.9  8.2  7.3  7.9  8.1  

R2 -  -  7.9  7.9  8.1  7.6  7.9  7.9  8.4  8.6  8.1  8.0  

透視度 

（cm） 

H30 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R1 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R2 -  -  ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50  ＞50  ＞50  

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30 19.3 19.5 21.1 22.0 23.7 21.8 19.4 19.4 20.3 21.1 21.6 22.5 

R1 21.6  20.9  20.5  21.9  20.4  21.4  18.0  18.0  19.1  18.5  18.4  19.2  

R2 -  -  20.9  20.9  20.4  19.8  20.7  18.4  18.7  19.6  19.8  20.1  

10 
営農飲雑用水水源

（湧水） 

水温 

（℃） 

H30 12.3 13.6 13.4 14.0 14.0 12.4 12.3 12.0 12.6 10.5 11.5 11.4 

R1 13.1  12.6  13.5  12.8  13.6  13.5  11.9  12.3  11.0  12.4  11.4  11.8  

R2 -  -  12.8  12.8  11.8  13.5  12.8  12.0  11.3  11.3  11.0  12.0  

pH 

H30 8.0 8.4 8.4 8.3 8.1 8.0 8.1 8.2 8.7 8.1 8.1 8.1 

R1 8.2  8.0  8.1  8.0  8.1  8.3  8.1  8.3  8.5  8.2  8.3  8.3  

R2 -  -  8.4  7.3  8.5  8.4  8.4  8.4  8.4  8.5  7.5  8.1  

透視度 

（cm） 

H30 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R1 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R2 -  -  ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50  ＞50  ＞50  

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30 12.7 12.4 12.4 12.4 13.4 12.8 13.0 12.6 13.0 12.9 12.6 13.8 

R1 13.0  12.7  12.5  12.6  12.8  13.3  13.3  12.8  12.9  12.9  13.1  12.7  

R2 -  -  12.9  13.0  12.8  13.1  12.5  12.8  12.9  12.9  13.1  12.6  
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表 3-2-2-5-3(6) 井戸及び湧水の水質 

注1：地点番号 11の平成 30年度６月と平成 30年度 1月～令和元年度３月、令和２年度６月、８月、11月～２月は水源が枯渇していたため欠測とした。 

注2：地点番号 11の令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

注3：地点番号 12は令和元年度 10月以降、井戸の持ち主が利用を中止したことを受け、調査地点から除外した。 

注4：「＞50」は、透視度が最大値 50cmを超過したことを示す。 

 

地点

番号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査

年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

11 

富
士
川
町 

個人水源（湧水） 

水温 

（℃） 

H30 14.0 18.9 - 22.2 28.1 21.8 17.9 13.8 9.4 - - - 

R1 -  - - - - - - - - - - - 

R2 -  -  - 21.7  - 27.2  21.9  - - -  -  17.5  

pH 

H30 7.6 7.2 - 7.1 7.6 8.2 8.0 8.2 8.1 - - - 

R1 - - - - - - - - - - - - 

R2 -  -  - 6.9  - 7.5  7.4  - - -  -  7.3  

透視度 

（cm） 

H30 ＞50 ＞50 - ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 - - - 

R1 - - - - - - - - - - - - 

R2 -  -  - ＞50 - ＞50 ＞50 - - -  -  ＞50  

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30 28.6 28.9  28.7 27.8 25.2 26.6 27.6 27.3 - - - 

R1 - - - - - - - - - - - - 

R2 -  -  - 12.6  - 10.0  10.3  - - -  -  13.4  

12 十谷（井戸） 

水温 

（℃） 

H30 27.1 28.2 27.6 28.2 26.8 27.0 26.7 27.0 27.5 27.3 27.5 26.5 

R1 27.6  25.5  26.5  27.0  27.5  24.3              

R2                       

pH 

H30 9.6 9.6 9.4 9.6 9.6 9.7 9.5 9.6 9.5 9.6 9.4 9.6 

R1 9.5  9.4  9.1  8.9  9.3  10.0              

R2                       

透視度 

（cm） 

H30 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R1 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50             

R2                       

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30 864.0  846.0  867.0  842.0  834.0  894.0  847.0  849.0  904.0  902.0  879.0  881.0  

R1 901.0  883.0  830.0  823.0  825.0  103.6              

R2                       
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表 3-2-2-5-3(7) 井戸及び湧水の水質 

地点

番号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査 

年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

13 

富
士
川
町 

十谷（湧水） 

水温 

（℃） 

H30 10.8  21.6  18.3  28.5  27.5  22.8  - 16.0  6.5  - - - 

R1 14.2  16.2  18.0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

R2 -  -  - - - - - - - - - -  

pH 

H30 7.8  7.7  8.0  7.7  7.7  7.9  - 8.0  7.2  - - - 

R1 8.0  7.8  7.7  - - - - - - - - -  

R2 -  -  - - - - - - - - - -  

透視度 

（cm） 

H30 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 - ＞50 ＞50 - - - 

R1 ＞50 ＞50 ＞50 - - - - - - - - -  

R2 -  -  - - - - - - - - - -  

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30 46.2 45.8 48.7 48.3 50.2 48.2 - 50.8 50.9 - - - 

R1 51.3  52.7  48.6  - - - - - - - - -  

R2 -  -  - - - - - - - - - -  

14 

早

川

町 
湯島湧水 

水温 

（℃） 

H30 11.9  12.5  11.9  13.2  13.5  12.0  12.7  12.1  10.7  0.9  7.6  9.5  

R1 9.6  11.5  11.7  11.5  12.2  12.6  12.0  11.5  10.6  9.9  10.5  10.0  

R2 - - 11.4  12.3  12.4  13.0  11.9  11.1  10.5  8.1 8.9 9.4 

pH 

H30 7.7  7.8  8.0  8.0  8.1  7.8  7.8  8.2  8.0  8.2  7.8  7.9  

R1 8.3  7.9  7.7  8.2  8.1  7.7  7.2  8.4  8.5  8.5  8.6  8.2  

R2 - - 7.9  7.8  7.9  7.9  7.9  8.0  8.0  8.0  8.1  7.9  

透視度 

（cm） 

H30 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R1 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R2 - - ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30 13.7  14.1  14.7  15.0  15.5  15.6  15.9  16.1  14.8  15.2  14.1  13.9  

R1 14.7  14.9  13.9  13.7  15.8  17.3  16.4  15.8  15.4  14.3  15.9  15.4  

R2 - - 13.6  13.8  15.4  15.5  16.4  15.6  15.5  15.4  14.3  14.9  

注1：地点番号 13の平成 30年度 10月と１月～３月、令和元年度７月～令和２年度３月については、水源が枯渇したことから欠測とした。 

注2：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

注3：「＞50」は、透視度が最大値 50cmを超過したことを示す。 
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表 3-2-2-5-3(8) 井戸及び湧水の水質 

地点

番号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査 

年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

15 

早
川
町 

中洲簡易水道水源 

（湧水） 

水温 

（℃） 

H30 13.8  14.9  14.5  15.2  14.9  13.9  13.2  13.7  12.7  13.2  12.8  12.6  

R1 13.4  14.1  14.0  14.3  14.2  14.2  13.9  13.5  13.0  12.5  12.8  13.1  

R2 - - 14.0  13.9  14.6  13.9  14.0  12.4  12.8  12.6  12.7  12.4  

pH 

H30 8.1  8.2  8.5  8.1  8.1  8.1  8.0  7.6  7.8  8.1  7.8  8.1  

R1 8.3  8.7  7.9  7.9  8.2  8.2  7.9  8.4  8.5  8.1  8.4  8.5  

R2 - - 7.7  7.9  8.2  8.0  8.0  8.3  8.2  8.3  8.2  8.2  

透視度 

（cm） 

H30 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R1 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R2 - - ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30 10.2  10.6  10.2  10.3  10.1  10.9  10.7  10.1  10.2  10.0  10.4  10.9  

R1 10.5  11.4  12.1  11.2  10.7  10.7  10.6  10.4  11.3  10.2  10.5  10.1  

R2 - - 10.2  11.2  10.1  10.1  10.3  10.1  10.1  10.0  11.3  10.7  

16 
新倉簡易水道水源

（湧水） 

水温 

（℃） 

H30 12.3 15.5 15.1 14.5 16.9 15.0 13.4 12.5 10.9 10.2 9.5 10.7 

R1 12.5  14.1  14.4  15.2  16.7  15.9  14.2  11.7  10.4  10.0  8.0  10.1  

R2 12.9  - 16.2  15.9  17.9  17.2  15.4  11.0  10.8  9.3  9.4  11.4  

pH 

H30 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.8 7.9 7.9 8.0 7.9 7.9 7.9 

R1 8.1  8.1  8.0  7.8  7.7  7.9  7.7  7.7  7.7  7.9  7.6  7.8  

R2 7.7  - 8.0  8.9  7.9  8.0  8.8  8.0  7.9  7.8  7.9  7.9  

透視度 

（cm） 

H30 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R1 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R2 ＞50 - ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30 26.3 23.4 21.5 23.3 22.2 21.6 20.2 21.5 22.8 23.0 23.6 23.1 

R1 23.4  23.6  23.4  23.7  22.8  23.5  22.2  26.4  22.2  22.6  22.7  23.5  

R2 22.3  - 23.2  20.1  25.3  20.8  20.8  21.5  21.3  22.4  23.0 22.7 

注1：地点番号 15の令和２年度４月、５月と地点番号 16の令和２年度５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 
注2：地点番号 16の令和４月は緊急事態宣言前に調査を実施した。 
注3：「＞50」は、透視度が最大値 50cmを超過したことを示す。 
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表 3-2-2-5-4(1) 地表水の水質 

注1：地点番号 17、18は令和元年度１月から調査を開始した。 

注2：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

注3：「＞50」は、透視度が最大値 50cmを超過したことを示す。 

  

地点

番号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査 

年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

17 

上
野
原
市 

滝渕沢 

水温 

（℃） 

H30                         

R1                   7.9  6.5  8.1  

R2 -  -  15.4  14.2  16.9  16.0  14.6  11.8  9.4  7.1  7.4  8.8  

pH 

H30                         

R1                   8.0  7.9  8.0  

R2 -  -  7.8  7.8  7.8  7.9  7.9  7.9  7.8  7.8  7.9  7.8  

透視度 

（cm） 

H30                         

R1                   ＞50 ＞50 ＞50 

R2 -  -  ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50  ＞50  ＞50  

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30                         

R1                   8.8  8.4  8.9  

R2 -  -  9.4  7.9  9.5  9.0  7.7  9.3  9.5  9.6  9.7  9.6  

18 押出河原川支川 

水温 

（℃） 

H30                         

R1                   9.0  11.2  10.5  

R2 -  -  14.1  13.1  14.5  14.4  13.7  12.2  10.8  7.8  8.6  10.5  

pH 

H30                         

R1                   7.9 8.1 8.2 

R2 -  -  7.5  7.6  7.8  7.8  7.5  7.9  7.8  8.0  7.7  7.8  

透視度 

（cm） 

H30                         

R1                   ＞50 ＞50 ＞50 

R2 -  -  ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50  ＞50  ＞50  

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30                         

R1                   9.0  10.6  10.7  

R2 -  -  8.5  9.8  10.9  10.6  10.2  10.6  10.8  11.2  11.2  11.3  
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表 3-2-2-5-4(2) 地表水の水質 

注1：地点番号 19は令和元年度１月から、地点番号 20は令和元年度 10月から調査を開始した。 

注2：地点番号 19の令和２年度 12月～２月は水源が枯渇していたため欠測とした。 

注3：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

注4：「＞50」は、透視度が最大値 50cmを超過したことを示す。 
  

地点

番号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査 

年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

19 

上
野
原
市 

押出河原川 

水温 

（℃） 

H30                         

R1                   0.0 2.8 7.8 

R2 -  -  24.3  17.2  26.9  22.0  15.5  11.9  -  -  -  7.4  

pH 

H30                         

R1                   7.7 7.8 7.8 

R2 -  -  7.6  8.6  7.8  7.5  8.0  7.6  - -  -  7.9  

透視度 

（cm） 

H30                         

R1                   ＞50 ＞50 ＞50 

R2 -  -  ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 - -  -  ＞50  

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30                         

R1                   3.6 10.3 10.4 

R2 -  -  10.4  7.3  12.4  10.6  8.5  11.1  - -  -  11.6  

20 

富

士

川

町 

南川支川 

水温 

（℃） 

H30                         

R1             15.0 11.7 9.7 7.2 5.1 8.5 

R2 -  -  16.0  16.7  17.0  16.7  12.9  9.6  9.4  6.9  7.0  10.0  

pH 

H30                         

R1             7.9 8.1 8.1 8.0 8.1 8.2 

R2 -  -  8.1  7.6  8.1  8.1  8.2  8.1  8.0  8.2  8.1  8.2  

透視度 

（cm） 

H30                         

R1             ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R2 -  -  26.0  28.0  ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50  ＞50  ＞50  

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30                         

R1             16.7 24.2 22.8 15.2 22.9 23.9 

R2 -  -  8.5  8.7  25.3  24.5  22.1  25.4  25.7  26.0  20.2  25.4  
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表 3-2-2-5-4(3) 地表水の水質 

注1：地点番号 21は令和元年度 10月から、地点番号 22は令和元年度４月から調査を開始した。 

注2：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

注3：「＞50」は、透視度が最大値 50cmを超過したことを示す 

 
 

地点

番号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査 

年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

21 

富
士
川
町 

小田沢 

水温 

（℃） 

H30                         

R1             15.3  10.2  10.7  8.1  4.4  8.0  

R2 -  -  17.3  19.4  22.3  19.4  15.8  10.3  9.1  5.6  5.8  8.9  

pH 

H30                         

R1             8.1  8.2  8.2  8.1  8.1  8.2  

R2 -  -  8.1  8.1  8.2  8.2  8.1  8.2  8.0  8.1  8.2  8.2  

透視度 

（cm） 

H30                         

R1             ＞50 ＞50 ＞50 41 ＞50 ＞50 

R2 -  -  42.0  ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50  ＞50  ＞50  

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30                         

R1             19.8  19.8  20.4  18.9  18.6  18.6  

R2 -  -  21.1  21.9  20.6  19.7  22.7  17.7  17.5  20.6  18.6  18.2  

22 知沢川 

水温 

（℃） 

H30                         

R1 15.7  13.2  18.6  18.5  23.8  22.0  15.6  13.0  11.5  9.2  6.3  12.1  

R2 -  -  16.0  20.3  21.7  19.8  15.6  10.2  10.2  7.8  6.4  10.5  

pH 

H30                         

R1 8.4  7.7  8.1  8.2  8.5  8.7  8.3  8.4  8.4  8.0  8.3  8.7  

R2 -  -  7.9  8.2  8.3  8.5  8.2  8.4  8.3  8.3  8.3  8.5  

透視度 

（cm） 

H30                         

R1 ＞50 30 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R2 -  -  ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50  ＞50  ＞50  

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30                         

R1 23.9  13.3  21.2  23.3  24.9  25.7  23.6  25.5  24.4  22.7  24.6  23.6  

R2 -  -  23.7  25.4  25.6  25.1  23.4  27.2  25.9  28.5  25.4  24.9  
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表 3-2-2-5-4(4) 地表水の水質 

注1：地点番号 23は令和元年度４月から調査を開始した。 

注2：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

注3：「＞50」は、透視度が最大値 50cmを超過したことを示す。 

  

地点

番号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査 

年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

23 

富
士
川
町 

倉沢川 

水温 

（℃） 

H30                         

R1 10.7  14.1  17.1  17.5  20.1  18.9  15.5  12.3  10.4  8.6  6.2  8.4  

R2 -  -  15.8  17.3  19.9  18.3  15.1  10.9  9.8  6.8  6.5  8.9  

pH 

H30                         

R1 8.1  8.0  8.1  8.1  8.1  8.2  8.2  8.2  8.3  8.1  8.2  8.3  

R2 -  -  7.8  8.2  8.2  8.2  8.1  8.2  8.2  8.2  8.3  8.2  

透視度 

（cm） 

H30                         

R1 ＞50 34 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R2 -  -  ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50  ＞50  ＞50  

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30                         

R1 19.0  15.7  19.8  18.6  18.7  20.2  19.8  19.5  19.0  19.0  19.1  19.3  

R2 -  -  17.3  18.3  18.6  20.1  19.1  18.9  18.9  18.8  19.1  19.3  

24 共同水源 

水温 

（℃） 

H30 11.2  13.1  13.4  14.9  15.0  14.4  13.3  13.0  9.9  8.2  9.7  10.2  

R1 8.9  13.2  14.1  16.4  16.5  17.5  14.7  13.2  13.1  11.7  6.0  12.0  

R2 -  -  14.3  14.2  19.6  15.2  13.7  10.2  10.9  3.7  7.1  11.7  

pH 

H30 7.9  8.1  8.0  8.3  8.1  7.8  7.8  7.8  8.0  7.6  8.1  7.9  

R1 7.7  8.0  8.0  8.0  8.0  7.7  8.0  8.0  8.1  8.1  7.9  8.1  

R2 -  -  7.7  8.1  7.9  8.0  8.0  8.2  7.9  7.8  8.0  8.1  

透視度 

（cm） 

H30 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R1 ＞50 ＞50 19 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R2 -  -  ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50  ＞50  ＞50  

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30 15.2  16.1  17.2  17.1  17.1  15.2  11.4  14.2  12.8  11.6  15.0  15.4  

R1 13.4  15.9  12.8  13.5  16.0  14.6  14.2  15.7  17.1  17.9  14.1  16.5  

R2 -  -  16.7  17.0  13.9  16.3  12.9  14.9  15.7  13.6  14.4  16.2  

 



 

3-2-58 

表 3-2-2-5-4(5) 地表水の水質 

注1：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

注2：「＞50」は、透視度が最大値 50cmを超過したことを示す。 

  

地点

番号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査 

年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

25 

富
士
川
町 

共同水源 

水温 

（℃） 

H30 9.8  13.8  14.3  20.7  18.3  17.7  13.2  11.7  6.7  4.0  5.5  6.5  

R1 10.9  14.0  15.2  17.1  20.1  18.7  14.5  10.8  8.0  6.4  3.6  8.3  

R2 -  -  16.2  16.0  20.3  18.3  14.4  9.2  8.1  3.8  4.4  6.8  

pH 

H30 7.9  7.8  8.1  8.1  7.8  8.0  8.2  7.6  7.9  8.1  8.0  8.1  

R1 7.9  8.1  8.1  8.1  8.1  8.0  8.1  8.1  8.1  8.1  8.2  8.2  

R2 -  -  8.0  8.1  8.1  8.2  8.1  8.1  8.1  8.0  8.1  8.1  

透視度 

（cm） 

H30 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R1 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R2 -  -  ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50  ＞50  ＞50  

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30 13.5  14.1  14.4  15.2  15.2  14.7  13.6  14.1  14.5  14.0  13.7  13.8  

R1 14.0  14.1  14.1  13.8  14.1  14.7  12.8  13.4  13.5  12.6  13.7  13.9  

R2 -  -  14.6  13.1  14.4  14.7  14.2  13.9  13.9  13.8  13.9  14.1  

26 共同水源 

水温 

（℃） 

H30 9.8  10.9  12.4  17.8  16.3  15.2  11.6  10.4  5.6  4.0  4.6  5.3  

R1 7.4  11.3  12.3  14.9  15.2  16.2  12.0  10.1  7.5  6.0  3.5  7.2  

R2 -  -  13.9  13.9  17.2  15.7  12.5  7.6  7.0  3.7  3.8  6.5  

pH 

H30 7.9  7.9  7.8  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.1  8.0  8.0  7.8  

R1 7.9  7.9  8.0  8.0  7.9  8.0  8.0  8.0  7.9  7.7  8.0  8.1  

R2 -  -  8.0  7.9  8.0  8.0  7.9  8.0  8.0  7.9  7.9  8.0  

透視度 

（cm） 

H30 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R1 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R2 -  -  ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50  ＞50  ＞50  

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30 9.4  9.3  10.2  11.0  12.0  9.7  9.0  9.5  10.7  10.4  10.3  10.7  

R1 10.6  8.1  9.5  9.5  9.2  10.2  8.9  9.0  9.7  9.2  10.5  11.0  

R2 -  -  11.7  8.9  9.6  10.7  8.8  9.6  10.6  11.1  11.1  11.5  
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表 3-2-2-5-4(6) 地表水の水質 

注1：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

注2：地点番号 28の 12月～３月は移動経路の積雪及び凍結により安全が確保できないため欠測とした。 

注3：「＞50」は、透視度が最大値 50cmを超過したことを示す。 

 

  

地点

番号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査 

年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

27 

富
士
川
町 

下高下簡易水道水

源 

水温 

（℃） 

H30 9.7  11.8  12.8  18.3  17.2  15.8  11.9  10.6  6.2  2.8  3.3  5.0  

R1 8.3  12.0  12.9  15.3  16.7  17.0  12.7  9.3  6.5  5.2  2.4  6.4  

R2 -  -  14.8  14.7  18.6  16.4  12.9  7.6  6.5  2.2   2.7  5.1 

pH 

H30 8.0  7.9  7.8  7.9  7.9  8.0  8.0  8.0  8.0  7.8  8.4  7.9  

R1 7.9  7.9  7.9  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  7.8  8.1  8.1  

R2 -  -  7.9  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  7.9  7.9  8.0  8.0  

透視度 

（cm） 

H30 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R1 ＞50 35 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R2 -  -  ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50  ＞50  ＞50  

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30 12.2  12.5  13.6  14.2  14.6  14.3  13.5  14.4  14.3  14.6  14.2  14.5  

R1 13.7  10.1  12.0  12.6  13.3  14.3  11.9  13.9  14.1  13.5  13.3  13.6  

R2 -  -  14.0  12.0  13.5  13.6  12.2  13.2  13.5  13.9  14.1  13.9  

28 
清水小規模水道水

源 

水温 

（℃） 

H30 9.7  10.2  10.8  13.8  13.5  13.2  10.5  9.9    - -  -  -  

R1 9.3  9.8  10.5  12.4  14.0  13.8  11.7  9.3  - -  -  -  

R2 -  -  11.9  12.0  14.0  12.9  11.4  7.7  - -  -  -  

pH 

H30 7.6  7.7  7.7  7.5  7.8  7.8  7.6  7.6  - -  -  -  

R1 7.6  7.8  7.7  7.7  7.6  7.7  7.6  7.5  - -  -  -  

R2 -  -  7.6  7.6  7.7  7.7  7.7  7.8  - -  -  -  

透視度 

（cm） 

H30 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 - -  -  -  

R1 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 - -  -  -  

R2 -  -  ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 - -  -  -  

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30 7.3  9.9  10.6  10.4  12.5  9.1  9.6  10.0  - -  -  -  

R1 12.1  5.7  6.5  7.1  9.1  11.9  7.1  10.1  - -  -  -  

R2 -  -  11.2  8.3  10.4  10.3  8.6  10.9  - -  -  -  
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表 3-2-2-5-4(7) 地表水の水質 

注1：地点番号 29の平成 30年度８月、令和２年度１月は水源が枯渇していたため欠測とした。 

注2：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

注3：「＞50」は、透視度が最大値 50cmを超過したことを示す。 

 
 

地点

番号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査 

年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

29 

富
士
川
町 

個人水源 

水温 

（℃） 

H30 9.2  12.2  14.1  19.9  - 17.1  14.0  11.6  6.0  2.9  4.3  6.0  

R1 9.5  11.4  13.2  15.7  18.8  19.9  14.9  10.8  8.5  5.3  3.8  7.7  

R2 -  -  15.0  16.1  19.7  18.2  14.8  8.6  7.2  -  3.7  5.7  

pH 

H30 7.4  7.3  7.3  7.5  - 7.3  7.6  7.2  7.4  6.5  8.1  7.9  

R1 7.5  7.4  7.5  7.4  7.8  7.4  7.3  7.2  7.5  7.7  7.6  7.6  

R2 -  -  7.9  7.5  7.3  7.3  7.5  7.8  7.5  -  7.9  7.9  

透視度 

（cm） 

H30 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 - ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 2 ＞50 ＞50 

R1 ＞50 31 ＞50 28 ＞50 32 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R2 -  -  32  ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 -  ＞50  ＞50  

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30 7.8  9.4  12.4  12.1  - 10.9  12.1  13.4  13.5  13.4  12.0  10.1  

R1 9.8  6.0  7.5  8.6  11.9  13.5  9.0  10.9  11.2  9.6  9.3  10.5  

R2 -  -  8.5  9.9  14.5  13.4  10.8  12.9  13.7  -  12.0  12.4  

30 個人水源 

水温 

（℃） 

H30 11.0  14.4  16.1  20.6  20.0  17.5  15.4  13.3  8.7  5.0  5.0  7.0  

R1 9.2  12.1  15.3  17.5  20.7  19.7  16.1  12.8  8.8  6.7  5.7  8.2  

R2 -  -  17.5  17.9  21.2  19.4  17.0  10.5  9.3  4.3  6.3  7.5  

pH 

H30 7.9  7.8  7.7  7.7  7.7  7.8  7.6  7.4  7.7  7.8  7.5  7.8  

R1 7.6  7.9  7.5  7.7  7.7  7.5  7.7  7.8  7.9  8.0  7.9  8.0  

R2 -  -  7.8  7.9  7.8  7.9  7.9  7.9  7.9  7.9  7.9  7.8  

透視度 

（cm） 

H30 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R1 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R2 -  -  ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50  ＞50  ＞50  

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30 21.3  23.1  24.5  25.5  25.6  20.0  23.6  24.8  22.4  24.8  24.1  24.1  

R1 24.2  21.5  20.5  17.2  23.6  25.6  17.4  23.2  23.8  21.9  22.5  23.8  

R2 -  -  24.1  21.3  24.8  23.6  19.7  23.8  24.2  24.4  23.5  24.3  
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表 3-2-2-5-4(8) 地表水の水質 

注1：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

注2：「＞50」は、透視度が最大値 50cmを超過したことを示す。 

  

地点

番号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査 

年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

31 

富
士
川
町 

共同水源 

水温 

（℃） 

H30 10.7  13.2  14.6  17.1  17.9  17.5  15.5  13.7  11.1  8.6  8.3  8.5  

R1 10.0  12.4  14.5  15.7  18.5  18.2  15.7  13.1  10.7  9.4  7.9  9.2  

R2 -  -  15.1  16.2  18.6  18.4  16.1  12.3  11.3  8.2  8.6  9.0  

pH 

H30 7.9  7.8  7.8  7.9  7.9  7.9  8.0  7.8  8.0  7.9  7.8  8.0  

R1 7.6  7.9  7.8  7.7  7.8  7.8  7.9  7.9  7.9  8.0  7.9  8.0  

R2 -  -  7.8  7.9  7.7  7.7  7.9  7.9  7.9  7.9  8.0  7.9  

透視度 

（cm） 

H30 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R1 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R2 -  -  ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50  ＞50  ＞50  

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30 19.5  19.8  21.9  22.9  24.1  21.6  20.4  21.7  21.3  20.9  20.8  20.8  

R1 21.3  19.2  20.3  21.5  22.0  23.7  17.7  18.6  20.1  20.1  19.0  19.9  

R2 -  -  22.3  20.0  21.9  21.8  19.4  20.7  21.2  20.7  20.8  20.8  

32 
鳥屋・柳川簡易水

道水源 

水温 

（℃） 

H30 10.8  13.4  16.2  22.1  20.4  18.1  14.0  12.2  7.3  3.5  4.5  6.2  

R1 10.0  13.8  15.5  18.5  20.0  18.6  13.9  12.0  8.5  6.4  4.9  7.0  

R2 -  -  17.4  17.4  21.1  18.7  16.2  8.0  7.9  2.1  4.0  7.5  

pH 

H30 8.0  8.2  8.3  8.2  8.2  8.2  8.3  8.2  8.2  8.3  8.2  8.4  

R1 8.5  8.0  8.2  8.1  8.1  8.2  8.1  8.1  8.4  8.2  8.3  8.3  

R2 -  -  8.1  7.9  8.1  8.1  8.1  8.3  8.6  8.9  8.3  8.2  

透視度 

（cm） 

H30 ＞50 ＞50 20 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R1 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R2 -  -  ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50  ＞50  ＞50  

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30 12.3  14.7  14.5  15.6  15.8  15.0  15.2  14.8  13.3  14.8  14.9  15.6  

R1 15.3  11.7  13.9  13.1  14.7  15.3  14.8  15.8  15.0  14.4  14.3  14.7  

R2 -  -  15.3  14.9  15.3  15.3  14.9  15.4  15.4  15.5  15.2  15.1  
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表 3-2-2-5-4(9) 地表水の水質 

注1：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 
注2：「＞50」は、透視度が最大値 50cmを超過したことを示す。 

 
  

地点

番号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査 

年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

33 

富
士
川
町 

白板小規模水道水

源 

水温 

（℃） 

H30 8.2  11.3  13.8  19.6  18.1  14.8  11.7  9.6  6.2  1.1  2.5  4.8  

R1 6.7  11.3  13.5  14.0  17.2  15.5  12.1  9.9  7.2  4.3  1.5  2.6  

R2 -  -  15.5  14.0  18.7  16.7  13.4  7.5  7.0  2.7  2.1  4.8  

pH 

H30 7.7  7.7  7.6  7.6  7.6  7.9  7.9  7.8  7.8  8.1  8.4  7.7  

R1 7.9  7.7  7.7  7.7  7.8  7.9  7.8  7.8  7.8  7.6  7.7  8.0  

R2 -  -  7.8  7.8  7.9  7.8  7.9  7.8  7.8  7.8  8.0  8.0  

透視度 

（cm） 

H30 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R1 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R2 -  -  ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50  ＞50  ＞50  

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30 10.6  10.8  11.9  12.3  12.7  10.9  10.5  11.4  11.0  12.0  12.0  10.6  

R1 11.8  8.6  10.1  8.9  10.5  11.8  10.0  11.1  11.5  11.3  11.0  12.3  

R2 -  -  11.6  9.4  11.2  11.4  10.1  11.3  11.8  11.8  12.0  12.9  

34 大柳川 

水温 

（℃） 

H30 8.5  15.4  15.1  21.3  20.2  14.5  11.1  7.8  4.4  2.4  5.0  5.2  

R1 8.4  12.6  15.3  15.3  17.0  16.6  12.8  7.7  4.2  4.1  3.4  4.5  

R2 -  -  14.2  14.8  21.1  19.1  12.4  8.3  6.2  2.6  1.2  4.2  

pH 

H30 7.9  7.9  8.1  8.2  8.3  8.1  8.0  8.1  8.0  8.4  7.9  7.8  

R1 7.9  8.0  8.0  7.6  8.0  8.1  8.0  8.0  7.9  8.0  8.1  8.0  

R2 -  -  7.7  7.8  8.1  8.0  7.7  7.9  8.0  7.9  8.0  8.0  

透視度 

（cm） 

H30 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 22 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R1 ＞50 30 ＞50 23 ＞50 ＞50 22 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R2 -  -  4.0  10.5  ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50  ＞50  ＞50  

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30 16.0  17.6  18.3  20.3  21.7  17.7  17.3  20.1  20.9  23.7  24.2  23.0  

R1 21.8  16.8  17.5  16.1  16.2  19.3  15.8  16.9  17.7  19.1  18.3  18.2  

R2 -  -  15.4  14.3  16.9  17.8  15.9  17.2  18.2  19.4  19.8  20.3  
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表 3-2-2-5-4(10) 地表水の水質 

地点

番号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査 

年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

35 

早
川
町 

早川支川 

水温 

（℃） 

H30 10.1 13.3 16.5 24.0 20.3 14.0 10.8 9.9 3.2 0.5 2.1 4.7 

R1 7.8 11.9 13.2 16.5 18.6 17.8 11.1 6.2 3.6 3.5 1.5 3.5 

R2 - - 14.9  - 20.3  17.4  14.1  6.0  5.4  0.4  3.7  7.0  

pH 

H30 8.0 8.1 8.4 8.5 8.5 7.9 8.3 8.4 7.8 8.0 8.1 8.0 

R1 8.0 8.1 7.9 8.1 8.1 8.1 8.1 8.3 8.5 8.3 8.2 8.2 

R2 - - 8.3  - 8.4  8.4  8.2  8.3  8.3  8.1  7.8  8.2  

透視度 

（cm） 

H30 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R1 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R2 - - ＞50 - ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30 19.6 19.8 34.0 27.1 29.8 27.8 30.8 36.0 39.3 40.2 37.4 36.2 

R1 33.8 30.7 22.4 26.0 25.6 30.3 21.3 31.8 33.4 33.4 35.5 33.2 

R2 - - 25.5  - 31.3  34.7  21.2  30.9  34.6  38.5  33.2  38.5  

36 早川支川 

水温 

（℃） 

H30     19.0      5.9    

R1     19.0      6.7    

R2         18.8     7.6      

pH 

H30     8.2      8.1    

R1     8.0      8.1    

R2         8.1     8.2      

透視度 

（cm） 

H30     ＞50     ＞50   

R1     ＞50     ＞50   

R2         ＞50          ＞50      

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30     32.4      32.6    

R1     27.2      28.4    

R2         26.6      28.2      

注1：地点番号 35の令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

注2：地点番号 35の令和２年度７月は増水により安全に調査地点まで行くことができないため欠測とした。 

注3：地点番号 36は年２回（８月、１月）調査を実施した。 

注4：「＞50」は、透視度が最大値 50cmを超過したことを示す。 
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表 3-2-2-5-4(11) 地表水の水質 

地点

番号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査 

年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

37 

早
川
町 

早川 

水温 

（℃） 

H30 - - 14.4 21.8 19.2 - 12.0 11.1 6.7 5.1 5.6 7.4 

R1 12.0 14.8 14.5 14.4 17.2 20.0 13.0 9.5 8.5 8.5 6.5 8.0 

R2 - - 15.7  - 22.6  18.1  16.5  10.3  7.6  2.4  4.2  6.1  

pH 

H30 - - 7.9 8.0 8.1 - 8.0 - 8.1 8.2 8.1 7.9 

R1 8.1 8.1 7.8 7.9 7.8 8.1 8.1 7.6 7.7 7.7 7.7 7.9 

R2 - - 8.2  - 8.2  8.2  8.6  8.2  7.0  7.9  7.9  8.0  

透視度 

（cm） 

H30 - - ＞50 45 ＞50 - 6 11 11 ＞50 28 32 

R1 ＞50 ＞50 12 5 8 ＞50 2 6 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R2 - - 13  - ＞50 ＞50 30  ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30 - - 18.2 16.8 19.1 - 20.2 - 23.0 24.4 23.0 23.1 

R1 22.7 22.5 14.4 10.8 12.3 21.6 12.8 14.3 21.8 21.8 23.4 21.6 

R2 - - 11.8  - 11.5  18.1  14.4  18.9  21.0  22.2  21.2  22.4  

38 内河内川支川 

水温 

（℃） 

H30     18.1     3.3   

R1     19.3     7.0   

R2         19.1          2.3      

pH 

H30     7.9     8.0   

R1     7.9     8.1   

R2         7.7          8.0      

透視度 

（cm） 

H30     ＞50     ＞50   

R1     ＞50     ＞50   

R2         ＞50         ＞50     

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30     21.7     22.9   

R1     18.8     20.9   

R2         17.9          22.1      

注1：地点番号 37の平成 30年度４月、５月、９月、令和２年度７月はダムからの放流水が多く、増水したため欠測とした。 

注2：地点番号 37の令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

注3：地点番号 37の平成 30年度 11月「ｐH」と「電気伝導率」は測定機器の不良により欠測とした。 

注4：地点番号 38は年２回（８月、１月）に調査を実施した。 

注5：「＞50」は、透視度が最大値 50cmを超過したことを示す。 
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表 3-2-2-5-4(12) 地表水の水質 

地点

番号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査 

年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

39 

早
川
町 

内河内川支川 

水温 

（℃） 

H30 10.4 14.0 12.0 19.2 16.3 13.5 11.3 10.8 7.5 7.1 8.0 7.2 

R1 12.9 12.5 12.5 13.9 15.6 13.4 12.6 11.8 8.7 8.3 5.5 8.0 

R2 - - 17.5  11.5  17.2  14.4  13.7  11.2  10.2  8.1  9.3  10.5  

pH 

H30 8.1 7.9 8.0 8.2 8.2 8.1 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3 8.1 

R1 8.3 8.4 8.4 8.2 8.2 8.2 8.2 7.8 7.9 7.9 8.0 7.9 

R2 - - 8.2  8.1  8.2  8.3  8.4  8.4  8.2  8.2  8.2  8.2  

透視度 

（cm） 

H30 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R1 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R2 - - ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30 29.3 29.9 29.6 29.5 29.9 28.3 26.5 28.2 29.3 29.9 29.7 29.5 

R1 30.4 31.2 31.2 29.7 28.9 29.3 26.4 26.7 28.4 28.8 29.4 29.5 

R2 - - 28.1  17.8  24.5  27.0  26.7  27.1  27.5  28.3  27.5  28.3  

40 内河内川支川 

水温 

（℃） 

H30 9.7 11.0 13.2 18.6 16.9 13.9 10.4 8.5 4.9 0.5 3.2 3.7 

R1 5.1 11.0 12.1 14.1 16.9 15.8 -  8.5 5.0 3.1 0.6 3.8 

R2 - - 14.2  - 18.8  16.2  13.5  6.6  5.6  0.5  2.7  5.2  

pH 

H30 7.7 7.6 7.8 7.7 7.7 7.7 7.6 7.6 7.8 8.0 8.1 7.4 

R1 8.0 7.8 7.9 7.8 7.9 7.9 -  7.8 8.0 8.0 8.0 8.0 

R2 - - 7.6  - 7.7  7.6  7.5  7.6  7.8  8.1  7.8  7.5  

透視度 

（cm） 

H30 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R1 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 -  ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R2 - - ＞50 - ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30 12.5 14.3 16.8 14.8 17.4 14.4 15.1 17.5 15.4 20.0 19.0 18.3 

R1 17.7 14.6 13.9 12.5 13.2 15.9 -  14.8 16.4 16.4 18.1 17.0 

R2 - - 13.7  - 14.6  16.4  11.4  15.3  17.6  19.4  14.5  17.3  

注1：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

注2：地点番号 40の令和元年度 10月、令和２年度７月は増水により安全に調査地点まで行くことができないため欠測とした。 

注3：「＞50」は、透視度が最大値 50cmを超過したことを示す。 
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表 3-2-2-5-4(13) 地表水の水質 

地点

番号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査 

年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

41 

早
川
町 

茂倉川 

水温 

（℃） 

H30 8.9 11.0 13.6 18.8 18.3 15.3 11.7 11.2 5.0 2.0 3.8 6.2 

R1 5.6 12.2 13.2 15.8 17.4 16.4 12.0 11.2 7.4 5.8 2.7 6.2 

R2 - - 14.6  15.2  18.3  16.9  14.8  8.1  7.8  2.3  3.4  6.7  

pH 

H30 8.0  8.2  8.0  8.1  7.7  8.0  7.7  8.0  8.0  7.7  8.2  7.9  

R1 8.0  7.4  8.0  7.7  8.0  8.0  7.9  8.0  7.9  7.9  8.0  7.9  

R2 - - 7.8  7.6  8.0  7.9  7.9  7.8  8.0  7.9  7.9  7.8  

透視度 

（cm） 

H30 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R1 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R2 - - ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30 24.0 27.9 29.9 34.5 40.0 28.1 29.3 37.0 42.8 48.2 43.8 38.1 

R1 36.3 40.9 23.6 21.1 23.4 35.0 19.0 29.7 35.9 36.1 33.2 34.6 

R2 - - 33.7 19.5 31.5 33.9 20.3 32.3 38.3 45.4 38.5 45.2 

42 滑河内川 

水温 

（℃） 

H30     18.4     0.9   

R1     18.4     3.5   

R2         18.6          0.5      

pH 

H30     7.9     8.1   

R1     7.9     7.7   

R2         7.9          7.8      

透視度 

（cm） 

H30     ＞50     ＞50   

R1     ＞50     ＞50   

R2         ＞50         ＞50     

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30     17.2     18.6   

R1     17.2     15.9   

R2         14.9          18.8      

注1：地点番号 41の令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

注2：地点番号 42は年２回（８月、１月）に調査を実施した。 

注3：「＞50」は、透視度が最大値 50cmを超過したことを示す。 
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表 3-2-2-5-4(14) 地表水の水質 

地点

番号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査 

年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

43 

早
川
町 

早川支川 

水温 

（℃） 

H30 8.8 12.0 17.1 20.0 19.1 15.5 11.1 10.0 3.1 1.6 2.9 5.6 

R1 7.5 12.1 16.2 17.4 18.1 16.3 11.5 8.0 5.9 5.5 3.1 6.7 

R2 - - 18.0  13.9  20.5  16.5  13.6  8.1  5.9  2.0  2.1  3.8  

pH 

H30 7.8 8.0 8.3 8.2 8.2 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 7.8 

R1 8.2 8.1 8.0 8.2 8.1 8.0 8.1 7.7 7.6 7.8 7.6 7.8 

R2 - - 8.9  8.6  8.2  8.6  8.6  7.3  8.0  8.1  8.0  8.1  

透視度 

（cm） 

H30 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

R1 ＞50 13 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 32 ＞50 ＞50 

R2 - - ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30 15.5 16.3 16.9 16.6 17.2 16.2 16.0 16.9 17.4 17.7 17.1 16.7 

R1 16.9 10.6 16.2 16.0 16.1 16.6 15.6 16.3 16.2 14.2 16.9 16.6 

R2 - - 16.5  13.6  14.9  16.7  15.8  16.1  12.1  17.3  16.9  16.9  

44 
早川第 3発電所 

取水堰上流 

水温 

（℃） 

H30 - - 13.5 18.0 18.0 - 11.0 - 6.1 4.2 4.2 6.5 

R1 11.6 13.2 14.2 14.2 17.4 18.8 12.5 8.2 7.8 5.9 5.4 8.0 

R2 - - 14.1  12.6  21.3  17.7  15.0  10.2  7.0  2.8  4.4  5.6  

pH 

H30 - - 7.8 7.8 8.0 - 8.1 - 8.1 8.2 8.0 7.8 

R1 8.2 8.0 7.8 8.0 7.8 8.0 7.8 7.9 7.7 8.1 7.7 7.7 

R2 - - 8.3  8.9  8.5  8.3  8.7  8.4  7.9  7.8  7.8  7.9  

透視度 

（cm） 

H30 - - ＞50 ＞50 ＞50 - 24 - 9 ＞50 45 42 

R1 ＞50 ＞50 25 7 8 ＞50 2 13 ＞50 36 ＞50 ＞50 

R2 - - 15  4  ＞50 ＞50 20  ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

電気 

伝導率 

（mS/m） 

H30 - - 16.5 16.8 17.9 - 17.4 - 21.0 22.9 21.0 21.9 

R1 20.2 21.1 13.0 9.8 12.7 18.2 13.0 12.0 19.2 19.1 20.0 20.5 

R2 - - 9.6  9.3  15.4  18.4  16.6  17.7  18.9  20.8  18.1  20.5  

注1：令和２年度４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止したため欠測とした。 

注2：地点番号 44の平成 30年度 4月、5月、9月、11月はダムからの放流水が多く増水したため欠測とした。 

注3：「＞50」は、透視度が最大値 50cmを超過したことを示す。 

 

  

 



 

（３）自然由来の重金属等 

調査結果は表 3-2-2-5-5 に示すとおりである。  
 

表 3-2-2-5-5（1） 現地調査結果 

地点番号 45 

環境基準等注 1 

市町名 上野原市 

地点 
個人水源 

（井戸） 

調査日 
令和２年 

１月 28 日 

令和３年 

１月 11 日 

自
然
由
来
の
重
金
属
等 

カドミウム 

（mg/L） 
＜0.0003 ＜0.0003 0.003mg/L 以下 

六価クロム 

（mg/L） 
＜0.02 ＜0.02 0.05mg/L 以下 

水銀 

（mg/L） 
＜0.0005 ＜0.0005 0.0005mg/L 以下 

セレン 

（mg/L） 
＜0.002 ＜0.002 0.01mg/L 以下 

鉛 

（mg/L） 
＜0.005 ＜0.005 0.01mg/L 以下 

ヒ素 

（mg/L） 
＜0.005 ＜0.005 0.01mg/L 以下 

ふっ素 

（mg/L） 
0.08 0.08 0.8mg/L 以下 

ほう素 

（mg/L） 
＜0.1 ＜0.1 1mg/L 以下 

注1：自然由来の重金属等は「地下水の水質汚濁に係る環境基準（平成９年３月 13 日環境庁公示第 10 

号）」を記載した。 

注2：「＜」は未満を示す。  
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表 3-2-2-5-5（2） 現地調査結果 

地点番号 46 

環境基準等注 1 

市町名 富士川町 

地点 
穂積簡易水道水源 

（仙洞田）（井戸） 

調査日 
令和２年 

２月 7 日 

令和３年 

１月 14 日 

自
然
由
来
の
重
金
属
等 

カドミウム 

（mg/L） 
＜0.0003 ＜0.0003 0.003mg/L 以下 

六価クロム 

（mg/L） 
＜0.02 ＜0.02 0.05mg/L 以下 

水銀 

（mg/L） 
＜0.0005 ＜0.0005 0.0005mg/L 以下 

セレン 

（mg/L） 
＜0.002 ＜0.002 0.01mg/L 以下 

鉛 

（mg/L） 
＜0.005 ＜0.005 0.01mg/L 以下 

ヒ素 

（mg/L） 
＜0.005 ＜0.005 0.01mg/L 以下 

ふっ素 

（mg/L） 
＜0.08 ＜0.08 0.8mg/L 以下 

ほう素 

（mg/L） 
＜0.1 ＜0.1 1mg/L 以下 

注1：自然由来の重金属等は「地下水の水質汚濁に係る環境基準（平成９年３月 13 日環境庁公示第 10 

号）」を記載した。 

注2：「＜」は未満を示す。  
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表 3-2-2-5-5（3） 現地調査結果 

地点番号 47 

環境基準等注 1 

市町名 早川町 

地点 
新倉簡易水道水源 

（明川トンネル） 

調査日 
平成 31 年 

１月９日 

令和２年 

１月 11 日 

令和３年 

１月 14 日 

自
然
由
来
の
重
金
属
等 

カドミウム 

（mg/L） 
＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 0.003mg/L 以下 

六価クロム 

（mg/L） 
＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 0.05mg/L 以下 

水銀 

（mg/L） 
＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 0.0005mg/L 以下 

セレン 

（mg/L） 
＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 0.01mg/L 以下 

鉛 

（mg/L） 
＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 0.01mg/L 以下 

ヒ素 

（mg/L） 
＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 0.01mg/L 以下 

ふっ素 

（mg/L） 
0.1 0.09 0.09 0.8mg/L 以下 

ほう素 

（mg/L） 
＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 1mg/L 以下 

注1：自然由来の重金属等は「地下水の水質汚濁に係る環境基準（平成９年３月 13 日環境庁公示第 10 

号）」を記載した。 

注2：「＜」は未満を示す。  
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3-3 土壌汚染 

 工事実施箇所における発生土の土壌汚染について、工事中のモニタリングを実施した。 
 
3-3-1 調査項目 

調査項目は、土壌汚染の状況（自然由来の重金属等（カドミウム、六価クロム、水銀、セレン、鉛、

ヒ素、ふっ素、ほう素）及び酸性化可能性）とした。 

 

3-3-2 調査方法 

調査方法は表 3-3-2-1 に示すとおりである。 

 

表 3-3-2-1 調査方法 

調査項目 調査方法 

土壌溶出量試験 
土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件 

（平成 15 年環境省告示第 18 号） 

酸性化可能性試験 

pH(H2O2) 

JGS 0271-2016 

過酸化水素水による土及び岩石の酸性化可能性試験方法 

 

3-3-3 調査地点 

調査地点は表 3-3-3-1、図 3-3-3-1 に示すとおりである。 

 

表 3-3-3-1 調査地点 

地点
番号 市町村名 工区 実施箇所 

01 

早川町 

第四南巨摩トンネル 

（西工区） 
早川東非常口 

02 
南アルプストンネル 

（山梨工区） 

早川非常口 

03 広河原非常口 
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01 

03 

02 

調査地点 

図 3-3-3-1 調査地点図 

早川非常口 

早川東非常口 

広河原非常口 

塩島地区（河川側）発生土仮置き場 

塩島地区（南）発生土仮置き場 

塩島地区（下流）発生土仮置き場 

中洲地区発生土仮置き場 

塩島地区発生土置き場 

県境 

 



 

3-3-4 調査期間 

調査期間は表 3-3-4-1 に示すとおりである。なお、地点番号 01 は、第四南巨摩トンネル（西工区）

の掘削を開始した平成 30 年５月から調査を開始した。 

 

表 3-3-4-1 調査期間 

地点番号 調査期間 

01 平成 30 年５月 11 日～令和３年３月 31 日 

02 平成 30 年４月３日～令和３年３月 31 日 

03 平成 30 年４月２日～令和３年３月 31 日 

 
3-3-5 調査結果 

調査結果は、表 3-3-5-1、表 3-3-5-2 に示すとおりである。 

地点番号 01 においては、土壌汚染対策法に定めるヒ素、ふっ素の基準値を超える土および「建

設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル（暫定版）」（平成 22 年３月 

建設工事における自然由来重金属等含有土砂への対応マニュアル検討委員会）において長期的な

酸性化可能性のある値として定められた pH3.5 以下の土が確認された。 

地点番号 02 においては、土壌汚染対策法に定める六価クロム、ヒ素、ふっ素、ほう素の基準値

を超える土および長期的な酸性化可能性のある値として定められた pH3.5 以下の土が確認され

た。 

地点番号 03 においては、土壌汚染対策法に定めるヒ素の基準値を超える土および長期的な酸性

化可能性のある値として定められた pH3.5 以下の土が確認された。 

トンネル掘削による発生土は土壌汚染対策法の対象外であるが、土壌汚染対策法で定める土壌

溶出量基準値を超える自然由来の重金属等を含む発生土または酸性化可能性試験により長期的な

酸性化の可能性がある発生土（以下、区分土という。）については、土壌汚染対策法や「建設工事

で発生する自然由来重金属等含有土対応ハンドブック」（平成 27 年３月 土木研究所編）等を参考

に、発生土仮置き場（遮水型）に運搬し、適切に保管している。 

なお、調査頻度は切羽ごとに施工中に１日１回実施することを基本としているが、表では当該

月の最大値をもとに月毎に整理した。 
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表 3-3-5-1(1) 自然由来の重金属等の溶出量試験結果(月別最大値)（地点 01） 

調査時期 

カドミ

ウム 

六価 

クロム 
水銀 セレン 鉛 ヒ素 ふっ素 ほう素 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

基準値 0.01 0.05 0.0005 0.01 0.01 0.01 0.8 1.0 

平成 30 年 5 月 <0.001 <0.01 <0.0005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.08 <0.1 

平成 30 年 6 月 <0.001 <0.01 <0.0005 <0.001 <0.001 0.001 <0.08 0.1 

平成 30 年 7 月 <0.001 <0.01 <0.0005 <0.001 <0.001 0.001 <0.08 0.1 

平成 30 年 8 月 <0.001 <0.01 <0.0005 <0.001 <0.001 0.001 <0.08 <0.1 

平成 30 年 9 月 <0.001 <0.01 <0.0005 <0.001 <0.001 0.001 0.1 0.1 

平成 30 年 10 月 <0.001 <0.01 <0.0005 <0.001 <0.001 0.001 <0.08 <0.1 

平成 30 年 11 月 <0.001 <0.01 <0.0005 <0.001 <0.001 0.001 <0.08 <0.1 

平成 30 年 12 月 <0.001 <0.01 <0.0005 <0.001 <0.001 <0.001 0.14 <0.1 

平成 31 年 1 月 <0.001 <0.01 <0.0005 <0.001 <0.001 0.001 <0.08 <0.1 

平成 31 年 2 月 <0.001 <0.01 <0.0005 <0.001 <0.001 0.003 <0.08 0.1 

平成 31 年 3 月 <0.001 <0.01 <0.0005 <0.001 <0.001 0.001 <0.08 0.1 

平成 31 年 4 月 <0.001 <0.01 <0.0005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.08 <0.1 

令和元年 5 月 <0.001 <0.01 <0.0005 0.008 <0.001 0.012 1.0  <0.1 

令和元年 6 月 <0.001 <0.01 <0.0005 <0.001 <0.001 0.003 0.19 <0.1 

令和元年 7 月 <0.001 <0.01 <0.0005 <0.001 <0.001 0.001 0.11 <0.1 

令和元年 8 月 <0.001 <0.01 <0.0005 <0.001 0.001 0.006 <0.08 0.1 

令和元年 9 月 <0.001 <0.01 <0.0005 <0.001 <0.001 0.001 <0.08 0.1 

令和元年 10 月 <0.001 <0.01 <0.0005 <0.001 <0.001 0.001 0.12 0.1 

令和元年 11 月 <0.001 <0.01 <0.0005 <0.001 <0.001 0.001 0.12 0.1 

令和元年 12 月 <0.001 <0.01 <0.0005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.08 0.1 

令和 2 年 1 月 <0.001 <0.01 <0.0005 <0.001 <0.001 <0.001 0.08 0.1 

令和 2 年 2 月 <0.001 <0.01 <0.0005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.08 <0.1 

令和 2 年 3 月 - - - - - - - - 

令和 2 年 4 月 - - - - - - - - 

令和 2 年 5 月 - - - - - - - - 

令和 2 年 6 月 - - - - - - - - 

令和 2 年 7 月 <0.001 <0.001 <0.0005 <0.001 <0.001 0.001 0.26 0.1 

令和 2 年 8 月 <0.001 <0.001 <0.0005 <0.001 <0.001 0.001 <0.08 0.1 

令和 2 年 9 月 <0.001 <0.001 <0.0005 <0.001 <0.001 0.007 <0.08 <0.1 

令和 2 年 10 月 <0.001 <0.001 <0.0005 <0.001 <0.001 0.005 <0.08 <0.1 

令和 2 年 11 月 <0.001 <0.001 <0.0005 0.001 <0.001 0.082 0.25 <0.1 

令和 2 年 12 月 <0.001 <0.001 <0.0005 0.002 0.001 0.067 0.29 <0.1 

令和 3 年 1 月 <0.001 <0.001 <0.0005 <0.001 <0.001 <0.001 0.17 0.1 

令和 3 年 2 月 <0.001 <0.001 <0.0005 <0.001 <0.001 0.001 0.09 0.1 

令和 3 年 3 月 <0.001 <0.001 <0.0005 0.001 <0.001 0.13 0.17 0.1 

注 1：「<」は、未満を表す。 
注 2：平成 30 年４月、令和２年３月～６月はトンネル掘削を行っていないため調査をしていない。 

注 3：着色箇所は、環境基準値等の超過を示す。 
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表 3-3-5-1(2) 自然由来の重金属等の溶出量試験結果(月別最大値)（地点 02） 

調査時期 

カドミ

ウム 

六価 

クロム 

水銀 セレン 鉛 ヒ素 ふっ素 ほう素 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

基準値 0.01 0.05 0.0005 0.01 0.01 0.01 0.8 1.0 

平成 30 年 4 月 <0.001 0.01 <0.0005 0.004 <0.001 0.006 0.17 <0.1 

平成 30 年 5 月 <0.001 <0.01 <0.0005 0.001 <0.001 0.007 0.12 <0.1 

平成 30 年 6 月 <0.001 <0.01 <0.0005 0.001 <0.001 0.022 0.21 <0.1 

平成 30 年 7 月 <0.001 <0.01 <0.0005 0.001 <0.001 0.008 0.13 <0.1 

平成 30 年 8 月 <0.001 0.01 <0.0005 0.001 <0.001 0.012 0.14 <0.1 

平成 30 年 9 月 <0.001 <0.01 <0.0005 <0.001 <0.001 0.008 0.16 0.7 

平成 30 年 10 月 <0.001 <0.01 <0.0005 0.001 <0.001 0.026 0.29 0.7 

平成 30 年 11 月 <0.001 0.01 <0.0005 <0.001 <0.001 0.01 0.29 0.7 

平成 30 年 12 月 <0.001 <0.01 <0.0005 0.002 <0.001 0.005 0.47 0.7 

平成 31 年 1 月 <0.001 <0.01 <0.0005 0.001 <0.001 0.005 0.49 0.5 

平成 31 年 2 月 <0.001 <0.01 <0.0005 <0.001 <0.001 0.065 0.47 0.5 

平成 31 年 3 月 <0.001 <0.01 <0.0005 <0.001 <0.001 0.004 0.61 0.5 

平成 31 年 4 月 <0.001 <0.01 <0.0005 <0.001 <0.001 0.002 0.61 0.5 

令和元年 5 月 <0.001 <0.01 <0.0005 <0.001 <0.001 0.006 0.77 0.7 

令和元年 6 月 <0.001 0.01 <0.0005 <0.001 <0.001 0.008 0.14 0.4 

令和元年 7 月 <0.001 0.02 <0.0005 0.001 <0.001 0.003 0.14 0.2 

令和元年 8 月 <0.001 0.01 <0.0005 0.001 <0.001 0.007 0.08 <0.1 

令和元年 9 月 <0.001 <0.01 <0.0005 0.001 <0.001 0.017 0.13 <0.1 

令和元年 10 月 <0.001 0.01 <0.0005 0.001 <0.001 0.008 0.11 0.2 

令和元年 11 月 <0.001 <0.01 <0.0005 0.001 <0.001 0.004 0.08 <0.1 

令和元年 12 月 <0.001 <0.01 <0.0005 <0.001 <0.001 0.004 <0.08 <0.1 

令和 2 年 1 月 <0.001 <0.01 <0.0005 <0.001 <0.001 0.002 0.1 <0.1 

令和 2 年 2 月 <0.001 <0.01 <0.0005 0.002 <0.001 0.002 0.09 <0.1 

令和 2 年 3 月 <0.001 <0.01 <0.0005 <0.001 <0.001 0.004 <0.08 <0.1 

令和 2 年 4 月 <0.001 0.01 <0.0005 0.002 <0.001 0.016 0.21 <0.1 

令和 2 年 5 月 <0.001 0.01 <0.0005 0.002 <0.001 0.005 0.55 0.2 

令和 2 年 6 月 <0.001 0.02 <0.0005 0.002 0.001 0.005 1.0  2.5 

令和 2 年 7 月 <0.001 0.02 <0.0005 0.002 0.001 0.008 0.6 2.0  

令和 2 年 8 月 <0.001 0.01 <0.0005 0.001 <0.001 0.024 1.0  1.7 

令和 2 年 9 月 <0.001 0.01 <0.0005 0.002 <0.001 0.032 0.58 1.0  

令和 2 年 10 月 <0.001 0.04 <0.0005 0.002 <0.001 0.01 1.1 0.8 

令和 2 年 11 月 <0.001 0.06 <0.0005 0.002 <0.001 0.01 1.1 0.8 

令和 2 年 12 月 <0.001 0.03 <0.0005 0.001 <0.001 0.006 1.5 0.6 

令和 3 年 1 月 <0.001 0.03 <0.0005 0.003 <0.001 0.008 1.5 

 

0.5 

令和 3 年 2 月 <0.001 0.03 <0.0005 0.001 <0.001 0.007 1.1 0.2 

令和 3 年 3 月 <0.001 0.04 <0.0005 0.002 0.002 0.014 0.78 0.1 

注 1：「<」は、未満を表す。 
注 2：着色箇所は、環境基準値等の超過を示す。 
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表 3-3-5-1(3) 自然由来の重金属等の溶出量試験結果(月別最大値)（地点 03） 

調査時期 

カドミ

ウム 

六価 

クロム 

水銀 セレン 鉛 ヒ素 ふっ素 ほう素 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

基準値 0.01 0.05 0.0005 0.01 0.01 0.01 0.8 1.0 

平成 30 年 4 月 <0.001 <0.001 <0.0005 0.001 <0.001 0.013 0.13 <0.1 

平成 30 年 5 月 <0.001 <0.001 <0.0005 0.002 <0.001 0.003 0.09 <0.1 

平成 30 年 6 月 <0.001 <0.001 <0.0005 0.001 <0.001 0.012 0.09 <0.1 

平成 30 年 7 月 <0.001 <0.001 <0.0005 0.002 <0.001 0.09 0.09 <0.1 

平成 30 年 8 月 <0.001 0.01 <0.0005 0.001 <0.001 0.02 0.09 <0.1 

平成 30 年 9 月 <0.001 <0.001 <0.0005 <0.001 <0.001 0.01 0.09 <0.1 

平成 30 年 10 月 <0.001 <0.001 <0.0005 0.001 <0.001 0.002 <0.08 <0.1 

平成 30 年 11 月 <0.001 <0.001 <0.0005 0.001 <0.001 0.004 <0.08 <0.1 

平成 30 年 12 月 <0.001 <0.001 <0.0005 <0.001 <0.001 0.004 0.13 <0.1 

平成 31 年 1 月 <0.001 <0.001 <0.0005 <0.001 <0.001 0.002 0.16 0.1 

平成 31 年 2 月 <0.001 0.02 <0.0005 <0.001 <0.001 0.004 0.12 0.1 

平成 31 年 3 月 <0.001 0.01 <0.0005 0.003 <0.001 0.004 0.13 <0.1 

平成 31 年 4 月 <0.001 0.01 <0.0005 0.004 <0.001 0.002 0.17 <0.1 

令和元年 5 月 <0.001 0.02 <0.0005 0.003 <0.001 0.012 0.14 <0.1 

令和元年 6 月 <0.001 0.02 <0.0005 0.004 <0.001 0.003 0.15 <0.1 

令和元年 7 月 <0.001 0.01 <0.0005 0.002 <0.001 0.003 0.12 <0.1 

令和元年 8 月 <0.001 <0.01 <0.0005 0.001 <0.001 0.003 <0.08 <0.1 

令和元年 9 月 <0.001 <0.01 <0.0005 0.001 <0.001 0.003 <0.08 <0.1 

令和元年 10 月 <0.001 0.02 <0.0005 0.002 <0.001 0.005 0.16 <0.1 

令和元年 11 月 <0.001 <0.01 <0.0005 0.002 <0.001 0.01 0.51 <0.1 

令和元年 12 月 <0.001 0.01 <0.0005 0.002 <0.001 0.004 0.58 <0.1 

令和 2 年 1 月 <0.001 <0.01 <0.0005 0.002 <0.001 0.004 0.1 <0.1 

令和 2 年 2 月 <0.001 <0.01 <0.0005 0.001 <0.001 0.19 0.49 <0.1 

令和 2 年 3 月 <0.001 <0.01 <0.0005 0.001 <0.001 0.004 0.13 0.2 

令和 2 年 4 月 <0.001 0.01 <0.0005 0.001 <0.001 0.047 0.16 <0.1 

令和 2 年 5 月 <0.001 <0.01 <0.0005 0.001 <0.001 0.002 0.11 <0.1 

令和 2 年 6 月 <0.001 0.01 <0.0005 0.001 <0.001 0.005 0.13 <0.1 

令和 2 年 7 月 <0.001 0.01 <0.0005 0.001 <0.001 0.003 0.11 <0.1 

令和 2 年 8 月 <0.001 <0.01 <0.0005 0.001 <0.001 0.003 0.11 <0.1 

令和 2 年 9 月 <0.001 0.01 <0.0005 0.003 <0.001 0.008 0.1 <0.1 

令和 2 年 10 月 <0.001 0.01 <0.0005 0.002 <0.001 0.002 0.1 <0.1 

令和 2 年 11 月 <0.001 0.01 <0.0005 <0.001 <0.001 0.005 0.12 <0.1 

令和 2 年 12 月 <0.001 0.01 <0.0005 0.001 <0.001 0.004 0.11 <0.1 

令和 3 年 1 月 <0.001 0.01 <0.0005 0.001 <0.001 0.003 0.12 <0.1 

令和 3 年 2 月 <0.001 0.02 <0.0005 0.001 <0.001 0.004 0.14 <0.1 

令和 3 年 3 月 <0.001 0.01 <0.0005 0.001 <0.001 0.006 0.1 

 

<0.1 

注 1：「<」は、未満を表す。 
注 2：着色箇所は、環境基準値等の超過を示す。 
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表 3-3-5-2 酸性化可能性試験結果（月別 最小値） 

調査時期 

地点 01 地点 02 地点 03 

(pH) (pH) (pH) 

最小値 最小値 最小値 

参考値注 1 3.5 

平成 30 年 4 月 - 2.8  2.8  
平成 30 年 5 月 9.0  2.7  4.9  

平成 30 年 6 月 9.0  2.8  3.1  

平成 30 年 7 月 9.1  3.7  3.1  

平成 30 年 8 月 9.9  3.0  3.5  

平成 30 年 9 月 9.0  4.4  3.0  

平成 30 年 10 月 6.8  5.7  7.5  

平成 30 年 11 月 7.0  8.3  2.9  

平成 30 年 12 月 7.7  2.8  4.4  

平成 31 年 1 月 8.2  5.0  8.7  

平成 31 年 2 月 6.3  8.1  8.4  

平成 31 年 3 月 9.0  8.0  3.3  

平成 31 年 4 月 6.3  9.1  4.7  

令和元年 5 月 1.7  9.9  4.2  

令和元年 6 月 7.0  3.8  2.9  

令和元年 7 月 7.3  3.6  2.4  

令和元年 8 月 4.0  3.6  3.0  

令和元年 9 月 9.1  3.0  2.5  

令和元年 10 月 9.0  2.6  2.5  

令和元年 11 月 9.5  6.3  2.6  

令和元年 12 月 9.0  4.8  3.0  

令和 2 年 1 月 9.0  2.6  2.6  

令和 2 年 2 月 11.0  2.7  2.4  

令和 2 年 3 月 - 2.8  2.6  

令和 2 年 4 月 - 2.4  3.6  

令和 2 年 5 月 - 3.6  3.1  

令和 2 年 6 月 - 2.4  3.4  

令和 2 年 7 月 7.5  2.6  3.0  

令和 2 年 8 月 7.1  2.4  2.6  

令和 2 年 9 月 5.7  2.4  2.5  

令和 2 年 10 月 4.5  2.5  3.0  

令和 2 年 11 月 2.8  2.6  3.2  

令和 2 年 12 月 2.2  2.6  6.3  

令和 3 年 1 月 7.7 2.6 4.3 

令和 3 年 2 月 7.6 2.5 4.0 

令和 3 年 3 月 2.3 2.8 3.4 

注1：「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル(暫定版)(平成 22 年３    

月)」に示されている参考値であり、pH(H2O2)が 3.5 以下のものを長期的な酸性化の可能性がある 

と評価する。 

注2：地点 01 の平成 30 年４月、令和２年３月～６月はトンネル掘削を行っていないため調査をしてい 

ない。  

注3：着色箇所は、環境基準値等の超過を示す。 

 

 

 

 

 

3-3-7 



3-4 その他（発生土置き場等） 
この節では、これまでに公表した発生土置き場等における調査及び影響検討において、モニタリン

グの対象とした項目の調査結果等について、記載している。 
 

3-4-1 水質 
 工事排水を放流する箇所の下流及び排水路等の流末において、水質のモニタリングを実施した。 
 
3-4-1-1 調査項目 

調査項目は、浮遊物質量（SS）、水温、水素イオン濃度（pH）及び自然由来の重金属等（カドミウム、

六価クロム、水銀、セレン、鉛、ヒ素、ふっ素、ほう素）の状況とした。 

 

3-4-1-2 調査方法 

調査方法は表 3-4-1-2-1に示すとおりである。 

 

表 3-4-1-2-1 調査方法 

調査項目 調査方法 
浮遊物質量（SS） 「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年 12 月 28 日環境

庁告示第 59号）に定める測定方法 

水温 「地下水調査及び観測指針（案）」（平成５年建設省河川局）に定め

る測定方法 

水素イオン濃度(pH) 「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年 12 月 28 日環境

庁告示第 59号）に定める測定方法 

自
然
由
来
の
重
金
属
等 

カドミウム 

「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マ

ニュアル（暫定版）」（平成 22年３月建設工事における自然由来重

金属等含有土砂への対応マニュアル検討委員会）に定める測定方

法 

六価クロム 

水銀 

セレン 

鉛 

ヒ素 

ふっ素 

ほう素 

電気伝導率 「地下水調査及び観測指針（案）」（平成５年建設省河川局）に 

定める測定方法 
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3-4-1-3 調査地点 

調査地点は表 3-4-1-3-1、表 3-4-1-3-2及び図 3-4-1-3-1～図 3-4-1-3-4に示すとおりである。 

 

表 3-4-1-3-1 調査地点（放流箇所の下流） 

調査地点 地区 
対象 

河川 

地点 

番号 

調査項目 

浮遊物質量 

(SS) 

水温 

(℃) 

水素イオン 

濃度(pH) 

自然由来の 

重金属等 

放流箇所の

下流 

塩島・中洲 早川 下流 01 ○ ○ ○ ○ 

西之宮 早川 下流 02 ○ ○ ○  

奈良田 早川 下流 03 ○ ○ ○  

高下 倉沢川 下流 04 ○ ○   

 

表 3-4-1-3-2 調査地点（排水路等の流末） 

調査地点 
発生土置き場 

（仮置き場） 

地点 

番号 

調査項目 

浮遊物質量 

(SS) 

水温 

(℃) 

水素イオン 

濃度(pH) 

自然由来の 

重金属等 

排水路等の

流末 

塩島注 1 流末 01 ○ ○ ○  

塩島（南） 流末 02 ○ ○ ○ ○ 

西之宮注 1 
流末 03 ○ ○ ○  

流末 04 ○ ○ ○  

奈良田注 1 流末 05 ○ ○ ○  

塩島(河川側）注 1 流末 06 ○ ○ ○  

塩島（下流） 流末 07 ○ ○ ○ ○ 

中洲 流末 08 ○ ○ ○  

注 1：搬入した発生土について、搬入元における土壌汚染のモニタリングにより土壌汚染対策法に定める基準等 

 に対して十分に適合していることを確認しているため、自然由来の重金属等については調査していない。 

 

 

 
 

図 3-4-1-3-1 調査地点（塩島・中洲地区） 

 

（本図は事業者の測量成果物を用いている） 
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図 3-4-1-3-2 調査地点（西之宮地区） 

 

 

 
 

図 3-4-1-3-3 調査地点（奈良田地区） 

 

（本図は事業者の測量成果物を用いている） 

（本図は事業者の測量成果物を用いている） 
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図 3-4-1-3-4 調査地点（高下地区） 
 

3-4-1-4 調査期間 

調査期間は表 3-4-1-4-1及び表 3-4-1-4-2に示すとおりである。 

 
表 3-4-1-4-1 調査期間（放流箇所の下流） 

地点番号 実施時期の種別 調査期間 調査頻度 

下流 01 工事中 
平成 31年２月 26日 
令和２年３月６日 
令和３年３月３日 

年１回 
（低水期） 

下流 02 工事中 
平成 31年１月 16日 
令和２年１月 16日 
令和３年１月 29日 

下流 03 工事中 
平成 31年１月 17日 
令和２年１月 15日 
令和３年１月 29日 

下流 04 
工事前 令和２年１月 17日 

工事中 令和２年５月 13日 

 

 
 
 
 
 
 
 

（本図は事業者の測量成果物を用いている） 
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表 3-4-1-4-2 調査期間（排水路等の流末） 

地点番号 実施時期の種別 調査期間 調査頻度 

流末 01 工事中 
平成 30年 11月 13日 
令和元年 12月４日 
令和３年２月 23日 

年 1回 

流末 02 工事中 
平成 31年２月 25日 
令和元年 12月４日 
令和３年２月 23日 

流末 03 工事中 
平成 31年２月 26日 
令和２年３月 11日 
令和３年２月 23日 

流末 04 工事中 
平成 31年２月 26日 
令和２年３月 11日 
令和３年２月 23日 

流末 05 工事中 
平成 31年２月 26日 
令和２年３月 11日 
令和３年３月 11日 

流末 06 工事中 
平成 31年２月 26日 
令和２年２月 19日 
令和３年３月５日 

流末 07 工事中 
平成 31年２月 26日 
令和２年２月 18日 
令和３年３月５日 

流末 08 工事中 
令和元年 10月１日 
令和２年２月 28日 
令和３年２月 26日 
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3-4-1-5 調査結果 

放流箇所の下流における調査結果は、表 3-4-1-5-1に示すとおりである。各項目とも環境基準に適合

していた。 

 

表 3-4-1-5-1(1) 調査結果（放流箇所の下流） 

地点番号 下流 01 

環境基準注 1 
対象河川 

早川 
（塩島・中洲） 

類型指定注 2 (A) 

調査時期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

浮遊物質量注 1（SS）
（mg/L） 

＜1.0 注 4 6.0 1.0 25mg/L 以下 

水温（℃） －注 3 －注 3 7.1  

水素イオン濃度(pH)注 1 8.2 7.8 7.9 6.5以上 8.5以下 

注 1：早川が合流する富士川の「生活環境の保全に関する環境基準」を準用している。 

注 2：類型指定について、類型指定の無い河川は、合流する河川の類型指定を準用し、カッコ書きとした。 
注 3：「－」は、欠測を表す。 

注 4：「＜」は、未満を表す。 
 
 
 

表 3-4-1-5-1(2) 調査結果（放流箇所の下流） 

地点番号 下流 02 

環境基準注 1 
対象河川 

早川 
（西之宮） 

類型指定注 2 (A) 

調査時期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

浮遊物質量注 1（SS）
（mg/L） 

12.0 3.6 15.0 25mg/L 以下 

水温（℃） 5.7 7.2 6.8  

水素イオン濃度(pH)注 1 8.0 8.0 8.0 6.5以上 8.5以下 

注 1：早川が合流する富士川の「生活環境の保全に関する環境基準」を準用している。 

注 2：類型指定について、類型指定の無い河川は、合流する河川の類型指定を準用し、カッコ書きとした。 
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表 3-4-1-5-1(3) 調査結果（放流箇所の下流） 

地点番号 下流 03 

環境基準注 1 
対象河川 

早川 
（奈良田） 

類型指定注 2 (A) 

調査時期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

浮遊物質量注 1（SS）
（mg/L） 

＜1.0 18.0 ＜1.0 25mg/L 以下 

水温（℃） 3.5 4.6 5.0  

水素イオン濃度(pH)注 1 7.8 7.8 7.8 6.5以上 8.5以下 

注 1：早川が合流する富士川の「生活環境の保全に関する環境基準」を準用している。 

注 2：類型指定について、類型指定の無い河川は、合流する河川の類型指定を準用し、カッコ書きとした。 
注 3：「＜」は、未満を表す。 
 
 

表 3-4-1-5-1(4) 調査結果（放流箇所の下流） 

地点番号 下流 04 

環境基準注 1 
対象河川 

倉沢川 
（高下） 

類型指定注 2 (A) 

調査時期 令和元年度 令和２年度 

浮遊物質量注 1（SS）
（mg/L） 

＜1.0 4.8 25mg/L 以下 

水温（℃） 7.4 17.9  

水素イオン濃度(pH)注 1   6.5以上 8.5以下 

注 1：早川が合流する富士川の「生活環境の保全に関する環境基準」を準用している。 

注 2：類型指定について、類型指定の無い河川は、合流する河川の類型指定を準用し、カッコ書きとした。 
注 4：「＜」は、未満を表す。 
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表 3-4-1-5-1(5) 調査結果（放流箇所の下流） 

地点番号 下流 01 

環境基準注 1 
対象河川 

早川 
（塩島・中洲） 

類型指定注 2 (A) 

調査時期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

自
然
由
来
の
重
金
属
等 

カドミウム
（mg/L） 

＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 0.003mg/L以下 

六価クロム
（mg/L） 

＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 0.05mg/L以下 

水銀
（mg/L） 

＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 0.0005mg/L以下 

セレン
（mg/L） 

0.002 ＜0.001 ＜0.001 0.01mg/L以下 

鉛 
（mg/L） 

＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 0.01mg/L以下 

ヒ素
（mg/L） 

＜0.001 0.001 ＜0.001 0.01mg/L以下 

ふっ素
（mg/L） 

＜0.08 ＜0.08 0.11 0.8mg/L 以下 

ほう素
（mg/L） 

＜0.1 ＜0.1 0.2 1mg/L以下 

注 1：早川が合流する富士川の「生活環境の保全に関する環境基準」を準用している。 

注 2：類型指定について、類型指定の無い河川は、合流する河川の類型指定を準用し、カッコ書きとした。 
注 3：自然由来の重金属等は「人の健康の保護に関する環境基準」を記載した。 
注 4：「＜」は、未満を表す。 
 

今回調査の排水路等の全対象流末では、浮遊物質量（SS）25mg/L 以下、水素イオン濃度（pH）

7.3～8.4であり、いずれも法令に定める排水基準に適合していた。流末 02及び流末 07における

自然由来の重金属等は、カドミウムは 0.0003mg/L未満、六価クロムは 0.02mg/L以下、水銀は

0.0005mg/L未満、セレンは 0.006mg/L以下、鉛は 0.001mg/L未満、ヒ素は 0.002mg/L以下、ふっ

素は 0.11mg/L以下、ほう素は 0.2mg/L 以下であり、いずれも法令に定める排水基準に適合してい

た。 

  

注 3 
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3-4-2 水資源（地下水の水質） 
 水資源（地下水の水質）について、近傍の観測井戸で、モニタリングを実施した。 

 

3-4-2-1 調査項目 

調査項目は、井戸の水位、水温、水素イオン濃度（pH）、電気伝導率、自然由来の重金属等（カドミウ

ム、六価クロム、水銀、セレン、鉛、ヒ素、ふっ素、ほう素）、の状況とした。 

 

3-4-2-2 調査方法 

調査方法は表 3-4-2-2-1に示すとおりである。 
 

表 3-4-2-2-1 調査方法 

調査項目 調査方法 

井戸の水位 「地下水調査及び観測指針（案）」（平成５年建設省河川局）に定め

る測定方法に準拠する。 

水温 「地下水調査及び観測指針（案）」（平成５年建設省河川局）に定め

る測定方法に準拠する。 

電気伝導率 「地下水調査及び観測指針（案）」（平成５年建設省河川局）に定め

る測定方法に準拠する。 

水素イオン濃度(pH) 「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年 12 月 28 日環境

庁告示第 59号）に定める測定方法に準拠する。 

自
然
由
来
の
重
金
属
等 

カドミウム 

「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マ

ニュアル（暫定版）」（平成 22年３月、建設工事における自然由来

重金属等含有土砂への対応マニュアル検討委員会）に定める測定

方法に準拠する。 

六価クロム 

水銀 

セレン 

鉛 

ヒ素 

ふっ素 

ほう素 
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3-4-2-3 調査地点 

調査地点は図 3-4-2-3-1～図 3-4-2-3-4に示すとおりである。 

 

 
 

 

図 3-4-2-3-1 調査地点図（雨畑地区発生土仮置き場） 

 

 
 

 

図 3-4-2-3-2 調査地点図（塩島地区（南）発生土仮置き場） 

 

タイヤ洗浄設
備

県道南アルプス公園線

水槽

区分土 

ベントナイト躯体 

02 

（本図は事業者の測量成果物を用いている） 

 観測井戸 

01 

（本図は事業者の測量成果物を用いている） 

 観測井戸 

区分土 

アスファルト舗装 

03 
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図 3-4-2-3-3 調査地点図（塩島地区（下流）発生土仮置き場） 

 

 

 
 

 

図 3-4-2-3-4 調査地点図（湯島発生土仮置き場） 

 
  

県道南アルプス公園線

区分土

アスファルト舗装

07

06

観測井戸 

（本図は事業者の測量成果物を用いている） 

04 

05 

区分土 

アスファルト舗装 

観測井戸 

（本図は事業者の測量成果物を用いている） 
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3-4-2-4 調査期間 

調査期間は表 3-4-2-4-1に示すとおりである。 

 

表 3-4-2-4-1（1） 調査期間 

地点番号 調査時期の種別 調査期間 調査頻度 

01、02 工事中 

【平成 30年度】 
平成 30年４月４、12、18、24日 
平成 30年５月８、16、22、29日 
平成 30年６月５、12、20、26日 
平成 30年７月３、10、18、24日 
平成 30年８月１、８、22、28日 
平成 30年９月７、11、19、26日 
平成 30年 10月４、10、16、24日 
平成 30年 11月１、７、14、21、28日 
平成 30年 12月４、12、19、26日 
平成 31年１月８、16、23、30日 
平成 31年２月７、13、20、27日 
平成 31年３月６、14、20、28日 

月１回注 1 
 

【令和元年度】 
平成 31年４月３、10、18、25日 
令和元年５月９、15、22、29日 
令和元年６月６、11、20、26日 
令和元年７月３、10、18、25日 
令和元年８月１、７、22、27日 
令和元年９月５、12、19、26日 
令和元年 10月３、10、17、24、31日 
令和元年 11月７、14、20、28日 
令和元年 12月３、12、19、23日 
令和２年１月９、16、23、30日 
令和２年２月６、14、20、27日 
令和２年３月６、12、19、26日 
【令和２年度】 
令和２年４月 16日 
令和２年５月 14日 
令和２年６月 12日 
令和２年７月 16日 
令和２年８月 21日 
令和２年９月９日 
令和２年 10月７日 
令和２年 11月 25日 
令和２年 12月 10日 
令和３年１月 14日 
令和３年２月 24日 
令和３年３月 31日 

注 1：平成 29年１月の調査で環境基準を超えるふっ素が検出されたことから、調査頻度を週１回としている。 

   また、ふっ素の濃度変化に季節性の傾向が見られ、区分土（土壌溶出量基準値を上回るふっ素を含む区 

   分土を除く。）の搬入完了前後におけるふっ素の濃度変化の傾向を比較したところ、濃度変化の傾向に 

   差異は見られなかったことから山梨県及び早川町に報告のうえ、令和２年４月より調査頻度を月 1回と 

   した。 
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表 3-4-2-4-1（2） 調査期間 

地点番号 調査時期の種別 調査期間 調査頻度 

03 工事中 

【平成 30年度】 
平成 30年４月 24日 
平成 30年５月 24日 
平成 30年６月 26日 
平成 30年７月 25日 
平成 30年８月 22日 
平成 30年９月 19日 
平成 30年 10月 24日 
平成 30年 11月 21日 
平成 30年 12月 19日 
平成 31年１月 17日 
平成 31年２月 14日 
平成 31年３月 13日 

月１回 

【令和元年度】 
平成 31年４月 18日 
令和元年５月 15日 
令和元年６月 11日 
令和元年７月 10日 
令和元年８月 22日 
令和元年９月 13日 
令和元年 10月 10日 
令和元年 11月 15日 
令和元年 12月 12日 
令和２年１月 17日 
令和２年２月 21日 
令和２年３月 13日 
【令和２年度】 
令和２年４月 23日 
令和２年５月 21日 
令和２年６月 25日 
令和２年７月 21日 
令和２年８月 27日 
令和２年９月 17日 
令和２年 10月 13日 
令和２年 11月 26日 
令和２年 12月９日 
令和３年１月 21日 
令和３年２月 22日 
令和３年３月 25日 
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表 3-4-2-4-1（3） 調査期間 

地点番号 調査時期の種別 調査期間 調査頻度 

04、05 

工事前 
【平成 30年度】 
平成 30年６月８日注 1 
平成 30年６月 16日注２ 

１回 

工事中 

【平成 30年度】 
平成 30年８月 24日 
平成 30年９月 19日 
平成 30年 10月 24日 
平成 30年 11月 21日 
平成 30年 12月 19日 
平成 31年 １月 17日 
平成 31年 ２月 14日 
平成 31年 ３月 13日 

月１回 

【令和元年度】 
平成 31年４月 18日 
令和元年５月 15日 
令和元年６月 11日 
令和元年７月 10日 
令和元年８月 22日 
令和元年９月 13日 
令和元年 10月 10日 
令和元年 11月 15日 
令和元年 12月 12日 
令和２年１月 17日 
令和２年２月 21日 
令和２年３月 13日 
【令和２年度】 
令和２年４月 23日 
令和２年５月 21日 
令和２年６月 25日 
令和２年７月 21日 
令和２年８月 27日 
令和２年９月 17日 
令和２年 10月 13日 
令和２年 11月 26日 
令和２年 12月９日 
令和３年１月 21日 
令和３年２月 22日 
令和３年３月 25日 

06、07 

工事前 

【令和２年度】 
令和２年７月 20日 
令和２年８月 25日 
令和２年９月８日 
令和２年 10月 20日 

月１回 

工事中 

【令和２年度】 
令和２年 11月 13日 
令和２年 12月 18日 
令和３年１月 19日 
令和３年２月 19日 
令和３年３月 19日 

月１回 

注1： 地点番号 05の調査日を表している。 

注2： 地点番号 06の調査日を表している。 
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3-4-2-5 調査結果 

調査結果は表 3-4-2-5-1（1）～表 3-4-2-5-2（6）に示すとおりである。地点番号 01、02では地下水

の水質汚濁に係る環境基準値 0.8mg/Lを上回るふっ素が検出されているが事業や発生土仮置き場の過去

の土地利用の影響の可能性は低く、自然等に由来する影響と考えられる注 1。 
 

注 1：「中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価書【山梨県】（平成 26 年８月）」に基づく中間報告書（その２）

（平成 30年７月）の「資料編 4 早川町内雨畑地区発生土仮置き場における地下水の水質」参照  
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表 3-4-2-5-1(1) 調査結果（地点番号 01）  

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

注 4: 着色した箇所は、基準値を超過したことを示す。 
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表 3-4-2-5-1(2) 調査結果（地点番号 01）  

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

注 4: 着色した箇所は、基準値を超過したことを示す。 
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表 3-4-2-5-1(3) 調査結果（地点番号 01）  

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

注 4: 着色した箇所は、基準値を超過したことを示す。 
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表 3-4-2-5-1(4) 調査結果（地点番号 01）   

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

注 4: 着色した箇所は、基準値を超過したことを示す。 
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表 3-4-2-5-1(5) 調査結果（地点番号 01）  

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

注 4: 着色した箇所は、基準値を超過したことを示す。 

 

  

11/14 11/20 11/28 12/3 12/12 12/19

- (m) -18.57 -18.75 -18.97 -18.84 -19.04 -19.14

- (℃) 16.2 15.3 15.6 15.0 15.2 15.4

- (-) 7.5 7.5 7.5 7.6 7.4 7.3

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.61 0.74 0.69 0.74 0.76 0.80

ほう素 1以下 (mg/L) 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6

- (mS/m) 69.8 69.0 68.2 69.0 70.9 71.4

自
然
由
来
の

重
金
属
等

電気伝導率

水位注2

水温

水素イオン濃度(pH)

令和元年度
調査項目 環境基準値

注1 単位
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表 3-4-2-5-1(6) 調査結果（地点番号 01）  

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

注 4: 着色した箇所は、基準値を超過したことを示す。 
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表 3-4-2-5-2(1) 調査結果（地点番号 02）  

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

注 4: 着色した箇所は、基準値を超過したことを示す。 
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表 3-4-2-5-2(2) 調査結果（地点番号 02）  

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

注 4: 着色した箇所は、基準値を超過したことを示す。 
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表 3-4-2-5-2(3) 調査結果（地点番号 02） 

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

注 4: 着色した箇所は、基準値を超過したことを示す。 
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表 3-4-2-5-2(4) 調査結果（地点番号 02） 

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

注 4: 着色した箇所は、基準値を超過したことを示す。 
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表 3-4-2-5-2(5) 調査結果（地点番号 02） 

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

注 4: 着色した箇所は、基準値を超過したことを示す。 
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表 3-4-2-5-2(6) 調査結果（地点番号 02） 

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

注 4: 着色した箇所は、基準値を超過したことを示す。 
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表 3-4-2-5-3(1) 調査結果（地点番号 03）  

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

  

4/24 5/24 6/26 7/25 8/22 9/19

- (m) -12.79 -12.64 -12.99 -13.09 -13.33 -12.66

- (℃) 12.6 12.9 13.3 13.9 15.0 14.8

- (-) 7.5 7.6 7.5 7.5 7.5 7.6

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) 0.001 0.001 0.001 0.001 ＜0.001 0.002

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 0.1 0.1 ＜0.1

- (mS/m) 34.7 33.4 31.1 30.9 30.7 32.7

自
然
由
来
の

重
金
属
等

電気伝導率

水位注2

水温

水素イオン濃度(pH)

調査項目 環境基準値
注1 単位

平成30年度

10/24 11/21 12/19 1/17 2/14 3/13

- (m) -12.77 -13.28 -13.44 -13.55 -13.57 -13.22

- (℃) 14.8 13.8 14.0 14.2 13.8 13.4

- (-) 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) 0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.11 0.09 0.12 0.09 ＜0.08 ＜0.08

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 30.0 27.9 28.0 29.3 29.1 31.4

自
然
由
来
の

重
金
属
等

電気伝導率

水位注2

水温

水素イオン濃度(pH)

調査項目 環境基準値
注1 単位

平成30年度

4/18 5/15 6/11 7/10 8/22 9/13

- (m) -13.60 -13.63 -13.20 -12.61 -12.02 -12.94

- (℃) 13.5 12.9 13.0 13.8 15.8 15.9

- (-) 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 0.001 0.002 0.001 0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.08 ＜0.08 ＜0.08 0.08 ＜0.08 ＜0.08

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 0.1 0.1 0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 38.0 41.0 36.9 44.8 37.2 33.3

水位注2

水温

水素イオン濃度(pH)

調査項目 環境基準値
注1 単位

令和元年度

自
然
由
来
の

重
金
属
等

電気伝導率
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表 3-4-2-5-3(2) 調査結果（地点番号 03）  

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

 

  

10/10 11/15 12/12 1/17 2/21 3/13

- (m) -13.45 -12.43 -12.84 -13.06 -12.74 -12.78

- (℃) 15.9 15.0 15.9 14.9 14.5 14.0

- (-) 7.5 7.6 7.5 7.5 7.4 7.5

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) 0.001 0.001 0.001 ＜0.001 0.001 0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.08 0.08 ＜0.08 0.09 ＜0.08 ＜0.08

ほう素 1以下 (mg/L) 0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 0.1 ＜0.1

- (mS/m) 31.8 34.6 34.6 35.5 39.0 37.6

自
然
由
来
の

重
金
属
等

電気伝導率

令和元年度

水位注2

水温

水素イオン濃度(pH)

調査項目 環境基準値
注1 単位

4/23 5/21 6/25 7/21 8/27 9/17

- (m) -12.12 -12.64 -12.64 -11.88 -12.90 -12.88

- (℃) 13.9 13.0 13.5 15.2 16.4 15.4

- (-) 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) ＜0.08 0.10 ＜0.08 0.11 0.10 0.10

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 39.1 36.2 34.9 32.2 31.5 31.9

自
然
由
来
の

重
金
属
等

電気伝導率

令和２年度

水位注2

水温

水素イオン濃度(pH)

調査項目 環境基準値
注1 単位

10/13 11/26 12/9 1/21 2/22 3/25

- (m) -11.71 -13.11 -13.63 -13.95 -13.81 -13.00

- (℃) 15.5 15.7 15.8 14.7 15.3 15.0

- (-) 7.4 7.5 7.4 7.4 7.5 7.4

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) 0.001 0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) ＜0.08 0.09 0.09 0.08 ＜0.08 ＜0.08

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 0.1 0.1 0.1

- (mS/m) 32.7 32.4 31.6 45.7 46.7 44.7

自
然
由
来
の

重
金
属
等

電気伝導率

令和２年度

水位注2

水温

水素イオン濃度(pH)

調査項目 環境基準値
注1 単位
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表 3-4-2-5-4(1) 調査結果（地点番号 04）  

 

  

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

  

6/16 8/24 9/19 10/24 11/21 12/19

- (m) -12.00 -12.54 -11.59 -11.84 -12.45 -12.63

- (℃) - 15.1 14.1 14.8 12.8 13.0

- (-) 7.8 7.6 7.6 7.6 7.6 7.9

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.1 ＜0.08 ＜0.08 0.09 0.12 0.15

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 0.1

- (mS/m) 35.0 36.6 38.6 38.8 37.0 38.6

水温

水素イオン濃度(pH)

自
然
由
来
の

重
金
属
等

電気伝導率

水位注2

調査項目 環境基準値
注1 単位

平成30年度

1/17 2/14 3/13

- (m) -12.78 -12.80 -12.46

- (℃) 13.7 14.0 14.1

- (-) 7.5 7.6 7.6

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) 0.001 0.001 0.002

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.10 ＜0.08 ＜0.08

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 0.1 ＜0.1

- (mS/m) 38.4 39.7 36.0

水温

水素イオン濃度(pH)

自
然
由
来
の

重
金
属
等

電気伝導率

平成30年度

水位注2

調査項目 環境基準値
注1 単位

4/18 5/15 6/11 7/10 8/22 9/13

- (m) -12.78 -12.84 -12.44 -11.58 -10.73 -12.06

- (℃) 15.0 15.0 14.9 14.1 14.8 14.6

- (-) 7.5 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.09 0.1 0.11 0.08 0.10 ＜0.08

ほう素 1以下 (mg/L) 0.1 0.3 0.1 ＜0.1 ＜0.1 0.1

- (mS/m) 47.4 64.1 40.4 40.1 43.2 45.4

水温

水素イオン濃度(pH)

自
然
由
来
の

重
金
属
等

電気伝導率

令和元年度

水位注2

調査項目 環境基準値
注1 単位
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表 3-4-2-5-4(2) 調査結果（地点番号 04）  

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

 
  

10/10 11/15 12/12 1/17 2/21 3/13

- (m) -12.60 -11.38 -12.01 -12.30 -11.92 -11.96

- (℃) 15.0 14.6 15.0 14.7 14.9 14.5

- (-) 7.5 7.6 7.5 7.6 7.6 7.5

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.11 0.10 0.09 0.09 ＜0.08 ＜0.08

ほう素 1以下 (mg/L) 0.3 0.1 0.1 0.1 ＜0.1 0.1

- (mS/m) 58.4 42.0 42.0 44.4 37.5 40.9

水温

水素イオン濃度(pH)

自
然
由
来
の

重
金
属
等

電気伝導率

令和元年度

水位注2

調査項目 環境基準値
注1 単位

4/23 5/21 6/25 7/21 8/27 9/17

- (m) -10.89 -11.72 -11.79 -10.48 -11.99 -12.04

- (℃) 14.4 13.6 13.8 14.3 15.0 16.0

- (-) 7.6 7.6 7.6 7.5 7.6 7.5

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.08 ＜0.08 ＜0.08 0.08 0.13 0.10

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 39.3 36.9 36.7 38.6 35.9 36.4

水温

水素イオン濃度(pH)

自
然
由
来
の

重
金
属
等

電気伝導率

令和２年度

水位注2

調査項目 環境基準値
注1 単位

10/13 11/26 12/9 1/21 2/22 3/25

- (m) -10.25 -12.30 -12.75 -13.08 -12.92 -12.23

- (℃) 15.6 15.3 15.0 14.9 15.1 15.1

- (-) 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) ＜0.08 0.10 0.11 0.13 0.11 0.08

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 0.2 0.3 0.2 ＜0.1

- (mS/m) 39.0 47.6 51.7 55.8 48.6 42.0

水温

水素イオン濃度(pH)

自
然
由
来
の

重
金
属
等

電気伝導率

令和２年度

水位注2

調査項目 環境基準値
注1 単位
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表 3-4-2-5-5(1) 調査結果（地点番号 05）   

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

  

6/8 8/24 9/19 10/24 11/21 12/19

- (m) -11.00 -11.00 -10.33 -10.42 -10.89 -11.04

- (℃) - 14.0 14.0 14.4 13.0 12.8

- (-) 7.8 7.5 7.6 7.6 7.6 7.5

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) 0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 0.10 0.09 0.15

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 36.9 37.0 35.8 31.7 33.9 34.9

水位注2

水温

水素イオン濃度(pH)

自
然
由
来
の

重
金
属
等

電気伝導率

単位
平成30年度

調査項目 環境基準値
注1

1/17 2/14 3/13

- (m) -11.16 -11.18 -10.92

- (℃) 13.5 13.5 13.8

- (-) 7.6 7.6 7.5

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) 0.001 0.001 0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) 0.001 0.001 0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.09 ＜0.08 ＜0.08

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 35.6 36.0 36.9

水位注2

水温

水素イオン濃度(pH)

自
然
由
来
の

重
金
属
等

電気伝導率

単位
平成30年度

調査項目 環境基準値
注1

4/18 5/15 6/11 7/10 8/22 9/13

- (m) -11.22 -11.25 -10.96 -10.38 -9.95 -10.61

- (℃) 14.7 14.4 14.4 13.9 14.2 14.3

- (-) 7.5 7.7 7.4 7.4 7.6 7.5

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002

ふっ素 0.8以下 (mg/L) ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 41.8 42.0 41.4 41.8 38.6 38.4

水位注2

水温

水素イオン濃度(pH)

自
然
由
来
の

重
金
属
等

電気伝導率

単位
令和元年度

調査項目 環境基準値
注1
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表 3-4-2-5-5(2) 調査結果（地点番号 05）  

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

 

  

10/10 11/15 12/12 1/17 2/21 3/13

- (m) -10.61 -10.18 -10.53 -10.75 -10.47 -10.50

- (℃) 14.3 14.7 14.4 14.1 14.0 14.0

- (-) 7.5 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002

ふっ素 0.8以下 (mg/L) ＜0.08 0.08 ＜0.08 0.09 ＜0.08 0.08

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 38.4 34.0 36.7 38.1 38.9 39.0

水位注2

水温

水素イオン濃度(pH)

自
然
由
来
の

重
金
属
等

電気伝導率

単位
令和元年度

調査項目 環境基準値
注1

4/23 5/21 6/25 7/21 8/27 9/17

- (m) -9.97 -10.34 -10.37 -9.80 -10.51 -10.53

- (℃) 13.2 12.9 13.3 14.2 15.0 15.0

- (-) 7.6 7.5 7.5 7.6 7.6 7.5

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

ふっ素 0.8以下 (mg/L) ＜0.08 0.10 ＜0.08 ＜0.08 0.11 0.11

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 37.8 37.4 38.5 33.8 34.9 36.9

水位注2

水温

水素イオン濃度(pH)

自
然
由
来
の

重
金
属
等

電気伝導率

単位
令和２年度

調査項目 環境基準値
注1

10/13 11/26 12/9 1/21 2/22 3/25

- (m) -9.77 -10.74 -11.13 -11.36 -11.28 -10.79

- (℃) 15.0 14.8 14.4 14.2 14.7 14.8

- (-) 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) ＜0.08 0.08 0.08 0.08 ＜0.08 ＜0.08

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 35.2 37.7 37.5 38.5 40.2 41.7

令和２年度

水位注2

水温

水素イオン濃度(pH)

自
然
由
来
の

重
金
属
等

電気伝導率

単位調査項目 環境基準値
注1
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表 3-4-2-5-6 調査結果（地点番号 06）  

 

 
 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2：地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

7/20 8/25 9/8 10/20 11/13 12/18

- (m) -1.55 -1.87 -1.90 -1.93 -2.06 -2.09

- (℃) 14.0 14.7 15.6 14.2 13.8 12.3

- (-) 7.2 7.3 7.1 7.0 7.1 7.3

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) 0.003 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) 0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.40 0.48 0.55 0.53 0.53 0.55

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 38.5 38.1 39.5 39.7 40.8 43.2

環境基準値
注1 単位

令和２年度

水位注2

水温

水素イオン濃度(pH)

自
然
由
来
の

重
金
属
等

調査項目

電気伝導率

1/19 2/19 3/19

- (m) -2.10 -2.10 -2.10

- (℃) 11.3 11.3 11.3

- (-) 7.1 7.1 7.3

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) 0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.58 0.59 0.55

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 44.2 44.1 44.2

環境基準値
注1 単位

令和２年度

水位注2

水温

水素イオン濃度(pH)

自
然
由
来
の

重
金
属
等

調査項目

電気伝導率
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表 3-4-2-5-7 調査結果（地点番号 07）  

 

 
 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2：地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

 
 

7/20 8/25 9/8 10/20 11/13 12/18

- (m) -1.66 -1.65 -1.63 -1.64 -1.66 -1.70

- (℃) 13.8 17.7 17.6 14.9 14.2 12.5

- (-) 7.6 7.8 7.4 7.5 7.5 7.7

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) 0.004 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.40 0.45 0.45 0.44 0.45 0.47

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 43.2 38.6 38.5 38.0 36.8 36.0電気伝導率

水位注2

水温

水素イオン濃度(pH)

令和２年度

自
然
由
来
の

重
金
属
等

調査項目 環境基準値
注1 単位

1/19 2/19 3/19

- (m) -1.70 -1.70 -1.70

- (℃) 10.9 10.9 10.9

- (-) 7.5 7.5 7.6

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.46 0.44 0.42

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 34.0 36.0 36.6電気伝導率

水位注2

水温

水素イオン濃度(pH)

自
然
由
来
の

重
金
属
等

令和２年度
調査項目 環境基準値

注1 単位

3-4-35 
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4 早川町内雨畑地区発生土仮置き場における地下水の水質 

 
早川町内雨畑地区発生土仮置き場（以下、「雨畑発生土仮置き場」という。）は、平成 28 年 10 月末に

準備工事が完了し、同年 12 月より区分土の搬入を開始した。「早川町内雨畑地区発生土仮置き場におけ

る環境保全について（平成 28 年 10 月）」のモニタリング計画に従い、近傍の観測井戸（モニタリング井

戸）で毎月 1 回、地下水の水質調査を実施したところ、平成 29 年 1 月の調査で「地下水の水質汚濁に

係る環境基準」の基準値を上回るふっ素を検出した。 

 また、ふっ素検出の原因究明のため雨畑発生土仮置き場周辺で掘削した井戸で採取した地下水から、

一時的に基準値を上回るほう素を検出した。 

 本章は、『「中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価書【山梨県】（平成 26 年 8 月）」に基づ

く中間報告書（その１）』（平成 30 年 7 月公表）において記載した平成 29 年度までの経緯や当社の対

応に、令和 2年度までの経緯や当社の対応を加えたものである。 

 ふっ素及びほう素の環境基準超過に関して実施した対応は、以下のとおりである。 
 
4-1 ふっ素 
 

4-1-1 経緯 

 雨畑発生土仮置き場における、ふっ素検出及び対応の経緯は、表 4-1-1-1 のとおりである。観測井戸

（地点 01、02）の位置を図 4-1-1-1 に示す。地点 01 における地下水の水質調査の結果は、表 3-4-2-5-

1～表 3-4-2-5-2 に示すとおりである。 

 
表 4-1-1-1（1） ふっ素検出及び対応の経緯 

年月 経緯 

平成 28 年 9月 雨畑発生土置き場設置に関する説明会開催 

平成 28 年 10 月 準備工事（観測井戸の設置を含む） 

平成 28 年 12 月 区分土搬入開始 

平成 29 年 1月 観測井戸（地点 01）で毎月 1回行う地下水の水質調査において、環境基準を

上回るふっ素を検出した。 

山梨県及び早川町に速報し、雨畑発生土仮置き場の下流側に井戸（水資源）

がないこと、河川の水質が環境基準以下かつ雨畑発生土仮置き場の上流と下

流で濃度の変化が見られないことを確認するとともに、区分土の搬入を見合

わせた。また、モニタリング計画で月 1回を標準とする地下水調査を当面週

1回実施することとした。 

平成 29 年 2月 観測井戸に加え、周辺河川（雨畑川）の水質調査の頻度を高めて実施すると

ともに、専門家へ依頼して、原因究明を行った。 

平成 29 年 3月 山梨県及び早川町へ、専門家による原因究明の結果を説明した。 

地元住民への説明会を開催し、経緯、原因究明結果及び対応を説明して搬入

再開への理解を得た。 
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表 4-1-1-1（2） ふっ素検出及び対応の経緯 

年月 経緯 

平成 29 年 4月 観測井戸を追加して設置（地点 02）し、山梨県及び早川町へ報告した。 

平成 29 年 5月 区分土の搬入を再開した。 

平成 30 年 5月 区分土の搬入が完了した。その後、区分土を遮水シートで覆い、遮水シートの

継ぎ目を溶着することで、雨水が区分土に浸透することを防止している注 1 

令和 2年 4月 毎週 1 回実施した地下水の水質のモニタリングの結果、観測井戸 01、02（資

料編Ｐ3-4-10 参照）と井戸参 02 におけるふっ素の濃度は変動しており、地下

水位が上昇した際に濃度が低下する傾向を示している。さらに観測井戸 01 で

は夏の豊水期を迎えると濃度の低下、秋以降の渇水期になると濃度が上昇す

る傾向が見られることが分かった。区分土の搬入完了前後におけるふっ素の

濃度変化の傾向を比較したところ、濃度変化の傾向に差異は見られなかった。

以上の結果から、月 1 回の調査でも濃度変化の傾向をモニタリングできるた

め、山梨県及び早川町に報告のうえ、調査頻度を月 1回に戻し、継続的に監視

していく計画とした。 

 
 

 

 

図 4-1-1-1 観測井戸の位置 

注 1：写真 4-1-1-1 に示す。 

区分土 

ベントナイト躯体 

02 

（本図は事業者の測量成果物を用いている） 

 観測井戸

01 
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写真 4-1-1-1 雨畑地区発生土仮置き場 
 

4-1-2 対応 

 ふっ素の環境基準超過への対応は、表 4-1-2-1 のとおりである。追加した観測井戸の位置を図 4-2-1-

1 に示す。 

 

表 4-1-2-1 ふっ素環境基準超過への対応 

対応 概要 

観測井戸（モニタリ

ング井戸）追加 

雨畑発生土仮置き場周辺で平成 29 年 2,3 月に井戸を掘削して把握した地下水の流

向を踏まえ、地下水下流側の状況をより適切に判断するため、観測井戸（モニタリ

ング井戸）を 1本追加して設置（地点 02）した。 

地点 02 でも環境基準を上回るふっ素を検出している（表 3-4-2-3-4 参照）。 

毎週1回のモニタリ

ング実施 

毎月 1 回実施する地下水の水質のモニタリングは、周辺河川（雨畑川）の水質調査

も含め、濃度変化が落ち着くまで、当面毎週 1回の頻度で行うこととした。 

ふっ素を含む区分

土の搬入停止 

搬入した区分土からふっ素が溶出していないことを判定する方法を定めるまで、土

壌溶出量基準値を上回るふっ素を含む区分土を雨畑地区発生土仮置き場に搬入しな

いこととした。 

区分土の搬入完了

後のモニタリング

計画 

毎週 1 回実施した地下水の水質のモニタリングの結果、ふっ素の濃度変化に季節性

の傾向が見られることが分かった。また、区分土の搬入完了前後におけるふっ素の

濃度変化の傾向を比較したところ、濃度変化の傾向に差異は見られなかった。 

以上の結果から、月 1 回の調査でも濃度変化の傾向をモニタリングできるため、山

梨県及び早川町に報告のうえ、調査頻度を月 1 回に戻し、継続的に監視していく計

画とした。 
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4-2 ほう素 

 
4-2-1 経緯 

 雨畑発生土仮置き場における、ほう素検出及び対応の経緯は、表 4-2-1-1 のとおりである。井戸の位

置を図 4-2-1-1、地点 参 01～03 における地下水の水質調査の結果を表 3-4-2-5-1～2 に示す。 

表 4-2-1-1 ほう素検出及び対応の経緯 

年月 経緯 

平成 29 年 5月までの経緯は表 4-1-1-1 参照 

平成 29 年 6月 地下水流向を確認するため雨畑発生土仮置き場周辺で平成 29 年 2,3 月に掘削

した井戸 3本（地点 参 01～03）のうち、地点 参 02 で 5 月 31 日に採取した地

下水に、環境基準を超えるほう素が含まれることを確認した。地点 01,02、地点 

参 01,03 の地下水では、ほう素は環境基準以下であった。 

観測井戸以外の井戸も含めて週 1 回の調査を実施して監視し、6 月下旬には環

境基準以下となった。 

なお、雨畑発生土仮置き場への区分土搬入を一時停止し、以降発生した区分土

は早川町内塩島地区（南）発生土仮置き場へ搬入した。 

平成 29 年 7月 地点 参 02 で採取した地下水で、7月中旬に再びほう素が環境基準を上回った。

8月上旬には環境基準以下となった。 

平成 29 年 9月 山梨県及び早川町へ、地点 参 02 で採取した地下水で、ほう素が一時的に環境

基準を超過したこと、原因は自然由来と考えられることを報告した。 

平成 29 年 12 月 地点 参 02 で採取した地下水で、平成 30 年 3 月までほう素が断続して環境基準

を上回った。専門家へ依頼して、原因究明を行った。 

平成 30 年 1月 山梨県及び早川町へ、専門家による原因究明結果を提示した。専門家の見解で

は、人為的な要因の可能性は小さく、自然由来の可能性が高いことを報告した。

平成 30 年 3月 地元住民へ経緯、原因究明結果及び対応を説明した。 

平成 30 年 4月 区分土の搬入を再開した。 

平成 30 年 5月 区分土の搬入が完了した。その後、区分土を遮水シートで覆い、遮水シートの

継ぎ目を溶着することで、雨水が区分土に浸透することを防止している注1 

令和 2年 4月 毎週 1回実施した地下水の水質のモニタリングの結果、観測井戸 01、02（資料

編Ｐ3-4-10 参照）と井戸参 02 におけるほう素の濃度は変動しており、地下水

位が上昇した際に濃度が低下する傾向を示している。さらに観測井戸 01 では夏

の豊水期を迎えると濃度の低下、秋以降の渇水期になると濃度が上昇する傾向

が見られることが分かった。区分土の搬入完了前後におけるほう素の濃度変化

の傾向を比較したところ、濃度変化の傾向に差異は見られなかった。 

以上の結果から、月 1回の調査でも濃度変化の傾向をモニタリングできるため、

山梨県及び早川町に報告のうえ、調査頻度を月 1 回に戻し、継続的に監視して

いく計画とした。 

注 1：写真 4-1-1-1 に示す。 
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図 4-2-1-1 井戸の位置 

4-2-2 対応 

 ほう素の環境基準超過への対応は、表 4-2-2-1 に示すとおりである。 

 

表 4-2-2-1 ほう素環境基準超過への対応 

対応 概要 

毎週 1回のモニタリン

グを継続 

ふっ素の環境基準超過への対応で毎週 1 回実施している地下水の水質

のモニタリングを、周辺河川（雨畑川）の水質調査も含め、濃度変化が

落ち着くまで、当面の間継続することとした。 

ほう素を含む区分土

の搬入停止 

搬入した区分土からほう素が溶出していないことを判定する方法を定

めるまで、土壌溶出量基準値を上回るほう素を含む区分土を雨畑地区発

生土仮置き場に搬入しないこととした。 

区分土の搬入完了後

のモニタリング計画 

毎週 1回実施した地下水の水質のモニタリングの結果、ほう素の濃度変

化に季節性の傾向が見られることが分かった。また、区分土の搬入完了

前後におけるほう素の濃度変化の傾向を比較したところ、濃度変化の傾

向に差異は見られなかった。 

以上の結果から、月 1回の調査でも濃度変化の傾向をモニタリングでき

るため、山梨県及び早川町に報告のうえ、調査頻度を月 1回に戻し、継

続的に監視していく計画とした。 

  地下水流向把握のため掘削した井戸 

  （地点 参 01～03） 

区分土 

ベントナイト躯体 

地点 参 01 

地点 参 02 

地点 参 03 

   観測井戸（既設：地点 01） 

   観測井戸（追加：地点 02） 

（本図は事業者の測量成果物を用いている） 
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表 4-2-1-1（1） 水質調査結果（地点 参 01） 

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

 
  

4/4 4/12 4/18 4/24 5/8 5/16

- (m) -10.35 -10.47 -10.47 -10.40 -10.39 -10.13

- (℃) 16.9 17.0 17.6 16.8 16.0 17.5

- (-) 7.9 8.1 8.0 8.0 8.0 8

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.15 0.14 0.14 0.14 0.13 0.16

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 24.6 24.3 24.5 24.8 24.4 24.8

調査項目 環境基準値
注1 単位

平成30年度

水位
注2

水温

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率

5/22 5/29 6/5 6/12 6/20 6/26

- (m) -10.27 -10.45 -10.45 -10.60 -10.67 -10.61

- (℃) 17.0 16.8 17.1 18.0 16.0 17.0

- (-) 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.15 0.16 0.12 0.15 0.15 0.12

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 24.4 24.5 24.3 23.4 24.0 24.2

調査項目 環境基準値
注1 単位

水位
注2

平成30年度

水温

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率

7/3 7/10 7/18 7/24 8/1 8/8

- (m) -10.69 -10.52 -10.62 -10.76 -10.84 -10.92

- (℃) 18.8 17.0 18.4 18.8 19.4 17.8

- (-) 8.0 8.1 8.0 8.0 8.0 8.0

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.15 0.11 0.09 0.11 0.13 0.14

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 24.4 24.7 24.3 24.7 25.1 25.0

調査項目 環境基準値
注1 単位

水位
注2

平成30年度

水温

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率
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表 4-2-1-1（2） 水質調査結果（地点 参 01） 

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

 
  

8/22 8/28 9/7 9/11 9/19 9/26

- (m) -11.08 -10.19 -9.79 -10.06 -10.28 -10.37

- (℃) 18.1 17.3 17.7 16.8 16.5 17.1

- (-) 8.0 8.0 8.0 8.2 8.0 8.0

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.09 0.14 0.12 0.16 0.12 0.09

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 24.1 24.6 25.0 24.7 24.2 23.5

調査項目 環境基準値
注1 単位

水位
注2

平成30年度

水温

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率

10/4 10/10 10/16 10/24 11/1 11/7

- (m) -9.73 -10.16 -10.44 -10.64 -10.83 -10.94

- (℃) 16.9 17.1 16.5 17.7 15.1 15.1

- (-) 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.09 0.12 0.16 0.15 0.14 0.14

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 23.5 25.5 24.6 23.2 25.1 24.9

調査項目 環境基準値
注1 単位

水位
注2

平成30年度

水温

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率

11/14 11/21 11/28 12/4 12/12 12/19

- (m) -11.03 -11.11 -11.18 -11.23 -11.28 -11.26

- (℃) 15.1 14.6 14.6 15.3 14.3 13.6

- (-) 8.0 8.0 8.0 8.1 7.9 8.0

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.13 0.17 0.13 0.15 0.13 0.18

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 23.6 23.2 24.6 24.2 23.2 23.3

調査項目 環境基準値
注1 単位

水位
注2

平成30年度

水温

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率
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表 4-2-1-1（3） 水質調査結果（地点 参 01） 

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

 
  

12/26 1/8 1/16 1/23 1/30 2/7

- (m) -11.29 -11.37 -11.42 -11.46 -11.50 -11.50

- (℃) 14.3 14.1 15.0 15.2 14.8 15.0

- (-) 8.0 8.0 8.0 8.4 8.0 8.0

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.14 0.16 0.17 0.12 0.16 0.11

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 24.6 23.2 23.3 22.3 24.1 23.1

調査項目 環境基準値
注1 単位

水位
注2

平成30年度

水温

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率

2/13 2/20 2/27 3/6 3/14 3/20 3/28

- (m) -11.55 -11.57 -11.60 -11.54 -11.15 -11.12 -11.19

- (℃) 15.0 16.9 16.0 15.7 16.8 17.0 16.5

- (-) 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 8.0 7.9

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.13 0.08 0.1 0.09 0.09 0.14 0.11

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 23.3 24.2 24.4 23.3 23.2 25.3 25.3

調査項目 環境基準値
注1 単位

水位
注2

平成30年度

水温

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率

4/3 4/10 4/18 4/25 5/9 5/15

- (m) -11.33 -11.45 -11.38 -11.43 -11.42 -11.47

- (℃) 16.3 14.0 17.2 17.0 16.3 17.8

- (-) 7.5 7.5 7.4 7.4 7.5 7.4

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.08 0.08 0.08 0.09 0.08 ＜0.08

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 24.8 24.1 24.3 24.7 24.9 24.8

調査項目 環境基準値
注1 単位

水位
注2

令和元年度

水温

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率
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表 4-2-1-1（4） 水質調査結果（地点 参 01） 

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

 
  

5/22 5/29 6/6 6/11 6/20 6/26

- (m) -11.03 -10.89 -11.01 -10.99 -10.43 -10.57

- (℃) 17.1 17.8 18.8 17.1 17.3 20.0

- (-) 7.3 7.3 7.7 7.8 7.8 7.9

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.08 ＜0.08 0.10 0.08 0.15 0.18

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 22.0 22.3 24.3 25.2 25.7 26.1

調査項目 環境基準値
注1 単位

水位
注2

令和元年度

水温

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率

7/3 7/10 7/18 7/25 8/1 8/7

- (m) -10.69 -10.32 -10.23 -10.25 -10.20 -10.29

- (℃) 17.0 18.5 17.1 19.1 18.7 19.0

- (-) 8.0 7.9 7.9 7.8 7.9 8.0

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.14 0.14 0.15 0.12 ＜0.08 ＜0.08

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 25.7 25.9 25.6 25.2 25.9 25.8

調査項目 環境基準値
注1 単位

水位
注2

令和元年度

水温

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率

8/22 8/27 9/5 9/12 9/19 9/26

- (m) -9.99 -10.18 -10.40 -10.52 -10.66 -10.69

- (℃) 17.9 18.0 17.5 18.4 17.7 18.8

- (-) 8.1 7.9 7.9 8.0 8.1 8.0

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.13 0.12 ＜0.08 0.11 0.12 0.14

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 26.6 26.5 26.0 25.7 26.7 26.7

調査項目 環境基準値
注1 単位

水位
注2

令和元年度

水温

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率
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表 4-2-1-1（5） 水質調査結果（地点 参 01） 

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

 
  

10/3 10/10 10/17 10/24 10/31 11/7

- (m) -10.76 -10.88 -9.85 -9.79 -9.91 -10.21

- (℃) 18.3 17.8 16.5 17.1 16.9 17.4

- (-) 8.0 8.1 8.0 7.9 7.9 7.9

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.14 ＜0.08 0.12 0.10 ＜0.08 0.14

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 25.3 25.4 26.7 27.0 25.7 26.0

調査項目 環境基準値
注1 単位

水位
注2

令和元年度

水温

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率

11/14 11/20 11/28 12/3 12/12 12/19

- (m) -10.36 -10.50 -10.55 -10.53 -10.58 -10.68

- (℃) 17.1 15.9 15.9 15.3 15.3 15.5

- (-) 7.8 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.09 0.09 ＜0.08 0.13 0.12 0.13

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 27.4 27.1 26.4 25.8 26.6 27.1

調査項目 環境基準値
注1 単位

令和元年度

水位
注2

水温

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率

12/23 1/9 1/16 1/23 1/30 2/6

- (m) -10.70 -10.72 -10.77 -10.81 -10.42 -10.60

- (℃) 15.0 15.1 15.5 16.0 15.8 16.0

- (-) 7.9 7.8 7.9 8.0 7.9 7.9

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.09 0.13 0.14 0.12 0.14 0.15

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 25.8 26.0 26.7 26.4 26.8 26.4

調査項目 環境基準値
注1 単位

令和元年度

水位
注2

水温

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率
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表 4-2-1-1（6） 水質調査結果（地点 参 01） 

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

 
  

2/14 2/20 2/27 3/6 3/12 3/19 3/26

- (m) -10.58 -10.52 -10.57 -10.67 -10.62 -10.56 -10.67

- (℃) 16.5 16.7 15.6 17.2 17.3 17.4 17.7

- (-) 8.0 7.9 7.9 7.9 8.0 7.9 7.9

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.08 0.12 ＜0.08 0.12 0.09 0.13 0.16

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 26.5 27.8 26.2 26.2 26.6 26.5 26.3

調査項目 環境基準値
注1 単位

令和元年度

水位
注2

水温

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重
金
属

等

電気伝導率

4/16 5/14 6/12 7/16 8/21 9/9

- (m) -10.17 -10.54 -10.83 -9.83 -10.54 -10.18

- (℃) 17.5 18.0 17.6 17.8 19.3 18.7

- (-) 7.9 7.9 8.0 7.8 7.8 7.7

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.09 0.16 0.11 0.11 0.16 0.15

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 24.9 26.0 25.8 24.5 24.7 24.3

調査項目 環境基準値
注1 単位

令和２年度

水位
注2

水温

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率

10/7 11/25 12/10 1/14 2/24 3/31

- (m) -10.88 -10.91 -11.08 -11.37 -11.29 -10.55

- (℃) 17.0 15.9 15.0 15.0 15.0 17.3

- (-) 7.8 7.8 7.8 7.8 7.9 7.8

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.12 0.14 0.12 0.21 0.13 0.16

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 26.1 26.3 25.1 25.3 25.1 25.2

調査項目 環境基準値
注1 単位

令和２年度

水位
注2

水温

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率
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表 4-2-1-2（1） 水質調査結果（地点 参 02） 

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

注 4: 着色した箇所は、基準値を超過したことを示す。 
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表 4-2-1-2（2） 水質調査結果（地点 参 02） 

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

注 4: 着色した箇所は、基準値を超過したことを示す。 
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表 4-2-1-2（3） 水質調査結果（地点 参 02） 

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

注 4: 着色した箇所は、基準値を超過したことを示す。 
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表 4-2-1-2（3） 水質調査結果（地点 参 02） 

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

注 4: 着色した箇所は、基準値を超過したことを示す。 
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表 4-2-1-2（4） 水質調査結果（地点 参 02） 

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

注 4: 着色した箇所は、基準値を超過したことを示す。 
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表 4-2-1-2（5） 水質調査結果（地点 参 02） 

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

注 4: 着色した箇所は、基準値を超過したことを示す。 
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表 4-2-1-3（1） 水質調査結果（地点 参 03） 

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

 
 

  

4/4 4/12 4/18 4/24 5/8 5/16

- (m) -4.35 -4.43 -4.08 -4.36 -4.16 -3.72

- (℃) 13.9 15.0 17.0 14.0 13.9 14.1

- (-) 6.9 7.1 6.8 6.8 6.9 6.9

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 61.8 58.8 52.6 61.4 64.4 63.0

調査項目 環境基準値
注1 単位

平成30年度

水位
注2

水温

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率

5/22 5/29 6/5 6/12 6/20 6/26

- (m) -4.18 -4.4 -4.4 -4.43 -4.58 -4.33

- (℃) 14.0 14.2 14.2 14.7 15.2 15.0

- (-) 7.0 7.0 7.0 7.1 7.0 6.8

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) ＜0.08 0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 63.8 63.2 59.9 59.0 57.5 56.4

調査項目 環境基準値
注1 単位

平成30年度

水位
注2

水温

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率

7/3 7/10 7/18 7/24 8/1 8/8

- (m) -4.57 -4.01 -4.5 -4.66 -4.71 -4.85

- (℃) 15.0 17.0 15.4 15.6 15.7 15.9

- (-) 6.9 7.0 7.0 7.1 7.0 6.9

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 57.2 57.1 58.4 56.1 54.0 54.2

調査項目 環境基準値
注1 単位

水位
注2

水温

平成30年度

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率
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表 4-2-1-3（2） 水質調査結果（地点 参 03） 

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

 
 

  

8/22 8/28 9/7 9/11 9/19 9/26

- (m) -5.03 -4.06 -3.67 -4.19 -4.56 -4.57

- (℃) 16.3 16.1 16.2 16.2 16.8 16.6

- (-) 7.0 7.0 6.9 7.0 6.9 7.0

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 0.08 ＜0.08 ＜0.08

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 53.7 54.8 55.4 57.7 61.0 61.8

調査項目 環境基準値
注1 単位

水位
注2

水温

平成30年度

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率

10/4 10/10 10/16 10/24 11/1 11/7

- (m) -3.68 -4.47 -4.8 -5.03 -5.21 -5.33

- (℃) 16.8 17.0 16.8 17.3 15.5 15.7

- (-) 7.0 6.9 6.9 6.9 6.9 7.0

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 61.8 62.2 51.8 58.4 58.2 56.2

調査項目 環境基準値
注1 単位

水位
注2

水温

平成30年度

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率

11/14 11/21 11/28 12/4 12/12 12/19

- (m) -5.41 -5.52 -5.6 -5.67 -5.71 -5.48

- (℃) 15.6 15.4 15.3 15.6 15.2 14.8

- (-) 7.1 7.0 7.1 7.1 7.1 7.0

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 0.1

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 54.1 51.9 51.2 49.5 50.2 49.5

調査項目 環境基準値
注1 単位

水位
注2

水温

平成30年度

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率
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表 4-2-1-3（3） 水質調査結果（地点 参 03） 

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

 
  

12/26 1/8 1/16 1/23 1/30 2/7

- (m) -5.54 -5.65 -5.71 -5.76 -5.82 -5.71

- (℃) 15.0 14.8 15.4 15.3 15.2 15.0

- (-) 7.4 7.1 7.1 8.0 7.2 7.1

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) ＜0.08 ＜0.08 0.09 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 48.8 46.9 46.7 25.1 46.2 46.2

調査項目 環境基準値
注1 単位

水位
注2

水温

平成30年度

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率

2/13 2/20 2/27 3/6 3/14 3/20 3/28

- (m) -5.66 -5.75 -5.74 -5.5 -4.7 -5.04 -5.3

- (℃) 15.0 15.1 15.0 15.0 14.6 15.0 14.7

- (-) 7.1 7.2 7.2 7.1 7.0 7.1 7.0

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 46.5 47.0 46.9 46.4 47.7 54.7 55.8

調査項目 環境基準値
注1 単位

水位
注2

水温

平成30年度

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率

4/3 4/10 4/18 4/25 5/9 5/15

- (m) -5.48 -5.59 -5.29 -5.4 -5.37 -5.5

- (℃) 14.3 13.7 14.5 14.7 13.7 15.0

- (-) 7.1 7.1 6.9 7.0 7.1 7.1

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 58.2 58.1 57.8 58.7 55.6 56.5

調査項目 環境基準値
注1 単位

水位
注2

水温

令和元年度

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率
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表 4-2-1-3（4） 水質調査結果（地点 参 03） 

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

 
  

5/22 5/29 6/6 6/11 6/20 6/26

- (m) -4.32 -4.77 -5.14 -5.06 -4.35 -4.74

- (℃) 14.8 14.9 15.0 14.8 15.3 15.1

- (-) 7.0 6.9 7.1 7.0 6.9 7.0

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 0.09

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 55.3 59.7 59.8 57.7 59.1 62.8

調査項目 環境基準値
注1 単位

水位
注2

水温

令和元年度

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率

7/3 7/10 7/18 7/25 8/1 8/7

- (m) -4.78 -4.28 -3.95 -4.34 -4.07 -4.57

- (℃) 16.9 15.1 15.7 15.9 16.2 15.9

- (-) 7.0 6.9 6.9 7.0 6.8 7.0

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 60.6 63.3 60.6 66.4 63.4 72.4

調査項目 環境基準値
注1 単位

水位
注2

水温

令和元年度

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率

8/22 8/27 9/5 9/12 9/19 9/26

- (m) -3.93 -4.26 -4.52 -4.58 -4.78 -4.62

- (℃) 16.4 16.1 16.4 16.5 16.5 16.8

- (-) 6.8 6.9 6.9 6.9 7.0 7.1

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 67.6 72.9 72.3 68.0 67.2 60.1

調査項目 環境基準値
注1 単位

水位
注2

水温

令和元年度

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率
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表 4-2-1-3（5） 水質調査結果（地点 参 03） 

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

 
  

10/3 10/10 10/17 10/24 10/31 11/7

- (m) -4.84 -4.95 -3.66 -3.53 -3.82 -4.25

- (℃) 17.1 17.0 16.9 17.0 17.0 17.0

- (-) 6.9 6.9 6.8 7.0 6.8 7.0

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 61.0 58.2 56.8 56.9 55.3 62.7

調査項目 環境基準値
注1 単位

水位
注2

水温

令和元年度

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率

11/14 11/20 11/28 12/3 12/12 12/19

- (m) -4.25 -4.28 -4.17 -3.98 -4.21 -4.37

- (℃) 16.9 16.5 16.4 16.3 16.1 16.1

- (-) 6.9 7.0 6.9 6.9 6.9 6.9

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 60.9 57.2 53.3 53.6 59.2 55.9

調査項目 環境基準値
注1 単位

水位
注2

水温

令和元年度

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率

12/23 1/9 1/16 1/23 1/30 2/6

- (m) -4.33 -4.29 -4.4 -4.51 -3.57 -4.13

- (℃) 15.9 14.9 15.6 15.1 15.1 15.0

- (-) 6.9 6.9 6.9 6.8 6.9 6.9

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 0.08

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 54.4 54.1 54.3 50.2 50.3 58.0

調査項目 環境基準値
注1 単位

水位
注2

水温

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率

令和元年度
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表 4-2-1-3（6） 水質調査結果（地点 参 03） 

 

 

 
注 1:「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値を記載した。 

注 2: 地盤面からの高さを示す。 

注 3:「＜」は未満を示す。 

 

2/14 2/20 2/27 3/6 3/12 3/19

- (m) -4.34 -3.99 -4.17 -4.36 -3.92 -4.11

- (℃) 15.1 14.9 14.6 14.9 14.5 14.6

- (-) 6.8 6.9 6.8 7.0 6.9 6.8

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 57.1 52.8 54.2 58.2 53.6 52.2

調査項目 環境基準値
注1 単位

水位
注2

水温

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率

令和元年度

3/26 4/16 5/14 6/12 7/16 8/21

- (m) -4.34 -3.65 -4.37 -4.63 -3.73 -4.6

- (℃) 14.7 14.8 14.9 15.1 15.6 16.7

- (-) 6.9 6.8 6.9 6.9 6.7 6.9

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) ＜0.08 ＜0.08 0.09 ＜0.08 ＜0.08 0.10

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 61.1 55.2 57.0 57.9 50.6 59.6

調査項目 環境基準値
注1 単位

令和２年度

水位
注2

水温

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率

9/9 10/7 11/25 12/10 1/14 2/24 3/31

- (m) -3.58 -4.75 -4.91 -5.15 -5.42 -5 -4.03

- (℃) 17.0 16.9 16.7 16.0 15.4 15.0 14.9

- (-) 7.1 7.0 6.8 7.0 7.0 6.9 6.9

カドミウム 0.003以下 (mg/L) ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003

六価クロム 0.05以下 (mg/L) ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

水銀 0.0005以下 (mg/L) ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005

セレン 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

鉛 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ヒ素 0.01以下 (mg/L) ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

ふっ素 0.8以下 (mg/L) 0.15 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08

ほう素 1以下 (mg/L) ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

- (mS/m) 51.6 55.3 52.8 54.0 50.5 50.7 50.3

調査項目 環境基準値
注1 単位

令和２年度

水位
注2

水温

水素イオン濃度(pH)

自

然

由
来

の

重

金
属

等

電気伝導率



5 その他特に実施した調査 

 

5-1 希少猛禽類の継続調査 

評価書において事後調査の対象とした鳥類（希少猛禽類）について、工事着手までの間の生息状

況を把握するため、継続調査を実施した。既往の調査で個体が確認された笛吹市地区や早川町地区

における計画路線（地上部）の計画地付近の対象ペアについて、調査を実施した。なお、本調査で

は、平成 30年度から令和２年度に完了する繁殖期の調査結果を記載した。 

 

5-1-1 調査項目 

オオタカ（笛吹市ペア）、イヌワシ（早川地区ペア）の生息状況とした。 

 

5-1-2 調査方法 

調査方法は表 5-1-2-1に示すとおりである。 

 

表 5-1-2-1 希少猛禽類の調査方法 

調査項目 調査方法 

希少猛禽類 

定点観察法 

事後調査の対象とした猛禽類のペアについて、工事着手前の生
息状況を把握することを目的として、設定した定点において８
から10倍程度の双眼鏡及び20から60倍程度の望遠鏡を用いて、
飛翔行動等を確認した。 

営巣地調査 
古巣及び営巣木の確認を目的として、生息の可能性が高い林内
を探索した。巣を確認した場合は、営巣木の位置、営巣木の状
況、巣の状況、周辺の地形や植生等を記録した。 

繁殖確認調査 

繁殖巣が特定された場合には、抱卵行動、育雛行動、雛の個体
数及び成長、巣立ちの時期について調査した。巣の見える位置
から８から 10倍程度の双眼鏡及び 20から 60倍程度の望遠鏡を
用いて、巣周辺を観察した。 

 

5-1-3 調査地点 

調査地点は、事後調査の対象とした猛禽類のペアの行動が確認できるように工事施工ヤードなど

事業地周辺に設定した。なお、設定にあたっては専門家から意見を聴取した。 
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5-1-4 調査期間 

調査期間は表 5-1-4-1に示すとおりである。 

 

表 5-1-4-1 希少猛禽類の調査期間 

調査項目 調査手法 調査実施日 

希少猛禽類 
定点観察法 
営巣地調査 
繁殖確認調査 

平成30年度 
繁殖期 

平成29年12月26日～28日 
平成30年１月15日～17日 
平成30年２月14日～16日、19日～21日 
平成30年３月12日～16日 
平成30年４月16日～20日 
平成30年５月１日～２日、８日、14日～16日、 

22日、25日、30日 
平成30年６月６日、11日～13日、20日 
平成30年７月４日、12日、18日、23日～27日 
平成30年８月13日～15日、21日～23日 
平成30年９月26日～28日 

令和元年度 
繁殖期 

平成30年12月25日～27日 
平成31年１月７日～９日 
平成31年２月12日～14日、20日～22日 
平成31年３月13日～15日、18日～20日 
平成31年４月８日～12日 
令和元年５月７日～９日 
令和元年５月16日、17日、23日、28日、29日 
令和元年６月４日、25日、10日～12日 
令和元年７月８日～10日、23日～25日 
令和元年８月19日～22日 
令和元年９月10日～12日 

令和２年度 
繁殖期 

令和元年12月24～26日 
令和２年１月20日～22日 
令和２年２月12日～14日、19日～21日 
令和２年３月９日～11日、17日～19日 
令和２年６月４日～７日、11日、18日、 

24日～26日、29日～30日 
令和２年７月１日、15日～17日、20日、 
      27日～29日 
令和２年８月18日～21日 
令和２年９月16日～９月18日 

注１：イヌワシペアの繁殖を確認したため、専門家の助言を踏まえ、幼鳥の巣立ち後の行動を確認するために、 

８月、９月に調査を実施した。 

注２：令和２年４月、５月は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止した。 

   また、専門家の助言を踏まえて、６月の調査を２回実施した。 

 

 

 

5-1-5 調査結果 

希少猛禽類の継続調査における確認状況は表 5-1-5-1に示すとおりである。なお、当該ペアにつ

いては事後調査を実施するまでの間、調査を継続的に行う予定である。 
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表 5-1-5-1（1） 希少猛禽類の確認状況（平成 30年 12月～令和２年８月） 

ペア名 確認状況 

オオタカ 

（笛吹市地区ペア） 

【平成 30年度】 
現地調査により飛翔を確認し、ディスプレイや巣材運び、交尾、餌運び

等も確認した。営巣地については、これまで過去に確認されている巣を利
用していた。幼鳥の飛翔や鳴き声を確認し、繁殖に成功したことを確認し
た。 
【令和元年度】 
現地調査により飛翔を確認し、交尾や巣材運び、餌運び等を確認した。

営巣地については、これまで過去に確認されている巣を利用していた。そ
の後の調査にて巣を確認したところ、巣材の積み増し、営巣木直下の糞の
付着などは確認したが親鳥の姿はなく、繁殖は失敗したと判断した。 

【令和２年度】 
現地調査により若鳥と考えられる個体、もしくは齢不明の個体の確認は

できたものの成鳥ペアの姿はなく、繁殖に失敗したと判断した。 

 

表 5-1-5-2（2） 希少猛禽類の確認状況（平成 30年 12月～令和２年９月） 

ペア名 確認状況 

イヌワシ 

（早川町地区ペア） 

【平成 30年度】 
 現地調査により飛翔を確認し、平成 26 年から出入りがみられる岩棚付
近で交尾を確認したほか、巣材運び等も確認した。営巣地に餌を運ぶ様子
を頻繁に確認し、その後の調査にて、巣内ではばたく幼鳥も確認した。し
かし、幼鳥が飛翔している状況は確認されなかった。 
【令和元年度】 
 現地調査により飛翔を確認し、平成 26 年から出入りがみられる岩棚付
近で交尾を確認したほか、巣材運び等も確認した。営巣地に餌を運ぶ様子
を確認し、その後の調査にて巣内ではばたく幼鳥も確認した。成長ペアと
ともに飛翔する幼鳥を確認されたことから繁殖に成功したことを確認し
た。 
【令和２年度】 
現地調査により飛翔を確認し、ディスプレイ、並びとまり等を確認した。

営巣地については、これまで過去に確認されている巣を利用していた。そ
の後の調査にて、営巣地上空に餌をもって飛翔するメス個体を確認し、そ
の後ろには、メス個体について飛翔する幼鳥を確認し、繁殖に成功したこ
とを確認した。 
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5-2 鳥類の確認調査 

 既往の調査で確認された鳥類（一般鳥類、希少猛禽類）について、工事前の生息状況を把握するため、

富士川町地区の保守基地、変電所、計画路線（地上部）の計画地付近を対象に、調査地域を設定した。 

 

5-2-1 調査項目 

富士川町地区の一般鳥類（ミゾゴイ）、希少猛禽類（サシバ）の生息状況とした。 

 

5-2-2 調査方法 

調査方法は、表 5-2-2-1に示すとおりである。 

 

表 5-2-2-1 調査方法 

調査項目 調査方法 

一般鳥類 ミゾゴイ 

営巣地確認調査 

過去に実施した、任意確認及びソングポスト調査
の結果をもとに、林内を踏査し、営巣地の絞込・営
巣木の確認を行った。営巣木が確認された場合に
は、営巣木を中心に巣の状況の把握を行った。 

食痕調査 

営巣地確認調査において確認した巣を対象に、巣
の利用状況を確認するために、周辺において糞やペ
リット等の痕跡確認を行った。痕跡確認にあたって
は、確認した営巣木の下に寒冷紗を設置した。 

生息状況確認調査 
営巣地確認調査において確認した巣周辺及び工

事計画地周辺等にセンサーカメラを設置し、工事計
画地内及び周辺のミゾゴイ生息状況を記録した。 

希少猛禽類 サシバ 

定点観察法 

工事着手までの間の生息状況を把握することを
目的として、設定した定点において８～10倍程度の
双眼鏡及び20～60倍程度の望遠鏡を用いて、飛翔行
動等を確認した。 

営巣地調査 

古巣及び営巣木の確認を目的として、生息の可能
性が高い林内を探索した。巣を確認した場合は、営
巣木の位置、営巣木の状況、巣の状況、周辺の地形
や植生等を記録した。 

繁殖確認調査 

繁殖巣が特定された場合には、抱卵行動、育雛行
動、雛の個体数及び成長、巣立ちの時期について調
査した。巣の見える位置から8～10倍程度の双眼鏡
及び20～60倍程度の望遠鏡を用いて、巣周辺を観察
した。 

 

5-2-3 調査地点 

調査地点は、自然環境の状況及び鳥類の利用状況等を考慮し、鳥類の現状を適切に把握することがで

きる地点に設定した。なお、設定にあたっては専門家から意見を聴取した。 
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5-2-4 調査期間 

調査期間は表 5-2-4-1に示すとおりである。 

 

表 5-2-4-1（1） 調査期間 

調査項目 調査手法 調査実施日 

ミゾゴイ 

営巣地確認調査 
食痕調査 

平成30年度 
繁殖期 

平成30年６月４日～５日、10日 
平成30年７月13日 
平成30年８月20日 

営巣地確認調査 
令和元年度 

繁殖期 
令和元年６月16日、19日、21日、 

26日、27日 

営巣地確認調査 
生息状況確認調査 

令和２年度 
繁殖期 

令和２年６月11日 
令和２年６月11日～７月８日 

 

表 5-2-4-1（2） 調査期間 

調査項目 調査手法 調査実施日 

サシバ 

定点観察法 
営巣地確認調査 

平成30年度 
繁殖期 

平成30年４月26日～28日 
平成30年５月23日～25日、31日 
平成30年６月１日、７日、８日、 

13日～16日 
平成30年７月３日、19日～21日 
平成30年８月１日～３日 

定点観察法 
営巣地確認調査 
繁殖確認調査 

令和元年度 
繁殖期 

平成31年４月８日～12日 
令和元年５月29日～31日 
令和元年６月５日、６日  
令和元年６月26日～28日 
令和元年７月４日 
令和元年７月17日～19日 
令和元年８月１日～３日 

定点観察法 
営巣地確認調査 
繁殖確認調査 

令和２年度 
繁殖期 

令和２年６月１日～５日、24日～27日 
令和２年７月７日、20日～22日 
令和２年８月５日～７日 

注１：令和２年４月、５月は、新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止した。 

 

5-2-5 調査結果 

確認状況は表 5-2-5-1に示すとおりである。なお、当該地区については、継続的に調査を行う予定で

ある。詳細については、希少種の保護の観点から非公開とした。 
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表 5-2-5-1（1） 確認状況 

調査項目 確認状況 

ミゾゴイ 

【平成 30年度】 
営巣地確認調査により、１箇所の巣と２箇所の古巣が確認さ

れた。巣では抱卵していると思われる成鳥を確認した。 
食痕調査ではヤマタニシやサワガニ、昆虫類等を確認した。ま
た、食痕調査時に巣内に幼鳥の姿を確認した。 

【令和元年度】 
営巣確認調査により、１箇所の巣が確認された。巣直下では

卵殻や糞が確認されたものの、その後再度調査した結果、巣内
に雛や痕跡などは確認されなかった。 

【令和２年度】 
営巣地確認調査による営巣地の特定には至らなかった。ま

た、生息状況を確認するためセンサーカメラを設置し、ミゾゴ
イの確認に努めたが、調査地域では確認されなかった。 

 

表 5-2-5-1（2） 確認状況 

調査項目 確認状況 

サシバ 

【平成 30年度】 
現地調査により富士川町内で 234例の飛翔を確認した。とま

りや急降下、鳴き声の他、交尾や巣材運び、餌運び等の繁殖行
動を確認した。７月の調査では幼鳥が飛翔する様子も確認さ
れ、繁殖が成功したことが確認された。 

【令和元年度】 
現地調査により富士川町内で 199例の飛翔を確認した。とま

りや急降下、鳴き声の他、巣材運びや餌運び等の繁殖行動を確
認した。７月の調査では幼鳥が飛翔する様子も確認され、繁殖
に成功したことを確認した。 

【令和２年度】 
現地調査により富士川町内で 146例の飛翔を確認した。とま

りや急降下、鳴き声の他、巣材運びや餌運び等の繁殖行動を確
認した。７月の調査では幼鳥が飛翔する様子も確認され、繁殖
に成功したことを確認した。 
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5-3 その他調査 

 

5-3-1 大気質・騒音・振動 

 

5-3-1-1 山梨県内高架橋ほか新設工事（利根川公園交差部） 

モニタリングについては地上区間全体の工事が最盛期となる時期に計画しているが、モニタリ

ングとは別に、その他調査として建設機械の稼働に係る大気質（二酸化窒素及び浮遊粒子状物質、

粉じん等）・騒音・振動に係る調査を本工事の最盛期となる令和２年度に実施した。測定場所を図

5-3-1-1-1、調査期間を表 5-3-1-1-1、調査結果を表 5-3-1-1-2に示す。 

なお、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質、粉じん等の春季、夏季については、令和 3年度に調査を

実施する計画である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-3-1-1-1 大気質、騒音、振動計測実施地点図 

 

表 5-3-1-1-1 調査期間 

調査項目 季節 調査期間 
調査期間中の 
主な工事内容 

調査時間帯 

建設機械の稼働 

（二酸化窒素及び 

浮遊粒子状物質） 

秋季 令和２年 11月 19日～25日 仮土留め工 - - 

冬季 令和３年２月８日～14日 
場所打ち杭工 

下部工 
- - 

建設機械の稼働 

（粉じん等） 

秋季 令和２年 10月 31日～11月 30日 仮土留め工 - - 

冬季 令和３年１月 30日～３月１日 
場所打ち杭工 

下部工 
- - 

建設機械の稼働 

に係る振動 
秋季 令和３年２月 26日  

場所打ち杭工 

下部工 
昼作業 7：00～19：00 

建設機械の稼働 

に係る振動 
冬季 令和３年２月 26日  

場所打ち杭工 

下部工 
昼作業 7：00～19：00 

 

 

計測実施地点（大気質） 

（本図は事業者の測量成果物を用いている） 

計測実施地点（騒音・振動） 
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表 5-3-1-1-2(1) 調査結果（二酸化窒素） 

調査地点 

有効

測定

日数 

測定 

時間 

期間 

平均値 

1時間値の 

最高値 

日平均値の 

最高値 

日平均値が

0.06ppmを超えた

日数とその割合 

日平均値が 0.04ppm 

以上 0.06ppm以下の 

日数とその割合 
基準注 1 

日 時間 ppm ppm ppm 日 ％ 日 ％ 

計測実施地点

（大気質） 
14 336 0.008 0.034 0.007 0 0 0 0 

日平均値の 

年間 98％値が 

0.06ppm以下 

注 1：環境基準の評価方法（長期的評価）を記載した。 

 

表 5-3-1-1-2(2) 調査結果（浮遊粒子状物質） 

調査地点 

有効 

測定 

日数 

測定 

時間 

期間 

平均

値 

1時間値の 

最高値 

日平均値の 

最高値 

1時間値が

0.20mg/m3 

を超えた時間数と 

その割合 

日平均値が

0.10mg/m3 

を超えた日数と 

その割合 

基準注1 

日 時間 mg/m3 mg/m3 mg/m3 時間 ％ 日 ％ 

計測実施地点

（大気質） 
14 336 0.011 0.034 0.019 0 0 0 0 

日平均値の 

年間 2％除外値 

が 0.10mg/m3 

以下 

注 1：環境基準の評価方法（長期的評価）を記載した。 

 

表 5-3-1-1-2(3) 調査結果（降下ばいじん量）注１ 

調査地点 
春季 夏季 秋季 冬季 

指標値注２ 
t/km2/月 t/km2/月 t/km2/月 t/km2/月 

計測実施地点（大気質） 1.25 0.89 - - 20t/km2/月 

注 1：調査結果は、バックグラウンド濃度と建設機械の稼働による寄与分の合計となる。 

注 2：パイクタイヤ粉じんにおける生活環境の保全が必要な地域の指標 20t/km2/月（「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関  

   する法律の施行について」（平成 2年環大自 84号））を、環境を保全するうえでの降下ばいじん量の目安とした。 

   なお、環境影響評価書では、建設機械の稼働による寄与分については、上記指標値から降下ばいじん量の比較的高い地域の

値である 10t/km2/月（平成 5年～平成 9年の全国の一般環境大気測定局における降下ばいじん量データの上位 2％除外値）を差

し引いた 10t/km2/月を、整合を図るべき基準等の参考値とした。 

 

表 5-3-1-1-2(4) 調査結果（建設機械の稼働に係る騒音） 

調査地点 

調査結果（dB）注１ 規制基準（dB）注２ 

昼間 

ＬA5 

夜間 

ＬA5 
指定建設作業 特定建設作業 

計測実施地点（騒音） 47 - 80 85 

 注 1：調査結果は騒音レベル LA5が、調査の時間帯で最大となった値を示す。 

 注 2：規制基準は以下の通りである。 

  指定建設作業：「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則」（平成 13年東京都）指定建設作業に適用する勧告基準 

  特定建設作業：「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」（昭和 43年厚生省・建設省告示） 
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表 5-3-1-1-2(5) 調査結果（建設機械の稼働に係る振動） 

調査地点 

調査結果（dB）注１ 規制基準（dB）注２ 

昼間 

Ｌ10 

夜間 

Ｌ10 
指定建設作業 特定建設作業 

計測実施地点（振動） 33 - 65 70 

 注 1：調査結果は振動レベル L10が、調査の時間帯で最大となった値を示す。 

 注 2：規制基準は以下の通りある。 

  指定建設作業：「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則」（平成 13年東京都）指定建設作業に適用する勧告基準 

  特定建設作業：「振動規制法施行規則」（昭和 51年総理府令第 58号）「特定建設作業の規制に関する基準」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-3-3 



5-3-2水資源（地下水） 

 

5-3-2-1 山梨県内高架橋ほか新設工事（利根川公園交差部） 

令和２年度の本工事においては、地上区間全体のモニタリングとは別に、その他調査として作業

内容に応じて適宜、水資源（地下水）の計測（水位、pH、電気伝導率）を実施し、結果を確認しな

がら工事を進めた。計測地点を図 5-3-2-1-1、調査結果を表 5-3-2-1-1、表 5-3-2-1-2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
表 5-3-2-1-1 調査結果（水位） 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地
点
番
号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査
年度 

9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

01 富
士
川
町 

個人井戸 
水量 

（L/min） 
R2 

32.7 31.2 32.0 29.9 30.1 27.7 27.3 

02 共同井戸 338.7 375.3 375.0 409.7 351.1 384.5 365.4 

地点番号 02 

地点番号 01 

（本図は事業者の測量成果物を用いている） 

図 5-3-2-1-1 水資源（地下水）計測実施地点図 
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表 5-3-2-1-2 調査結果（水質） 

  
 注 1：「＞50」は、透視度が最大値 50㎝を超過したことを示す。 
 注 2： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地
点
番
号 

市
町
村 

地点 調査項目 
調査 
年度 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

01 

富
士
川
町 

個人井戸 

水温 
（℃） 

R2 

18.4 18.1 17.5 17.3 17.0 17.5 18.0 

pH 7.2  7.3  7.0  7.2  6.9  7.0  6.9  

透視度 
（㎝） 

＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

電気伝導率 
（mS/m） 

24.8 27.7 20.2 20.4 20.9 19.8 20.8 

02 共同井戸 

水温 
（℃） 

17.3 17.6 16.3 15.0 14.0 16.5 17.3 

pH 7.4  7.5  7.3  7.2  7.3  7.8  7.6  

透視度 
（㎝） 

＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 ＞50 

電気伝導率 
（mS/m） 

32.4 29.0 28.2 28.4 29.3 28.6 29.7 
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6 環境保全措置の実施状況（工事別） 

 
 環境保全措置の実施状況を工事別に示す。 

 

6-1 高架橋新設（臼井阿原地内） 
 高架橋新設（臼井阿原地内）工事における環境保全の計画に対する平成 30 年度から令和２年度まで

の環境保全措置の実施状況を、表 6-1-1～表 6-1-5、写真 6-1-1～写真 6-1-11、図 6-1-1～図 6-1-4に

示す。 

 なお、動物・植物・生態系に係る環境保全措置の詳細については、希少種保護の観点から非公開と

する。 

表 6-1-1(1) 環境保全措置の実施状況 

 

  

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 

排出ガス対策型建設

機械の採用 

排出ガス対策型建設機械を採用

している。 

写真 6-1-1 

表 6-1-2 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質、粉

じん等） 

・騒音 

・振動 

・温室効果ガス 

工事規模に合わせた

建設機械の設定 

作業平面図を用いて適正な規格・

台数の重機を使用する計画を立

て、実施している。 

 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 

・騒音 

・振動 

建設機械の使用時に

おける配慮 

新規入場者教育及び日々の作業

打合せで、高負荷運転の防止、ア

イドリングストップ等を指導し

ている。 

写真 6-1-2 

図 6-1-1 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 

・騒音 

・振動 

・温室効果ガス 

建設機械の点検及び

整備による性能維持 

法令に定められた点検・整備のほ

か、日々の点検を実施している。 

写真 6-1-3 

図 6-1-1 

図 6-1-2 
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表 6-1-1(2) 環境保全措置の実施状況 

  

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 

・騒音 

・振動 

・温室効果ガス 

工事従事者への講

習・指導 

点検・整備、環境負荷低減を考慮

した運転等について、講習・指導

を行っている。 

写真 6-1-4 

図 6-1-1 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質、粉

じん等） 

・騒音 

・振動 

工事の平準化 
偏った施工とならないよう、工事

を平準化している。 
 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 

・騒音 

・振動 

・温室効果ガス 

資材及び機械の運搬

に用いる車両の点検

及び整備による性能

維持 

法令に定められた点検・整備のほ

か、日々の点検を実施している。 
図 6-1-1 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 

・騒音 

・振動 

資材及び機械の運搬

に用いる車両の運行

計画の配慮 

計画的に車両を運行し、運行時期

や時間を集中させないようにし

ている。 

 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 
・騒音 
・振動 

環境負荷低減を意識

した運転の徹底 

新規入場者教育及び日々の作業

打合せで、法定速度遵守、アイド

リングストップ、エコドライブ等

を指導している。 

写真 6-1-2 

写真 6-1-4 

図 6-1-1 

図 6-1-4 
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表 6-1-1(3) 環境保全措置の実施状況 

  

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・大気質（粉じん等） 

工事現場の清掃及び

散水 

定期的に工事現場の清掃を行っ

ている。 

作業状況に応じて周辺道路の清

掃及び散水を実施している。 

また、発生土に粉じん防止剤(フ

ライネット R)を散布し粉じんの

抑制を行った。 

写真 6-1-5 

写真 6-1-6 

仮囲いの設置 
工事施工ヤードの周囲に仮囲い

を設置している。 
写真 6-1-7 

図 6-1-4 

荷台への防じんシー

ト敷設及び散水 
発生土の積込を行う工事を実施

していない。 
 

資材及び機械の運搬

に用いる車両の出入

り口、周辺道路の清

掃及び散水、タイヤ

の洗浄 

作業状況に応じて、車両出入口、

周辺道路の清掃及び散水、タイヤ

洗浄を実施している。 

写真 6-1-8 

・騒音 
・振動 

低騒音・低振動型建

設機械の採用 

低騒音型建設機械を採用してい

るが、低振動型建設機械の手配が

困難であり、できるだけ型式の新

しい機械を採用している。 
低振動型建設機械の流通台数が

増加し、手配が可能になれば採用

する。 

写真 6-1-1 

表 6-1-3 

・騒音 

仮囲い・防音シート

等の設置による遮音

対策 

工事施工ヤードの周囲に仮囲い

を設置している。 

なお、仮囲いの高さは住居等周辺

環境を考慮し、3.0ｍとしている。

また、3.0ｍの仮囲い上部に防音

シートを設置している。 

写真 6-1-7 
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表 6-1-1(4) 環境保全措置の実施状況 

  

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・水の濁り 
・水の汚れ 

工事排水の適切な処

理 

工事施工ヤードに濁水処理施設及

び沈砂池を設置した。今後、工事排

水を適切に処理する計画である。 

写真 6-1-9 

表 6-1-5 

図 6-1-3 

・水の濁り 
・水の汚れ 

工事排水の監視 
工事排水の水質を監視している。 
工事排水を放流する河川の水質の

モニタリングを実施している。 

3-1 

表 6-1-5 

処理施設の点検・整

備による性能維持 
処理装置の点検・整備を確実に行い

性能を維持している。 
 

・日照阻害 

鉄道施設（嵩上式）

の構造物の形式・配

置等の工夫 

高架橋の設計において径間約 34ｍ

の桁式高架橋を採用し、桁下空間を

確保することで日照阻害の影響を

低減する計画としている。 

 

・文化財 
遺跡の発見に伴う届

出 

工事施工ヤードにおいて、新たに遺

跡が発見された場合にはその旨を

教育委員会へ届出する計画として

いる。 

 

・景観 構造物の形状の配慮 

社外の有識者による景観検討会に

おいて検討した内容を橋脚、橋側歩

道の形状及び桁構造に反映するこ

とで、景観等への影響を低減する計

画としている。 

 

・人と自然との触 

れ合いの活動の 

 場 

鉄道施設の形状等の

工夫による近傍の風

景への調和の配慮 

社外の有識者による景観検討会に

おいて検討した内容を橋脚、橋側歩

道の形状及び桁構造に反映するこ

とで、近傍の風景への変化を低減す

る計画としている。 
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表 6-1-1(5) 環境保全措置の実施状況 

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・廃棄物等 

建設発生土の再利用 
発生土を公共事業等へ運搬し、

活用している。 
 

建設汚泥の脱水処理 
建設汚泥の脱水処理を行ってい

る。 
 

発生土を有効利用す

る事業者への土壌汚

染に関する情報提供 

発生土を有効利用する事業者に

発生土の自然由来重金属の含有

状況等に係る情報提供を徹底し

ている。また、動植物の重要な生

息地・生育地や自然度の高い区域

等の改変を防止するための措置

についても情報提供を行ってい

る。 

 

・廃棄物等 
・温室効果ガス 

副産物の分別、再資

源化 

木くずやコンクリートガラが発

生する場合には、分別し、適正に

処分する計画である。 

7-1 

写真 6-1-10 

・温室効果ガス 

低炭素型建設機械の

採用 

低炭素型建設機械の手配が困難

であり、国土交通省の燃費基準値

を参考に、認定された建設機械や

基準に近い性能を有する建設機

械を採用している。 

低炭素型建設機械の流通台数が

増加し、手配が可能になれば採用

する。  

 

 

高負荷運転の抑制 

新規入場者教育及び日々の作業

打合せで、高負荷運転の抑制を指

導している。 

写真 6-1-4 

図 6-1-1 

低燃費車種の選定、

積載の効率化、運搬

計画の合理化による

運搬距離の最適化 

できるだけ低燃費車種を採用し

ている。 

積込機械による積込回数を予め

定め、効率的な積載量としてい

る。 

運行台数の上限を定め、計画的に

車両を運行している。 

写真 6-1-11 

表 6-1-4 

6-1-5 



 

 
  

 

 

写真6-1-1 排出ガス対策型・低騒音型 

建設機械の採用 
写真6-1-2 建設機械の使用時における配慮 

 

 

写真6-1-3 建設機械の点検・整備 写真6-1-4 工事従事者への講習・指導 

 

 

写真6-1-5 工事現場の清掃 写真6-1-6 粉じん飛散防止剤散布 
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写真6-1-7 仮囲いの設置 写真6-1-8（1） タイヤの洗浄 

  

写真6-1-8（2） タイヤ洗浄（湿式スパッツ） 写真6-1-9 濁水処理設備 

  

写真6-1-10 建設副産物の分別・再資源化 写真6-1-11 低燃費車種の選定 
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表 6-1-2 排出ガス対策型建設機械採用実績（一例） 

特定特殊自動車の 

車名及び型式 

特定原動機の 

名称及び型式 
機種 

適用区分 

環境省 国交省 

キャタピラー 

ジャパン㈱ 
314E 

キャタピラー 
ショベル・ローダ 

2011年 

基準適合車 
― 

WDP-C4.4 

キャタピラー 

ジャパン㈱ 
325FLCR 

キャタピラー 
ショベル・ローダ 

2014年 

基準適合車 
― 

YDR-C4.4 

キャタピラー 

ジャパン㈱ 
320D 

キャタピラー 
バックホウ ― 

第 2次基準 

適合車 3066-E3T 

コベルコ 

建機㈱ 
EDR-YB05 

日野 
ショベル・ローダ 

2006年 

基準適合車 
― 

J05E-TA 

 
表 6-1-3 低騒音型建設機械採用実績（一例） 

指定番号注１ 機種 型式 諸元 

5017 バックホウ 314E CR 山積容量 0.45m3 平積容量 0.34m3 

5906 バックホウ 325FL CR  山積容量 0.9m3 平積容量 0.7m3 

3347 バックホウ 320D 山積容量 0.8m3 平積容量 0.6m3 

3851 バックホウ SK225SR 山積容量 0.8m3 平積容量 0.59m3 

注１:指定番号：環境省より指定されている低騒音型建設機械を示す。 

 
表 6-1-4 工事用車両における低燃費車種の採用実績（一例） 

社名 
通称名 最大積載量 燃費 燃費基準 

達成レベル注１ 車種 型式 （kg） （km/L） 

日野自動車㈱ ４t ﾀﾞﾝﾌﾟ BKG-FC7JCYA 4,275 7.30 100 

注１:燃費基準達成レベルは「自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領（平成 16年国土交通省告示 

第 61号）」に基づき、燃費性能を評価しており「100」以上の数値で平成 27年度燃費基準を満足している 

ことを示す。 
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表 6-1-5 工事排水の監視（pH、ss、水温）（記入様式） 
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図 6-1-1 新規入場者教育資料（臼井阿原）（一部抜粋） 
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※建設機械においては上表を用いて作業開始前に毎日点検を実施している 

図 6-1-2 建設機械点検表（記入様式一例） 

現場名

年 月 機械名

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

2.　処理欄には不良の場合の状況及び不良箇所の是正を明記すること。 年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日付

　　　　点検項目

車両系建設機械
中央新幹線山梨県内高架橋ほか新設 田富工区

令和

灯火装置は、点灯するか。

冷却水の水量、漏れはないか

ラジエター、ホース、ファンに損傷、汚れ、洩れはないか

オイル系統に油量、汚れ、洩れはないか

吸排水器管のゆるみ、ガス漏れ、異音はないか

エアエレメントに損傷、汚れはないか

始動性はよいか

クラッチの作動、滑りはよいか

コントロール装置に損傷、がた、ゆるみはないか

フットブレーキ、駐車ブレーキの作動、汚れ、がた、損傷はないか

散水装置のつまりはないか

持込み受理証、取扱い責任者の表示はしてあるか

処理

1.　評価欄記号　○・異常なし、×修理・交換・調整を要す。

西暦 2017

点検者
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図 6-1-3 工事施工ヤード設備配置図 

 

（本図は事業者の測量成果物を用いている） 
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図 6-1-4 運搬計画打合せ資料（臼井阿原地内） 

 
 



6-2 高架橋新設（利根川公園交差部） 
 高架橋新設（利根川公園交差部）工事における環境保全の計画に対する平成 30 年度から令和２年度

の環境保全措置の実施状況を、表 6-2-1～表 6-2-5、写真 6-2-1～写真 6-2-11、図 6-2-1～図 6-2-5に

示す。 

 なお、動物・植物・生態系に係る環境保全措置の詳細については、希少種保護の観点から非公開と

する。 

表 6-2-1(1) 環境保全措置の実施状況 

 

  

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 
排出ガス対策型建設

機械の採用 
排出ガス対策型建設機械を採用

している。 
写真 6-2-1 

表 6-2-2 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質、粉

じん等） 
・騒音 
・振動 
・温室効果ガス 

工事規模に合わせた

建設機械の設定 

作業平面図を用いて適正な規格・

台数の重機を使用する計画を立

て、実施している。 
 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 
・騒音 
・振動 

建設機械の使用時に

おける配慮 

新規入場者教育及び日々の作業

打合せで、高負荷運転の防止、ア

イドリングストップ等を指導し

ている。 

写真 6-2-2 

図 6-2-1 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 
・騒音 
・振動 
・温室効果ガス 

建設機械の点検及び

整備による性能維持 
法令に定められた点検・整備のほ

か、日々の点検を実施している。 

写真 6-2-3 

図 6-2-1 

図 6-2-2 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 
・騒音 
・振動 
・温室効果ガス 

工事従事者への講

習・指導 

点検・整備、環境負荷低減を考慮

した運転等について、講習・指導

を行っている。 
工事区域外への立入禁止やゴミ

捨て禁止等について、講習・指導

を行っている。 

写真 6-2-4 

図 6-2-1 

6-2-1 



表 6-2-1(2) 環境保全措置の実施状況 

  

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質、粉

じん等） 

・騒音 

・振動 

・景観 

・人と自然との触れ合

いの活動の場 

工事の平準化 
偏った施工とならないよう、工事

を平準化している。 
 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 

・騒音 

・振動 

・温室効果ガス 

資材及び機械の運搬

に用いる車両の点検

及び整備による性能

維持 

法令に定められた点検・整備のほ

か、日々の点検を実施している。 

図 6-2-1 

写真 6-2-5 

 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 

・騒音 

・振動 

・景観 

・人と自然との触れ合

いの活動の場 

資材及び機械の運搬

に用いる車両の運行

計画の配慮 

計画的に車両を運行し、運行時期

や時間を集中させないにしてい

る。 

 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 

・騒音 

・振動 

環境負荷低減を意識

した運転の徹底 

新規入場者教育及び日々の作業

打合せで、法定速度遵守、アイド

リングストップ、エコドライブ等

を指導している。 

写真 6-2-2 

写真 6-2-4 

図 6-2-1 

図 6-2-5 

6-2-2 



表 6-2-1(3) 環境保全措置の実施状況 

  

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・大気質（粉じん等） 

工事現場の清掃及び

散水 

定期的に工事現場の清掃を行っ

ている。 

作業状況に応じて周辺道路の清

掃及び散水を実施している。 

写真 6-2-6 

仮囲いの設置 
工事施工ヤードの周囲に仮囲い

を設置している。 

写真 6-2-7 

図 6-2-4 

荷台への防じんシー

ト敷設及び散水 

発生土積込後、ダンプトラック荷

台に防じんシートを敷設し飛散

防止を行った。 

写真 6-2-8 

資材及び機械の運搬

に用いる車両の出入

り口、周辺道路の清

掃及び散水、タイヤ

の洗浄 

作業状況に応じて、車両出入口、

周辺道路の清掃及び散水、タイヤ

洗浄を実施している。 

写真 6-2-9 

粉塵防止剤の散布 

発生土に粉じん防止剤(フライネ

ット R)を散布し粉じんの抑制を

行った。 

写真 6-2-10 

・騒音 

・振動 

低騒音・低振動型建

設機械の採用 

低騒音型建設機械を採用してい

るが、低振動型建設機械の手配が

困難であり、できるだけ型式の新

しい機械を採用している。 

低振動型建設機械の流通台数が

増加し、手配が可能になれば採用

する。 

写真 6-2-1 

表 6-2-3 

・騒音 

仮囲い・防音シート

等の設置による遮音

対策 

工事施工ヤードの周囲に仮囲い

を設置している。 

なお、仮囲いの高さは住居等周辺

環境を考慮し、3.0ｍとしている。 

写真 6-2-7 

6-2-3 



表 6-2-1(4) 環境保全措置の実施状況 

  

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・水の濁り 

・水の汚れ 
工事排水の適切な処理 

工事施工ヤードに濁水処理施設及

び沈砂池を設置している。また、工

事排水の処理を計画している。 

写真 6-2-11 

表 6-2-5 

図 6-2-3 

・水の濁り 

・水の汚れ 

工事排水の監視 

工事排水の水質を監視している。 

工事排水を放流する河川の水質の

モニタリングを実施している。 

3-1 

表 6-2-5 

処理装置の点検・整備に

よる性能維持 

処理装置の点検・整備を確実に行い

性能を維持している。 
 

・日照阻害 

鉄道施設（嵩上式）の構

造物の形式・配置等の工

夫 

高架橋の設計において径間約 38ｍ

の桁式高架橋を採用し、桁下空間を

確保することで日照阻害の影響を

低減する計画としている。 

 

・電波障害 

鉄道施設（嵩上式、駅）

の構造物の形式・配置等

の工夫 

高架橋の設計において径間約 38ｍ

の桁式高架橋を採用し、桁下空間を

確保することで、電波障害の影響を

低減する計画としている。 

 

・文化財 
適切な構造及び工法の採

用 

工事施工ヤードでは、必要により仮

設物の設置等を避けることで文化

財への影響を低減する計画として

いる。 

 

・文化財 
試掘・確認調査及び発掘

調査の実施 

事前に埋蔵文化財の範囲及び性格

等を明らかにし、自治体等関係機関

との調整の上、必要となる届出を行

い、試掘・確認調査を実施したうえ

で、必要により文化財としての価値

を後世に継承するために発掘調査

を実施した。これらにより文化財が

記録保存された。 
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表 6-2-1(5) 環境保全措置の実施状況 

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・文化財 遺跡の発見に伴う届出 

工事施工ヤードにおいて、新た

に遺跡が発見された場合にはそ

の旨を教育委員会へ届出する計

画としている。 

 

・景観 構造物の形状の配慮 

社外の有識者による景観検討会

において検討した内容を橋脚、

橋側歩道の形状及び桁構造に反

映することで、景観等への影響

を低減する計画としている。 

 

・人と自然との触 

れ合いの活動の 

場 

鉄道施設の形状等の工

夫による近傍の風景へ

の調和の配慮 

社外の有識者による景観検討会

において検討した内容を橋脚、

橋側歩道の形状及び桁構造に反

映することで、近傍の風景への

変化を低減する計画としてい

る。 

 

・廃棄物等 

建設発生土の再利用 
発生土を公共事業等へ運搬し、

活用している。 
 

建設汚泥の脱水処理 
建設汚泥の脱水処理を行ってい

る。 
 

発生土を有効利用する

事業者への土壌汚染に

関する情報提供 

発生土を有効利用する事業者に

発生土の自然由来重金属の含有

状況等に係る情報提供を徹底し

ている。また、動植物の重要な

生息地・生育地や自然度の高い

区域等の改変を防止するための

措置についても情報提供を行っ

ている。 
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表 6-2-1(6) 環境保全措置の実施状況 

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・廃棄物等 
・温室効果ガス 

副産物の分別、再資源化 
木くずやコンクリートガラを分

別し、適正に処分している。 
7-1 

写真 6-2-12 

・温室効果ガス 

低炭素型建設機械の採

用 

低炭素型建設機械の手配が困難

であり、国土交通省の燃費基準値

を参考に、認定された建設機械や

基準に近い性能を有する建設機

械を採用している。 
低炭素型建設機械の流通台数が

増加し、手配が可能になれば採用

する。  
 

 

高負荷運転の抑制 
新規入場者教育及び日々の作業

打合せで、高負荷運転の抑制を指

導している。 

写真 6-2-4 

図 6-2-1 

低燃費車種の選定、積載

の効率化、運搬計画の合

理化による運搬距離の

最適化 

できるだけ低燃費車種を採用し

ている。 
積込機械による積込回数を予め

定め、効率的な積載量としてい

る。 
運行台数の上限を定め、計画的に

車両を運行している。 

写真 6-2-13 

表 6-2-4 

6-2-6 



 

 
  

 

 

写真6-2-1 排出ガス対策型・低騒音型 

建設機械の採用 
写真6-2-2 建設機械の使用時における配慮 

 

 

写真6-2-3 建設機械の点検・整備 写真6-2-4 工事従事者への講習・指導 

  

写真6-2-5 車両点検・整備状況 写真6-2-6 工事現場の清掃 

6-2-7 



 

 
  

  

写真6-2-7 仮囲い設置 写真6-2-8 防塵シート設置 

  

写真6-2-9（1） タイヤ洗浄 写真6-2-9（2） タイヤ洗浄(湿式スパッツ) 

  

写真6-2-10 粉じん飛散防止剤散布 写真6-2-11 濁水処理設備 

6-2-8 



 

 

 
  

  

写真6-2-12 建設副産物の分別・再資源化 写真6-2-13 低燃費車種の選定 
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表 6-2-2 排出ガス対策型建設機械採用実績（一例） 

特定特殊自動車の 

車名及び型式 

特定原動機の 

名称及び型式 
機種 

適用区分 

環境省 国交省 

(株)小松製鉄所 HB205-1 
コマツ 

ショベル・ローダ 
2006年 

基準適合車 
― 

SAA4D107E-1-A 

(株)小松製鉄所 PC128US-11 
コマツ 

ショベル・ローダ 
2014年 

基準適合車 
― 

SAA4D95LF-7A 

コベルコ 

建機㈱ 
SK225-SR-5 

日野 
ショベル・ローダ 

2014年 

基準適合車 
― 

JO5E-UM 

㈱タダノ GR-600N-1 
UDトラックス 

ホイールクレーン ― 
第 2次基準 

適合車― 2A-GE13C 

 
表 6-2-3 低騒音型建設機械採用実績（一例） 

指定番号注１ 機種 型式 諸元 

4539 バックホウ HB205-1 山積容量 0.8m3 平積容量 0.6m3 

5772 バックホウ PC128US-11 山積容量 0.45m3 平積容量 0.35m3 

297 バックホウ PC120-6E 山積容量 0.5m3 平積容量 0.39m3 

2311 ホイールクレーン GR-600N-1 吊上能力 60ｔ×2.8ｍ 

注１：指定番号は環境省より指定されている低騒音型建設機械を示す。 

 
表 6-2-4 工事用車両における低燃費車種の採用実績（一例） 

社名 
通称名 最大積載量 燃費 燃費基準 

達成レベル注１ 車種 型式 （kg） （km/L） 

いすゞ自動車㈱ ３t ﾀﾞﾝﾌﾟ TKG-NKR85AD 2.999 10.6 102 

注１：燃費基準達成レベルは「自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領（平成 16年国土交通省告示 

   第 61号）」に基づき、燃費性能を評価しており「100」以上の数値で平成 27年度燃費基準を満足してい 

   ることを示す。 
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表 6-2-5 工事排水の監視（pH、ss、水温）（記入様式） 
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図 6-2-1 新規入場者教育資料（利根川公園交差部）（一部抜粋） 
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※建設機械においては上表を用いて作業開始前に毎日点検を実施している 
図 6-2-2 建設機械点検表（記入様式一例） 

 



 

 

 

図 6-2-3 発生土の自然由来の重金属等及び酸性化可能性に関する濃度計量証明書（一例） 
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図 6-2-4 工事施工ヤード設備配置図 

 

（本図は事業者の測量成果物を用いている） 
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図 6-2-5 運転計画打合わせ資料（一例） 
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6-3 第四南巨摩トンネル（東工区） 
 第四南巨摩トンネル新設（東工区）工事における環境保全の計画に対する平成 30 年度から令和２年

度の環境保全措置の実施状況を、表 6-3-1～表 6-3-5、写真 6-3-1～写真 6-3-9、図 6-3-1～図 6-3-4

に示す。 

 なお、動物・植物・生態系に係る環境保全措置の詳細については、希少種保護の観点から非公開と

する。 

表 6-3-1(1) 環境保全措置の実施状況 

 

  

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 
排出ガス対策型建設

機械の採用 
排出ガス対策型建設機械を採用

している。 
写真 6-3-1 

表 6-3-2 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質、粉

じん等） 
・騒音 
・振動 
・温室効果ガス 

工事規模に合わせた

建設機械の設定 

作業平面図を用いて適正な規格・

台数の重機を使用する計画を立

て、実施している。 
 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 
・騒音 
・振動 

建設機械の使用時に

おける配慮 

新規入場者教育及び日々の作業

打合せで、高負荷運転の防止、ア

イドリングストップ等を指導し

ている。 

図 6-3-1 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 
・騒音 
・振動 
・温室効果ガス 

建設機械の点検及び

整備による性能維持 
法令に定められた点検・整備のほ

か、日々の点検を実施している。 

写真 6-3-2 

図 6-3-1 

図 6-3-2 

6-3-1 



表 6-3-1(2) 環境保全措置の実施状況 

  

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 
・騒音 
・振動 
・温室効果ガス 
・動物 
・植物 
・生態系 

工事従事者への講

習・指導 

点検・整備、環境負荷低減を考慮

した運転等について、講習・指導

を行っている。 
工事区域外への立入禁止やゴミ

捨て禁止等について、講習・指導

を行っている。 

写真 6-3-3 

図 6-3-1 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質、粉

じん等） 
・騒音 
・振動 
・景観 

工事の平準化 
偏った施工とならないよう、工事

を平準化している。 
 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 
・騒音 
・振動 
・温室効果ガス 

資材及び機械の運搬

に用いる車両の点検

及び整備による性能

維持 

法令に定められた点検・整備のほ

か、日々の点検を実施している。 
写真 6-3-4 

図 6-3-1 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 
・騒音 
・振動 
・景観 

資材及び機械の運搬

に用いる車両の運行

計画の配慮 

計画的に車両を運行し、運行時期

や時間を集中させないようにし

ている。 
図 6-3-4 

6-3-2 



表 6-3-1(3) 環境保全措置の実施状況 

  

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 
・騒音 
・振動 

環境負荷低減を意識

した運転の徹底 

新規入場者教育及び日々の作業

打合せで、法定速度遵守、アイド

リングストップ、エコドライブ等

を指導している。 

写真 6-3-3 

図 6-3-1 

図 6-3-4 

・大気質（粉じん等） 

工事現場の清掃及び

散水 

定期的に工事現場の清掃を行っ

ている。また、敷鉄板設置により

粉じん抑制を行っている。 

写真 6-3-5 

写真 6-3-6 

仮囲いの設置 
今後、工事施工ヤードの周囲に仮

囲いを設置する計画としている。 
図 6-3-3 

資材及び機械の運搬

に用いる車両の出入

り口、周辺道路の清

掃及び散水、タイヤ

の洗浄 

作業状況に応じて、車両出入口、

周辺道路の清掃及び散水、タイヤ

洗浄を実施している。 

写真 6-3-5 

写真 6-3-6 

写真 6-3-7 

・騒音 
・振動 

低騒音・低振動型建

設機械の採用 

低騒音型建設機械を採用してい

るが、低振動型建設機械の手配が

困難であり、できるだけ型式の新

しい機械を採用している。 
低振動型建設機械の流通台数が

増加し、手配が可能になれば採用

する。 

写真 6-3-1 

表 6-3-3 

・騒音 
仮囲い・防音シート

等の設置による遮音

対策 

今後、工事施工ヤードの周囲に仮

囲いを設置する計画としている。 
図 6-3-3 

・水の濁り 
・水の汚れ 

工事排水の適切な処

理 

工事施工ヤードに沈砂池を設置

し、工事排水を適切に処理する計

画としている。 

表 6-3-5 

図 6-3-3 

6-3-3 



表 6-3-1(4) 環境保全措置の実施状況 

 

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・水の濁り 
・水の汚れ 

工事排水の監視 

沈砂池設置後、工事排水の水質の

監視を予定している。 
なお工事排水を放流する河川の

水質のモニタリングを実施する

計画としている。 

資料編 3-1 

表 6-3-5 

・動物 
・生態系 
 

小動物が脱出可能な

側溝の設置 

工事施工ヤードの周囲に設置し

た仮囲いに、小動物が脱出可能な

設備を設置する計画としている。 
 

防音シート、低騒

音・低振動型の建設

機械の採用 

今後、工事施工ヤードの周囲に仮

囲いの設置を予定している。低騒

音型建設機械を採用しているが、

低振動型建設機械の手配が困難

であり、できるだけ型式の新しい

機械を採用している。 
低振動型建設機械の流通台数が

増加し、手配が可能になれば採用

する。 

写真 6-3-1 

表 6-3-3 

資材運搬等の適正化 

工事の平準化を図ることで、工事

用車両の集中を回避し、交通量を

平準化している。 
 

・動物 
・植物 
・生態系 

汚染処理施設及び仮

設 
沈砂池の設置 

工事施工ヤードに濁水処理施設

及び沈砂池を設置し、工事排水を

適切に処理する計画としている。 
図 6-3-3 

工事施工ヤード等の

林縁保護植栽等によ

る重要な種の生息環

境の確保 

工事施工ヤード等において、定期

的に下草刈りを実施している。 
 

・廃棄物等 
・温室効果ガス 

副産物の分別、再資

源化 
木くずやコンクリートガラを分

別し、適正に処分している。 
7-1 

写真 6-3-8 

6-3-4 



表 6-3-1(5) 環境保全措置の実施状況 

 

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・温室効果ガス 

低炭素型建設機械の

採用 

低炭素型建設機械の手配が困難

であり、国土交通省の燃費基準値

を参考に、認定された建設機械や

基準に近い性能を有する建設機

械を採用している。 
低炭素型建設機械の流通台数が

増加し、手配が可能になれば採用

する。  
 

 

高負荷運転の抑制 
新規入場者教育及び日々の作業

打合せで、高負荷運転の抑制を指

導している。 

写真 6-3-3 

図 6-3-1 

低燃費車種の選定、

積載の効率化、運搬

計画の合理化による

運搬距離の最適化 

できるだけ低燃費車種を採用し

ている。 
積込機械による積込回数を予め

定め、効率的な積載量としてい

る。 
運行台数の上限を定め、計画的

に車両を運行している。 

写真 6-3-9 

表 6-3-4 

6-3-5 



 

 
  

  

写真6-3-1 排出ガス対策型・低騒音型 

建設機械の採用 
写真6-3-2 建設機械の点検・整備 

 

 

写真6-3-3 工事従事者への講習・指導 写真6-3-4 車両の点検 

  

写真6-3-5 工事現場の清掃 写真6-3-6 敷鉄板設置による粉じん抑制状況 
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写真6-3-7 タイヤ洗浄 写真6-3-8  建設副産物の分別・再資源化 

 

写真6-3-9  低燃費車種の選定 
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表 6-3-2 排出ガス対策型建設機械採用実績（一例） 

特定特殊自動車の 

車名及び型式 

特定原動機の 

名称及び型式 
機種 

適用区分 

環境省 国交省 

日立建機㈱ ZX135USK-5B 
いすゞ 

ショベル・ローダ 
2011年 

基準適合車 
― 

4JJ1XDMA 

住友建機㈱ SH75X-3B 
いすゞ 

ショベル・ローダ 
2006年 

基準適合車 
― 

4LE2XCUA 

日立建機㈱ ZX50U-5B 
ヤンマー 

ショベル・ローダ 
2014年 

基準適合車 
― 

4TNV88C 

㈱小松製作所 PC128US-10 
コマツ 

ショベル・ローダ 
2011年 

基準適合車 
― 

SAA4D95LE-6-A 

 
表 6-3-3 低騒音型建設機械採用実績（一例） 

指定番号注１ 機種 型式 諸元 

5248 バックホウ ZX135USK-5B 山積容量 0.5m3 平積容量 0.39m3 

3924 バックホウ SH75X-3B 山積容量 0.28m3 平積容量 0.21m3 

5568 バックホウ ZX50U-5B 山積容量 0.16m3 平積容量 0.108m3 

4999 バックホウ PC128US-10 山積容量 0.45m3 平積容量 0.35m3 

注１：指定番号：環境省より指定されている低騒音型建設機械を示す。 

 
表 6-3-4 工事用車両における低燃費車種の採用実績（一例） 

社名 
通称名 最大積載量 燃費 燃費基準 

達成レベル注１ 車種 型式 （kg） （km/L） 

日野自動車㈱ ４t ﾀﾞﾝﾌﾟ TKG-FC9JCAP 3,500 7.4 102 

注１：燃費基準達成レベルは「自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領（平成 16年国土交通省告示 

   第 61号）」に基づき、燃費性能を評価しており「100」以上の数値で平成 27年度燃費基準を満足してい 

   ることを示す。 
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表 6-3-5 工事排水の監視（pH、ss、水温）（記入様式） 
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図 6-3-1 新規入場者教育資料（一部抜粋） 

3.現場ルールについて 
  

3-1 一般注意事項 
 

1  現場で作業する人は、必ず朝礼あるいは夕礼に参加してください。 
 
2  早出、残業をする場合は必ず担当の JV 職員に連絡してください。 
 
3  朝礼後は各作業班で ATKY（安全・点検・確認・危険予知）ミーテ 

ィングを行い、その日の作業を確認して下さい。 
 

4  女子年少者、高齢者、健康注意者、高血圧者等は適正配置を行うよ 
うにして下さい。 
 

5  現場で決められた行事（安全大会や一斉清掃等）は全員参加してく

ださい。 
 
6  作業終了後の後片付けは毎日行い、整理整頓を励行するようにして 

下さい。 
 

7  タバコは喫煙所で吸ってください。吸い殻は必ず吸い殻入れに入れ

てください。 
 
8  作業時は保護帽、安全帯、安全靴、手袋、トラチョッキを着用して 

ください。 
 

    9  毎日 13:00 より翌日の作業内容、それに伴う安全について職長・職 
員による打合せを行いますので時間を厳守して集まってください。 
 

  10 現場への通勤時はスピードの出しすぎや脇見運転は絶対にしない

でください。 
 
    11 地元の車両や歩行者を優先してください。 
 
  

 
 

3-2 環境保全活動 
 

1  建設施工段階における CO2 排出量削減のため、省燃費運転を励行

してください。 
 
2  現場で使用する重機は排出ガス対策型及び低騒音低振動型建設機 

械を使用してください。 
  

3  作業の待ち時間には機械のエンジンを切る等、二酸化炭素の排出を 
抑制するようにしてください。 
 

4  機械の整備不良による騒音・振動が発生しないように、点検・整備

を行ってください。 
 
5  各作業において、騒音や振動が極力でないようにして下さい。騒音 

や振動が発生する場合は対策措置を取ってください。 
 
6  通勤の際は、できるだけ相乗りで来場し、通勤車両を減らすよう工 

夫してください。 
 
7  ゴミや廃材は分別し、定められた場所に捨ててください。 
 
8 梱包材等の減量化、リサイクルに努めてください。 
 
9  余分な材料や梱包材を持ち込まないようにして下さい。 
 
10 道路が汚れてしまった場合は必ず清掃を行ってください。 
 
11  工事付近河川や私有地に泥水や工事用排水が流出しないよう注意 

し、対策を行ってください。 
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※建設機械においては上表を用いて作業開始前に毎月・毎日点検を実施している 
 

 
※建設機械においては上表を用いて作業開始前に毎日点検を実施している 

図 6図 参 3-1-2 建設機械点検表（記入様式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-3-2 建設機械点検表（記入様式一例） 

 



 

 
 

図 6-3-3 工事施工ヤード設備配置図 

 
  

（本図は自社の測量成果物を用いている） 

6-3-12 



 

 
 

■運搬時の注意点 
・車両での移動時はアイドリングストップを実施し CO2排出低減等、環境配慮を行うこと 
・現場まで集落（小室地区、仙洞田地区）が２か所存在するため、住宅地区間では特に第三者交通に

注意すること 
・小学校の通学路が道中に存在するため、登下校時間帯をさけた運搬計画を行うこと 

・県道 420号（青線部）はカーブが多く存在するのでカーブ手前で速度を落とすこと 

・八幡隧道は近隣住民の方が使用するため、工事用車両の通行は禁止とすること 

・千本農道（緑線部）は道路幅が狭く、ヘアピンやカーブが多く存在するほか、近隣の農家の方が利

用するため、設定した制限速度を順守すること。 

・雨天時の走行は、走行速度に注意すること 

・冬季は日照時間が短いので早めのヘッドライト点灯を行うこと 

・冬季は路面が凍結するので必ずスタッドレスタイヤを事前に着用し走行すること 

・長距離運転時の休憩にて運転席を離れる際は、エンジンを切り、鍵を抜くこと 

・現場内に駐車する際は必ず歯止めを使用すること 

・不測の事態が生じた際は車を停め職員及び関係者に連絡すること 
 

図 6-3-4 リニア南巨摩東 JV 現場事務所～現場（南巨摩郡富士川町高下地区）運搬時の移動経路 
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6-4 第四南巨摩トンネル（西工区） 
 第四南巨摩トンネル新設（西工区）工事における環境保全の計画に対する平成 30 年度から令和２年

度の環境保全措置の実施状況を、表 6-4-1～表 6-4-5、図 6-4-1～図 6-4-5、写真 6-4-1～写真 6-4-15に

示す。 

 なお、動物・植物・生態系に係る環境保全措置の詳細については、希少種保護の観点から非公開と

する。 

表 6-4-1(1) 環境保全措置の実施状況 

 

 

 

 

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 

排出ガス対策型建設

機械の採用 

排出ガス対策型建設機械を採用

している。 

写真 6-4-1 

表 6-4-2 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質、粉

じん等） 

・騒音 

・振動 

・温室効果ガス 

工事規模に合わせた

建設機械の設定 

作業平面図を用いて適正な規格・

台数の重機を使用する計画を立

て、実施している。 

 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 

・騒音 

・振動 

建設機械の使用時に

おける配慮 

新規入場者教育及び日々の作業

打合せで、高負荷運転の防止、ア

イドリングストップ等を指導し

ている。 

図 6-4-1 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 

・騒音 

・振動 

・温室効果ガス 

建設機械の点検及び

整備による性能維持 

法令に定められた点検・整備のほ

か、日々の点検を実施している。 

写真 6-4-2 

図 6-4-1 

図 6-4-2 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 

・騒音 

・振動 

・動物 

・植物 

・生態系 

・温室効果ガス 

工事従事者への講

習・指導 

点検・整備、環境負荷低減を考慮

した運転等について、講習・指導

を行っている。 

工事区域外への立入禁止やゴミ

捨て禁止等について、講習・指導

を行っている。 

写真 6-4-3 

図 6-4-1 

6-4-1 



表 6-4-1(2) 環境保全措置の実施状況 

  

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・大気質（二酸化窒

素、浮遊粒子状物

質、粉じん等） 

・騒音 

・振動 

・景観 

・人と自然との触れ

合いの活動の場 

工事の平準化 
偏った施工とならないよう、工事

を平準化している。 
 

・大気質（二酸化窒

素、浮遊粒子状物

質） 

・騒音 

・振動 

・温室効果ガス 

資材及び機械の運搬に

用いる車両の点検及び

整備による性能維持 

法令に定められた点検・整備のほ

か、日々の点検を実施している。 

写真 6-4-4 

図 6-4-1 

・大気質（二酸化窒

素、浮遊粒子状物

質） 

・騒音 

・振動 

・景観 

・人と自然との触れ

合いの活動の場 

資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行計画

の配慮 

運行台数の上限を定め、計画的に

車両を運行している。 
 

・大気質（二酸化窒

素、浮遊粒子状物

質） 

・騒音 

・振動 

環境負荷低減を意識し

た運転の徹底 

新規入場者教育及び日々の作業

打合せで、法定速度遵守、アイド

リングストップ、エコドライブ等

を指導している。 

図 6-4-1 

図 6-4-5 

6-4-2 



表 6-4-1(3) 環境保全措置の実施状況 

  

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・大気質（粉じん

等） 

工事現場の清掃及び散水 

定期的に工事現場の清掃を行っ

ている。 

作業状況に応じて周辺道路の清

掃及び散水を実施している。 

写真 6-4-5 

仮囲いの設置 
工事施工ヤードの周囲に仮囲い

を設置している。 

写真 6-4-6 

図 6-4-4 

荷台への防じんシート敷

設及び散水 

区分土が発生し、運搬する場合

は、荷台を浸透防止シート等で覆

う。 

写真 6-4-16 

資材及び機械の運搬に用

いる車両の出入り口、周

辺道路の清掃及び散水、

タイヤの洗浄 

作業状況に応じて、車両出入口、

周辺道路の清掃及び散水、タイヤ

洗浄を実施している。 

写真 6-4-5 

写真 6-4-7 

写真 6-4-8 

・騒音 

・振動 

低騒音・低振動型建設機

械の採用 

低騒音型建設機械を採用してい

るが、低振動型建設機械の手配が

困難であり、できるだけ型式の新

しい機械を採用している。 

低振動型建設機械の流通台数が

増加し、手配が可能になれば採用

する。 

写真 6-4-1 

表 6-4-3 

・騒音 
仮囲い・防音シート等の

設置による遮音対策 

工事施工ヤードの周囲に仮囲い

を設置している。 

コンクリートを製造するバッチ

ャープラントは、建屋を設置して

覆っている。 

早川東非常口に防音扉を設置し

ている。 

写真 6-4-6 

・水の濁り 

・水の汚れ 

・水資源 

・土壌汚染 

工事排水の適切な処理 

工事施工ヤードに濁水処理施設

及び沈砂池を設置し、工事排水を

適切に処理している。 

写真 6-4-9 

表 6-4-5 

図 6-4-3 

6-4-3 



表 6-4-1(4) 環境保全措置の実施状況 

注 1：NATM工法： ロックボルト工とコンクリート工を主体として地山の強度を活用しながら施工する工法 

  

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・水の濁り 

・水の汚れ 

・水資源 

工事排水の監視 

工事排水の水質を監視している。 

工事排水を放流する河川の水質

のモニタリングを実施している。 

3-1 

写真 6-4-10 

表 6-4-5 

処理施設の点検・整備に

よる性能維持 

濁水処理施設の点検を行い、性能

を維持している。 
写真 6-4-10 

・水の濁り 

・水の汚れ 

・水資源 

・動物 

・植物 

・生態系 

放流時の放流箇所及び水

温の調整 

放流水の量と水温の測定を行っ

ている。河川との極端な温度差は

ないため、水温調整は実施してい

ない。 

 

・地下水の水質及

び水位 

・水資源 

・土壌汚染 

薬液注入工法における指

針の順守 

トンネル掘削に伴い、薬液注入工

法に関する技術資料等を示方し、

工事従事者への教育を実施して

いる。 

 

・地下水の水質及

び水位 

・水資源 

・地盤沈下 

適切な構造及び工法の採

用 

先進ボーリングにて地盤を把握

し、NATM 工法注１を採用している。 
 

・水資源 

地下水等の監視 

湧水の水量、地表水の流量等の事

後調査及びモニタリングを実施

している。 

本編第 7章 7-1 

3-2 

応急措置の体制整備 異常時連絡体制を構築している。  

代替水源の確保 
代替水源の候補地の検討を行っ

ている。 
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表 6-4-1(5) 環境保全措置の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・土壌汚染 

有害物質の有無の確認

と基準不適合土壌の適

切な処理 

1回/日を基本に、発生土に含まれ

る重金属等のモニタリングを実

施する。 
モニタリングで区分土と判定し

た発生土は、区分土対応の発生土

仮置き場（遮水型）へ運搬し、管

理している。 

 

仮置き場における掘削

土砂の適切な管理 

発生土を仮置きする土砂ピット

は、底盤及び周囲にコンクリート

を打設し、排水が流出しない構造

としている。 

写真 6-4-11 

発生土に含まれる重金

属等の定期的な調査 

1回/日を基本に、発生土に含まれ

る重金属等のモニタリングを実

施する。 
3-3 

・土壌汚染 
・廃棄物等 

発生土を有効利用する

事業者への土壌汚染に

関する情報提供 

区分土と判定した発生土は、区分

土対応の発生土仮置き場（遮水

型）で管理している。 

区分土を有効利用する事業者へ

提供する場合には、区分土である

ことを情報提供する。 

 

・動物 侵入防止柵の設置 
工事施工ヤードの周囲に仮囲い

を設置している。 
写真 6-4-6 

図 6-4-3 

・動物 
・生態系 

小動物が脱出可能な側

溝の設置 

工事施工ヤードの周囲に設置し

た仮囲いに、小動物が脱出可能な

設備を設置している。 
写真 6-4-12 

6-4-5 



表 6-4-1(6) 環境保全措置の実施状況 

  

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・動物 

・生態系 

資材運搬等の適正化 

工事の平準化を図ることで、工事

用車両の集中を回避し、交通量を

平準化している。 

 

防音シート、低騒音・低

振動型の建設機械の採

用 

工事施工ヤードの周囲に仮囲い

を設置している。 

コンクリートを製造するバッチ

ャープラントは、建屋を設置して

覆っている。 

早川東非常口に防音扉を設置し

ている。 

低騒音型建設機械を採用してい

るが、低振動型建設機械の手配が

困難であり、できるだけ型式の新

しい機械を採用している。 

低振動型建設機械の流通台数が

増加し、手配が可能になれば採用

する。 

写真 6-4-1 

写真 6-4-6 

表 6-4-3 

照明の漏れ出しの抑制 

照明の漏れ出し範囲における走

光性の昆虫類等の生息状況につ

いて事後調査結果を踏まえ、誘引

効果が小さい LED照明を採用して

いる。 

本編第 7章 7-3 

写真 6-4-13 

コンディショニングの

実施 

トンネル発破掘削工の実施にあ

たり、工事の施工規模を段階的に

拡大するコンディショニングを

実施した。 

 

・動物 

・植物 

・生態系 

汚濁処理施設及び仮設

沈砂池の設置 

工事施工ヤードに濁水処理施設

及び沈砂池を設置し、工事排水を

適切に処理している。 

写真 6-4-9 

表 6-4-5 

図 6-4-4 

工事施工ヤード等の林

縁保護植栽等による重

要な種の生息環境の確

保 

工事施工ヤード等において、定期

的に下草刈りを実施している。 
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表 6-4-1(7) 環境保全措置の実施状況 

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・景観 

・人と自然との触れ

合いの活動の場 

発生集中交通量の削減 
運行台数の上限を定め、計画的に

車両を運行している。 
 

・人と自然との触れ

合いの活動の場 

仮設物の色合いへの配

慮 

ベルトコンベアーの塗装を保護

色（こげ茶色）としている。 
写真 6-4-15 

・廃棄物等 

建設発生土の再利用 

発生土を公共事業等（西之宮地内

農産物直売所他集客施設用造成

事業など）へ運搬し、活用してい

る。 

 

建設汚泥の脱水処理 
建設汚泥の脱水処理を行ってい

る。 
 

・廃棄物等 

・温室効果ガス 
副産物の分別、再資源化 

木くずやコンクリートガラを分

別し、適正に処分している。 
7-1 

・温室効果ガス 

低炭素型建設機械の採

用 

低炭素型建設機械の手配が困難

であり、国土交通省の燃費基準値

を参考に、認定された建設機械や

基準に近い性能を有する建設機

械を採用している。 

低炭素型建設機械の流通台数が

増加し、手配が可能になれば採用

する。  

 

高負荷運転の抑制 

新規入場者教育及び日々の作業

打合せで、高負荷運転の抑制を指

導している。 

図 6-4-1 

低燃費車種の選定、積載

の効率化、運搬計画の合

理化による運搬距離の

最適化 

できるだけ低燃費車種を採用し

ている。 

積込機械による積込回数を予め

定め、効率的な積載量としてい

る。 

運行台数の上限を定め、計画的に

車両を運行している。 

写真 6-4-14 

表 6-4-4 

6-4-7 



 

 
  

  

写真6-4-1 排出ガス対策型・低騒音型 

建設機械の採用 
写真6-4-2 建設機械の点検・整備 

  

写真6-4-3 工事従事者への講習・指導 写真6-4-4 車両の点検・整備 

 

 

写真6-4-5 工事現場の清掃  

6-4-8 



 

 
  

  

写真6-4-6(1) 仮囲い設置 
写真6-4-6(2) 仮囲い、バッチャープラ 

   ント建屋設置 

  

写真6-4-7 道路への散水 写真6-4-8 タイヤ洗浄 

  

写真6-4-9 濁水処理設備 
写真6-4-10 工事排水の監視 

（濁水処理設備の監視・点検） 
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写真6-4-11(1) 土砂ピットにおける掘削土砂の

管理（底盤及び周囲のコンクリ

ート打設） 

写真6-4-11(2) 土砂ピットにおける掘削土砂

の管理（底盤及び周囲のコンク

リート打設） 

  

写真6-4-12(1) 小動物が脱出可能な側溝 
写真6-4-12(2) 小動物が脱出可能な 

   仮囲い 

  

写真6-4-12(3) 小動物が脱出可能な 

   仮囲い 
写真6-4-13(1) LED照明 
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写真6-4-13(2) LED照明 写真6-4-14 低燃費車種の選定 

  

写真6-4-15 仮設物の色合いへの配慮 

（ベルトコンベアー） 

写真 6-4-16 運搬時の浸透防止シート 

設置状況 
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表 6-4-2 排出ガス対策型建設機械採用実績（一例） 

特定特殊自動車の 

車名及び型式 

特定原動機の 

名称及び型式 
機種 

適用区分 

環境省 国交省 

キャタピラー 

ジャパン㈱ 
314E 

キャタピラー 
ショベル・ローダ 

2011年 

基準適合車 
― 

WDP-C4.4 

キャタピラー 

ジャパン㈱ 
325FLCR 

キャタピラー 
ショベル・ローダ 

2014年 

基準適合車 
― 

YDR-C4.4 

キャタピラー 

ジャパン㈱ 
320D 

キャタピラー 
バックホウ ― 

第 2次基準 

適合車 3066-E3T 

コベルコ 

建機㈱ 
EDR-YB05 

日野 
ショベル・ローダ 

2006年 

基準適合車 
― 

J05E-TA 

 
表 6-4-3 低騒音型建設機械採用実績（一例） 

指定番号注１ 機種 型式 諸元 

5017 バックホウ 314E CR 山積容量 0.45m3 平積容量 0.34m3 

5906 バックホウ 325FL CR  山積容量 0.9m3 平積容量 0.7m3 

3347 バックホウ 320D 山積容量 0.8m3 平積容量 0.6m3 

3851 バックホウ SK225SR 山積容量 0.8m3 平積容量 0.59m3 

注１：指定番号は環境省より指定されている低騒音型建設機械を示す。 

 
表 6-4-4 工事用車両における低燃費車種の採用実績（一例） 

社名 
通称名 最大積載量 燃費 燃費基準 

達成レベル注１ 車種 型式 （kg） （km/L） 

日野自動車㈱ 4t ﾀﾞﾝﾌﾟ BKG-FC7JCYA 4,275 7.30 100 

注１：燃費基準達成レベルは「自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領（平成 16年国土交通省告示 

第 61号）」に基づき、燃費性能を評価しており「100」以上の数値で平成 27年度燃費基準を満足してい 

ることを示す。 
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表 6-4-5 工事排水の監視（pH、ss、水温）（記入様式） 
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図 6-4-1 新規入場者教育資料（一部抜粋） 
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※建設機械においては上表を用いて作業開始前に毎日点検を実施している 
図 6-4-2 建設機械点検表（記入様式） 

 



 

 

図 6-4-3 発生土の自然由来の重金属等及び酸性化可能性に関する濃度計量証明書（一例） 
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図 6-4-4 早川東非常口設備配置図 

 

・地形に合わせた形のずりピットを造成、必要以上に切土をしないよう計画した。 
・工事施工ヤード内に構台を設け 2 段構造にする等、設備配置を検討し、改変区域を

最小限となるよう計画した。 
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  図 6-4-5 運搬計画打合せ資料（一例） 
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6-5 南アルプストンネル（山梨工区） 
 南アルプストンネル新設（山梨工区）工事における環境保全の計画に対する平成 30 年度から令和２

年度の環境保全措置の実施状況を、表 6-5-1～表 6-5-5、写真 6-5-1～写真 6-5-21、図 6-5-1～図 6-5-6

に示す。 

 

表 6-5-1 (1) 環境保全措置の実施状況 

 

 

 

 

 

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 

排出ガス対策型建設

機械の採用 

排出ガス対策型建設機械を採用

している。 

写真 6-5-1 

表 6-5-2 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質、粉

じん等） 

・騒音 

・振動 

・温室効果ガス 

工事規模に合わせた

建設機械の設定 

作業平面図を用いて適正な規格・

台数の重機を使用する計画を立

て、実施している。 

 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 

・騒音 

・振動 

建設機械の使用時に

おける配慮 

新規入場者教育及び日々の作業

打合せで、高負荷運転の防止、ア

イドリングストップ等を指導し

ている。 

図 6-5-1 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 

・騒音 

・振動 

・温室効果ガス 

建設機械の点検及び

整備による性能維持 

法令に定められた点検・整備のほ

か、日々の点検を実施している。 

写真 6-5-2 

図 6-5-2 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 

・騒音 

・振動 

・動物 

・植物 

・生態系 

・温室効果ガス 

工事従事者への講

習・指導 

点検・整備、環境負荷低減を考慮

した運転等について、講習・指導

を行っている。 

工事区域外への立入禁止やゴミ

捨て禁止等について、講習・指導

を行っている。 

写真 6-5-3 

図 6-5-1 

6-5-1 



表 6-5-1 (2) 環境保全措置の実施状況 

  

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質、粉

じん等） 

・騒音 

・振動 

・景観 

・人と自然との触れ合

いの活動の場 

工事の平準化 
偏った施工とならないよう、工事

を平準化している。 
 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 

・騒音 

・振動 

・温室効果ガス 

資材及び機械の運搬

に用いる車両の点検

及び整備による性能

維持 

法令に定められた点検・整備のほ

か、日々の点検を実施している。 
 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 

・騒音 

・振動 

・景観 

・人と自然との触れ合

いの活動の場 

資材及び機械の運搬

に用いる車両の運行

計画の配慮 

運行台数の上限を定め、計画的に

車両を運行している。 
 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 

・騒音 

・振動 

環境負荷低減を意識

した運転の徹底 

新規入場者教育及び日々の作業

打合せで、法定速度遵守、アイド

リングストップ、エコドライブ等

を指導している。 

図 6-5-1 

図 6-5-6 

6-5-2 



表 6-5-1 (3) 環境保全措置の実施状況 

  

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・大気質（粉じん等） 

工事現場の清掃及び

散水 

定期的に工事現場の清掃を行っ

ている。 

作業状況に応じて周辺道路の清

掃及び散水を実施している。 

写真 6-5-4 

仮囲いの設置 
工事施工ヤードの周囲に仮囲い

を設置している。 

写真 6-5-5 

写真 6-5-6 

荷台への防じんシー

ト敷設及び散水 

区分土が発生し、運搬する場合

は、荷台を浸透防止シート等で覆

う。 

写真 6-5-12 

資材及び機械の運搬

に用いる車両の出入

り口、周辺道路の清

掃及び散水、タイヤ

の洗浄 

作業状況に応じて、車両出入口、

周辺道路の清掃及び散水、タイヤ

洗浄を実施している。 

写真 6-5-4 

写真 6-5-7 

写真 6-5-8 

・騒音 

・振動 

低騒音・低振動型建

設機械の採用 

低騒音型建設機械を採用してい

るが、低振動型建設機械の手配が

困難であり、できるだけ型式の新

しい機械を採用している。 

低振動型建設機械の流通台数が

増加し、手配が可能になれば採用

する。 

写真 6-5-1 

表 6-5-3 

・騒音 

仮囲い・防音シート

等の設置による遮音

対策 

工事施工ヤードの周囲に仮囲い

を設置している。 

コンクリートを製造するバッチ

ャープラントは、建屋を設置して

覆っている。 

広河原非常口トンネル坑口に防

音扉を設置している。 

写真 6-5-5 

写真 6-5-6 

写真 6-5-16 

写真 6-5-21 
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表 6-5-1 (4) 環境保全措置の実施状況 

注 1：NATM工法：ロックボルト工とコンクリート工を主体として地山の強度を活用しながら施工する工法 

  

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・水の濁り 

・水の汚れ 

・水資源 

・土壌汚染 

工事排水の適切な処

理 

工事施工ヤードに濁水処理施設

及び沈砂池を設置し、工事排水を

適切に処理している。 

写真 6-5-10 

写真 6-5-11 

表 6-5-5 

図 6-5-4 

・水の濁り 

・水の汚れ 

・水資源 

工事排水の監視 

工事排水の水質を監視している。 

工事排水を放流する河川の水質

のモニタリングを実施している。 

3-1 

写真 6-5-11 

表 6-5-5 

処理施設の点検・整

備による性能維持 

濁水処理施設の点検を行い、性能

を維持している。 
写真 6-5-11 

・水の濁り 

・水の汚れ 

・水資源 

・動物 

・植物 

・生態系 

放流時の放流箇所及

び水温の調整 

放流水の量と水温の測定を行っ

ている。河川との極端な温度差は

ないため、水温調整は実施してい

ない。 

 

・地下水の水質及び

水位 

・水資源 

・土壌汚染 

薬液注入工法におけ

る指針の順守 

トンネル掘削に伴い、薬液注入工

法に関する技術資料等を示方し、

工事従事者への教育を実施して

いる。 

 

・地下水の水質及び

水位 

・水資源 

・地盤沈下 

適切な構造及び工法

の採用 

先進ボーリングにて地盤を把握

し、NATM工法注 1を採用している。 
 

・水資源 

地下水等の監視 

湧水の水量、地表水の流量等の事

後調査及びモニタリングを実施

している。 

本編第 7章 7-1 

3-2 

応急措置の体制整備 異常時連絡体制を構築している。  
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表 6-5-1 (5) 環境保全措置の実施状況 

  

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・土壌汚染 

有害物質の有無の確

認と基準不適合土壌

の適切な処理 

1回/日を基本に、発生土に含まれ

る重金属等のモニタリングを実

施している。 

モニタリングで区分土と判定し

た発生土は、区分土対応の発生土

仮置き場（遮水型）へ運搬し、管

理している。 

3-3 

写真 6-5-12 

図 6-5-3 

仮置き場における掘

削土砂の適切な管理 

発生土を仮置きする土砂ピット

は、底盤及び周囲にコンクリート

を打設し、排水が流出しない構造

としている。 

写真 6-5-13 

発生土に含まれる重

金属等の定期的な調

査 

1回/日を基本に、発生土に含まれ

る重金属等のモニタリングを実

施している。 

3-3 

図 6-5-3 

・土壌汚染 

・廃棄物等 

発生土を有効利用す

る事業者への土壌汚

染に関する情報提供 

区分土と判定した発生土は、区分

土対応の発生土仮置き場（遮水

型）で管理している。 

区分土を有効利用する事業者へ

提供する場合には、区分土である

ことを情報提供する。 

 

・動物 

・生態系 

侵入防止柵の設置 
工事施工ヤードの周囲に仮囲い

を設置している。 

写真 6-5-5 

写真 6-5-6 

写真 6-5-14 

図 6-5-4 

小動物が脱出可能な

側溝の設置 

工事施工ヤードの周囲に設置し

た側溝に、小動物が脱出可能なス

ロープを設置している。 

写真 6-5-15 

6-5-5 



表 6-5-1 (6) 環境保全措置の実施状況 

 

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・動物 

・生態系 

資材運搬等の適正化 

工事の平準化を図ることで、工事

用車両の集中を回避し、交通量を

平準化している。 

 

防音シート、低騒音

型・低振動型の建設

機械の採用 

工事施工ヤードの周囲に仮囲い

を設置している。 

コンクリートを製造するバッチ

ャープラントは、建屋を設置して

覆っている。 

広河原非常口トンネル坑口に防

音扉を設置している。 

低騒音型建設機械を採用してい

るが、低振動型建設機械の手配が

困難であり、できるだけ型式の新

しい機械を採用している。 

低振動型建設機械の流通台数が

増加し、手配が可能になれば採用

する。 

写真 6-5-1 

写真 6-5-5 

写真 6-5-6 

写真 6-5-16 

写真 6-5-21 

表 6-5-3 

照明の漏れ出しの抑

制 

照明の漏れ出し範囲における走

光性の昆虫類等の生息状況につ

いて事後調査結果を踏まえ、誘引

効果が小さい LED照明を採用して

いる。 

本編第 7章 7-3 

写真 6-5-17 

コンディショニング

の実施 

コンディショニングの対象とな

る工事はなかった。 
 

・動物 

・植物 

・生態系 

汚濁処理施設及び仮

設沈砂池の設置 

工事施工ヤードに濁水処理施設

及び沈砂池を設置し、工事排水を

適切に処理している。 

写真 6-5-10 

表 6-5-5 

図 6-5-4 

図 6-5-5 

・動物 

・植物 

・生態系 

工事施工ヤード等の

林縁保護植栽等によ

る重要な種の生息環

境の確保 

工事施工ヤードにおいて、定期的

に下草刈りを実施している。 
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表 6-5-1 (7) 環境保全措置の実施状況 

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・植物 外来種の拡大抑制 
建設機械及び運搬車両のタイヤ

洗浄を行っている。 

写真 6-5-8 

写真 6-5-9 

・景観 

・人と自然との触れ

合いの活動の場 

発生集中交通量の削

減 

運行台数の上限を定め、計画的に

車両を運行している。 
 

・人と自然との触れ

合いの活動の場 

切土のり面等の緑化

による植生復元 

工事施工ヤードののり面を緑化

している。（広河原非常口） 
写真 6-5-18 

仮設物の色合いへの

配慮 

工事施工ヤードに設置した仮囲

いを、周囲に配慮した色彩とし

ている。（広河原非常口） 

写真 6-5-6 

・廃棄物等 

建設発生土の再利用 

発生土を公共事業等（早川・芦安

連絡道路事業など）へ運搬し、活

用している。 

 

建設汚泥の脱水処理 
建設汚泥の脱水処理を行ってい

る。 
写真 6-5-19 

・廃棄物等 

・温室効果ガス 

副産物の分別、再資

源化 

木くずやコンクリートガラを分

別し、適正に処分している。 
7-1 

・温室効果ガス 

低炭素型建設機械の

採用 

低炭素型建設機械の手配が困難

であり、できるだけ燃費の良い機

械を採用している。低炭素型建設

機械の流通台数が増加し、手配が

可能になれば採用する。 

 

高負荷運転の抑制 

新規入場者教育及び日々の作業

打合せで、高負荷運転の抑制を

指導している。 

図 6-5-1 

図 6-5-6 

低燃費車種の選定、

積載の効率化、運搬

計画の合理化による

運搬距離の最適化 

できるだけ低燃費車種を採用し

ている。 

積込機械による積込回数を予め

定め、効率的な積載量としてい

る。 

運行台数の上限を定め、計画的

に車両を運行している。 

写真 6-5-20 

表 6-5-4 

図 6-5-1 

図 6-5-6 

6-5-7 



 

 

  

 

 

写真 6-5-1 排出ガス対策型、低騒音型 

建設機械の採用 
写真 6-5-2 建設機械の点検・整備 

 
 

写真 6-5-3 工事従事者への講習・指導 
写真 6-5-4 工事現場の清掃 

（早川非常口） 

   

写真 6-5-5 仮囲いの設置 

（早川非常口） 

写真 6-5-6 仮設物の色合いへの配慮 

（広河原非常口仮囲い） 
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写真 6-5-7 道路への散水 
写真 6-5-8 外来種の拡大抑制 

（タイヤ洗浄） 

  

写真 6-5-9 外来種の拡大抑制 

（タイヤ洗浄プール） 

（広河原非常口入口） 

写真 6-5-10 濁水処理設備 

（早川非常口） 

  

写真 6-5-11 工事排水の監視 

（濁水処理設備の監視・点検） 

写真 6-5-12 運搬時の浸透防止シート 

 設置状況       

6-5-9 



 

  

  

写真 6-5-13 土砂ピットにおける 

    掘削土砂管理 

（底盤及び周囲のコンクリート打設） 

（早川非常口） 

写真 6-5-14 侵入防止柵の設置 

（広河原非常口） 

  

写真 6-5-15 小動物が脱出可能な側溝 

（広河原非常口） 

写真 6-5-16 防音扉の設置 

（広河原非常口） 

 
 

写真 6-5-17(1) LED照明（点灯前） 

（早川非常口） 

写真 6-5-17(2) LED照明 

（早川非常口） 
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写真 6-5-18 のり面の緑化 

（広河原非常口） 

写真 6-5-19 建設汚泥の脱水処理 

（早川非常口） 

 
 

写真 6-5-20 低燃費車種の選定 

写真 6-5-21(1) 

バッチャープラント建屋設置 

（早川非常口） 

 

 

写真 6-5-21(2) 

バッチャープラント建屋設置 

（広河原非常口） 
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表 6-5-2 排出ガス対策型建設機械採用実績（一例） 

特定特殊自動車の 

車名及び型式 

特定原動機の 

名称及び型式 
機種 

適用区分注１ 

使用箇所 
環境省 国交省 

コマツ PC228US-10 

コマツ 

バックホウ 
2006年 

基準適合車 

（第 3次基準 

適合車） 

早川非常口 

（工事施工ヤード） 

広河原 

（工事施工ヤード） 
SAA6D107E-1-A 

コマツ PC228US-8 

コマツ 

バックホウ 
2006年 

基準適合車 

（第 3次基準 

適合車） 

早川非常口 

（工事施工ヤード） 

広河原 

（工事施工ヤード） 
SAA6D107E-1-A 

CAT 311CU 
CAT 

バックホウ 
2006年 

基準適合車 

（第 2次基準 

適合車） 

広河原 

（工事施工ヤード） 3064-E3T 

タダノ GR-250N-1 6M60-TLE2A 
ホイール 

クレーン 
－ 

第 2次基準 

適合車 

早川非常口 

（工事施工ヤード） 

広河原 

（工事施工ヤード） 

コベルコ SK75SR 
コベルコ 

YDN-YT08/YR11 
バックホウ 

2014年 

基準適合車 

第 2次基準 

適合車 

奈良田地区発生土仮

置き場 

コベルコ SK235SR 
コベルコ 

YDR-YB08/LA08 
バックホウ 

2014年 

基準適合車 

第 2次基準 

適合車 

西之宮地区発生土仮

置き場 

注１：適用区分カッコ内の記載は特定原動機に掛ることを示す。 

 
表 6-5-3 低騒音型建設機械採用実績（一例） 

指定番号注１ 機種 型式 諸元 使用箇所 

3643 バックホウ PC228US-10 山積容量 0.8m3 平積容量 0.6m3 
早川非常口（工事施工ヤード） 

広河原(工事施工ヤード) 

4375 バックホウ PC228US-8 山積容量 0.8m3 平積容量 0.6m3 
早川非常口（工事施工ヤード） 

広河原(工事施工ヤード) 

1897 ホイールクレーン GR-250N-1 
吊上能力 

25t×3.5m 

早川非常口（工事施工ヤード） 

広河原（工事施工ヤード） 

6362 バックホウ SK75SR 山積容量 0.28m3 平積容量 0.21m3 奈良田地区発生土仮置き場 

5285 バックホウ SK225SR 山積容量 0.8m3 平積容量 0.59m3 西之宮地区発生土仮置き場 

注１：指定番号は環境省より指定されている低騒音型建設機械を示す。  
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表 6-5-4 工事用車両における低燃費車種の採用実績（一例） 

社名 
通称名 最大積載量 燃費 

（km/L） 

燃費基準 

達成レベル注１ 車種 型式 （kg） 

いすゞ フォワード SKG-FRR90S1 3500 7.24 100 

日野 日野プロフィア QKG-FS1EKDA 8600 4.25 102 

いすゞ ギガ LKG-CXZ77AT 10000 4.25 102 

日野 日野プロフィア LKG-FH1ATAA 8900 5.2 104 

注１：燃費基準達成レベルは「自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領（平成 16 年 

国土交通省告示第 61号）」に基づき、燃費性能を評価しており「100」以上の数値で平成 27 年

度燃費基準を満足していることを示す。 
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表 6-5-5 工事排水の監視（pH、濁度、水温）（記入様式） 

月 日 曜日 天候 
処理水量 

処理水 
主な作業内容 （ｍ3） 

日計 累計 pH 濁度 水温（℃） 
          

          

          

          

              

              

              

          

          

          

              

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
 
 
 
 

6-5-14 



 
（中略） 

 
図 6-5-1 新規入場者教育資料（一部抜粋） 

 

6-5-15 



 
注１：建設機械においては上表を用いて毎月点検を実施している 

図 6-5-2 建設機械点検表（記入様式） 
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図 6-5-3 発生土の自然由来の重金属等及び酸性化可能性に関する濃度計量証明書（一例） 
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注１:形状や設備の配置については変更することがある。 
図 6-5-4 早川非常口設備配置図 

 

 

 
注１:形状や設備の配置については変更することがある。 

図 6-5-5 広河原非常口工事施工ヤード配置図  

（本図は自社の測量成果物を用いている） 

（本図は自社の測量成果物を用いている） 

・工事施工ヤード内に構台を設け 2 段構造にする等、設備配置を

検討し、 

 

・工事施工ヤード内に構台を設け 2 段構造にする等、 

設備配置を検討し、改変区域を最小限となるよう計画した。 
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図 6-5-6 運搬計画打合せ資料（一例） 
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 6-6 発生土置き場・仮置き場 
 早川町内の塩島地区発生土置き場、西之宮地区発生土仮置き場、奈良田地区発生土仮置き場、塩島地

区（河川側）発生土仮置き場、中洲地区発生土仮置き場における環境保全の計画に対する平成 30 年度

から令和２年度の環境保全措置の実施状況を、表 6-6-1～表 6-6-4、写真 6-6-1～写真 6-6-8、図 6-6-1

～図 6-6-3に示す。 

 なお、動物・植物・生態系に係る環境保全措置の詳細については、希少種保護の観点から非公開とす

る。 

 

表 6-6-1(1) 環境保全措置の実施状況 

 

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 

排出ガス対策型建

設機械の採用 

排出ガス対策型建設機械を採用

している。 

写真 6-6-1 

表 6-6-2 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質、粉

じん等） 

・騒音 

・振動 

・温室効果ガス 

工事規模に合わせ

た建設機械の設定 

作業平面図を用いて適正な規格・

台数の重機を使用する計画を立

て、実施している。 

 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 

・騒音 

・振動 

建設機械の使用時

における配慮 

新規入場者教育及び日々の作業

打合せで、高負荷運転の防止、ア

イドリングストップ等を指導し

ている。 

図 6-5-1 

図 6-6-1 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 

・騒音 

・振動 

・温室効果ガス 

建設機械の点検及

び整備による性能

維持 

法令に定められた点検・整備のほ

か、日々の点検を実施している。 
 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 

・騒音 

・振動 

・動物 

・植物 

・生態系 

・温室効果ガス 

工事従事者への講

習・指導 

点検・整備、環境負荷低減を考慮

した運転等について、講習・指導

を行っている。 

工事区域外への立入禁止やゴミ

捨て禁止等について、講習・指導

を行っている。 

写真 6-5-3 

図 6-5-1 
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 表 6-6-1(2) 環境保全措置の実施状況 

 

  

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質、粉

じん等） 

・騒音 

・振動 

・景観 

・人と自然との触れ合

いの活動の場 

工事の平準化 
偏った施工とならないよう、工

事を平準化している。 
 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 

・騒音 

・振動 

・温室効果ガス 

資材及び機械の運搬

に用いる車両の点検

及び整備による性能

維持 

法令に定められた点検・整備の

ほか、日々の点検を実施してい

る。 

写真 6-6-2 

・大気質（二酸化窒

素、浮遊粒子状物

質） 

・騒音 

・振動 

・景観 

・人と自然との触れ合

いの活動の場 

資材及び機械の運搬

に用いる車両の運行

計画の配慮 

運行台数の上限を定め、計画的

に車両を運行している。 
 

・大気質（二酸化窒

素、浮遊粒子状物

質） 

・騒音 

・振動 

環境負荷低減を意識

した運転の徹底 

新規入場者教育及び日々の作業

打合せで、法定速度遵守、アイ

ドリングストップ、エコドライ

ブ等を指導している。 

図 6-6-1 

図 6-5-1 

6-6-2 



 

 表 6-6-1(3) 環境保全措置の実施状況 

 

  

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・大気質（粉じん等） 

工事現場の清掃及

び散水 

定期的に工事現場の清掃を行っ

ている。 

作業状況に応じて周辺道路の清

掃及び散水を実施している。 

写真 6-6-3 

仮囲いの設置 
防音パネルを設置している。（塩

島地区発生土置き場） 

写真 6-6-5 

図 6-6-2 

荷台への防じんシ

ート敷設及び散水 

区分土以外の発生土は湿潤状態

であり、飛散の恐れがないため、

荷台への防じんシート敷設及び

散水は実施していない。 

 

資材及び機械の運

搬に用いる車両の

出入口、周辺道路の

清掃及び散水、タイ

ヤの洗浄 

作業状況に応じて、車両出入口、

周辺道路の清掃及び散水、タイヤ

洗浄を実施している。 

写真 6-6-3 

写真 6-6-4 

・大気質（粉じん等） 

・騒音 

仮囲い・防音シート

等の設置による遮

音対策 

防音パネルを設置している。（塩

島地区発生土置き場） 

写真 6-6-5 

図 6-6-2 

・騒音 

・振動 

低騒音・低振動型建

設機械の採用 

低騒音型建設機械を採用してい

るが、低振動型建設機械の手配が

困難であり、できるだけ型式の新

しい機械を採用している。 

低振動型建設機械の流通台数が

増加し、手配が可能になれば採用

する。 

写真 6-6-1 

表 6-6-3 

6-6-3 



 

 表 6-6-1(4) 環境保全措置の実施状況 

 
  

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・水の濁り 

工事排水の適切な

処理 

沈砂池を設置し、工事排水を適

切に処理している。 

写真 6-6-6 

写真 6-6-7 

工事排水の監視 

工事排水を放流する箇所の下

流地点及び排水路等の流末箇

所において、水質のモニタリン

グを実施している。 

3-4 

写真 6-6-6 

写真 6-6-7 

処理装置の点検・整

備による性能維持 

側溝、沈砂池の点検を行い、性

能を維持している。 
 

・動物 

・生態系 

小動物が脱出可能

な側溝の設置 

側溝にスロープを設置し、小動物

が脱出可能な構造としている。

（塩島地区発生土置き場） 

 

・動物 

・生態系 

資材運搬等の適正

化 

工事の平準化を図ることで、工事

用車両の集中を回避し、交通量を

平準化している。 

 

防音シート、低騒

音・低振動型の建設

機械の採用 

低騒音型建設機械を採用してい

るが、低振動型建設機械の手配が

困難であり、できるだけ型式の新

しい機械を採用している。 

低振動型建設機械の流通台数が

増加し、手配が可能になれば採用

する。 

防音パネルを設置している。（塩

島地区発生土置き場） 

写真 6-6-1 

写真 6-6-5 

図 6-6-2 

・動物 

・植物 

・生態系 

汚濁処理施設及び

仮設沈砂池の設置 

沈砂池を設置し、工事排水を適切

に処理している。 
写真 6-6-6 

6-6-4 



 

 表 6-6-1(5) 環境保全措置の実施状況 

 
  

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・植物 

外来種の拡大抑制 
建設機械及び運搬車両のタイヤ

洗浄を行っている。 
写真 6-6-4 

工事に伴う改変区

域をできる限り小

さくする 

進入路の範囲をできる限り小さ

くする計画とした。（塩島地区（河

川側）発生土仮置き場） 

 

重要な種の移植・播

種 

重要な種（エビネ）の生育地を回

避できなかったため、移植を実施

した。移植後の生育状況の事後調

査を実施している。（塩島地区（河

川側）発生土仮置き場） 

重要な種（メハジキ）の生育地を

回避できなかったため、移植を実

施した。移植後の生育状況の事後

調査を実施している。（西之宮地

区発生土仮置き場） 

重要な種（カワラニガナ）の生育

地を回避できなかったため、移植

を実施した。移植後の生育状況の

事後調査を実施している。（奈良

田地区発生土仮置き場） 

 

・景観 

・人と自然との触れ

合いの活動の場 

発生集中交通量の

削減 

運行台数の上限を定め、計画的に

車両を運行している。 
 

6-6-5 



 

 表 6-6-1(6) 環境保全措置の実施状況 

  

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・温室効果ガス 

低炭素型建設機械

の採用 

低炭素型建設機械の手配が困難

であり、できるだけ燃費の良い機

械を採用している。 

低炭素型建設機械の流通台数が

増加し、手配が可能になれば採用

する。 

 

高負荷運転の抑制 

新規入場者教育及び日々の作業

打合せで、高負荷運転の抑制を指

導している。 

図 6-2-2 

図 6-6-1 

副産物の分別・再資

源化 

木くずやコンクリートガラを分

別し、適正に処分している。 
7-1 

低燃費車種の選定、

積載の効率化、運搬

計画の合理化によ

る運搬距離の最適

化 

できるだけ低燃費車種を採用し

ている。 

積込機械による積込回数を予め

定め、効率的な積載量としてい

る。 

運行台数の上限を定め、計画的に

車両を運行している。 

写真 6-6-8 

表 6-6-4 

図 6-6-3 

6-6-6 



 

  

 

 

写真 6-6-1 排出ガス対策型、低騒音型 

建設機械の採用 
写真 6-6-2 車両の点検・整備 

 

 

写真 6-6-3 清掃実施状況 

（塩島地区発生土置き場） 

写真 6-6-4 タイヤ洗浄プール 

（塩島地区（河川側）発生土仮置き場） 

  

写真 6-6-5 仮囲い設置 

（塩島地区発生土置き場） 

写真 6-6-6 沈砂池の設置 

（塩島地区（河川側）発生土仮置き場） 

6-6-7 



 

 

  

写真 6-6-7 工事排水の監視 

（塩島地区発生土置き場） 
写真 6-6-8 低燃費車種の採用 

6-6-8 



 

表 6-6-2 排出ガス対策型建設機械採用実績（一例） 

特定特殊自動車の 

車名及び型式 

特定原動機の 

名称及び型式 
機種 

適用区分 

環境省 国交省 

日立建機 ZX200-3 
いすゞ 

バックホウ 
2006年 

基準適合車 

みなし第 3次 

基準適合車 4HK1XDIA 

コマツ PC200-8 
コマツ 

バックホウ 
2006年 

基準適合車 

第 2次基準 

適合車 SAA6D107E-1-A 

 

表 6-6-3 低騒音型建設機械採用実績（一例） 

指定番号注１ 機種 型式 諸元 

3426 バックホウ ZX200-3 山積容量 0.8m3 平積容量 0.56m3 

3304 バックホウ PC200-8 山積容量 0.8m3 平積容量 0.6m3 

注１：指定番号は環境省より指定されている低騒音型建設機械を示す。 

 

表 6-6-4 低燃費車種の採用（一例） 

社名 
通称名 最大積載量 燃費 

（km/L） 

燃費基準 

達成レベル注１ 車種 型式 （kg） 

日野 日野プロフィア QKG-FS1EKDA 8600 4.25 102 

日野 日野プロフィア KS-FS1EKJA 9900 65 105 

いすゞ ギガ LKG-CXZ77AT 10000 4.25 102 

注１：燃費基準達成レベルは「自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領（平成 

16年国土交通省告示第 61号）」に基づき、燃費性能を評価しており「100」以上の数 

値で平成 27 年度燃費基準を満足していることを示す。 

 

  

6-6-9 



 

 

 

図 6-6-1 建設機械使用に伴う打合せ資料（塩島地区発生土置き場） 

 

 

（本図は自社の測量成果物を用いている） 

6-6-10 



 

 

 

図 6-6-2 塩島地区発生土置き場設備配置図 

  

（本図は自社の測量成果物を用いている） 

：防音シート 

6-6-11 



 

 

図 6-6-3 運搬計画打合せ資料（一例） 

（早川坑口→発生土仮置き場（遮水型）） （早川坑口→発生土仮置き場） 

（広河原坑口→発生土仮置き場） 

6-6-12 



6-7-1 

6-7 発生土仮置き場（遮水型）  

 基準値等を超える発生土に対応した発生土仮置き場である、早川町内の雨畑地区発生土仮置き場、塩

島地区（南）発生土仮置き場、塩島地区（下流）発生土仮置き場、湯島地区発生土仮置き場における環

境保全の計画に対する平成 30 年度から令和２年度の環境保全措置の実施状況を、表 6-7-1～表 6-7-4、

写真 6-7-1～写真 6-7-8、図 6-7-1～図 6-7-2 に示す。 

 

表 6-7-1(1) 環境保全措置の実施状況 

 

 

 

 

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 

排出ガス対策型建設

機械の採用 

排出ガス対策型建設機械を採用

している。 

写真 6-7-1 

表 6-7-2 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質、粉

じん等） 

・騒音 

・振動 

・温室効果ガス 

工事規模に合わせた

建設機械の設定 

作業平面図を用いて適正な規格・

台数の重機を使用する計画を立

て、実施している。 

 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 

・騒音 

・振動 

建設機械の使用時に

おける配慮 

新規入場者教育及び日々の作業

打合せで、高負荷運転の防止、ア

イドリングストップ等を指導し

ている。 

図 6-5-1 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 

・騒音 

・振動 

・温室効果ガス 

建設機械の点検及び

整備による性能維持 

法令に定められた点検・整備のほ

か、日々の点検を実施している。 
写真 6-7-2 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 

・騒音 

・振動 

・動物 

・植物 

・生態系 

・温室効果ガス 

工事従事者への講

習・指導 

点検・整備、環境負荷低減を考慮

した運転等について、講習・指導

を行っている。 

工事区域外への立入禁止やゴミ

捨て禁止等について、講習・指導

を行っている。 

写真 6-5-3 

図 6-5-1 



6-7-2 

表 6-7-1(2) 環境保全措置の実施状況 

 

  

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質、粉

じん等） 

・騒音 

・振動 

工事の平準化 
偏った施工とならないよう、工

事を平準化している。 
 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 

・騒音 

・振動 

・温室効果ガス 

資材及び機械の運搬

に用いる車両の点検

及び整備による性能

維持 

法令に定められた点検・整備の

ほか、日々の点検を実施してい

る。 

写真 6-7-2 

・大気質（二酸化窒

素、浮遊粒子状物

質） 

・騒音 

・振動 

環境負荷低減を意識

した運転の徹底 

新規入場者教育及び日々の作業

打合せで、法定速度遵守、アイ

ドリングストップ、エコドライ

ブ等を指導している。 

図 6-7-1 

・大気質（粉じん等） 

工事現場の清掃及び

散水 

定期的に工事現場の清掃を行っ

ている。 

作業状況に応じて周辺道路の清

掃及び散水を実施している。 

写真 6-7-3 

荷台への防じんシー

ト敷設及び散水 

荷台を浸透防止シート等で覆っ

ている。 
 

資材及び機械の運搬

に用いる車両の出入

口、周辺道路の清掃

及び散水、タイヤの

洗浄 

作業状況に応じて、車両出入

口、周辺道路の清掃及び散水、

タイヤ洗浄を実施している。 

写真 6-7-3 

写真 6-7-4 



6-7-3 

表 6-7-1(3) 環境保全措置の実施状況 

 

  

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・騒音 

・振動 

低騒音・低振動型建

設機械の採用 

低騒音型建設機械を採用してい

るが、低振動型建設機械の手配が

困難であり、できるだけ型式の新

しい機械を採用している。 

低振動型建設機械の流通台数が

増加し、手配が可能になれば採用

する。 

写真 6-7-1 

表 6-7-3 

・水の濁り 

・水の汚れ 

・土壌汚染 

工事排水の適切な処

理 

発生土からの排水を水槽に集め

て水質試験を実施し、自然由来の

重金属等が人の健康の保護に関

する環境基準値を超える場合は

産業廃棄物として処分している。 

自然由来の重金属等が人の健康

の保護に関する環境基準値以下

の場合は、早川工事施工ヤードへ

運搬し、濁水処理施設で処理した

後に放流している。（雨畑地区発

生土仮置き場） 

自然由来の重金属等が人の健康

の保護に関する環境基準値以下

の場合、pH または浮遊物質量が

生活環境に関する環境基準を超

えていれば、早川工事施工ヤード

へ運搬し、濁水処理施設で処理し

た後に放流している。pH または

浮遊物質量が生活環境に関連す

る環境基準以下であれば、水槽か

ら放流している。（塩島地区（南）

発生土仮置き場、塩島地区（下流）

発生土仮置き場） 

図 6-7-1 

図 6-7-2 



6-7-4 

表 6-7-1(4) 環境保全措置の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・水の濁り 

・水の汚れ 

・土壌汚染 

仮置き場における掘

削土砂の適切な管理 

発生土を遮水シート等で覆って

いる。 

ベントナイト躯体で底面と周囲

を囲い込んでいる。（雨畑地区発

生土仮置き場）底面にアスファル

ト舗装及び遮水シートを敷設し、

管理している。（塩島地区（南）

発生土仮置き場、塩島地区（下流）

発生土仮置き場、湯島地区発生土

仮置き場） 

写真 6-7-8 

・土壌汚染 区分土の適切な運搬 

荷台を浸透防止シート等で覆っ

ている。 

土砂搬出管理表にて運搬土量を

管理している。 

写真 6-7-6 

・動物 

・植物 

・生態系 

重要な種の生育・生

息地の全体又は一部

を回避 

重要な種への影響を回避する計

画とした。（雨畑地区発生土仮置

き場、塩島地区（南）発生土仮置

き場） 

 

・水の濁り 

・水の汚れ 

工事排水の監視 

発生土からの排水を水槽に集め

て水質試験を実施している。 

工事排水を放流する箇所の下流

地点及び排水路等の流末箇所に

おいて、水質のモニタリングを実

施している。（塩島地区（南）発

生土仮置き場、塩島地区（下流）

発生土仮置き場） 

3-4 

写真 6-7-7 

処理装置の点検・整

備による性能維持 

側溝、沈砂池、集水施設の点検を

行い、性能を維持している。 
写真 6-7-7 
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表 6-7-1(5) 環境保全措置の実施状況 

 

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・水の濁り 

・水の汚れ 

・水資源 

・動物 

・植物 

・生態系 

放流時の放流箇所及

び水温の調整 

濁水処理後に、放流水の量と水

温の測定を行っている。河川と

の極端な温度差はないため、水

温調整は実施していない。 

 

・動物 

・植物 

・生態系 

汚濁処理施設及び仮

設沈砂池の設置 

早川工事施工ヤードの濁水処理

施設で濁水処理を行っている。 
図 6-7-2 

・温室効果ガス 

低炭素型建設機械の

採用 

低炭素型建設機械の手配が困難

であり、できるだけ燃費の良い機

械を採用している。 

低炭素型建設機械の流通台数が

増加し、手配が可能になれば採

用する。 

 

高負荷運転の抑制 

新規入場者教育及び日々の作業

打合せで、高負荷運転の抑制を

指導している。 

図 6-2-2 

図 6-7-1 

低燃費車種の選定、

積載の効率化、運搬

計画の合理化による

運搬距離の最適化 

できるだけ低燃費車種を採用し

ている。 

積込機械による積込回数を予め

定め、効率的な積載量としてい

る。 

運行台数の上限を定め、計画的

に車両を運行している。 

表 6-7-4 
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表 6-7-2 排出ガス対策型建設機械の採用（一例） 
特定特殊自動車の 

車名及び型式 

特定原動機の 

名称及び型式 
機種 

適用区分 

環境省 国交省 

コベルコ SK135SR-3 
三菱 

バックホウ 
2011 年 

基準適合車
― 

D04EGWDP3TAAC2

コマツ D31PX-21 
コマツ 

ブルドーザー ― 
第 2次基準 

適合車 SAA4D102E-2-B 

コマツ PC78US-8 
コマツ 

バックホウ 
2006 年 

基準適合車
― 

SAA4D95LE-5-C 

キャタピラー 313DCR 
キャタピラー 

バックホウ 
2006 年 

基準適合車

第 3次基準 

適合車 KDP-C4.2 

クボタ RX306 
クボタ 

バックホウ ― 
第 3次基準 

適合車 VAC12CF3 

酒井重工業 TW500W-1 
クボタ 

振動ローラー ― 
第 1次基準 

適合車 V1512-KA 

コマツ PC128US-8 
コマツ 

バックホウ ― 
第 3次基準 

適合車 SAA4D95LE-5-A 

 

表 6-7-3 低騒音型建設機械の採用（一例） 

指定番号注１ 機種 型式 諸元 

5343 コベルコ SK135SR-3 山積容量 0.5m3 平積容量 0.38m3 

1498 コマツ D31PX-21 運転整備質量 8t 

4081 コマツ PC78US-8 山積容量 0.28m3 平積容量 0.22m3 

4041 キャタピラー 313D CR 山積容量 0.45m3 平積容量 0.34m3 

4201 クボタ ViO70-3A 山積容量 0.15m3 平積容量 0.12m3 

326 酒井重工業 TW500W-1 車両総質量 3.56t 

注１：指定番号は環境省より指定されている低騒音型建設機械を示す。 
 

表 6-7-4 低燃費車種の採用（一例） 

社名 

通称名 最大積載量 
燃費 

（km/L） 

燃費基準 

達成レベル注

１ 
車種 型式 （kg） 

いすゞ フォワード SKG-FRR90S1 3500 7.24 100 

日野 日野プロフィア KS-FS1EKJA 9900 4.15 105 

注１：燃費基準達成レベルは「自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領（平成 16 年国土交通省告示第   

   61 号）」に基づき、燃費性能を評価しており「100」以上の数値で平成 27 年度燃費基準を満足していること 

      を示す。 
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写真 6-7-1 排出ガス対策型、低騒音型 

建設機械の採用 
写真 6-7-2 建設機械の点検・整備 

 

 

写真 6-7-3 車両の点検・整備 
写真 6-7-4 清掃実施状況 

（塩島地区（南）発生土仮置き場） 

  

写真 6-7-5 タイヤ洗浄プール 

（塩島（下流）発生土仮置き場） 

写真 6-7-6 運搬時の浸透防止シート 

設置状況 
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図 6-7-1(1) 改変区域及び排水設備の設置状況（塩島地区（南）発生土仮置き場） 

 

  

写真 6-7-7 浸潤水用水槽 

（塩島（下流）発生土仮置き場） 

写真 6-7-8 遮水シート 

（雨畑発生土仮置き場） 

（本図は自社の測量成果物を用いている） 

区分土
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図 6-7-1(2) 改変区域及び排水設備の設置状況（塩島地区（下流）発生土仮置き場） 

 
 

 

図 6-7-1(3) 改変区域及び排水設備の設置状況（湯島地区発生土仮置き場） 

 

 

（本図は自社の測量成果物を用いている） 

（本図は自社の測量成果物を用いている） 

区分土
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図 6-7-2(1) 排水処理フロー（雨畑地区発生土仮置き場、湯島地区発生土仮置き場） 

 

 

 

 

 

 

図 6-7-2(2) 排水処理フロー（塩島地区（南）発生土仮置き場、塩島地区（下流）発生土仮置き場） 



6-8 工事用道路整備 
 富士川町内高下地区工事用道路整備における環境保全の計画に対する平成 30 年度から令和２年度の

環境保全措置の実施状況を、表 6-8-1～表 6-8-4、写真 6-8-1～写真 6-8-8、図 6-8-1～図 6-8-2に示

す。 

 なお、動物・植物・生態系に係る環境保全措置の詳細については、希少種保護の観点から非公開と

する。 

表 6-8-1(1) 環境保全措置の実施状況 

 

  

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 
排出ガス対策型建設

機械の採用 
排出ガス対策型建設機械を採用

している。 
写真 6-8-1 

表 6-8-2 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質、粉

じん等） 
・騒音 
・振動 
・温室効果ガス 

工事規模に合わせた

建設機械の設定 

作業平面図を用いて適正な規格・

台数の重機を使用する計画を立

て、実施している。 
 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 
・騒音 
・振動 

建設機械の使用時に

おける配慮 

新規入場者教育及び日々の作業

打合せで、高負荷運転の防止、ア

イドリングストップ等を指導し

ている。 

写真 6-8-2 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 
・騒音 
・振動 
・温室効果ガス 

建設機械の点検及び

整備による性能維持 
法令に定められた点検・整備のほ

か、日々の点検を実施している。 
写真 6-8-3 

図 6-8-1 

6-8-1 



表 6-8-1(2) 環境保全措置の実施状況 

  

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 
・騒音 
・振動 
・温室効果ガス 
・動物 
・植物 
・生態系 

工事従事者への講

習・指導 

点検・整備、環境負荷低減を考慮

した運転等について、講習・指導

を行っている。 
工事区域外への立入禁止やゴミ

捨て禁止等について、講習・指導

を行っている。 

写真 6-8-4 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質、粉

じん等） 
・騒音 
・振動 

工事の平準化 
偏った施工とならないよう、工事

を平準化している。 
 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 
・騒音 
・振動 
・温室効果ガス 

資材及び機械の運搬

に用いる車両の点検

及び整備による性能

維持 

法令に定められた点検・整備のほ

か、日々の点検を実施している。 
 

・大気質（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 
・騒音 
・振動 

資材及び機械の運搬

に用いる車両の運行

計画の配慮 

運行台数の上限を定め、計画的に

車両を運行し、運行時期や時間を

集中させないにしている。 
図 6-8-2 

6-8-2 



表 6-8-1(3) 環境保全措置の実施状況 

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・大気質（二酸化窒

素、浮遊粒子状物

質） 

・騒音 

・振動 

環境負荷低減を意識した

運転の徹底 

新規入場者教育及び日々の作業

打合せで、法定速度遵守、アイド

リングストップ、エコドライブ等

を指導している。 

写真 6-8-2 

写真 6-8-4 

図 6-8-2 

・大気質（粉じん

等） 

工事現場の清掃及び散水 

定期的に工事現場の清掃を行っ

ている。また、敷鉄板設置により

粉じん抑制を行っている。 

写真 6-8-5 

荷台への防じんシート敷

設及び散水 

積込時の掘削土の状況に応じて

防じんシートの敷設、散水を実施

している。 

 

資材及び機械の運搬に用

いる車両の出入り口、周

辺道路の清掃及び散水、

タイヤの洗浄 

作業状況に応じて、車両出入口、

周辺道路の清掃及び散水、タイヤ

洗浄を実施している。 

写真 6-8-6 

・騒音 

・振動 

低騒音・低振動型建設機

械の採用 

低騒音型建設機械を採用してい

るが、低振動型建設機械の手配が

困難であり、できるだけ型式の新

しい機械を採用している。 

低振動型建設機械の流通台数が

増加し、手配が可能になれば採用

する。 

写真 6-8-1 

表 6-8-3 

・水の濁り 

工事排水の適切な処理 

公共用水域へ放流する場合は、沈

殿、濾過等、濁りを低減させるた

めの処理をしたうえで排水して

いる。 

 

工事に伴う改変範囲をで

きるだけ小さくする 
河川区域の改変を回避している。  

工事排水の監視 

公共用水域へ放流する場合は工

事排水の水の濁りを監視してい

る。 

3-4 

処理施設の点検・整備に

よる性能維持 

処理装置の点検・整備を確実に行

い、性能を維持している。 
 

6-8-3 



表 6-8-1(4) 環境保全措置の実施状況 

  

環境要素 環境保全措置 実施状況 備考 

・動物 
・生態系 

低騒音・低振動型の建

設機械の採用 

低騒音型建設機械を採用してい

るが、低振動型建設機械の手配が

困難であり、できるだけ型式の新

しい機械を採用している。 
低振動型建設機械の流通台数が

増加し、手配が可能になれば採用

する。 

写真 6-8-1 

表 6-8-3 

・植物 外来種の拡大抑制 
建設機械及び運搬車両のタイヤ

洗浄を行っている。 
写真 6-8-6 

・廃棄物等 
・温室効果ガス 

副産物の分別、再資源

化 

コンクリートガラを分別し、適正

に処分している。 
7-1 

写真 6-8-7 

・温室効果ガス 

低炭素型建設機械の採

用 

低炭素型建設機械の手配が困難

であり、国土交通省の燃費基準値

を参考に、認定された建設機械や

基準に近い性能を有する建設機

械を採用している。 
低炭素型建設機械の流通台数が

増加し、手配が可能になれば採用

する。  

 

高負荷運転の抑制 

新規入場者教育及び日々の作業

打合せで、高負荷運転の抑制を指

導している。 

写真 6-8-4 

図 6-8-2 

低燃費車種の選定、積

載の効率化、運搬計画

の合理化による運搬距

離の最適化 

できるだけ低燃費車種を採用し

ている。 
積込機械による積込回数を予め

定め、効率的な積載量としてい

る。 
運行台数の上限を定め、計画的に

車両を運行している。 

写真 6-8-8 

表 6-8-4 

6-8-4 



 

 
  

   
 

写真 6-8-1 排出ガス対策型・低騒音型 

  建設機械の採用 
写真6-8-2 建設機械の使用時における配慮 

 
 

写真6-8-3 建設機械の点検・整備 写真6-8-4 工事従事者への講習・指導 

  

写真6-8-5 工事現場の清掃 写真6-8-6 タイヤ洗浄 

6-8-5 



 

 
  

  

写真6-8-7 建設副産物の分別・再資源化 写真6-8-8 低燃費車種の選定 

6-8-6 



 

 
表 6-8-2 排出ガス対策型建設機械採用実績（一例） 

特定特殊自動車の 

車名及び型式 

特定原動機の 

名称及び型式 
機種 

適用区分注１ 

環境省 国交省 

コマツ  PC128US 
コマツ 

バックホウ 
2014年 

基準適合車 

（第 3次基準 

適合車） SAA4D95LE-7 

日立 ZX40U5B 
日立 

バックホウ 
2014年 

基準適合車 

第 3次基準 

適合車 4TNV88C 

注１：適用区分カッコ内の記載は特定原動機に掛ることを示す。 

 
表 6-8-3 低騒音型建設機械採用実績（一例） 

指定番号注１ 機種 型式 諸元 

37        バックホウ PC128US 山積容量 0.45m3 平積容量 0.35m3 

5567 バックホウ ZX40U5B 山積容量 0.1m3 平積容量 0.07m3 

注１：指定番号は環境省より指定されている低騒音型建設機械を示す。 

 
表 6-8-4 工事用車両における低燃費車種の採用実績（一例） 

社名 
通称名 最大積載量 燃費 燃費基準 

達成レベル注１ 車種 型式 （kg） （km/L） 

日野 レンジャー BKG-FC7JCYA 3,550 4.85 100 

注１：燃費基準達成レベル：「自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領（平成 16年国土交通省告示 

第 61号）」に基づき、燃費性能を評価しており「100」以上の数値で平成 27年度燃費基準を満足してい 

ることを示す。
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図 6-8-1 建設機械点検表（記入様式） 
  

 

6-8-8 

型式

30 年 4 月 持込NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

年

2.　処理欄には不良の場合の状況及び不良箇所の是正を明記すること。

1.　評価欄記号　ㇾ・異常なし、×修理・交換・調整を要す。

月例元請確認者
西暦 2018

点検者

バケットの爪・エッジの著しい摩耗はないか。

警報装置の警報はなるか。

灯火装置は、点灯するか。

処理

　作動はよいか。油漏れはないか。

ブーム・アームは、ジョイントのガタはないか。

油圧シリンダー・ホース・継手の

計器類は、正常（緑）の範囲を示しているか。

旋回モーター・減速機の作動はよいか。異音はないか。

走行モーター・減速機の作動はよいか。異音はないか。

駐車ブレーキ・旋回ロックの効きはよいか。確実にロックはできるか。

履帯・リンクのボルトの緩みはないか。脱落はないか。

ブーム・アームは、スムーズに作動するか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日付

　　　　点検項目

現場名 リニア高下工事用道路整備工事 使用施工業者

エンジン駆動　始動・排気色はよいか。　　

エンジン駆動　異音はないか。

元請負業者
車両系建設機械

平成 井上建設㈱
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図 6-8-2 現場経路打合せ資料（一例） 

（本図は自社の測量成果物を用いている） 

 
 



6-9 希少猛禽類に対する人工巣の設置 

生息環境の一部が保全されない可能性がある種を対象に、これまでに専門家に現地確認を頂いた上で、

表 6-9-1の通り人工巣を設置した。設置した人工巣においては状況を確認し必要に応じてメンテナンス

を実施している。なお、オオタカ（笛吹市地区ペア）の人工巣２について、懸架木が枯れていることを

確認したため、平成 30 年 12月に人工巣を撤去し、非営巣期の令和元年 11月に、人工巣を再設置した。

人工巣の確認状況及び設置状況を写真 6-9-1～写真 6-9-4 に示す。詳細については、希少種の保護の観

点から非公開版とした。 

 

表 6-9-1 人工巣の設置状況 

 

 

 

 

 

 

  

写真 6-9-1(1)人工巣１の状況 

オオタカ（笛吹市ペア）（令和元年 11月７日） 

写真 6-9-1(2)人工巣１の状況 

オオタカ（笛吹市ペア）（令和２年６月７日） 

  

写真 6-9-2(1)人工巣２の状況 

（平成 27年１月 17日に設置した巣） 

オオタカ（笛吹市ペア）（平成 30年５月２日） 

写真 6-9-2(2)人工巣２の状況 

（令和元年 11月７日に再設置した巣） 

オオタカ（笛吹市ペア）（令和元年 11月７日）  

 

対象種 人工巣設置箇所 設置時期 

オオタカ 

（笛吹市地区ペア） 
2箇所 

平成 27年１月 17日 

令和元年 11 月７日 

クマタカ 

（早川町新倉（青崖）地区ペア） 
2箇所 平成 27 年３月８日 
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写真 6-9-3(1)人工巣１の状況 

クマタカ（早川町新倉（青崖）地区ペア） 

（令和元年 11月７日） 

写真 6-9-3(2)人工巣１の状況 

クマタカ（早川町新倉（青崖）地区ペア） 

（令和２年８月 27日） 

  

写真 6-9-4(1)人工巣２の状況 

クマタカ（早川町新倉（青崖）地区ペア） 

（令和元年 11月７日） 

写真 6-9-4(2)人工巣２の状況 

クマタカ（早川町新倉（青崖）地区ペア） 

（令和２年８月 27日） 
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7 工事の実施に伴う廃棄物等及び温室効果ガスの実績 

 

7-1 廃棄物等 

 工事の実施に伴う、建設発生土及び建設廃棄物の発生量及び再資源化の状況は、次のとおりである。 
 
7-1-1 集計項目 

 集計項目は、工事の実施に伴う、廃棄物等の状況（建設発生土及び建設廃棄物）とした。 

 

7-1-2 集計方法 

 集計方法は、各工事における施工実績やマニフェスト等により確認した。 

 

7-1-3 集計対象箇所 

 集計対象箇所は、平成 30 年度から令和２年度に廃棄物等が発生した富士川町内利根川公園交差部高

架橋、富士川町内高下地区工事用道路整備・既町道整備、第四南巨摩トンネル（西工区）及び南アルプ

ストンネル（山梨工区）とした。 

 

7-1-4 集計期間 

 集計期間は、平成 30年度から令和２年度に発生した廃棄物等を集計した。 

 

7-1-5 集計結果 

 集計結果は、表 7-1-5-1及び表 7-1-5-2に示すとおりである。 

 

表 7-1-5-1 建設発生土の発生量 

主な副産物の種類 発生量 

建設発生土注 1 

平成 30年度 約 340,000 m3 

令和元年度 約 340,000 m3 

令和２年度 約 217,000 m3 

合計 約 897,000 m3 

注1： 建設発生土は、ほぐし土量である。 
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表 7-1-5-2（1） 建設廃棄物の発生量及び再資源化の状況（平成 30年度） 

主な副産物の種類 発生量 再資源化等の量注 1 再資源化等の率注 2 

建設廃棄物 

建設汚泥 約 1,800m3 約 1,800m3 100％ 

コンクリート塊 約 1,700m3 約 1,700m3 100％ 

アスファルト・ 
コンクリート塊 

約 70m3 約 70m3 100％ 

建設発生木材 約 360t 約 360t 100％ 

 

表 7-1-5-2（2） 建設廃棄物の発生量及び再資源化の状況（令和元年度） 

主な副産物の種類 発生量 再資源化等の量注 1 再資源化等の率注 2 

建設廃棄物 

建設汚泥 約 2,100m3 約 2,100m3 100％ 

コンクリート塊 約 730m3 約 730m3 100％ 

アスファルト・ 
コンクリート塊 

約 90m3 約 90m3 100％ 

建設発生木材 約 40t 約 40t 100％ 

 

表 7-1-5-2（3） 建設廃棄物の発生量及び再資源化の状況（令和２年度） 

主な副産物の種類 発生量 再資源化等の量注 1 再資源化等の率注 2 

建設廃棄物 

建設汚泥 約 2,200 m3 約 2,200 m3 100 ％ 

コンクリート塊 約 2,800 m3 約 2,800 m3 100 ％ 

アスファルト・ 
コンクリート塊 

約 44 m3 約 44 m3 100 ％ 

建設発生木材 約 340 t 約 340 t  100 ％ 

 

表 7-1-5-2（4） 建設廃棄物の発生量及び再資源化の状況（平成 30年度～令和２年度合計） 

主な副産物の種類 発生量 再資源化等の量注 1 再資源化等の率注 2 

建設廃棄物 

建設汚泥 約 6,100 m3 約 6,100 m3 100 ％ 

コンクリート塊 約 5,200 m3 約 5,200 m3 100 ％ 

アスファルト・ 
コンクリート塊 

約 200 m3 約 200 m3 100 ％ 

建設発生木材 約 740 t 約 740 t 100 ％ 

 

注1： 「再資源化等の量」の定義は以下の通りとする。なお、再資源化された量、再資源化及び縮減された量 

は、運搬先の施設ごとに、発生量にその施設における項目ごとの「再資源化された割合」、「再資源化及 

び縮減された割合」の実績値を乗じて推計した。 

・コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊：再資源化された量と工事間利用された量の合計 

・建設汚泥、建設発生木材：再資源化及び縮減された量と工事間利用された量の合計 

注2： 「再資源化等の率」はそれぞれの項目について「再資源化等の量」を「発生量」で除した値（再資源化率 

または再資源化・縮減率）を示す。 
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7-2 温室効果ガス 

 工事の実施に伴う、温室効果ガスの排出の状況は、次のとおりである。 
 
7-2-1 集計項目 

 集計項目は、工事の実施に伴う、温室効果ガスの排出の状況とした。 
 

7-2-2 集計方法 

 集計方法は、各工事における施工実績や電力会社発行の使用明細等により確認し、二酸化炭素（CO2）

換算で算出した。 

 

7-2-3 集計対象箇所 

 集計対象箇所は、平成 30 年度から令和２年度に工事を実施した中央市内臼井阿原地内高架橋工事、富士川

町内利根川公園交差部高架橋工事、第四南巨摩トンネル新設（東工区）、富士川町内高下地区工事用道路整

備・既町道整備、第四南巨摩トンネル（西工区）及び南アルプストンネル（山梨工区）とした。 

 

7-2-4 集計期間 

 集計期間は、平成 30年度から令和２年度に発生した温室効果ガスの排出の期間を集計した。 
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7-2-5 集計結果 

 集計結果は、表 7-2-5-1に示すとおりである。 

 

表 7-2-5-1(1) 温室効果ガス（CO2換算）排出量の状況（平成 30 年度） 

区分 
温室効果ガス（CO2換算）排出量（tCO2） 

小計 行為別合計 

建設機械の稼働 

燃料消費（CO2） 3,899 

6,762 燃料消費（N2O） 29 

電力消費（CO2） 2,834 

資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行 

CO2 885 

889 CH4 0 

N2O 4 

建設資材の使用 CO2 14,740 14,740 

廃棄物の発生 
焼却 

CO2 0 

0 N2O 0 

埋立 CH4 0 

CO2換算排出量の合計 22,391 

   注 1：四捨五入して「０」となった場合は「０」と記載した。 

 

表 7-2-5-1(2) 温室効果ガス（CO2換算）排出量の状況（令和元年度） 

区分 
温室効果ガス（CO2換算）排出量（tCO2） 

小計 行為別合計 

建設機械の稼働 

燃料消費（CO2） 4,266 

8,812 燃料消費（N2O） 32 

電力消費（CO2） 4,514 

資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行 

CO2 313 

315 CH4 0 

N2O 2 

建設資材の使用 CO2 15,590 15,590 

廃棄物の発生 
焼却 

CO2 0 

0 N2O 0 

埋立 CH4 0 

CO2換算排出量の合計 24,717 

   注１：四捨五入して「０」となった場合は「０」と記載した。 
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表 7-2-5-1(3) 温室効果ガス（CO2換算）排出量の状況（令和２年度） 

区分 
温室効果ガス（CO2換算）排出量（tCO2） 

小計 行為別合計 

建設機械の稼働 

燃料消費（CO2） 5,549 

11,171 燃料消費（N2O） 41 

電力消費（CO2） 5,581 

資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行 

CO2 434 

436 CH4 0 

N2O 2 

建設資材の使用 CO2 17,239 17,239 

廃棄物の発生 
焼却 

CO2 6 

9 N2O 0 

埋立 CH4 3 

CO2換算排出量の合計 28,855 

   注 1：四捨五入して「０」となった場合は「０」と記載した。 

 
表 7-2-5-1(4) 温室効果ガス（CO2換算）排出量の状況（平成 30 年度～令和２年度合計） 

区分 
温室効果ガス（CO2換算）排出量（tCO2） 

小計 行為別合計 

建設機械の稼働 

燃料消費（CO2） 9,815 

26,745 燃料消費（N2O） 102 

電力消費（CO2） 12,929 

資材及び機械の運搬

に用いる車両の運行 

CO2 1,632 

1,640 CH4 0 

N2O 8 

建設資材の使用 CO2 47,569 47,569 

廃棄物の発生 
焼却 

CO2 6 

9 N2O 0 

埋立 CH4 3 

CO2換算排出量の合計 75,963 

   注１：四捨五入して「０」となった場合は「０」と記載した。 
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8 平成 29年度に送付した中間報告書に対する意見 

 
 「「中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価書【山梨県】（平成 26年８月）」に基づく中間

報告書（その１）」（以下、「中間報告書」という。）は、山梨県環境影響評価条例（平成 10年３月 27

日山梨県条例第１号。以下、「条例」という。）第 38条第１項（条例第 46条の定めにより準用。以下

同じ。）に基づき作成した対象事業実施中間報告書であり、「中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境

影響評価書【山梨県】（平成 26年８月）」（以下、「評価書」という。）送付から平成 29年度までに実施

した事後調査の結果、環境保全措置の実施状況を述べたものである。 

 条例第 38条第３項に基づき、平成 30年７月 31日に中間報告書を山梨県知事及び関係市町の長に送

付するとともに、条例第 39条に基づき、平成 30年８月１日に中間報告書を作成した旨を公告し、平

成 30年８月１日から平成 30年８月 31日まで中間報告書を関係地域内において縦覧に供した。合わせ

て、条例第 40条第 1項の定めにより中間報告書について環境の保全の見地からの意見を有する者が提

出した意見書を、平成 30年８月１日から平成 30年９月 14日までの間に３通受領した。また、条例第

42条の定めにより、中間報告書について環境の保全の見地からの意見書を、平成 30年 12月 28日に山

梨県知事より受領した。 

 本章は、条例第 41 条に定める、条例第 40条第１項の規定により述べられた意見の概要及び当該意

見についての事業者の見解と平成 30 年 12月 28日に山梨県知事より受領した意見の概要及び当該意見

について事業者の見解を記載する。 

 
8-1 環境の保全の見地から意見を有する者からの意見の概要及び当該意見に 

ついての事業者の見解 

 

条例第 40 条第１項の定めにより中間報告書について環境の保全の見地からの意見を有する者が提出

した意見の概要及び当該意見について事業者の見解を以下に示した。 
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意見の概要 事業者の見解 

【地下水、水資源、土壌環境】 

○トンネル掘削に伴う薬液注入工法は、ど

のような方法で行うのか。 

 

 

 

 

 

 

○発生土を有効利用する事業者へ提供する

場合、環境に関わる調査は提供者と引受

者のどちらが行うのか。異常事態が発生

した時は、提供者と引受者のどちらの責

任で対処するのか。 

 

 

トンネル掘削にあたっては、先進ボーリング

等により掘削前方の状況を確認し、必要により

他のトンネル工事でも一般に実施している薬液

注入等の補助工法を併用します。薬液注入工法

は、「薬液注入工法による建設工事の施工に関す

る暫定指針」（建設省：昭和 49 年 7 月）等に基

づき実施します。 

 

当社以外の第三者が事業主体である事業へ発

生土を提供する場合、当該事業の事業主体であ

る引受者が法令等に基づく環境対策や防災対策

等の施行義務を負うことが基本と考えておりま

す。当社は、引受者に対して発生土に関する情

報提供を行います。 

【動物、生態系】 

○イヌワシ（早川町ペア）は、なぜ調査し

たのか。 

 

 

 

○イヌワシ（早川町ペア）の繁殖時期に、

工事の一時中止等の措置を行ったのか。 

 

  

評価書送付後の平成 26年度営巣期に、早川町

のクマタカペアの生息状況を確認する中で、イ

ヌワシ（早川町ペア）の生息を確認しましたの

で、継続調査を実施しています。 

 

 中間報告書対象期間中の工事実施箇所とイヌ

ワシ（早川町ペア）の巣は十分離れているため、

工事の一時中止等の措置は行っていません。 
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意見の概要 事業者の見解 

【発生土置き場】 

○早川北小学校に近い塩島地区を、発生土

置き場、仮置き場に選定した理由を知り

たい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○雨畑地区発生土仮置き場では、いつから 

 準備工事を始めたのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○雨畑地区発生土仮置き場は、いつ更地化 

 されるのか。 

 

 

塩島地区の発生土置き場（仮置き場を含む。）

は、土砂等資材置き場等として既に改変がなさ

れた土地より選定しました。塩島地区発生土置

き場において、建設機械の稼働について、大気

質、騒音及び振動の工事最盛期のモニタリング

を実施し、環境基準等に適合することを確認し

ています。 

 なお、生活環境等への配慮の一環として、早

川北小学校前の山梨県道 37 号南アルプス公園

線を通行する工事用車両を減らして欲しいとの

要望を受けて、塩島地区に工事用車両の迂回路

の設置を計画し、関係する協議を進めています。 

 

 雨畑地区発生土仮置き場では、平成 29年度中

間報告書 資料編の表 3-4-2-3-2（3-4-2-4ペー

ジ）に記載のとおり、「工事前」の地下水の水質

のモニタリングを平成 28年 10月 20日に実施し

ました。「工事前」とは、発生土を雨畑地区発生

土仮置き場へ搬入開始する前を意味しており、

雨畑地区発生土仮置き場の準備工事開始前の意

味ではありません。10 月 20 日より前から準備

工事を実施していました。 

 

雨畑地区発生土仮置き場は、仮置き期間終了

後、発生土及び排水設備等の全ての設備を撤去

し、原状復旧して地権者へ返還します。仮置き

期間は 2020 年度末までを計画していますが、期

間を延長する場合があります。 
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意見の概要 事業者の見解 

【その他】 

○環境影響評価項目と事後調査項目はどの   

 ように定めたのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○山梨リニア実験線の実験終了はいつか。

終了後の施設の撤去はいつか。 

 

 

 

 

 

 

 

○山梨リニア実験線の沿線住民の声を聞 

 き、対応してほしい。 

 

 

 

 

 環境影響評価の項目は、国土交通省令に示す

参考項目及び整備新幹線の事例をもとに、想定

される影響要因及び影響を受けるおそれがある

環境要素に対して、法令等による規制又は目標

の有無及び環境への影響の重大性を考慮し選定

しました。 

 また、選定した環境影響評価項目について、

「予測の不確実性の程度」「環境保全措置の効果

の程度」を勘案して事後調査の必要性等を検討

し、事後調査項目を選定しました。 

 

山梨リニア実験線で実施している走行試験

は、平成 29年３月に国土交通大臣より承認を受

けた技術開発基本計画に基づいており、その期

間は平成 34年度（2022 年度）までとなっていま

す。山梨リニア実験線では 2023 年度以降、本格

的に営業線に向けた工事を実施し、中央新幹線

（品川・名古屋間）の一部として活用する計画

です。 

 

山梨リニア実験線沿線では、沿線自治会等へ

の説明会を現在まで複数回にわたり実施してき

ており、地元の皆様へ環境対策のご説明を実施

するとともに、皆様からのご質問等にも対応す

るなど、沿線の環境保全に向け取り組んできて

おります。 
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意見の概要 事業者の見解 

○騒音に関する対策を示し、環境保全措置 

 の実施状況の開示を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○リニア空力音と新幹線鉄道騒音の予測調

査手法は同じで良いのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○防音壁区間と防音防災フード区間はどの  

 ように定めるのか。 

列車の走行（地下を走行する場合を除く。）に

係る騒音の環境影響を低減させるため、評価書

において、環境保全措置として「防音壁、防音防

災フードの設置」「防音防災フードの目地の維持

管理の徹底」「桁間の目地の維持管理の徹底」「防

音壁の改良」及び「個別家屋対策」を実施するこ

ととしました。「沿線の土地利用対策」は、評価

の指標となる基準が「新幹線鉄道騒音による被

害を防止するための音源対策、障害防止対策（個

別家屋対策）、土地利用対策等の各種施策を総合

的に推進するに際して行政上の目標となるべき

もの」とされていることから、その実施につい

て関係機関に協力を要請することとしました。 

環境保全措置の実施状況は、山梨県環境影響

評価条例に基づく中間報告書及び完了報告書に

記載して、山梨県知事及び関係市町の長へ送付

します。中間報告書を作成しない年度は、事業

者の取り組みとして年次報告に取りまとめ山梨

県及び関係市町へ送付します。 

 

列車の走行に係る騒音の評価については、平

成 21 年７月に開催された国土交通省の超電導

磁気浮上式鉄道実用技術評価委員会における審

議を踏まえ、現行の新幹線と同様の「新幹線鉄

道騒音に係る環境基準」（昭和 50 年環境庁告示

第 46号）を適用し、評価基準としました。採用

した予測手法は実績のある整備新幹線での予測

手法を参考にしており、科学的知見に基づくも

のです。また、リニア特有の現象については、山

梨リニア実験線における走行試験による検証を

行っています。 

 

評価書では、列車の走行に係る騒音の影響に

ついて、現状の土地利用を踏まえて防音壁,防音

防災フードを想定し、予測及び評価を行いまし

た。防音壁、防音防災フードの具体的な設置位

置については、山梨県及び関係市町と調整の上、

決定していきます。 
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8-2 環境の保全の見地から山梨県知事からの意見の概要及び当該意見に 

ついての事業者の見解 

 

条例第 42 条の定めにより中間報告書について環境の保全の見地から山梨県知事が提出した意見の概

要及び当該意見について事業者の見解を以下に示した。 

 
知事意見 事業者の見解 

はじめに 

 今回の中間報告書手続において、関係市

町長や住民から、騒音、振動、水資源、景

観、住民の生活環境の保全など、多岐にわ

たる意見が出されている。事業者において

は、関係市町等からの意見に対し、正確で

十分な情報提供を行うとともに、引き続

き、地域への環境影響の低減に努めるこ

と。 

 

 環境影響の低減については、工事前に、具体

的な工事計画に基づき環境保全措置を具体化し

ています。 

 事業者が新たに計画する発生土置き場（仮置

き場を含む。）等においては、環境の調査及び影

響検討を行い、その結果に基づき環境保全措置

を具体化しています。 

 情報提供については、上記の環境の調査及び

影響検討の結果、環境保全の内容を資料に取り

まとめ、山梨県及び関係市町へ送付するととも

に、事業者のホームページに掲載しています。 

 工事前には工事説明会を開催し、地域住民の

皆様へご説明しています。 

 条例に基づき、３年に１回の頻度で中間報告

書を作成し、山梨県知事及び関係市町の長へ送

付しています。中間報告書を作成しない年度は

年次報告を取りまとめ、山梨県及び関係市町へ

送付しています。中間報告書及び年次報告は、

事業者のホームページにも掲載しています。 

 環境保全事務所（山梨）、山梨工事事務所を設

置し、地域住民の皆様からのお問い合わせに対

応しています。 

 引き続き、環境影響の低減及び情報提供に努

めます。 
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知事意見 事業者の見解 

１ 全般事項 

 事業実施にあたり、地域住民から、要望、

苦情等があった場合は迅速かつ誠実に対

応すること。 

 

なお、中間報告書の環境保全措置の実施状

況について、今後は、より具体的な記述と

充実した資料によりわかりやすい報告書

とすること。 

 

 これまでと同様に、地域住民の皆様からの要

望、苦情等には、迅速かつ誠実に対応いたしま

す。 

 

今後作成する中間報告書及び年次報告は、より

わかりやすい資料となるよう努めます。 

２ 個別事項 

（１）大気 

 環境保全措置である低振動型建設機械及

び低炭素型建設機械について、流通台数が少

ないことを理由に未導入であるが、今後は積

極的に採用するよう努めること。 

 

 

低振動型建設機械及び低炭素型建設機械は、

流通台数が増加し、手配が可能になりましたら、

積極的に採用いたします。 

（２）水資源 

 湧水の水量及び地表水の流量の調査にお

いて、現在実施している調査頻度、調査範囲、

調査期間では、降雨等による自然変動が大き

く、工事の影響を定量的に把握することが困

難である。流域の状況を把握できる常時観測

地点の設置や既設観測所の常時観測データ

の活用も含め、調査や評価の方法を再検討

し、追加調査等の実施により工事の影響を把

握すること。その結果、工事の影響が認めら

れた場合には、必要な環境保全措置を検討

し、実施すること。 

 

 水資源の事後調査は、トンネル工事の影響を

把握することが目的であり、工事中は月 1 回の

調査を基本としています。工事においてトンネ

ル湧水量を日々観測しており、湧水量に明らか

な変化が見られた場合には、必要により水資源

の調査頻度を増やす対応を行います。 

 気象庁、河川管理者等が設置している観測所

における降水量、河川水位などの観測データが

工事実施箇所の近傍にある場合には、そのデー

タも含めて工事の影響を評価いたします。 

 工事の影響が認められる場合には、必要な環

境保全措置を検討し、実施いたします。 
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知事意見 事業者の見解 

３）動物（猛禽類） 

 クマタカの飛翔減少の原因をイヌワシの

定着によるものとしているが、中間報告書の

説明をもって工事影響の有無を評価するこ

とは難しい。この評価を行うためにはできる

だけ多くの調査データが必要になることか

ら、今後、定点観察法による調査に加え、営

巣地付近における騒音・振動測定などを実施

し、猛禽類への影響を客観的に判断できるた

めのデータを収集するよう努めること。 

 

 

 より客観的に判断できるよう、専門家の技術

的助言を受けながら、データの充実に努めます。 

 なお、営巣地付近における騒音・振動測定は、

専門家より、測定者が営巣地に近づくことで猛

禽類へ及ぼす影響が大きい、との技術的助言を

受けております。より影響の小さい調査方法を、

専門家と相談しながら検討します。 

 また、今回の中間報告書においてイヌワシ

の定着が確認されたが、イヌワシについても

大変希少な種であることから、今後の工事に

あたっては影響を低減させるための措置を

講ずること。 

 

 イヌワシ（早川町地区ペア）は事後調査の対

象ではありませんが、引き続き継続調査を実施

するとともに、専門家と相談しながら、影響を

軽減させるための措置を講じます。 

（４）植物 

 植物を移植したにもかかわらず、一部が

消失してしまったことから、移植場所の選

定にあたっては、生育環境に加え、動物に

よる食害など外的な影響についても十分

考慮し、食害防止柵などの必要な措置を講

ずること。 

 

 

 今後の移植・播種では、専門家の技術的助言

を受けながら、食害、除草作業等の懸念のある

箇所を避ける、保護柵を設置する等の対応を行

います。 
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知事意見 事業者の見解 
（５）景観 
 今後の事業実施において､構造物、工事内

容が明らかになった段階で、景観に対する影

響検討の過程を具体的に示すこと。 

 
 高架橋及び橋梁の景観に関する検討の概要

は、評価書に記載しています。構造形式及び形

状に変更があり、景観に影響を及ぼす場合には

検討を行い、その過程を今後作成する中間報告

書及び年次報告に掲載いたします。 
 

 また、発生土仮置き場、工事ヤードなどの

一時的な施設についても、景観への影響が１

年以上継続する可能性がある場合には影響

検討を行うよう努めること。 

 工事ヤード等の一時的な施設は、仮設物等の

配置等が工事の進捗に合わせて刻々と変化して

いくこと、設置期間が工事期間中に限定される

ことなどから、景観の調査及び影響検討の対象

外としています。 
 なお、工事ヤードの周辺環境に配慮して、以

下の取り組みを実施中です。 
・広河原非常口工事ヤードで、周囲に配慮した

色の仮囲いを設置し、のり面を緑化しています。 
 

 なお、早川町内の既設の発生土仮置き場に

ついても、日常的な視点場からの景観への影

響があることから、飛散防止等に使用するシ

ートについて自然色（茶色）を積極的に採用

するなど、発生土置き場の色彩や形状につい

て配慮すること。 

 早川町内の既設の発生土仮置き場は、一時的

な施設であることから、景観の調査及び影響検

討の対象外としました。 
 なお、発生土仮置き場の周辺環境に配慮して、

以下の取り組みを実施中又は実施する計画で

す。 
・雨畑地区発生土仮土置き場で、搬入が完了し

た発生土に、深緑色の遮水シートを被せていま

す。 
・早川町内中洲地区発生土仮置き場で、発生土

で造成する盛土ののり面に植生工を行います。

発生土仮置き場の周辺では、必要により可能な

範囲で植栽等を行います。 
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知事意見 事業者の見解 
（６）発生土 
 発生土置き場（仮含む）の全体的な計画が

明らかでないことから、発生土の搬入・処分

について、計画及び今後の見通しが明らかに

なった時点で速やかに示すこと。 

 
 発生土置き場（仮置き場を含む。）の計画及び

今後の見通しについては、関係者との調整が整

った箇所から、環境の調査及び影響検討の結果

並びに環境保全の内容を資料としてとりまと

め、山梨県及び関係市町へ送付するとともに、

事業者のホームページに掲載いたします。 
 

 また、発生土置き場（仮含む）の位置、量、

期間等の状況については、随時、ホームペー

ジで視覚的に把握できる方法を検討するこ

と。 

 準備が整いましたら、事業者のホームページ

に、発生土置き場（仮置き場を含む。）の位置を

示す地図及び写真等を掲載いたします。 
 

 上記知事意見に対する見解を県に報告す

るとともに事業者ホームページで公表する

こと。 

 上記の見解を山梨県に報告するとともに、事

業者のホームページに掲載いたします。 
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9 地域への対応状況 
 
9-1 環境の調査及び影響検討の結果 

 事業者が新たに計画する発生土置き場（仮置き場を含む。）等においては、環境の調査及び影響検討

の結果をとりまとめ、山梨県及び関係市町へ送付するとともに、事業者のホームページに掲載した。 

 

・早川町内奈良田地区発生土仮置き場 

   ······················· （平成 29年 11月、平成 30年８月更新、平成 31年２月更新）                               

・早川町内塩島地区（河川側）発生土仮置き場  

    ······················· （平成 29年 11月、平成 30年６月更新、令和２年７月更新）                                

・早川町内塩島（下流）地区発生土仮置き場 

    ······················· （平成 30年６月） 

・富士川町高下地区工事用道路整備 

    ······················· （平成 30年 11月） 

・早川町内中洲地区発生土仮置き場 

    ······················· （平成 31年２月） 

・早川町内湯島地区発生土仮置き場 

    ······················· （令和２年６月） 

 

 また加えて、以上の影響検討において、事後調査の対象とした項目の調査結果等について、記載し

ている。 
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9-2 環境保全計画 

 工事計画に基づき環境保全措置を具体化し、環境保全の内容を資料としてとりまとめ、山梨県及び

関係市町へ送付するとともに、事業者のホームページに掲載した。 

 事業者が新たに計画する発生土置き場（仮置き場を含む。）においても、環境の調査及び影響検討の

結果に基づき環境保全措置を具体化し、環境保全の内容を資料としてとりまとめ、山梨県及び関係市

町へ送付するとともに、事業者のホームページに掲載した。 

 

・中央新幹線南アルプストンネル新設（山梨工区）工事 

   ··············· （平成 27年 12月、令和元年６月更新）                              

・早川町内塩島地区（南）発生土仮置き場 

   ··············· （平成 28年 12月、平成 31年２月更新） 

・早川町内西之宮地区発生土仮置き場 

   ··············· （平成 29年６月、平成 30年 12月更新）                                   

・早川町内奈良田地区発生土仮置き場 

   ··············· （平成 29年 11月、平成 30年６月更新、令和２年７月更新） 

・早川町内塩島地区（河川側）発生土仮置き場 

   ··············· （平成 29年 11月、平成 30年８月更新、平成 31年２月更新） 

・早川町内塩島地区（下流）発生土仮置き場 

   ··············· （平成 30年６月、令和元年６月更新） 

・富士川町内高下地区工事用道路整備 

   ··············· （平成 30年 11月、令和元年９月更新、令和２年１月更新） 

・早川町内中洲地区発生土仮置き場 

   ··············· （平成 31年２月） 

・早川町内湯島地区発生土仮置き場 

   ··············· （令和２年６月） 

・中央新幹線第四南巨摩トンネル新設（東工区）ほか工事 

   ··············· （令和２年７月） 

・中央新幹線山梨県内高架橋ほか新設工事（利根川公園交差部） 

   ··············· （令和２年７月） 

・中央新幹線山梨県内高架橋ほか新設工事（臼井阿原地内） 

   ··············· （令和２年 11月） 
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9-3 年次報告 

 中間報告書を作成しない年度には、当該年度に実施した調査の結果を事業者の取り組みとしてとりま

とめ、山梨県及び関係市町へ送付するとともに、事業者のホームページに掲載した。 

 

・「中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価書【山梨県】（平成２６年８月）」に基づく中間     

 報告書（その１） 

   ······················· （平成 30年７月） 

・「「中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価書【山梨県】（平成２６年８月）」に基づく中間 

 報告書（その１）」に対する意見の概要及び当該意見についての事業者の見解 

   ······················· （平成 30年 10月） 

・「平成 30年度における環境調査の結果等について【山梨県】」 

   ······················· （令和元年６月） 

・「令和元度における環境調査の結果等について【山梨県】」 

   ······················· （令和２年６月） 
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9-4 事業説明会等 

 評価書以降に実施した地域への説明会等の実施状況は、下記のとおりである。 
 環境保全事務所（山梨）及び中央新幹線山梨工事事務所を設置し、地元住民の方々からのお問い合わ

せに対応している。 
 
9-4-1 事業説明会 

 全国新幹線鉄道整備法第９条に基づく工事実施計画の認可（平成 26 年 10 月 17 日（工事実施計画そ

の１））を受け、これまで事業説明会を市町村単位で計 10回実施した。その後、より細かい地区単位で

計 45回実施した。 

 
9-4-2 工事説明会 

平成 30年度から令和２年度までに実施した工事説明会は以下の通りである。 

発生土仮置き場に関する工事説明会を早川町内で３回、工事用道路に関する工事説明会を富士川町高

下地区で３回、第四南巨摩トンネル新設（東工区）ほか工事及び第三巨摩トンネルほか工事に関わる地

元説明等を早川町で計８回実施した。架橋新設工事に関わる地元説明等を富士川町・中央市・南アルプ

ス市で各１回ずつ実施した。高架橋新設に関わる工事説明会を中央市・南アルプス市で３回実施した。 

 
9-4-3 その他説明会 

 地元住民の方々に対象事業への理解を深めていただくため、測量、道水付替え計画をはじめ、関心が

高い事項に関する説明会を計 89 回実施した。 

 

9-4-4 山梨リニア実験線視察等 

 対象事業沿線にお住まいの方々に、列車走行に伴う走行音や振動等について体感していただくため、

自治体の協力を得て山梨リニア実験線視察を計３回実施した。体感場所は、大原高架橋（防音壁区間）

付近、宮川橋りょう（防音防災フード区間）付近である。 

 また、地元住民の方々に対象事業への理解を深めていただくため、山梨リニア実験線試験立会を計 20

日実施した。 
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9-5 地元からの要望と対応状況 

 塩島地区発生土置き場に、周辺環境に配慮した色の防音パネルを設置した。さらに、法面に植生工を

実施した（写真 9-5-1）。 

 中洲地区発生土仮置き場について、周辺環境に配慮した色の仮囲いの設置、法面への植生工の実施、

周辺への植樹を実施した。 

 早川町塩島地区において、児童が横断する機会の多い早川北小学校前の県道 37号線における資材及

び機械の運搬に用いる車両の交通量を削減することを目的とする迂回路を設置した。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

写真 9-5-1 防音パネル、法面植生工（塩島地区発生土置き場） 

9-5-1 



 
 
 

 

【参考資料】 

 



参 1-1-1 

参考資料 1 対象事業の実施状況 

  

参 1-1 トンネル掘削の状況 

令和２年度までの各工事実施箇所におけるトンネル掘削の状況について、以下に示す。 

 

第四南巨摩トンネルについて、早川東非常口トンネルを９割程度（約 1,600m）掘削した。 

南アルプストンネルについて、早川非常口トンネル（約 2,500m）の掘削が平成 29 年度に完了した。

広河原非常口トンネルを８割程度（約 3,200m）掘削した。先進坑は、早川非常口トンネル接続部から４

割程度（約 1,800m）掘削した。本線トンネルは、早川非常口トンネル接続部から２割程度（約 1,300m）

掘削した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参 1-2 トンネル湧水等の状況 

令和２年度までの山岳トンネル工事の実施箇所におけるトンネル湧水等注の状況を、以下に示す。 
 

 参 1-2-1第四南巨摩トンネル（西工区） 

 

図参 1-2-1-1 早川東非常口工事施工ヤードのトンネル湧水等注の状況（平成 30年度～令和２年度） 

 

注：トンネル湧水等とは、トンネル湧水、工事排水、雨水等を含む。 
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参 1-2-2南アルプストンネル（山梨工区） 

 

図参 1-2-2-1 早川非常口工事施工ヤードのトンネル湧水等注の状況（令和２年度まで） 

 

 

図参 1-2-2-2 早川非常口工事施工ヤードのトンネル湧水等注の状況（平成 30年度～令和２年度） 

 

注：トンネル湧水等とは、トンネル湧水、工事排水、雨水等を含む。  
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図参 1-2-2-3 広河原非常口工事施工ヤードのトンネル湧水等注の状況（令和２年度まで） 

 

 

図参 1-2-2-4 広河原非常口工事施工ヤードのトンネル湧水等注の状況（平成 30年度～令和２年度） 

 

注：トンネル湧水等とは、トンネル湧水、工事排水、雨水等とした。 

 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

(0.00)

(1.00)

(2.00)

(3.00)

(4.00)

(m3/分）

日別のトンネル湧水等の

月平均値

（m3/日）

広河原非常口

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

(0.00)

(1.00)

(2.00)

(3.00)

(4.00)

（m3/分）

日別のトンネル湧水等の

月平均値

（m3/日）

広河原非常口（平成30年度～令和２年度分）

参 1-2-3 



参 1-3 建設発生土の主な搬出先と土量 

令和２年度までの各工事実施箇所における建設発生土の主な搬出先と土量を以下に示す。 

 
平成 30年度から令和２年度において第四南巨摩トンネル（西工区）の早川東非常口、南アルプストン

ネル（山梨工区）の早川非常口及び広河原非常口からの建設発生土及び富士川町内利根川公園交差部高

架橋の建設発生土は、山梨県が実施している早川・芦安連絡道路事業に約 21万 m3、西之宮地区防災拠点

整備事業に約 19 万 m3、早川町が実施している西之宮地内農産物直売所他集客施設用地造成事業に約 12

万 m3、赤沢地区町道改良事業に約３万 m3、そのほか公共事業等約３万 m3に活用した。 

また、当社が計画・設置する発生土置き場に活用した土量注は、令和２年度末時点で、早川町内の塩島

地区発生土置き場に約３万 m3 となっている。なお、発生土仮置き場に存置している土量注は令和２年度

末時点で、中洲地区発生土仮置き場に約 15万 m3、塩島地区発生土仮置き場に約２万 m3、塩島地区（河川

側）発生土仮置き場に約６万 m3、西之宮地区発生土仮置き場に約 11万 m3、奈良田地区発生土仮置き場に

約１万 m3となっている。 

なお、土壌汚染対策法で定める土壌溶出量基準値を超える自然由来の重金属等を含む発生土または酸

性化可能性試験により長期的な酸性化の可能性がある発生土注 1は、早川町内の雨畑地区発生土仮置き場

に約１万 m3、塩島地区（南）発生土仮置き場に約３万 m3、塩島地区（下流）発生土仮置き場に約５万 m3、

湯島地区発生土仮置き場に約１万 m3保管している。 

 

注 1：締固めた土量で表記している。 
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参 2-1-1 

参考資料２ 騒音・振動の簡易計測 

工事最盛期のモニタリングとは別に、一部工区において、建設機械の稼働に係る騒音・振動の状況を

確認するための簡易な計測を実施している。計測中は、周辺からも確認できる位置にモニターを設置し

て騒音・振動の値を常時表示するとともに、作業中は適宜、騒音・振動の状況を確認して作業騒音の低

減に努めた。騒音・振動の簡易計測は表 参-1 及び図 参-1、図 参-2 に示す地点で行った。また、モニ

ター表示例を写真 参-1 に示す。 

 

表 参-1 簡易計測の実施地点 

地点 
番号 

市町村名 所在地 実施箇所 

01 中央市 臼井阿原 工事施工ヤード 

02 富士川町 小林 工事施工ヤード 

03 早川町 塩島 発生土置き場 
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調査地点

山梨県駅

保守基地

01 

図 参-1（1） 調査地点図 
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高下変電所 

調査地点 

02

図 参-1（2） 調査地点図 
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塩島地区発生土仮置き
場 

中洲地区発生土仮置き

調査地点

03

調査地点 

図 参-1（3） 調査地点図 



 

参 2-1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 参-2(1) 簡易計測の実施地点（01 臼井阿原） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 参-2(2) 簡易計測の実施地点（02 小林） 

 

 

 

簡易計測実施地点 

（本図は事業者の測量成果物を用いている） 

簡易計測実施地点 

（本図は事業者の測量成果物を用いている） 



 

参 2-1-6 

 

図 参-2(3) 簡易計測の実施地点（03 塩島） 

 

 

写真 参-1 モニター表示例（01 臼井阿原） 

 

（本図は事業者の測量成果物を用いている） 



参考資料 3 専門家等の技術的助言 
 
 対象事業を進めるにあたって、具体的な施設計画及び工事計画や環境調査の結果を基に専門家等か

ら技術的助言を受け、環境保全措置等を実施している。専門家等の技術的助言は表参 3-1に示すとお

りである。 

 
表参 3-1(1) 専門家等の技術的助言 

専門分野 所属機関の属性 主な技術的助言の内容 

動物 

希少猛禽類 

公益団体等 【平成 30年度】 

・オオタカ（笛吹市ペア）の人工巣を設置する懸架木

は、アカマツの活力にも着目して選定すべきであ

る。単木よりもまとまったアカマツを選ぶという視

点も加えるべきである 

・オオタカ（笛吹市ペア）人工巣の設置時期は、繁殖

期が終わる９月～11月中に設置することが望まし

い。 

【令和２年度】 

・サシバ、ミゾゴイについて、４～７月の時期は繁殖に

対して最も影響を受けやすい時期のため樹木の伐採

作業等、風景が大きく変化する作業は行わないこと。 
・樹木の伐採作業等はミゾゴイが南方に渡っている９

月以降から繁殖期の始まる前の２月中の間に実施す

ることで良い。 
・ミゾゴイは親が餌を探し、谷沿いの林床を歩くた

め、自動撮影装置は林床近くに設置すると良い。 
・新型コロナウイルス感染拡大に伴い、４、５月に緊

急事態宣言が発令され現地調査を中止したが、今年

の繁殖状況を確認するために次月６月に２回実施す

ることで状況を把握できるであろう。 

動物 

両生類 

爬虫類 

魚類 

底生生物 

公的研究機関 【平成 30年度】 

・発生土置き場の選定にあたり、既に造成された場所

の利用は、新規に造成を行うよりも環境への負荷が

小さいと考えられ、評価できる。 
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表参 3-1 (2) 専門家等の技術的助言 

専門分野 所属機関の属性 主な技術的助言の内容 

植物 公益団体等 【平成 30年度】 

・メハジキは、山梨県のレッドデータから外れた種で

あるから、移植することは丁寧な対応だろう。手法

については、これまでと同様で問題ない。 

・食害を受ける可能性がある個体に対して、保護柵を

設置する対策は良いだろう。 

・食害を受けた個体について、芽吹きを確認できる春

季にモニタリングを行うことは問題ない。 

【令和元年度】 

・メハジキは、食害防止柵を設け、ある程度成長すれ

ばシカの食害を受けにくくなるため、食害防止柵を

大きいものに付け替える必要はないかと思われる。 

・エビネは、食害防止柵を設け、食害防止に努めたほ

うがよい。 

【令和２年度】 

・エビネについて、周辺の土と一緒に、同じような環境

に移植することで良い。移植は５箇所に分けて移植す

ることで良い。また厳冬期は根を傷つけてしまうリス

クがあるため、11月中までに実施することが良い。 

・ミスミソウについて、周辺の土と一緒に２箇所程度に

分けて移植することで良い。 

・ヤマユリの移植について技術的に難しいことは無い

だろう。リスク分散のために複数箇所へ分散して移植

することは有効である。 
・カワラニガナについては、確認数が多いことから、全

数移植の必要はなく、移植可能な株数を移植すること

でよい。 
・カワラニガナ移植の際は一か所に密集させるのでは

なく複数の地点に分散して移植できるとよい。 
・カンアオイについて、移植する場合は生育の確認され

た斜面の上下に移動することが望ましいが、それが難

しければ他の似たような生育環境下に移植すること

が良い。 
 

参 3-1-2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本書は、再生紙を使用している。 

本書で利用した地図は、注記があるものを除き、国土地理院発行の数値地図50000（地

図画像）を加工して作成した。 
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